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清未拝聞の起源

岡 本 隆 司
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序論

中国近代史研究､なかんず く対外関係を中心 とするそれは､比較的早 くから中国側の史

料が整備されたばかりでなく､外国側史料も利用可能であったため､つとに外交や経済の

問題を中心に､さまざまな角度か ら検討が加えられてきた｡しかも近年では､いっそう多

くの公刊あるいは未公刊の史料が容易に利用できるようになったことで､より詳細な史実

が次々に明 らかにされており､研究の水準は飛躍的に高められつつあるといってよい｡こ

のような現状を目の当たりにし､それで もなお一抹の不安を禁 じえないのは､はたして筆

者のみであろうか｡

そうした動向のなか､もっとも豊富な蓄積をもつ研究領域としてあげられるのは､これ

まで一般に中国近代史の担点 ときれてきた一八四二年の南京条約前後の対外関係､とくに

イギ リスをはじめとする西洋との関係であろう｡そこではすでに､基本的な史実がほぼ論

じつくされているのみならず､明らかになった史実に基づいて理論化の努力も払われ､時

代相全体を表現 しうるような分析枠組が構築されてきた｡それらはひとり対外関係史にと

どまらず､中国近代史全体を考えるうえでも有力な指針となっており､対外関係を主たる

手がかりに近代の中国を考えてきた筆者にとっても､たえず念頭に直かざるをえなかった

ものである｡まずここで筆者が理解 したかぎりではあるが､こうした枠組のもつ大掴みな

特徴を一瞥しておき､問われるべき具体的な論点や問題点はどこにあるのか､あらためて

とりあげてゆく前提にしようと思 う【1㌦

まずあげられるのは､アメリカの中国史研究においてひさしく主流となった ｢朝責体制

(TributeSystem)｣および ｢条約体制 (TreatySystem)｣という枠組である｡中国の対

外関係は､清末に西洋諸国と条約関係に入るようになってからは､その条約に規定された

もの､それ以前においては､朝貢関係に枠づけられていたものとみなし､両者を相互に対

比 しようとするものである｡これはいうまでもなく､西洋における近代と前近代の対比か

ら導 き出されたものであり､前近代的で制限的な朝貢関係を打倒し､聞放 しようとするも

のとして､近代的､かっ自由な条約 という位置づけがなされたのである｡そのいわば対極

にあるのは､中国や日本の研究者の大多数が依拠 してきた ｢半植民地｣という枠組であり､

史実の解釈や評価において､少なからず ｢朝貢体制｣｢条約体制｣論と対立するものであ

る｡けれどもこの枠組は､ ｢条約体制｣論にみられる近代と前近代の価値体系に従わない

だけで､両者を性格の異なるものとして裁然と弁別 し､対比 しようとする考え方がその基
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底をなすという点において､ ｢条約体制｣論とほとんど変わるところはない｡いささか粗

雑に失 した整理かもしれないが､それは ｢半植民地｣が往々にして ｢不平等条約体制｣と

言い換えられてきたことからも､端的に窺われるであろう｡

結果的に中国にとって有利であれ不利であれ､それまでの朝貢関係を覆そうとした条約

という位置づけは､確かに事実 として勤かしがたい｡それはしかしながら､多 くの点で西

洋人の側の､あるいは中国人の側の主観的な意識として事実なのであって､当時の客観的

な事実として､覆す性質のものであったのか､また覆 したのかどうかは､おのずから別の

問題であろう｡とりわけ近十年来､それまで兄すごされてきた史実が明らかにされるなか､

従来の枠組によってあらゆる事象を説明するのは困難になり､ ｢条約体制｣論ないし ｢半

植民地｣論は必ずしも正鵠を射たものでなかったことが､次第に共通の認識となってきた｡

そうした状況に応えてとなえられたのが､ ｢朝貢貿易システム｣という枠組である｡これ

はブローデル (FernandBraudel)やウォ-ラーステイン (lmnanuelWallerstein)の理論

を背景にもちつつも､それらをそのまま東アジアの文脈にあてはめるに憤 らず､一六世紀

以降､拡大の一途をたどるヨ-ロッパ世界､世界経済から相対的に独立する ｢アジア交易

圏｣の存在を想定 し､その自律性を何よりも強調するものである｡この枠組が示唆する論

点はすこぶる多岐にわたるが､ごく単純化 していえば､その ｢アジア交易圏｣を枠づけた

のは中国在来の朝貢関係にはかならず､中国を中心とする朝貢を構成 したアジア諸地域問

の内在的関係を重視 し､そこから一九世紀以後の条約関係 も ｢アジア交易圏｣､すなわち

朝貢関係に包摂､あるいはそれを基準に形成 されたものと位置づける｡これはいうまで も

なく､ ｢朝貢体制｣ ｢条約体制｣ もしくは ｢半植民地｣という枠組､ひいては中国と西洋､

前近代と近代の対比という発想そのものへの批判をも含意するものである｡

結論を先にいうようになるが､条約による画期に象徴されるそれまでの評価基準や概念

規定すべてを相対化 しようとする ｢朝貢貿易 システム｣の構想は､きわめて魅力的であり､

現在の段階では客観的な事実を描 き出すにもっとも近い位置を占めるもののように思われ

る｡けれどもそこに問題がないわけではない｡条約が根底から朝貢関係 と対立 し､これを

崩壊せ しめるものでなかったとすれば､両者は具体的にどこで連関 し､その連関はどのよ

うな性質のものなのであろうか｡こうした点は ｢朝貢貿易 システム｣論 も強調する ｢アジ

ア交易圏｣の実像に迫ろうとする研究者の間でも､見解が同一ではないようである｡これ

は彼 ら個々の問題関心や分析方法の違いにも由来するが､そのもっとも大 きな要因は市場

というものの位置づけにあろう｡ ｢朝貢貿易システム｣論の一つの核心をなすのは､中国
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内外の経済関係を国民経済の形成と相魁ではなく､地域市場の連鎖とみなすという論点で

ある｡そこではいわゆる地域市場そのものに明確な定義を与えていないものの､それが何

の実体 もないと考えられているわけではない｡とりわけ中国内において､地域市場の範囲

をあらわす指標の一つとするのは､商品流通を対象とした各種の徴税機関である｡言い換

えれば徴税機関は､地域市場の内実を端的に表現するものと考えられているわけである｡

ところが同 じく ｢アジア交易圏｣を提唱する論者の市場のとらえ方はまちまちであうて､

必ず しも上のような地域市場の考え方が共有の認識になっているとはいえない(2'｡本稿は

｢アジア交易圏｣を直接の考察の対象 としないので､その是非の論評はさしひかえるけれ

ども､中国内にも複数の地域市場の存在を想定 し､そのさい徴税機関のあり方に注目する

のが､ ｢朝貢貿易 システム｣論独自の着想であることは確認 しておこう｡

ところでこの徴税機関は､つとに ｢条約体制｣論 も ｢半植民地｣論 も注目してきた問題

であった｡そのうちとりわけ洋関は､西洋貿易の徴税にあたる機関を外国人が管轄 したと

いう事実があり､その評価の面では対立するものの､ ｢条約体制｣論 も ｢半植民地｣論 も､

ひとしく想定する体制成立の端緒をこの件関の形成に求めている｡その意味において洋関

は､これまで中国対外関係史のもっとも重要な問題の一つとして位置づけられてきたもの

であったのである｡

それでは従来の枠組を批判 しようとする ｢朝貢貿易 システム｣論は､拝聞をどのように

みているのであろうか｡そこでは､外国人による行政とその性格をもっとも重視 してきた

これまでの議論に対 し､地域市場の動向や構造 と密接にかかわって､それを体現する制度

として把握 しようとしているoその試みの結果が正 しいかどうかも､もちろん問題ではあ

ろう｡ しかしながらその前に疑問を覚えざるをえないのは､洋関のとらえ方そのものにあ

る｡ ｢朝貢貿易 システム｣論による洋関をはじめとする徴税機関の位置づけは､地域市場

およびその相互関係か ら漠然 と演拝されるにとどまっており､いわば論証をほとんどとも

なわない作業仮説にすぎないか らである｡ 拝聞などの機関が地域市場の指標であるとする

なら､それら個々の組織や相互め連関は､その背後にあるはずの地域市場とも決 して無関

係ではありえないであろう｡ したがってその関係の存否､そしてあり方を問うのが､まず

罪-になされるべき作業ではなかったか｡その点において ｢朝貢貿易システム｣論は､洋

関という-制度の形成を徹底的に分析 し､そこに論点の多くを還元 して､体制を表現 しよ

うとする ｢条約体制｣などの枠組を揚棄 しうる内容にまで高められていないといえるであ

ろう｡逆にいえば､そこにあらためて検討する余地が残されているとも思われるのである｡
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｢朝貢貿易システム｣論を提唱 した潰下武志氏は､いみじくもみずか らの研究を ｢方向

提示的｣であるとした｡中国史からの接近であるかどうかにかかわらず､その ｢方向｣自

体は折に触れて省みられてきたものの､ ｢方向｣の ｢提示｣が拠 って立つところは､これ

まで問いなおされたようには思えない｡このままではた して ｢朝貢貿易 システム｣の構想

が示唆するところの交易 と秩序の構造の実体を確認 し､そのあり方を具体的に描 き出す こ

とはできるのであろうか｡この場合に限ったことではないが､構想を所与のものとしてそ

の上に論証をいくら組み立てても､それはやはり単なる構想に終始するはかなく､構想そ

のものの修正や発展を含めた枠組のいっそうの深化は望みえないのではあるまいか｡ ｢朝

貢貿易システム｣の枠組はいまのところ､そうした疑いがほとんど挟まれないまま､追随

すべき研究の一潮流を形づくっているかのようにみえる(3)O筆者が不安を払拭できないの

はここにあるo追随する前に立ち止まってなすべき作業は､もはや皆撫なのであろうかo

こうした現状に鑑みて本稿は､すでにいくたりの研究で検討 されてきた洋関という制度

の形成に関する問題をいま一度 とりあげることとする｡ ｢朝貢貿易 システム｣論の試みに

よってなお達成 されたとはいいがたい､これまでの ｢条約体制｣論などの揚乗のためにも､

｢朝貢貿易 システム｣論そのものにおいても､その存立にかかわる重要な問題でありなが

らなお十分には行なわれていない､徴税機関の綿密な動態的分析を補 うためにも､そ して

｢朝貢貿易 システム｣論の趣旨をさらに発展させ､そこから一歩を踏み出そうとするため

にも､それは避けて通ることのできない課題であるといってよいであろう｡以下において

は､まず洋関形成の直接の前提 となる朝貢関係の一面をあらためて検討 し､そこから洋関

の位置づけ古さぐる｡ついで洋関が形成される具体的な過程を跡づけなおし､これまでと

は異なる観点から洋関の性格づけを試みる｡もちろんこのような区々たる作業だけで､従

来の枠組がすべて不要になるほど積極的な体系を構築 しようなどとは毛頭考えていない｡

その手がかりの一つでも獲得できるならば､望外の幸いというべきである.

各論に入るにさきだち､いくつかの点をっけ加えておきたい｡すでに使用 したが､拝聞

という術語は現在あまり一般的ではなく､むしろ海関と祢すべきものか もしれないOけれ

ども本稿は取 り扱 う対象が晴代全般にわたっており､酒初より沿岸に設けられた機関 も海

関と呼ばれたものであるから､それとの概念上の混同をなるべ く避けるために､また酒未

において行なわれた海関 ･新関 ･洋間などのさまざまな称呼のうち､洋関が比較的一般的

であったことも考慮 し､さらに一八五四年から五九年まで上海で機能 した外国人税務司制

度との区別を明確にするためにも､あえて総税務司が統轄 し､全条約港に設けられた機関
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に限定 して､洋関と称することとする… ｡凡例的なことでは､とくにことわらないかぎり

原則として､本文と引用文 とを問わず､ ( )は筆者による説明､注記､もしくは原用語

の提示であり､ 〔 〕は筆者による挿入である｡元号を冠 した年月日は旧暦､それ以外は

西暦によるものである｡また引用文中の-･･･は省略を示す｡以上あらかじめ申し添え､諒

承を請う次第である｡
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第一章 晴代西洋貿易の徴税機構 【

IJ

はL:めに 一

l

今世紀初めのモース (HoseaB.Norse)氏の研究 l̀)以来､南京条約以前の中国と西洋の 吉

関係史を考えるには､多かれ少なかれ必ず ｢広東 システム (CantonSystenl)｣をめぐる問

題がとりあげられてきた｡それは一口にいうならば､アヘン戦争以前の広東 という場で､

中国と西洋の交渉において見 られた､およそ西洋的な体制に対置きれる清朝の体制すべて

を指すものである｡こうしたとらえ方は､たとえばフェアバンク (JohnK.Fairbank)氏

によって ｢条約体制｣に対する ｢朝貢体制｣なる枠組に一般化きれ､史実に即 した具体的

な ｢広東 システム｣は､その ｢朝貢体制｣をもっとも典型的に表現するものとして位置づ

けられた く2)｡史実の解釈は必ず しも彼 らに従わなくとも､ ｢広東 システム｣が近代におけ

る中国の対外関係のうち､もっとも重要な問題の一つとみなLてきた点で､他の研究 も変

わるところはなかったのである(a)0

そうした研究を大掴みに整理 してみると､西洋と中国の対比という枠組の基本的な性質

上､必然的に二つのアプローチが浮かび上がる｡一つは広東にあらわれた西洋近代資本主

義の具体的な究明である｡これはいわゆる三角貿易の構造をはじめとして多方面から検討

が加えられ､つとに膨大な成果をあげてきた｡その重点はイギ リス産業資本の重視から､

アジア通商の相対性､独自性の強調-と移っている (4㌦ いま一つは ｢広東 システム｣自体

の内実を明らかにしようとするものである｡これはいわゆる ｢公行｣研究に代表されるよ

うに､まず西洋と直接に交渉 した組織のあり方を解明する方向ですすめられた｡ しか しこ

の方面の研究は､なおモース氏によって与えられた体系に従 っており､新たな史実が発掘

されても､それはいささか断片的で､旧説を補完するものにとどまっている (5㌦

ところでこの分野における近年の顕著な潮流は､周知のとおり ｢朝貢貿易 システム｣諭

による分析である｡この枠組 (a)はさきに触れたように､ ｢条約体制｣に対する ｢朝貢体制｣

という枠組､ひいては西洋 と中国の対比そのもの-の批判をもめざす ものである｡ しか し

そうであるならば､議論の手続 として ｢広東 システム｣の通説 も､その観点か ら独白にみ

なおされて しかるべきであるはずなのに､それは ｢朝貢貿易 システム｣ ｢アジア交易圏｣

の提唱とともに､あたかも埋没 したかのように触れられなくなっている｡

そもそも ｢朝貢貿易 システム｣という構想は､西洋諸国のアジア通商が本国に対 して独
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目的であった側面が明 らかにされたという､いわばこれまでの ｢広東 システム｣にかかわ

る研究の成果を具体的な根拠の一つとしており､その素材をなす史実 も ｢朝貢体制｣論で

すでに提示 されたものが少なくない(7㌦ ｢朝貢貿易システム｣論はそれらに対 し､ネ.,ト

ワ-ク論や地域経済論をもって新たな解釈を試みているけれども､往々にしてそうした理

論に適合する史実の羅列的な提示にとどまり､適合しないものは捨象､等閑に付す結果と

なっている｡ ｢広東 システム｣についてあまり触れられないのも､おそらくそれが二因で

あって､重点を西洋との関係からアジア域内交易-移 したというばかりではないであろう｡

そうした意味で少なくとも晴代中国の西洋関係においては､ ｢朝貢貿易 システム｣は従来

の見方-のアンチテーゼにとどまっているのである (り o

Lたがって西洋と中国の対比から離れて､朝貢と条約との内実､ならびにかかわりをみ

なおそうとするならば､まず従来の ｢広東システム｣の議論に即しっっも､それを揚棄 し

うる具体的な史実の体系を構築 しておく必要があるOそしてそれには何よりも､広東の清

朝側の体制に対するモース氏以来の通説的解釈を問いなおきなければならない｡その中核

にあるのはいうまでもな く､ ｢公行｣-ギル ド-独占という図式である｡もちろんギル ド

や独占の存在という史実自体が誤っているわけではない｡けれども ｢広東 システム｣とし

て総称されるさまざまな事態のありようが､この独占に帰一され説明されてきた傾向は否

めない｡何よりも独占に注目するという立場からしばらく離れて､ ｢公行｣を構成 したと

される商人のあり方､とりわけ彼 らと卑海関との関係をあらためて位置づける作業が､ま

ず必要となるであろう｡

第-節 開海 ･設関 .洋貨行

康,RPr 七 (一六七八)年 といえば､順治一三 (一六五六)年に発布され､康梨元 (一六

六二)年よりあらためて強化 された海禁 … がなお励行されていたころである｡この年､ペ

レイラ (BentoPereiradeFaria)を正使とするポル トガルの北京派遣使節が清朝に入貢

し､表文を進め獅子を献 じた (10㌦ これよりきき､一六六七～一六七〇年のサルダーニヤ

(ManoeldeSaldanha)使節において失敗に終わっていた `11'ポル トガル人の通商の自由

の獲得がその主たる目的であったが､それはフェルビースト(FerdinandVerbiest)らの

仲介をえて達成された 1̀2㌦ 清朝側の記録によれば､ペレイラはそのさい､ ｢マカオのポ

ル トガル人が梅禁で苦 しんでいるのを見て､兵部に赴いて訴えた｣といわれ､これをきっ
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かけに康照一八 (一六七九)年､マカオでは陸路を通 じての貿易がゆるされることとなっ

たO康幣二〇年末から六年間広東巡撫に任 じた李士亜 らによると､それは次のような形で

行なわれた｡

このときは海禁がいまだ解かれてはおらず､マカオも界外に属 していたので､中国商

人がマカオに行 くことは禁止 し､許さなかった｡外来の船舶がマカオにもたらした貨

物と香山県に到る中国商人の船舶の貨物は､陸路を通って界口まで運び､そこで貿易

を行なうこととし､海路での往来は許さなかった｡ 〔この貿易に対 し〕市舶司に徴収

させたのが早税であるD (1い

こうした陸路貿易に対する徴税を掌 っていたのが市舶司であったところに注目しておき

たい｡この市舶司は明代とほぼ同じく､そもそも朝貢を受け付けるため設けられたものの

ようであるが､専設 されたわけではなく､填課提挙司が兼任 L､そのポス トは塩課市舶提

挙司､略 して塩市提挙司 と称 されたo服治一〇 (一六五三)年に､シャム .オランダの船

があいっいで広州 ･マカオに来航 し､朝貢を求めたとき､塩課提挙司白寓挙 と平南王府参

将沈上達が尚可轟に互市の利を説 き､北京の認可をえてこれら外国人の来航をうけいれた

(14)､といわれている｡おそらくこれ以後､平南王のもとで塩課提挙司が市舶司を兼ねる

に至ったのであろう｡のち陸路貿易を管轄 した提挙の張榛 も ｢かつて､ 〔清朝に〕叛 した

〔平南〕藩のためにはたらいていた｣者であり､規定外の課税を行なって私腹を肥や した

として弾劾されている (川 ｡徴税が開始されてから二年あまり経過 Lた座興二二年の正月

になって､北京政府派遣の同知 も前山案に駐節 し､税務と禁制品取締を行なうこととなっ

た 【lB) D

それでは市舶司の陸路貿易に対する徴税は､実際にどのような手続で行なわれるもので

あったのか､簡単に見ておこう｡税率は明らかではないが､輸出の場合､客商はまず広州

で税銀を捷孝司に納め､その証明として押印された税票をうけとる｡客商が界口に到 り牙

行に投宿 し､貨物が販売されるにさいし､ ｢店牙経紀｣はその貨物 と税票 とを照合 してか

ら卸売を許可するが､もし両者が符合 しなければ､脱税 として当局に知 らせることになっ

ていた｡マカオから運ばれて くる貨物の場合､中国人客商の購入にさきだって界口で検査

を受けて税票が発行されるO購入 した客商は広州で税票に従って提琴司に納税することと

なっていた｡ ｢店牙経紀｣による貨物 と税票との照合は､上の場合と同様に行なわれたと

思われるO ｢買売の関鍵｣たる位置を占め[=｢店牙経紀｣が果たす徴税上の役割は､海禁

が布かれていたにもかかわ らず､なお盛行 していた海上での取引や密輸 ･脱税などを取 り
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締まってゆくうえで､当局に少なからず葦祝されたであろう 川̀ O

厳密な意味での朝頁､およびそれに付帯する貿易を除けば､以上のマカオの陸路貿易の

みが､当時公式に認められた対外貿易といえるものであった (18㌦ この貿易が年に二万両

ほどの税収をあげるようになっていた く19)一方で､清朝をして遷界令ならびに梅禁を実施

せしめていた要因そのものが取 り除かれっっあったo 都民の勢力は衰退に向かい､康梨一

九 (一六八〇)年に贋門 ･金門二島を棄てて台湾に退き､二二年､ついに清朝に降伏 した｡

ここに及んで､江南 ･漸江 ･福建 ･広東の沿岸四省を展界すべ く､前二省に工部侍即金世

鑑と副郡部史雅思晴が､後二省には更郡侍郎杜環と内閣学士石柱が現地巡察に派遣 された

(日 日 ｡杜珠によればこれには四つの目的があり､その第四として､海禁以前のように商船

の往来をみとめ､外洋に出て貿易するのをゆるすか否か､見きわめることがあげられてい

る '21'D翌康黙二三年七月一一 日､杜環とともに福建 ･広東に赴いた石柱は､海上貿易は

明未以来そもそも開放 したことのなかったものであり､これを解禁するなら､現地督撫 ら

の意見を容れ､-～二年の猶予をおいてからにきれたい､と康弊帝に復命 したOだが帝は､

督撫の意見はみずからの利をはかるものとしてこれを却け､海上貿易の開放を認めたので

あった (22㌦ もっとも石柱の復命がどうであれ､海上貿易の開放は､このとき康賢帝の一

存ではじめて決められたわけではなく､中央では既定の方針であったようである｡斬江に

おいても山東 と同様に､五〇〇石以下積載の船舶が海上に出て､貿易や漁業に従事するこ

とをゆるされたい､という金世鑑の疏言がすでに康緊二三年四月に容れられていたことを

見ても､それは明らかであろう｡

その金世鑑の疏言は､鮪江での海上貿易の開放とあわせて､それに対する徴税の実施を

も提案 し､所轄の道台に税率を定めさせ戸部に報告する､と述べて､やはり裁可されてい

る 川̀ が､この問題については､む しろ慎重にすすめられたようであるo同年六月初五日

の戸科給事中孫悪の粂坑に対する上諭では､

〔海洋貿易に対 し〕税課を徴収するのははじめてのことであるから､もし則例を定め

なければt商人に累を及ぼすことになるかもしれない ｡関差の例に従い､部院の賢能

な司官を 〔現地に〕派遣 して､則例を適宜定めさせるべきであるo (2-i

と見えている｡広東 ･福建の二省 もこれに従い､宜爾格図と呉世把が収税郎中として派遣

されたO以下､康幣二三年八月二六E]付の戸部の題本に引く彼 らの呈文に拠 って､その措

置を見てみよう｡

広兼 ･福建ではもともと徴税を行なったことがなかったので､各関の別例を持 って行
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き､貨物の品質に応 じて適宜定例を加減 し調整する｡広東 ･福建には元来収税を行な

う街門が設けられていなかったため､我々は到着 した目に衛門設立にもっとも適 した

場所を調査 し､原妾を定めて両省の総督 ･巡地にわたし､街門を設立 させる｡衛門の ■

書餌 と各種の街役は､各関の例に従 って召募する｡広東 ･福建の沿岸は海岸線が長 く､

海に通 じる場所の□子 (海関の分局)は多 くなるが､それでも足 りなければ､必要に

応 じ総督 ･巡撫 と連名の文書で申請 した うえで増設する｡我々の徴収 した税銀は布政 一

司に引きわたし､領収証を受理 して､我々がみずから戸部に送金する額を報告する｡ E

広東 ･福建は遠隔の地で､徴税 もはじめてのことであり､各関既定のように季節 ごと

四度帳簿を送るのは難 しいか ら､年に二度送 るようにする｡海に通 じる口子 は多 く､

地域は広閲なので､常時巡査 しなければ脱税が起こるであろう｡各関の例には従わず､

我々の年来知るところの筆帖式を指名 してもう一員ずつ多 くつける.さらに海港内の <

橋 .津で取引する船 ･車に対 しても､一律に徴税を行なうO '25' j

以上がのちに ｢開海征税別例｣と称 された (2B)広東 .福建における海関設置の草案 とい

ぅべきものであるoその提議の多 くは､内地の ｢各関の例に照 らして｣､あるいは､ ｢各 F

関の例に照 らさず｣とあるように､あ くまでも内地関の組織を基準になされた ことが看取

されようO こうして設立 された海関は､行政体系全体か らみれば､ 『康照合典』所載の戸 l

部に属するニー権関に含まれ､やはり内地諸関と区別 されるところはなか った (27'のであ 守

る｡さらに以上の経緯よりすでに明 らかなことかもしれないが､宜爾格図 らの上の措置に 貞

加え､九卿唐草科道の会議で出された､出梅者の姓名登記､身許保証､登録証発行などの 岳

事柄を実施に移すよう､彼 らにとくに通知 していること (川 か らも､このときの海関設置 )

はそもそも ｢出梅貿易｣､つまり､中国人が海上に出て行なう貿易を対象 とす るものであ l

ったことが確認できよう｡このように見て くると､海関の設置は海禁解除､すなわち､公 (

式に認められた中国人の海上進出にともなって､内地関を沿海にまで拡大 した ものであっ `

たといえよう(2B)D換言すれば､外国船の来撃貿易に対する管轄は､少な くともこの時点 j

では､考慮の外におかれていたということであるo康鮭七 (一六六八)年､所定の貢期に

非 ざる外来の貿易はすべて禁 じられていた りD'のであり､ポル トガル船のマカオへの来航

を事実上認めていた点で､唯一の例外ともいえる上述の陸路貿易は､市舶司の管轄に係 る

ものであったからであるo

ところが､康照二四 (一六八五)年､朝貢船舶の貿易-の課税を求めた福建総督王国安

の上奏を機に､外国船の来航貿易についても潰走が定められ､朝貢船舶の付帯貨物は熊税
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で取引を許され､そのはか朝貢以外で非公式に来航する船舶 も､商人が税を納めれば貿易

を許されることとなった｡そしてこの規定は､戸部から各海関監督に通達 され､後者がそ

の実施にあたった (3 1㌦ ここに至 って､ ｢出梅貿易｣のみを対象に設立されていた海関の

管轄範囲は､すべての外国船の貿易にひろげられたのである｡広東についてみると､おそ

らくはこの指示に従 ってであろう､マカオの陸路貿易 も､この年から卑海関監督宜爾格図

の管理に移されている 8̀2㌦ まもな く広東巡拙李土鳩 らはしきりに上奏 して､市舶司の陸

路貿易に対する徴税を停止するよう求めはじめた｡

今日 〔卑海関〕監督が海上より出入する洋船から徴収する貨税は､市舶司が先に禁海

時に陸路界口での貿易より徴収 していた貨税にはかならず､元来同じものである｡･･･

-こちら (海路)で収めればあちら (陸路)で停めるのは､当然であろう｡

とその理由を述べ､ ｢一貨両税｣ ｢-地両軸｣に苦 しむ商人の訴えをも引きつつ､陸路貿

易の税収を海関の所轄に非 ざる ｢落地早税｣とみなす戸部に反駁し､海関監督の徴収に含

まれるものと位置づけたのであった 桝 り o すなわち､少なくとも広兼に限っていえば､海

関は市舶司を継承 したのではなく､これを接収 したものとすることができよう(= ) ｡

マカオの陸路貿易に課せられた税は､たとえ李士禎らのいうように､洋船の貨税 と元来

は同じものであったにせよ､当時のその取引や徴税の形態からすれば､いわゆる ｢落地｣

税と戸部からみなされても確かにやむをえないところがあった｡というのも宜爾梅園らが

起草 した ｢開海征税別例｣のうち､海港内の橋津での徴税について朝廷で修正が加えられ､

海関は海上から出入 し､舶載貿易 きれる貨物に限って徴税をゆるされていた く=)からであ

る｡こうした形の徴税を卑海関が実際に行なうにあたっては､やはり既存の落地税と関連

して､解決されなければならない問題が生 じていた｡それは､海関の課税貨物と従来か ら

の ｢落地貨物｣とをいかに弁別 して､二重課税や課税漏れが起こらないようにするのか､

という問題であった｡康照二五 (一六八六)年四月に発布された告示には､以下のように

見える｡

省城や仏山には以前より税課司が設けられ､落地住税を徴収 していた｡いま海関を設

立 して出洋行税を徴収 しようとしているが､地勢があい連なっており､もし行税と住

税とを分けなければ､二重課税や課税漏れという弊害が起こるかもしれないoそこで､

協議のすえ､金森行と洋貨行 という二種の貨店を設立することにした｡もし本地にき

て商業を営むならば､いっさいの落地貨物は住税に分類 し､その申告書はすべて金線

行に寄せ､税課司に赴いて納税する｡外洋から販売 しに来る貨物や海上に出て貿易 き
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れる貨物は行税に分顕 し､その申告書はすべて洋貨行にわたし､ 〔船舶が〕出梅する

のを待って､洋貨行商人がみずから海関に赴いて納税することとするO (36'

管轄官庁についてみると､ ｢落地住税｣は従来より税課司の徴収に属するものであり､卑

海関の徴税 とは明確に区別されていたはずであるが､それだけでは双方 とも十分ではなか

ったのである｡所轄範囲の地理的近接によって混乱が生 じるというのは､けだし､当局に

は取引のあり方に従 って課税貨物を識別する手段が欠如 していたことを物語 っていよう｡

これを補 うべ く設けられたのが､ ｢落地住税｣対象の貨物と ｢出洋行税｣のそれとを取 り

扱 う牙行をそれぞれ分別 して納税 させる方法であったのである｡

それでは､牙行をことさらに分ける必要はどこにあったのであろうか｡これより以前の

広東で ｢落地住税｣がどのように徴収 されていたかを明らかにする史料は､今のところ手

許にない｡けれども金線行に相当する牙行はすでに存在 し､少なくとも当時には､ ｢落地

住税｣の直接納税者となっており､さらにその多 くは､海上貿易にも手をひろげ､ ｢出洋

行税｣の対象となる貨物をも取 り扱 うようになっていたと判断される｡卑海関がその課税

貨物を把握 して徴税を行なうにさいし､洋貨行を別に設けなければな らなかったのは､

｢落地｣｢出洋｣の両貨物 とも同一の牙行が取引 ･納税を行なう可能性が大 きく､そこに

弊害が懸念された (=)ことによるのであろう｡

このように､卑海関が独立 した官庁として､国内からの ｢出梅貿易｣､および外国から

の来舶貿易に対 し徴税を行なう体制は､海関に属する洋貨行が設立されてようやく整えら

れた｡海禁が施行されていた時期､マカオの陸路貿易においても､このようなあり方はす

でに見 られるところで､そこでは上述のように､ ｢買売の関鍵｣たる ｢店牙経紀｣が貿易

に対する徴税で重要な役割を果た していた｡市舶司の海関への接収にともない､卑海関の

洋貨行商人がそうした役割を継承 したともいえようが､彼 らの取り扱 う対象はほぼ海上貿

易全般にひろがり､その役割 も納税の点検のみにとどまらず､みずからが納税そのものに

あたっているのである｡海上貿易を管轄する卑海関の立場からいうならば､その貨税徴収

は洋貨行の納税を侯って､はじめて実現 されるものであったと見ることができよう｡

第二節 保商制度の形成

それでは洋貨行による取引や納税は､寛際にはどのようにしてなされていたのであろう

か｡この問いに答えるのは､実は容易なことではない｡前節に述べたところによれば､洋
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貨行とは､海上貿易の貨物に課せられた税を卑海関に直接納めるため､従来の一般的な牙

行のなかからとくに指定 された牙行の総称であったと考えられる｡取引相手が中国人であ

れ外国人であれ､いや しくも海上によって出入する船舶の貨物ならば､洋貨行がこれをす

べて扱わねばならないことになろう(38)o洋貨行の活動のあり方がはたしてこうしたもの

であったとすれば､これを全体 として描き出そうとしても､管見のかぎり依拠すべき史料

は甚だ乏 しいといわざるをえない｡

康喋五五 (一七一六)年､船材 ･米糧の密売などを防 ぐため､中国商船の南洋への航海

貿易の禁止が提議 され､翌年の正月より実施された｡もっとも中国からヴェ トナムに及ぶ

沿岸での交易､日本 との貿易､および外国商船の来航貿易はそれまでどおりゆるきれてお

り(日日､宛正年間には､卑海関の税額は日本との貿易を除 くこれらの貿易に従事する船舶

より徴収 したものである(川 ､と称されるようになったo ところがそのうち､外国船の来

航貿易の比重が圧倒的に増大 し､ ｢卑海関 〔の税収〕はひとえに外国船 〔の貿易〕にのみ

頼るものである｣ 川̀ といった頬の表現は､確正五 (一七二七)年に南洋航海が解禁され

た =̀ )のちにも､ひきしく常套句的に使用されるようになる｡乏 しい史料に散見されるの

も､外国からの来航船 と取引を行なった ｢行｣であり､やはりこれがもっとも重視される

べきであろう｡ ここでは史料の関係上､イギ リス船と交渉 した商人を中心にとりあげ､比

較的明らかにしうる個別的な事例を帰納する形で､大まかな趨勢を掴んでいきたい｡

イギ リス船が広東に来航するようになるのは一六九九年からであるが､以後二〇年以上

もの間にわたりイギ リス商人と独占的に取引を行なっていたのは､ ｢大官の商人 (Great

MandarinesMerchants)｣に代表される類型の商人であった｡彼らがこのように呼ばれた

のは､ ｢各々の主人 (respectivemasters)｣として両広総督や広州将軍などの大官に隷

属 し､その後盾をえていたためである り̀)O隷属とか後盾といっても両者の関係ははっき

りしないが､つきつめてみると債権者 と債務者のそれであったらしい｡イギ リス側の報告

によると､ ｢こうした商人は､利子付であずかっている宮人の資金で交易をし｣ており､

甚だしさに至 っては､総督など大官は､商人に法外な利子で資金を貸 し付けたり､さもな

くば､その利益の大部分を取 り上げたりした｡加えて､みずから内地の茶の買付まで行な

い､自分に好都合な価格で商人たちに引き取 らせた｡いずれの場合も大官の側の強要であ

った､といわれている 川̀ ｡当時の広東地方においては､官僚が商人をその走狗 とし､権

力と資本に悼んで商業に進出するのは､外国貿易の分野に限らない現象であった 川̀ o

以上の記録を残 したイギ リス側は､いうまでもなく､こうした少数の商人の独占的取引
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を嫌い､有利な条件を求めて､ くりかえし他の商人とも個別に折衝を試みている｡すでに

大官と関係を結んでいる商人がこれを妨げようとするのはもちろん､一七〇四年には､康

賢帝の皇太子の後盾をえて､対欧貿易を独占しようとするEmperor■sMerchantという者ま

であらわれた (" )O他の商人たちは､当初は背後にいる権力者同様に彼 らを恐れ､あえて

その取引を妨げようとはしなかった (47-が､一七二〇年になると､共同 して外国貿易にあ

たる ｢ギル ド｣を結成 し､ひさしく貿易を塾断 してきた商人たちを排斥 しようと試みたの

である 148).

この ｢ギル ド｣の結成は､これまでの研究ではモース氏の見解に従 って､ ｢公行｣によ

る貿易独占の初の試みとして特筆 されてきたものである｡ しか しなが ら､当時の商人たち

をめぐる状況や ｢ギル ド｣結成の経緯､さらに次節で述べる ｢公行｣が成立する事情やそ

の性質から考えれば､広東における貿易独占組織をすべて ｢公行｣と同 じ性格のものとみ

なし､その発端にこの ｢ギル ド｣を位置づけることはできないであろう｡

これまでそうした見解が行なわれてきたのは､一つには当時の､あるいはのちの外国側

史料の記述に引きず られたことによると思われる (" lo確かにそこでもっぱら強調 されて

いるのは､これ以後 もしばしば現れるような､外国商人にとって不利な取引の独占や通商

に悪影響を及ぼす官僚の介入の事例ではある｡けれどもこの時期のそうした動きか ら読み

取るべきは､むしろ中国商人たちの間の激 しい競合関係ではなかろうか｡彼 らが相互には

協力し､あるいは排斥 しあい､権力者とは甘んじて金銭貸借関係や隷属関係まで結ぶに至

っていたのは､利益のあがる外国船との取引に与ろうと､できうべ くんばこれを独占しよ

うと､縞を削っていたからであろうO

｢大官の商人｣のような商人が取引を独占的に行ないえたのは､こうした争いのなかで

優位に立っていたからにはかならない｡そのさい大官との関係がかなり有利な条件 とはな

ったであろうが､それだけで公式に取引の独占が認められるわけではなかった｡ここで問

題となるのは､対外貿易の管理を掌るべき単海関監督の位置であるDこの時期ではわずか

な事例 しか見あたらなかったけれども､外国船と取引した商人はおおむね､洋貨行設立時

の規定に違わず､卑海関に納入すべき貨税およびその他の税を支払 っている(いり｡このよ

うな義務が付随する以上､いかなる商人であっても取引にさいしては､卑海関監督に従わ

ねばならず､独占を実現するにはその支持をとりつけておく必要があったであろう｡上述

のEmperorpsMerchantがたちまち失脚 したのは､卑海関監督との対立関係が一因であった

し､少数の独占商人排除を目的とした一七二〇年の ｢ギル ド｣結成がともか くも実現 され
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たのは､卑海関監督の支持があったからである (5日 ｡そして大官の後盾をえた商人が成功

していたのも､やはり同様の理由によっていたようである｡さかのぼって一七〇三年の事

例をみると､イギリス船が停泊 したマカオに､卑海関監督が ｢その貨物を買い上げるため､

これらの商人をともなってきて｣､ ｢乗組員の投宿 と貨物の寄託は､そのうちの一人の所

有する行専こおいてなされるよう命令 した｣とあるO事の発端は総督の命によるものらしい

が､これらの商人はイギ リス船貨物の取引を独占するにあたり､卑海関監督に四〇(〕〇両

支払っている(62)のであるOこの事例だけから､ただちに当時の広東の外国貿易すべてに

一般化するわけにもいかないであろうが､ ｢行｣を経営する商人が外国船との独占的な取

引を実現するにあたり､次のような手順があったことは想定できるであろう｡まず総督な

ど大官から私的な支持与えて､しかるのちに卑海関監督からそれを公的に認定 きれなけれ

ばならない｡取引が実現 されれば､債権者たる大官には利益の相当部分を､卑海関監督に

は貸税その他の諸税を納める｡ この間に賄賂的な金銭の授受がともなったのはいうまでも

なかろう｡

だとすれば､対外貿易の独占を志向する商人たちに対 し､総督などの大官と卑海関監督

とが果た してきた役割は､前者が商人-の私的な支持､後者が公的な貿易独占の認可とい

うように､それぞれ異なるものであったわけである｡ところが､宛正元 (一七二三)年よ

り卑海関監督が広東巡撫の兼任になる(川 と､一七二四年のイギリス側の記録に､

撫院の商人は､自分の主人に二四〇〇〇両を納めて､その年にかぎり､イギ リス貿易

を独占することとなった｡

と見える｡この独占そのものは､別の商人が取引に介入 したことで失敗に終わったようで

ある(川 が､ここから､これまでのいわゆる大官と卑海関監督との別々の役割は､巡撫一

人に一元化されるようになったと考えられよう｡こうした広東巡軸の地位を十二分に利用

して､商人たちに対 しこれまでにない統制を及ぼしたのは､宛正三年七月に着任 した揚文

乾であった｡

彼は宛正五年三月に父楊宗仁の葬のため一時任を離れるが､このとき広東布政便官達 ･

広州将軍石礼略 ･署理広東巡撫常安 らは､前後 して構文乾を弾劾 した｡このころの広東官

界は党争が激 しかったらしく 6̀6'､その弾劾にも多分に誇張が含まれているかもしれない

が､根拠 とされた事実そのものは､碓正帝も認めざるをえないものであった｡そのうち官

達の述べるところを見てみよう｡

広東には以前より洋貨行があって十三行と称するが､実際には四～五〇家あるo構文

-il莞→



乾が着任すると､行頭という名称を創設 し､六行を選任 した｡六行のうちさらに二行

をもっぱら耳目とし､多 く資本を給 し､各地で貨物を買い付け､洋行の取引を聾断さ

せた｡来航船が広州に到着すれば､貨物の納税や輸入品の進上などは､すべてこの二

行だけが取 り扱った｡それまで外国人は広州に来れば､みずから行主のところに逗留

〔して取引〕することが許され､数百家がこれによって生計を営み､商人は便利とし

ていたD六行の設立以後､あらゆる外国人との交易は､この六行でなければ貨物を引

きわたすことができなくなった｡その結果､各行の貨物が山のように積まれていて も

外国人はあえて買おうとせず､冬のおわりになっても売り捌けず､価格を割 り引いて

六行に売 って､その六行から 〔外国人に〕転売せざるをえなくなった｡このため各商

は多 く資本を傾け､害を被 らない行店はなかった｡その過程で徴収控除される項目は

甚だ多かったが､それは 〔耳目の〕二行 と屠海関監督衛門の庫房 ･稿房の書耕のみが

担当したO (BB)

これまでに述べたところによれば､二行に資本を給 し､外国商人との取引を塾断させた方

法は､これまでの ｢大官の商人｣らに対するものと変わるところはなく､その二行に納税

いっさいを管理させたのも､海関監督を兼ねていたから､いわばその権限内に含まれよう.

楊文乾において注目すべきは､外国貿易を担当する排他的な ｢行頭｣を選任 したところに

ある｡ ｢行頭｣とは洋行の リーダーというくらいの意味である【67)が､石礼吟や常襲によ

れば､構文乾が輸入品たる銀 と輸出品の湖轟 .茶葉 ･磁器とに課 した付加税を ｢もっぱら

支払 う六行 (専放之六行)｣であり､略 して ｢専行｣と称されたものである (川 ｡すなわ

ち六行に限定 して貿易を独占させた目的は､一つには構文乾の弁明を待っまで もなく､課

税強化にあった 川̀ .こうした措置は､当然 しばしば商品の価格が騰貴するような状況を

もたらし 川̀ ､イギリス側 も ｢行頭｣ないし ｢専行｣以外の商人と取引 しようと試みたが.

無駄であった 日 日 O

このようなやり方は､韻文乾が弾劾をうけ､宛正帝からも厳 しく叱茸 されたものである

ので､以後 もそのまま継続 されたとは考えにくい｡けれども ｢行頭｣の設定それ自体が非

難や叱糞の対象であったかというと､必ずしもそうではなかったようである(82).楊文乾

が-七二八 (確正六)年巡撫在任中に投 したのち､しばらく両広総督孔騎鞄が卑海関を管

轄するが､同年八月一八 日に彼が出した布告によると､外国商人は依然としてすべての中

国商人と取引する自由が制限されており､ ｢富裕で､信頼のおける行頭 (theChiefsof

Hongs)を選ぶことができる｣にすぎなくなっているO外国商人は ｢責任を果た しうる商Jt
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と取引すべきであり｣､そうすれば､後者は ｢関税を支払 って｣､前者が ｢資力のない下

憤な連中から課税されることももはやなくなる｣ (")､というのがその理由とされたQす

なわち構文乾の措置は､表面的に多少の変更は加えられたかもしれないが､海関に納税 し､

外国人と取引 しうる商人を限定するという点では､実質的に廃止されることはなかったの

である｡

ここで考えなければならないのは､海関当局によるこうした方法の実施を可能ならしめ

ていたところの条件であろう｡官側としては､徴税､商人統制､私利着服などの便宜が

｢行頭｣設定の第一の動機であったことはいうまでもなかろう(=)が､だからといって､

強権に悼んだだけで実情を度外視 していたとは到底思われない｡その実情とはこの時期に

なって､対外貿易にかかわっていた商人たちの階層分化がはっきりしてきたことにはかな

らないと考えられる｡先述 した一七二〇年における ｢ギル ド｣結成の条文の第一三条を見

ると､ ｢行｣を経営 し､イギ リスと取引 しうる商人はその資力により三等に分けられてお

り､それぞれ五行､五行､六行 と定められている (65)Oそれまで貿易を聾断 していた商人

二一三行は､排除きれてここに含まれていないから､それらを ｢ギル ド｣の一六行よりも

大きなものとして合わせると､外国船の貿易に当たるはずの ｢行｣は一八～九あり､四層

に区別できる状況であったわけである｡その数年後､右礼略や常襲は ｢広東の洋行は--

その実一八一九の行店がある｣ (88)との言を引いており､数的にはほぼ合致するo 構文乾

の ｢行頭｣設定は､徴税などの便宜のため､このうち上二層に外国船との取引を限定 した

ことになるであろう｡彼が ｢耳目｣とした二行というのも､さきに ｢ギル ド｣を解散に追

いこんだ二行 と数が一致するo Lかもそのうち少なくとも一行は､両者同一のものと推測

古れる (67】のである｡

確正七年､卑海関監督は再び専任のポス トとなり､楊文乾の後任として卑海関監督に就

いたのは祖乗豊である 【川 O彼は洋行のなかから四行の ｢総行｣を設け､まもなくそれを

三行としているが､のちにこれにからむ不正のため弾劾をうけ､罷免されるに至 ったo こ

の ｢総行｣は構文乾の ｢行頭｣ と比べ､数こそ異なるものの､洋行のリーダーという名称

の意味 も､果たすべき役割 もほぼ同 じものとみられるlH 'Oこのように､祖乗圭が依然 と

して構文乾 と同様の措置をとっているのは､それがにわかに大きく変わろうはず もない商

人たちのあり方に根ざしたものである以上､卑海関監督にとって公的な徴税でも私利の着

服でももっとも都合がよく､それ以外には方法が考えられなかったことを裏づけるもので

あろう｡ もっとも祖乗圭のときになると､商人たちのあり方はいっそうはっきりした形で
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示 されているO もっとも早い時期に彼を弾劾 した広州城守副将毛克明の秦摺に､

洋行は合計一七あるけれども､福建人の陳汀官 .陳寿官 ･繁閑官の三行のみが聖断を

ほしいままにL､あらゆる取引をわがものとしている｡ 〔一七行の〕 うちには 〔その

はかにも〕六行あるが､これも陳汀官らの親族の開いたものであり､あわせると九行

になる｡そのほか商品を販売する行店がなお数十家あまりあるけれども､汀官の門下

にとり入らなければ､まったく売 り捌 くことはできない｡貨物を外国商人に売 るには､

必ず上の九行が優先的に取引を行ない､それが終わってからはじめて別家の交易が許

された｡もし 〔卑海関〕監督が容認､放任 しているのでなければ､彼 らだけでどうし

て独占などできようか. (7D)

とあり､引用文中の ｢陳汀官｣と ｢陳寿官｣はまさに置き換えるべきであるが､他の史料

と照合するかぎり､はかに重大な誤謬は存在 しない｡聖断をほしいままにした陳寿官 ･陳

汀宮 .繁閑官の三行は ｢総行｣に相当するo 一七あるという洋行は､-九家 とする史料 も

あるが､いずれにせよ楊文乾時代 とほとんど変わっていないといえよう｡

毛克明の奏摺でもっとも注目すべきは､陳寿官 らの ｢親族｣あるいは ｢門下｣と称する

｢六行｣についての記述である｡彼は ｢総行｣三行にこの ｢六行｣を加えた ｢九行が優先

的に取引を行な｣うといっている｡これは筆者がすでに検討 したように､ ｢総行｣以外の

｢六行｣が､祖素量 と結んで来航船との取引を独占した ｢総行｣､とりわけ陳寿官か らそ

の名義を借 りて､取引を分けてもらっていたことを指す ものであろう0

いま一つ､数十家の ｢商品を販売する行店｣にも触れておかねばならない｡これは他の

史料には､ ｢洋貨小舗｣七十余家とも言い換えられているが､注意を要するのは､それら

が ｢門下にとり入 らなければ｣取引ができなかったと述べる点で､これは実際には､ ｢門

下｣にとり入って取引を していたとみなすべきものであるo ｢とり入る (鎌首)｣ という

表現はすこぶる哩味なものの､これを交易の側面に限っていえば､ ｢洋貨小舗｣は来航船

と直接に取引するのは無理であったが､ ｢門下｣と関係を結び､これを仲買に立てて貿易

に与 っていたという意味であろう｡そしてその数からすれば､一つの洋行につき数家ない

し十数家の ｢洋貨小舗｣が取引 したとみられ､当然その資本は零細で､取引は小口という

ことになる｡二〇家足らずの洋行は上述のように､一七二〇年の ｢ギル ド｣の規模を継承

したものであるが､そこから締め出された商人がいたことも忘れてはなるまい｡彼 らは洋

行に比較すれば概 して資力が乏 しかったことも容易に想像されよう｡

以上を要するに､当時､洋行は一七～一九家あiたが､そのうち公式に来航船 と取引を
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ゆるされ､その納税をひきうけたのは三～四家の ｢総行｣であり､その名義を借 りて取引

を行なう ｢六行｣の ｢耕族｣ ｢門下｣ もあった｡さらにそれらの洋行以外には､ ｢親族｣

｢門下｣にとり入って外国貿易に与ろうとする数十家の ｢行店｣｢洋貨小舗｣が存在 した｡

すなわち当時の来航船の取引は､ ｢総行 (陳寿官)｣-｢親族｣｢門下｣-｢洋貨小舗｣

という系列で行なわれたと想定できる(71)であろう｡

だとすれば保商制度の起源は､この時期までさかのぼれるといって差 し支えない ｡'後述

のように､保商制度の根幹をなすのは､卑海関の税課納入に責任を負 うのが保商で､他の

洋行も外国人との取引はできて も､それはすべて保商の名義による､という方法であり､

その洋行の背後で ｢洋貨店 (shopkeeper)｣も実際に取引を行なったから､これはほとん

ど上の系列 と同じである｡このような系列はいったん形成 された以上､それを根底で条件

づけた商人の階層構造の全体的なあり方が変わらなければ､かりに祖菜圭の処罰にともな

い ｢総行｣が廃止 きれて変更を余儀な くされたとしても､その実質に変化をきたすべ くも

なかったであろう｡もっともそれは祖素量のときには､ ｢総行｣の設定を除けば ｢親族｣

などの表現に端的に窺われるように､あくまで非公式なものであった｡保商の創設に関 し

ては､中国側と外国側の史料の記載が必ず しも一致せず､なお明らかでない部分が多いD

しかし上のように考えて くると､保商の設定を乾隆一○ (一七四五)年のこととする中国

側史料 (72)は､祖乗圭以来のいわば非公式な取引慣行が､保商という名において当局から

はじめて公認 されたものと位置づけられるであろうし､外国側の史料において､薙正未年

ないし乾隆初年に ｢保商 (security)｣(川 ､あるいは ｢保商の指名 (namingSecuritie

a)｣ 7̀-'への言及があらわれはじめ､一七三^ (乾健三)年にはなお ｢保商制度は､うま

く機能 していなかった｣ 【78)と評されるのも､矛盾なく説明できるであろうo

以上の所説が認められるならば､設定当初の洋貨行をとりもなおきず洋行とみなしてき

た従来の通説 (78'は､若干の訂正が必要であろう.海関設置にともなって設けられた洋貨

行は､当初はおしなべて外国からの来航船との取引をゆるされたと見てもよいであろうが､

実際にそれが可能であったのは､十数ないし二〇行 くらいにすぎなかった〇一七二〇年の

｢ギル ド｣結成は､それらよりも資力の乏 しい洋貨行を公然と外国貿易から締め出そうと

した側面 もあり､そうした状況を裏書 きするものでもあろうO遅 くとち-七二〇年代以降

の中国側の史料のなかで､実際に洋貨行あるいは洋行と呼ばれたのは､これらに限られる

ようである(… ｡そのうちもっとも勢力のある三一四行が､卑海関への納税にあたると同

時に利潤の高い対外貿易を独占し､それ以外の数行 もこれらの名義を借 りて､貿易を優先
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的に行ないえたのである｡これらの洋行をのちの ｢外洋行｣の前身とみなすことができよ

う｡これらに次 ぐ洋行は､ ｢本港行｣設立のさい､これに充当 したものと考えられる｡そ

の結果､外国船 との直接取引から締め出された洋貨行は､あるいはこれ らの洋行 と国内の

客商との間に立っ牙行と化 して､ ｢行店｣｢洋貨小舗｣ないLshopkeeperとなり､あるい

は広東 ･福建両省の沿岸貿易を扱 うべき ｢福潮行｣となったのである (TB)o

海上貿易の開放にともなう洋貨行の創設よりはば半世紀､官側と商側 との相互規定によ

って形成された洋貨行の階層分化に基づ く､以上の外国船に対する取引 ･納税 ･徴税のあ

り方こそ､史上名高い広東のヨーロッパ貿易独占体制の基礎を提供するものであった｡ し

か し保商制度､および貿易独占体制が､乾隆年間以降のような制度 として成立 し､機能す

るに至 ったのは､やはりそれなりの要因や契機があったことはいうまでもない｡次節では

そこに注目しつつ考察をすすめよう｡

第三節 保商制度の展開と外洋行 ･公行

なお創設の時期などについて不明な点は払拭できないものの､か くして一七五四 (乾隆

一九)年ごろまでには､すでに実質的に機能 しはじめていた保商制度が果たすべき役割は､

基本的には外国船に対する海関の徴税にかかわるものと考えてよい ('9㌦ この年に記録 さ

れたイギ リス人の言によって､簡単に確認しておこう｡

ある船の保商に任 じた商人は､自身がその輸入品を買 うか､他の者がそうするかにか

かわらず､その輸入品すべてに課せられる税に責任をもつQ輸出品 も同様であるo L

たがって､もし彼本人が我々の商品すべてを取 り扱わない場合は､我々と何 らかの取

引を有 した者のため､かなりの金額を 〔海関に〕前払いLなければならない o (川

このように諸税を支払 うべきは､イギ リス船と取引した商人とされており､この点は依然

として洋貨行設立以来の方法と変わっていないと見 られる｡その納税の最終的な責任の帰

するところとLて､保商が設定 されていたのである｡こうした慣行は､保商にあたる商人

の貧窮化をもたらすとしたイギ リス側の反対にもかかわらず､一七五五 (乾隆二○)年､

両広総督と卑海関監督から布告が出され､制度 として確立するに至 った｡そこでは､保商

は卑海関の税課に責任を負 うべ く､外国人との取引もすべてその名義で行なわれることが

確認 されているDすなわち､外国人と実際に取引したのは誰であろうと､保商の名義で行

なわれたのであるか ら､納税の貴任 も結局は保商に帰着するという論理なのである 8̀1㌦
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とはいえ､このような制度の機能は､一貫 して円滑であったわけでは決 してないO乾隆

二四 (一七五九)年に卑海関監督李永標の不正を調査 した福州将軍新柱 ･両広総督李侍喪

の秦摺には､

いっさいの 〔輸入〕貨物は洋行商人がみなそれぞれにひきとって販売できるのに､税

銀の納入になると､各洋行商人は様子を窺い延滞させるので､勢い保商をして 〔実際

に取引 した者に〕代わって､前 もって立替払いさせ､さしあたり外国商人が支払 った

〔輸出品の〕代価を流用せざるをえなくなる｡ (82)

と見えている｡ この種の納税延滞は､後述のように輸入品が中国市場で売 り捌けないこと

にその一因があったが､いずれにしても外国船はこれが原因でひきとめられて､ しばしば

風向きを誤 っていたという川 …りoLたがってイギ リス側が当時不満を抱き､改善を要求 し

ていた中国との通商条件のなかに､保両制度 も含まれていたのは当然である｡けれども､

しきりにくりかえされたイギ リス側の抗議は､一七五七年から五九年にかけて､対西洋貿

易が公式に広兼-港に制限される措置が採 られたうえ､そこでの保商制度 も廃止きれなか

ったため､結局は失敗に終わったのである｡

いったい､清朝側がここまで保商制度に執着する必要は､どこにあったのであろうか｡

確正年間に ｢行頭｣を設けた構文乾がすでに､ ｢多 くの商人のなかには､資本が足 りない

者がおり､ しばしば国家に納めるべき税課を滞納 し､また外国商人の貨物にも代価を払わ

ない｣と言及 していたが､このときにもあらためて､ ｢洋行商人のなかには､資本がきわ

めて少なく､納税が滞る者 もいる｣といわれている (川 ｡洋行に関する最大の問庵は､お

そらくここにあったのであろう｡前節で述べたように､洋行の階層分化によって､対外貿

易を直接に取 り扱いうる洋行の数が次第に限 られてきた状況にあっては､これらの洋行が

とりもなおきず対外貿易にかかわる諸税､賦課金を上納する主体であるのは､海関当局に

してみれば至便かつ当然のあり方であったであろう｡保商制度の客観的な由来はそれだけ

で十分に説明がっ くであろうが､もう少 し当時の海関当局の主体的かつ積極的な意図を求

めるとすれば､以下のようではなかったであろうか｡洋行の納税が滞るという事態は､海

関当局にとってはそのまま､外国貿易からの徴税が必ず しも有効に実現きれないことを意

味 しよう｡卑海関が ｢洋行商人のなかから､富裕な人を選んで保商とした｣のは､そうし

た事態を防止すべく､保商を通 じ外国船および外国商人を間接的におさえて､納税の責任

を一元化 し､かりに取引を行なった洋行の納税が滞 ったとしても､その責任を保商に問 う

ことで､徴税ルー トを確保 してお くためであったと思われる｡その意味で保商の設定は､
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まことに ｢財政収入を重ん じる意図｣に出る措置であった 白̀5'わけであるo

しか しながら､その保商であったはずの資元行牢光華す ら輸入税を滞納 し､イギ リス乗

インド会社に五万両あまりの負債を抱えて倒産 した {川 ことから､このような方法だけで

は､決 して有効な対策たりえないのは明白となった｡イギ リス側の抗議で問題が表面化す

ると､清朝側は､ ｢この外国商人の一方的な言い分だけで､これまでのしきたりをにわか

にあらためるわけにもいかない｣ 【川 という態度を崩さなかったものの､やはり何 らかの

改善は必要 と感 じざるをえなかったであろう｡乾隆二五 (一七六〇)年における ｢外洋行｣

の分立､ ｢公行｣の設立がこれにあたると考えられるが､だとすれば､まさしく保商制度

を強化する方向で行なわれたこととなる｡

｢外洋行｣は以後略 して洋行 とも称されるので､それまでの洋貨行を略 した洋行 と混同

されやすいが､ ｢海外各国の外国人が貨物を積んで広東にやってきたさいの受け入れや､

彼 らとの商品の取引や諸税の納入などをもっぱらに行なう｣ =̀ )洋行の謂であって､数の

上からすれば､それまでの洋行の一部を占めるものにすぎない｡通説ではこのような混同

を免れなかったが､本稿はそれを避けるため､一貫 して外洋行と呼ぶこととする｡乾隆二

四年までの保商は､祖素量時代の ｢総行｣と同 じく､とくに五家前後の ｢富裕な｣洋行が

任 じた限定的､固定的なものであった く= )｡この外洋行は九家､商人の数は一〇人である

ので､保商以外で外国船と取引を行なった洋行商人も含まれている計算になる｡すなわち

外洋行の設定とは､それまで限定的であった保商たりうる商人の枠を､その名義で貿易を

行なってきた洋行にまでひろげ､来航船の保商に当たるべき商人とその取引の担い手 とを､

外洋行という名のもとに公式に一元化 したものと考えられよう(M )Dそしてこれらの外洋

行によって構成 され､ ｢外国船を共同で扱った｣という ｢公行｣とは､イギ リス側の記録

に拠ると､各外洋行が取 り扱 う貨物の価格を共同決定 し､画一化すべ く設けられた組織体

であったようである 【9 1)｡こうした ｢公行｣の設立が海関当局の側 と外洋行の側といずれ

の発意によったものか､今のところにわかには定めがたい(82㌦

いずれにせよ､外国人の見方に立てば､こうした取引相手のあり方はまったく独占とい

うに等 しいかもしれない｡けれども単に取引の独占というだけならば､それまで もしばし

ば出現 していたことは前節に述べたとおりで､あえてここで再びとりあげる必要 もあるま

い｡この時期にあたり､こうした形の制度として設けられた意味のほうがむ しろ重要であ

ろう｡取引の独占ではな く､洋行側の納税および海関側の徴税 という文脈か らみるな らば､

外洋行 という枠によって西洋船の取引に当たる洋行が公式に指定､制限され､ ｢公行｣に
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よって各々の外洋行の取引条件が同 じとなれば､貨税納入の条件も同じとなり､保商に当

たった商人による把捉が容易となって､その負担 も軽減され､ひいては海関の税収 も確保

されるという効果が期待 されたと考えられよう`川 o果たしてこののち､海関当局からの

要求は､年々増大 していったといわれている(94㌦

それでは外洋行の指定､ ｢公行｣の設立によって､保両制度が設立されたそもそもの動

因となり､その根底になお横たわっていた､洋行には ｢資本がきわめて少なく､納税が滞

る者 もいる｣という問題は､いささかなりとも改善をみたのであろうかO洋行の資本不足

というだけなら､前節所述のように､それまでにも対外貿易を経営するため官僚より資金

を借りていた事例があるので､決 してこのときに始まったことではない｡それが当時の局

面において､なかんず く輸入税の納入延滞にどのように結びっいていたのかを考える必要

があろう｡一七五五年の東イン ド会社の記録には､

この地での取引は､バーターとみなさなければならない｡我々が取引する商人は､ほ

とんど現金を持っていないo Lたがって､我々は一五 カ月ないし二年後､すなわち､

〔広州〕城内の小売商人 (shopKeepersintheCity(whoareRetailers))がその

代価を支払 うときまで､支払いを猶予 してやらねば､彼 らは商品を買ってもその代金

を支払 うことができない｡金属現のみが習慣的にいってす ぐに換金される商品である

が､原綿 もそうであり大 きな需要 もありうる｡---もし､この地であえて毛織物商品

を販売するのみで､茶や生糸を購入 しようとしない者があれば､すべての商人から顧

みられなくなるであろう｡さもなくば､みずから毛織物商品を小売 して､その代価を

えるまで何年 も得たねばならなくなろう｡しか したとえそうしたとしても､非常な困

難がともなう｡というのは､その毛織物商品を搬来する船の保商は､これを購入する

わけでもないのに､課せ られる関税 〔納入〕の責任を有 しているので､彼もまたひど

い負債を抱えねばならないからである. 【96)

とあり､当時の状況に影響を及ぼしていた要因の-つとして､イギリス東インド会社が捌

けないのを半ば承知で､毛織物製品をもちこんでいたことを看取できるであろう 川̀ oそ

してこれをひきうける洋行の側は､

輸入貨物はいずれも外国商人がみずから洋行にひきわたして代わりに販売 してもらう

が､そのさいの取引はバーターである｡納めるべき税銀 も洋行が輸入貨物を販売 した

うえで代わりに納入する｡--･ただし外国商人は輸入貨物を洋行にひきわたすだけで､

出港のときには､その貨物が売れたかどうかにかかわりなく､輸出貨物を購入 してと
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りいそぎ風向きを誤 らないようにしなければならないOそのため洋行商人は､みずか

らが資金を出してその輸入貨物を買いとり､外国商人を出港させざるをえなくなるo

ところがこの輸入貨物が売 り捌けなければ､税銀は捻出するすべがなく､往々にして

滞納することになる｡=州 税は貨物より出るのであるか ら､貨物の販売が滞れば税の

納入も延滞するO (川

とあるように､洋行あるいは外洋行が輸入税を支払 うには､まずひきうけた輸入品を売 り

捌 くのがその前提なのであった｡この問題については次章でも触れるが､ここでは洋行の

資本不足という角度から注目しておこう｡納税の前提たるその輸入品の販売 自体が容易に

すすまないというのであれば､資本の乏 しい洋行にとっては､茶や生糸の版売で得 られる

手持ちの資金を流用 してやりくりする以外､課せられた輸入税を支払 うすべはなかったで

あろう｡ ｢公行｣を設けたことによって､外国商人に対する取引価格の決定は外洋行に有

利になったかもしれない fH )が､それだけでこうした状況がたちまち改善 されるとは患わ

れないO問題は依然 として放置 されたままであったのである｡

ところで毛織物製品の販売にともなう､上のようなバーター取引は､当時イギ リス側で

truckと表現 され､元来禁止 されていたものだったという｡他方で東イン ド会社は､もっと

も重要な業務たる茶買付を円滑にするため､このときまでに洋行に対 して､茶調達経費の

かなりの部分の前貸をも行なっていた く98㌦ 従来､洋行の貿易経営の運転資金の主たる調

達先は､前節で述べたように卑海関にかかわる大官たちであった｡それが外国商人に転換

したのは､きわめて重要な変化であろう(lDD)｡それが厳密にいっ､どのように起 こったの

かは確かめようもないが､一つには､とりわけ-七六〇年代に至 って､東イン ド会社によ

る茶の買付量が二-三倍に激増 しており(1川 ､それまでの洋行の経営の規模や方式では､

このような茶輸出の増加に対応 しきれなくなりつつあったためと推刺される｡資金不足に

悩む外洋行 と毛織物製品を売 り込む義務を課せられた東インド会社､この両者の思惑を背

景に､バーター取引と前貸は一七六九年に結合され､会社のもちこむ毛織物を一定価格で

ひきうけることを条件に､翌年の茶取引のための前貸を外洋行がうけるという方法が始め

られた {102㌔ これは茶のみならず､一七七六年には生糸などの調達 も含めて慣例化 してい

る(10a】のであるo ｢'LIL行｣を嫌 うイギ リス側は､当然このような方法を外洋行個別に試み

たから､いかほどの茶がいくらで売れ､どれほどの毛紙物をひきうけねばならないかは､

各々の外洋行の交渉にも左右 されることとなる-1川 ｡こうした状況となっては､取引価格

の画一化をはかった ｢公行｣の存在は､そもそもが競合的であったそれぞれの外洋行にと
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って､即って檀棺に感 じられるであろう｡

海関当局に ｢公行｣設立を願い出たはずの当の外洋行商人礎板成は､一七七一年､ ｢外

洋行商人たちの意見が くいちがい､次第に責任転嫁するようになってきたため､もはやみ

なのためにはならない｣として奔走 し､ ｢公行｣の解散を実現させた 1̀05㌦ これは ｢公行｣

内部に潜在 していた外洋行商人間の対立に起因すると指摘するものもあるtl川 が､さらに

つけ加えるならば､旧態依然であった外洋行の資本不足､そして一七六〇年代における貿

易の量的拡大にともなう取引方式の変化も､外洋行商人問の競争を激化させ､そうした対

立関係をいっそう深める要因であったと思われる｡とまれこうして ｢公行｣の試みが失敗

に終わらざるをえなかったのは､結局それが保商制度に内在 した問題の対症療法の-つに

すぎなかったからであろう｡ ｢公行｣が解散に至る一方､これとほぼ同時に設けられた外

洋行の枠は温存されている｡これは外洋行が外国船の保商にあたるべき洋行を限定する枠

であり､それまでに形成されてきた､洋行の階層分化に基づく保商制度とより密接に連関

したものであったからである｡ こうした事実からも､制度上は保両制度がより本質的なも

のであり､ ｢公行｣はそれを強化 しようとした副次的な一手段であったことが確認される

であろう｡

第四節 保両制度の破綻

｢公行｣解散以後､イギ リスの中国貿易においてそのシェアをとみに増大 させつつあっ

たインドとの間を中心 とする貿易に従事する兼インド会社以外の商人たち､いわゆる地方

貿易商人 (privatemerchants.freetraders,countrytraders)が広東に殺到 し､まも

なくその手許に資金がだぶつ くようになる(1日)と､外洋行商人は取引資金 ｢借用の誘惑に

堪えられなくな｣ くなり､その結果､地方貿易商人に対 し莫大な負債を抱えるものがあら

われてきた '1川 ｡一七七九年当時､外洋行は八行あったが､そのうち二行は明らかに破産､

二行は救いようのない状態､わずかに一行のみが信頼をおける､といわれる状態 1̀0P'にま

でなり､やがて表面化 した外洋行の倒産事件は内外の大きな問題となったD乾隆四五 (一

七八〇)年の刑部と戸部の会秦に引く広東巡撫李湖 らの上奏は､こうした情勢に至 る過程

とそれへの対策を述べて､次のようにいう｡

これまで外国人は､貨物を積載 して広東に来航 し､それぞれの洋行商人のところに逗

留 して交易を行なっていたが､外洋行商人は自分の行に逗留する外国人とのみ親密に
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なり､つねに怪 しい考えを起 こし､外国人が貨物を販売するさいには､他の外洋行よ

りも価格をつり上げ､購買では価格を下げる｡ただ外国人となるべ く多 く交易 しよう

とだけ思って欠損を出して しまい､ついには借用証 とひきかえに現銀を借 りるという

弊害を生ずるに至った｡--本年以後､外国船が貨物を積んで来航 したときには､以

前どおり熟知する行への逗留はゆるすが､輸入貨物は各外洋行商人をして共同で時価

に従って価格を定めたうえで販売させ､輸入 して本国へもち帰る貨物 も同様にして外

洋行商人が代わりに購買する｡廉潔で有能な官員を選任､派遣 してこれを監督 させる｡

････.･すべての外洋行の口銭の余利は公所に貯えておき､まず貨税 ･船紗を納めさせ､

しかるのちに外国人に 〔外洋行の負債を〕年賦払いさせることとする｡ (1日 】

ここから窺われるのは､それぞれの外洋行が他にさ重ん じて､外国商人とできるだけ多 く

の取引を しようと狂奔する嚢であり､かつまたそのため､みずからに不利な条件で も取引

を行ない､負債を抱えてしまうという因果関係である｡そこで各外洋行共同での価格決定

方式が復活された く111)わけであるが､この場合は明らかに海関当局による措置であり､各

外洋行の過当競争-負.億-倒産 という悪循環の防止がその動機 となっている｡当局が委員

を派遣 してまで外洋行の取引に干渉 し､統制を加えようとしたのは､何よりもまず税収を

確保するためであり､そしてそれゆえに外洋行を保全 しようという意図に出たものであろ

う｡保商たるべき外洋行がこのありさまでは､卑海関の徴税体制の根幹にかかわるか らで

ある｡

上の措置は､外洋行の負債､倒産問題 という新たな局面に対処 しようとしたものであり､

厳密にいえば､決 して ｢公行｣の復活ではなかった｡管見のかぎり､ ｢公行｣の存在､あ

るいはその結成に言及 した史料は確認できない｡通説では､外洋行の取引価格の画一化が

｢公行｣設立の要件 もしくは指標とみなされ､この乾陸四五年の措置は ｢公行｣の再建に

はかならず､この組織は一七八二年に確立したのち､南京条約の締結に至るまで存続 した

とするけれども､それは事実ではないであろう(112㌦ 実際にはこのとき ｢公行｣の名目す

ら設けられなかった 1̀日'し､一七八三 (乾陸四八)年の東インド会社の記録には､外洋行

商人相互の競争がいっそう激 しくなり､海関当局が干渉まで して実施を試みたはずの価格

の共同決定方法は､ほとんど画餅に等 しかったといわれている 1̀14㌦ ｢公行 (GongHong)｣

についていえば､一七九五年にもそれが復興されるという風聞があったが､やはり実現は

見なかった (llBJのであるo

広東で海関当局の干渉をも交えた価格決定方式が行なわれ､まもなく失敗に帰 したのと
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はば時を同 じくして､イギ リスにおいては帰正怯 (comutationAct)が実施 された｡周知

のように､東インド会社による茶輸出は､これを契機として飛躍的に増加 し､それにとも

ない､茶買付資金を会社に供給する機能をもたされた地方貿易の比重 も増大 し､それはや

がて中国に対する7-ンの組織的な売 り込みにつながってゆく｡このような西洋の側にお

ける広兼貿易の量的な拡大およびそれにともなう変容は､外洋行の取引について見れば､

一七六〇年代にはすでに潜在 し､ ｢公行｣解散後に朗現 した競合と負債をいっそう甚だ し

くする結果をもたらした｡外洋行に対する外国側の債権は､資金を前貸 したにもかかわ ら

ず､所定塁の茶が引きわたきれずに累積 した東インド会社のものもあったが､多 くの場合

は､会社の扱 う毛織物製品や､とりわけこのころから急増 した地方貿易商人のもちこむイ

ンド綿花など､輸入品の取引に由来 したものであったo一七八四年に義豊行蕪昭復､一七

九一年に豊奉行呉昭平､一七九四年に而益行石中和が負債を抱えて倒産 しているが､いず

れも輸入品への投機 とその代価未払いがその原因であった (lH)O当局としては事態のさら

なる悪化を くいとめるべ く､あ らためて-それぞれの外洋行が任意に取引するのを放置する

わけにはいかなくなった｡そのため行なったのは､やはり ｢公行｣の結成ではな く､総商

の利用であったと考えられる｡

総商という語自体は､遅 くとも轟慶六 (一八〇一)年には見えており､それに相当する

商人は､早 くか らすでに存在 していたはずで､本来はおそらく外洋行商人の リーダーとい

う意味にす ぎなかったであろう(1川 ｡この語は嘉慶一四 (一八〇九)年四月二〇 日付で両

広総督百齢 らが提議 した ｢革巽交易章程｣の第六条にも言及されているが､このころから､

総商を利用 して外洋行の統制強化をはかる動 きがみられる｡ ｢専程｣のうちこの第六条の

みが実施に移 されなかったのであるが､当時の外洋行の取引のありさまを見るうえでも大

いに参考になる｡

近年､外国商社の取引に当たる者が､あろうことか輸入品を意のままに各外洋行にわ

りぶって販売 しているo外洋行商人は外国商人の側が輸入品販売の配分を行なってく

るので､心ならず も彼 らに迎合 し､なるべく多 くの貨物の配分にあずか りこれを転売

して利益をあげようとする｡ しか し好悪なる外国商人は､そこで利益の多寡を考え､

般商 (富裕な外洋行商人)には少なくわりふり､疲商 (資本の乏 しい外洋行商人)に

は多 く分配する｡か くして一年たっても清算できずに負債を抱えてしまう者が､少な

か らずあらわれるのである｡今後､貨物の輸入のさいには､卑海関監督がみずか ら監

視のうえ､総商に東インド会社管貨人委員会の居留地において､公平に持ち分に応 じ
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て抽鼓 し､均等に配分 させることとする｡(l日日

ここで注目すべきは､対策 として提議された方法もさることながら､外洋行の間で富裕な

ものと資本不足のものがはっきり区別 されているところにある｡いわゆる ｢般商｣ と ｢疲

商｣ないし ｢乏商｣とは､外国側の史料にいうseniormerchantsとjunioTmerChantsにほ

ぼ相当するものであるD 外国貿易を取 り扱った商人間の資力の格差は､前節に述べた ｢総

行｣と ｢親族｣の区分に見 られるように､薙正年間以来のものであり､のちに外洋行の設

定で両者相互の資格はほぼ同 じになったけれども､その格差までがたちまち解消 されるは

ず もなかったであろう｡以後個々の外洋行に出入はあっても､このような資力の格差によ

る区分は､はば同様の形で存続 している (l上g)Oただしこのときになって顕在化 しているの

は､両者の問ではすでに取引のあり方が異なっている点である｡

一般には一九世紀にはいってアヘン流人が急増するまで､中国の対西洋貿易は順調で銀

が流入 していたといわれるが､広東市場に関するかぎり､その人ってきた銀 も中国内の他

地方に流れて､本節冒頭で触れた一七八〇年代の一時期を除き､たえず現銀の欠乏が感 じ

られていたD有名な広東での高金利は､それが-因ともいわれる. しかも一七八〇年の倒

産事件によって､現銀貸付での外Ii羊行の信用は失われていたため､こうした状況で資本不

足の外洋行商人たちが手早 く現銀を得るには､輸入品をなるべ く多 く掛け買いして､すみ

やかに転売するしかすべはなかった｡これによって輸入品は買付価格が騰貴する一方､中

国内地でうまく売 り捌けないと､ただちに外洋行の欠損になってしまう (L2D)のも容易に了

解されようO-七八〇年代以降､外洋行の取引においてくりかえされたのは､こうした輸

入品寛付での過当競争 とその帰結としての倒産であるが､それは資本の乏 しい外洋行の間

に集中的にあらわれて くる｡地方貿易商人たちが好んで取引相手にえらんだのも､やはり

資本の乏 しい外洋行商人たちである 1̀21㌔ そして一八〇九年から一〇年にかけて､少なく

とも三つの外洋行が多大の負債を残 して倒産 している (122)のである｡

海関当局がしばしば外洋行の取引価格を一定にしようとしたねらいは､直接にはこうし

た輸入品の買付競争の激化を抑制するにあったことが､上の引用文からはっきり窺われよ

う｡それにはまず外洋行全体を統制する必要があるから､指導的な総商を通 じてそれを実

現 しようとしたのであろうOこのような方法はその四年後､蒸慶一八 (一八一三)年､卑

海関監督徳慶の提案においてようやく実現を見たo ここで総商の当局に対する公的な役割

が判然と規定されたのである｡

これまでは､わずかに-～二の現外洋行商人が保証 して推挙すれば､ただちに外洋行
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の開設がゆるきれており､とくに中央に報告することもなかったが､これはもとより

用心深い方法とはいえない0-人の商人が税を滞納 したなら､そのたびに全外洋行商

人に害が及ぶのである｡にもかかわらず､不肖の疲商は､外国船が入港 して くるたび

に､必ず外国商人とひそかに商品の価格を取 り決め､高 く買い安 く売ろうとする｡こ

れはひたす らその時々になるべ く多 くの輸入品をひきうけたいと患ってのことで､後

になっての欠損など考慮 していないのである｡そのため徴税のときになると､たちま

ち納税できないのが明らかになる｡その理由を考えてみると､これまで総商がなく､

各商が取引でまとまれなかったことにつきる｡多 くの外洋行商人が我先に買い占めよ

うとし､あいっいでそれにならい､ついにひさしき悪習となってしまった｡-･-商人

のやり方がいくら巧みだといっても､同業者の耳目はごまかしきれないはずだが､た

だこれまで外洋行を統率する尭任の所在が明らかでなかったため､般商は怨みを買 う

のをおそれて暴 きたてず､乏蘭は悪事にならって競争 し､次第に悪習が正せなくなり､

卑海関の収入は日々伸び悩んでいるoいま卑海関の徴税をあるべき形に整えようとす

るなら商人たち-の監督が必要であり､弊害を未然に除こうとするなら､責任の所在

を一本化 しておかねばならない｡それには､財産が喜裕でJL､がけのよい者を-～二人

えらんで､外洋行の事務を総理 し､各商をとりまとめて外国商人と交易させ､貨物は

必ず時価に従って一律に公平に取引きせ､任意に価格を上下 して勝手な独占競争など

できないようにするしかない｡･･川･また今後､新たな外洋行商人をえらぶきいには､

総商とそれ以外の散商､すなわち外洋行商人全員が共同で､財産が富裕で心がけのよ

い者を慎重に推挙 し､連名 して保証 し､以後の調査に備えるためとくに戸部に通知す

る｡ もし推挙がなおざりで､えらばれた人物の納税が滞ったりした場合には､さきに

保証 した商人に賠償させることとする. (123)

ここにおいて卑海関監督の立場から､とりわけ疲商の輸入品買付競争による欠損が卑海関

の徴税に悪影響を及ぼしているという状況が､はっきりと示されている｡海関当局に責任

をもつ総商を公式に任命 し､外洋行商人全体を統率 して秩序ある取引を行なわせようとし

たのは､それによって外洋行の納税を円滑化 しようとの考えからであったわけである｡ま

た倒産 した外洋行に代わる商人の選任については､再びそれまでの疲商のような取引をさ

せないためにも選任の条件を厳 しくし､外洋行商人全員に保証の責任を負わせたのであり､

選出した商人の納税が滞った場合には､保証人たる外洋行商人全員がこれを賠償すること

ときれた｡卑海関-の納税の保証という点から見れば､これは外国船とその貨物の徴税に
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対する保商制度と変わりがない｡いわば対外的な保商制度の方法が､公式に外洋行商人白

身に対 しても用いられはじめたのである｡

しか し海関当局がこうした方法で所期の目的を達するには､すでに事態はあまりにも深

刻化 していたようである｡卑海関から見れば､各々の外洋行は諸税納入の単位なのであり､

取引においても当然一つのまとまりを保っていなければならないDところが乾隆四二 (一

七七七)年､李質頴が外洋行商人たちに苑てた命令には､

近 日あろうことか､外国人と信用取引を行ない､莫大な債務を累積 している者がいる

が､かくも大量の貨物は､すべてその外洋行商人に属する司事移伴が外国人を熟知 し

ていることにより､みずから外洋行の店舗を開くと称 して､独断で掛け買いしたもの

である｡ (lい り

とある｡上に述べた外洋行の欠損取引を批判 したものであるが､ここで彼はとくに ｢司草

野伴｣という存在をとりあげている｡ ｢司事｣は動詞にも名詞にも用いられるので､この

語が ｢司事｣と ｢移伴｣なのか､それとも ｢司事せる野伴｣なのか､これだけでは判然 と

しない｡ ｢司事｣は外洋行の取引の実務を掌 る､あるいはそうする者という意味であ り､

｢移伴｣は外格行の社員､とくに共同出資者､共同経営者をさすものであろう｡たとえば

福隆行の閲祥は ｢司寄せる移伴｣の類であり､東裕行の謝五は単に ｢司事｣と呼ばれてい

る (I川 °.いずれにしても外洋行の構成見に間違いはない｡李質頴は指摘 したのは､それに

もかかわらず彼 らは独自に取引を営み､それが外洋行の欠損をもたらしているという事実

であるo取引の単位としての外洋行は､いわば内から解体をはじめていたのであるQ

こうした状態では､せっか くの海関当局の措置ではあったが､各外洋行が総商に統率 さ

れ､相互に秩序を保ちつつ価格を決めて取引するなど思いもよらなかったであろう｡総商

の設定ののちも､各外洋行の経営が改善された様子はまったく窺われず､道光年間に入る

と､麗泉行 ･西成行 ･同泰行 ･福隆行があいっいで倒産 し 1̀26'､それらに代わる新商は補

充されず､残る外洋行は七行 となったOそこで道光九 (-^二九)年には､

数年来､来航する外国船は日々多 く､徴収すべき税軌 ま日々伸びるはずであるのに､

逆にこれをうけつける外洋行の数は少なく､一行-行の取引が繁多となり､周到に処

理できなくなっているD勢い外洋行の彩伴を用いざるをえなくなり､か くして密輸や

脱税が横行 し､外国人と結託 して不正な利益にあずかるなど､その弊害は百出 してい

るo

といわれているoその原因は尭慶一八年､徳慶により定められた新商の選任条件が厳格に
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失 したことにあるとされ く1川 ､このとき外洋行の数を増やすため､その条件を緩和すべく

はば嘉慶一八年以前の規定にもどされた｡ しか しそうして数をあわせたところで､その外

洋行商人は ｢往々にして資質に劣っている者がいる｡たとえ直接に外国人から資金を借 り

て営業するまでにはいかなくとも､移伴をあつめて経営させるという不法行為は実に免れ

がたい｣という結果にすぎず､道光一七年には再び徳慶の規定が復活されている (128㌦ い

わば当局にはもはや決め手がなかったわけであり､保商にあたるはずの外洋行の実体は､

ますます失われていった｡道光一九年六月には江南道観察御史酪美章が､外洋行 とは別に

独自に外国商人との取引を富む ｢押領 ｣なるものの存在と､彼らの取引に課せ られる税を

外洋行が代わって申告 して支払 う､いわゆる ｢搭報｣の弊害を申し立てている｡この ｢拝

趨｣はいうまでもなくmerchantの音訳であるが､その内容は主 として ｢司事帯伴｣を指 し

たものであった (129㌦

ところで保商制度空洞化の要因は､以上のような外洋行の内側からの解体のみにはとど

まらない｡保商制度を確立せ しめた乾隆二○ (一七五五)年四月七日付の布告により､sh

opkeeperは､保商の認可なくしては欧米商人との取引が禁 じられ､加えて､イギ リス東イ

ンド会社 と洋行 との取引に係る大宗商品や皇帝献上用の珍品などを取 り扱 うこともできな

くなっていた く1日 )｡このShopkeeperとは､以後､中国側では店戸 ･舗戸 ･洋貨店､外国側

ではoutsidemerchantなどとも呼ばれたものである｡以下､引用以外は ｢洋貨店｣の呼称

で統一する｡第二節では､これらは広東当局の報告に依拠 L､外国人との直接貿易から締

め出された洋貨行の後身である､と推測 しておいた｡徴税当局と中国商人の関係か らあら

ためて捉えなおすならば､当居による商人の統制範囲は意外に狭 く､外国との取引の機会

に恵まれていた洋行 しか把捉できず､またこれを通 じてしか徴税を実現 しえないため､当

局の別とすれば ｢洋貨店｣を外国との直接取引から除外 しておくのが望ましかった､とす

るほうがむ しろ事実に即 しているかもしれない｡禁令の発布自体､実際には ｢洋貨店｣の

取引がすでに盛行 していたことを物語 っており､発布後 もそれに変化は見 られなかったよ

うである｡それは西洋貿易の広東-港限定にともない､乾隆二四 (一七五九)年､両広総

督李侍尭が提案 した ｢防範外夷規条｣に､

たとえ商品を売買 して も､やはり洋行商人 ･通事の手を通 さないことが多 くなり､無

頼の店戸がひそかに外国商館に赴 き､ 〔外国商人を〕あざむいて交易 して､脱税 して

いる｡ (1日 )

とあるとおりである｡またここから､外国人との取引において洋行商人の手を通 きなけれ
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ば､それは徴税当局にとって､とりもなおきず脱税を意味することも窺われよう｡洋行商

人による納税の確保のみならず､彼 ら以外の取引に対する徴税を実現するためにも､保商

制度の効果的な実施はいかにしても必要であった｡規定上は､保商の認可があれば ｢洋貨

店｣といえども取引は可能であるが､保商は黄輔に投錨する外国船の保証人となって､そ

の船舶や貨物に課せられる諸税に貴任を負わねばならない｡そのため ｢洋貨店｣が外国商

人と取引する場合には ｢蓑に出たがらず､その税は我々 (地方貿易商人)にこれを課すと

ころの保商が支払｣うt132)という手続が踏まれたのである｡

イギリス側では､茶や絹などの大宗商品を扱う会社貿易から除外 されていた地方貿易商

人などが､ ｢洋貨店｣との取引に利益を兄いだすのは､いわば当然のなりゆきであった｡

地方貿易､そしてアメリカの貿易が股盛に赴 くに比例 し､ ｢洋貨店｣ も次第に勢力をひろ

げていったo一七五五年五月に一〇〇前後であったという(133)その数は､一八一七年に広

東当局から閉鎖を命令きれた ものが二〇〇あった (134)といわれるほど増加 した｡清朝側も

一八四三年には二〇〇以上の数を確認 している(la6㌦ その規模 も､負債を抱えがちで､

｢実際には名前だけの存在にすぎない外洋行商人の多 くよりもはるかに大 き｣ くなってい

った (136)Oその結果､ ｢資金の乏しい外洋行は､しばしば外枠行以外の商人と関係を結び｣､

後者の勘定によって自分たちの倉庫から船積を許 していた く1日)という｡これらの外洋行は

上に触れたところの疲行であるが､その商人たちは資金不足を少 しでも補 うべ く､外国商

人と ｢洋貨店｣との間の直接取引をむしろ積極的に認めて､保商たる疲行自身が責任をも

って支払 うべき税を彼 らから前 もって現金で受領した｡当時のこうした慣行は税の売買 と

みなされ､ ｢洋貨店｣の ｢売約搭報 (sellingthedutiesongoods.Whichtheyreport

inthenameofHong)｣と称きれた L̀= つO売買である以上､売り手側の利益がみこんで

あるから､課せられる税の全額が疲行にひきわたされるはずはなかった し､また疲行の資

金不足を補 うためのものである以上､それが期日になって疲行によりしかるべ く海関へ納

入されたかどうか､あらためて問うまでもないであろう｡

こうして保商たるべき外洋行の多 くは､もはや外国貿易の担い手というには程遠い存在

と化 した□外国商人との実際の取引は､外洋行の内側から ｢司事彩伴｣が､外からは ｢洋

貨店｣が保商の名義を借 りつつ行なっていたからである｡もっとも卑海関か ら見れば､取

引の実態がどうであれ､少なくとも徴税さえ円滑に行なわれれば､保商制度は奏効 してい

ることになろうが､上述のようなありさまでは､各外洋行が諸税上納を求められるままに

行なえるはずはなかったロ道北一四 (一八三四)年の両広総督慮坤 ･卑海関監督彰年の禁
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令は､それをあますところな く語 っていよう｡

近 ごろ利に走る仲買商人で洋貨店を開設 し､外洋行を通 じて外EEl商人と交易 し､値を

下げて商品を売 り､大局を顧みない者がいる｡その取引で陸揚げ､船積みされる貨物

は疲行が代わって海関に申告するが､二～三割割り引いた額の税 しかうけとれない｡

また､外洋行の名義で別に舗桟を設けて､英行の桟房という燈寵を掛け､司草野伴 と

して内より名をかたる者がいる｡その販売明細には某行の某桟と称 してはいるか､そ

の実､彼 ら自身が取引 した ものである｡外洋行はそのために名前を出して､納めるべ

き税を彼 らから受領する｡そして外洋行がたびたび倒産するときには､この桟房を設

けた人物は大きな利益をあげているのである｡--これらの外洋行は自己の資本が豊

かでないために､これによって体面を取 り繕い､現銀を得て運転 しようとはかり､そ

の結果､海関の正税 ･稚税を連年滞納 しているのは､実に痛恨の至 りである｡ (1日 '

こうした外洋行の正税および維税の滞納は､道光一三 (一八三三)年には一三〇万両あま

りにも達 していた =̀ 日̀ ｡これは当然のことながら､卑海関から戸部へ送 られる税銀の滞納

をも結果 していた 【141)のであるO

むすぴにかえて

本章においては､清朝初期の海関設置よりアヘン戦争前夜に至るまで､主として西洋貿

易に対 し卑海関ではいかなる形で取引と徴税が行なわれ､その形態はどのように推移 した

のか､を概観 してきた｡西洋貿易を担当 した､たとえば外洋行商人などの取引のあり方や

徴税請負は､それぞれ個別的には周知の事実であろうが､両者の関連において､その成 り

立ちやしくみを系統的に跡づけてゆく作業は､きわめて少なかったように患われる｡本章

の叙述を通 じて､少な くとも以下のような論点が導き出せるであろう｡酒代の西洋貿易を

管轄 した卑海関において､もっとも本質的なものとして重視 されるべきは､外国商人との

直接の取引を担当する商人たちが構成 した徴税機構にはかならない｡それは一八世紀より

一七六〇年の ｢公行｣にもっともよく代表され､その後いくたびも試みられたところの､

いわゆる ｢独占｣とは､保両制度をいわば弥縫的に維持 しようとして設けられた副次的な

姐紐にすぎなかったのである｡

こうした保商制度は､前節に述べたように一八三〇年代になると､外洋行とりわけ疲行
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の空洞化が進展するにつれて､破掛 こ親 しつつあったことがもはや明白となっていたo L

かも一八三四年には､イギリス乗インド会社が広東から退場 し､広東の対外情勢は経済的

にも政治的にも流動化 して くるのである｡このような状況にあって､清朝側 と外国側､な

かんず くイギリス人たちとは､それぞれどのように対処 しようとしたのであろうかoむす

ぴとして､簡単にこの点を論 じて､本章の論旨を確認 し､あわせて以下の行論に対す る若

干の見通 しをえておきたい｡

東インド会社が広東から退場すると､これによって外国商人の取引にまった くまとまり

がなくなって､統制のさかなくなるのを恐れた卑海関当局は､地方貿易に従事する外国船

に対 し､任意の外洋行が保商にあたるそれまでの ｢認保｣に加え､この ｢認保｣に対 しさ

らに保証責任を負う ｢派保｣を設定 した 【142㌦ これは二重の保両制度 というべきものであ

り､轟慶一八年､徳慶の規定ではじめられた外洋行に対する外洋行の保証をさらに発展 さ

せたもの､もしくは7-ン密輸防止のため､道光元年に設けられた ｢認保｣に ｢加保｣す

る制度 1̀日 )を貿易全般に拡大 したものともとらえられようが､いずれにして も保両制度の

強化にすぎない ｡けだ し清朝の当局者には､外国人に対する徴税と統制の機構 として､保

商制度以外のものは考えられなかったのであろう(L" )oこれはアヘン密輸取締のため広東

に赴任 した林別徐とても､例外ではなかったようである (I" 10

広東当局がこのようにあくまで固執 していた保商制度に対するイギ リス人たちの見解は､

当然のことながら厳 しいものであった｡東インド会社の中国貿易独占の廃止よりさき､地

方貿易商人らに突き上げられて管貨人妻鳥会 (theSelectComitteeofSupercargoes)

が一八二九年に提出した貿易条件の改善要求に､

保商はまったく外国人の行動を規制できないのであるから､保商を必要とする法は､

卑海関が口実を設けて金銭を強要するのに資しているにすぎない0 (1日 )

と見える｡このように保商制度は､実のともわない外洋行商人から､ひいては自分たちか

ら海関の官吏が金銭を搾 りとる手段としか､彼 らの眼に映 らなかった｡マカー トニー使節

にさいしての東インド会社による外洋行への一定の評価 1̀47)､あるいは一八世紀末､一九

世紀初頭の地方貿易商人による疲行との積極的な取引などに窺われるような､外洋行の存

在をなおも肯定する考え方や動向は､このころになるとほとんど見 られなくなるのである｡

一八二〇年代よりいっそう組織化され､隆盛を童わめてゆく7-ン密貿易は､広東にお

いて見るかぎり､前掛 こ述べた ｢洋貨店｣と地方貿易商人i;の取引の-形態であって､ほ

とんど異なったところはないOだがいわゆる ｢搭報｣をしない､外洋行の手をまった く通
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きないことが唯一の､しかし決定的な違いであった｡そしてその点において､アヘン貿易

は完全に ｢自由｣でありえたのである｡こうした貿易が傍 らで繁栄 している以上､イギ リ

ス人たちの批判の眼は､外洋行の存在はもとより､各外洋行商人の取引にはじまり保商を

経て卑海関に至る徴税体系そのものにまで及ぼざるをえなくなるであろう(148㌦ それは-

八三二年にジャーディン (Dr.WilliamJardine)が､

〔清朝の官憲が〕外洋行商人から関税を徴収 し､金銭を強要する現在の方法が存在 し

ているうちは､中国貿易が開放 されても､イギリスはそこから大 きな利益は何 らひさ

だす ことはできない. (l" )

と述べたとおりである｡とりわけ地方貿易商人にとっては､東インド会社の独占廃止によ

る中国貿易の開放だけではとても十分ではなく､保商制度の基礎をなしていた､外国との

取引にあたる商人による納税 という卑海関の徴税原理までも変革の対象にする必要があっ

た｡こうした考え方をいっそう敷宿 したものとして､東インド会社に勤務 し､長年の貿易

経験を有 した人物の見解を見てみよう｡

こうした (官僚が外洋行から金銭を徴収する)慣習が存在するかぎり､･･･-中国政府

と結ばれるいかなる条約 も税率 も必ず忌避 されるか､誤った方向へ導かれるであろう｡

--皇帝が外洋行制度の全廃 という選択を思いっ くかもしれない｡これによって中国

商人の間に束縛のない競争が生 じたとすれば､おそらく予想 しうるもっとも喜ぶべき

結果となろう｡だが､この提案を受け入れるには警戒が必要である｡外洋行が廃止 さ

れるならば､海関は改組 されねばならない--さもなくば､この弊害は､単に場所を

変えるだけで根絶 されることはないであろう｡官僚の強請は､今の外洋行商人と同様､

〔将来の〕自由商人にもつきまとうであろう--外洋行の廃止は､やはり関税徴収の

よりよき方法と外国人の倉庫の所有がともなわねば､まったく効果のないものとなろ

う D (160)

すなわち彼 らがもっとも必要 としたものは､外洋行という表面的な機構の単なる廃止だけ

ではなく､保商制度に制度化されたような徴税原理に代わるべき ｢関税徴収のよりよき方

法｣であったのである｡

はた して､一八四二年八月一二日､アヘン戦争終結のための条約交渉において､イギ リ

ス側は領事の設置に加え､

一定数の外洋行商人が取引にあたるきまりは､今後必ず廃止するものとする｡我がイ

ギリス商人は､何人と取引 しても､また､納めるべき関税をまずイギリス領事にわた
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し､転 L;て海関に納めさせても､差 し支えないものとする｡ 1̀6L'

という要求を提示するに至るO外洋行商人から保商に及ぶ納税の役割はそのまま､領事を

して代替 させようとする企図が看取されよう｡

ところが､清朝側の欽差大臣善美 らの一定の了解 (162】にもかかわらず､この要求が南京

条約をはじめとする諸協定に明記されることはついになかった｡南京条約第二条にはイギ

リス臣民の納税を領事が ｢監督する｣ことを張 うのみであり､また､イギリス船の保証童

任を保商に代わって領事が負 うことを規定 した ｢五港通商葺程｣の第-五条にも､納税を

どうするかには触れていない｡これがおそらく外洋行の独占機構としての側面のみ注目し､

徴税機構としての側面を軽視する通説を成り立たせる一因にもなっているであろうO

このとき領事による海関への関税納入に消極的だったのは､イギ リス全権ポティンジャ

ー (SirHenryPottimger.firstbaronet)であったようである｡彼は領事の関税代納で

はなく､その外国商人による納税を ｢監督する｣義務を再三強調 し､

〔イギ リス〕政府はその官吏をもって､廃止された外洋行商人という媒介の消失を多

少なりとも補填する義務がある､という考え方がうけいれられている｡こうした考え

方は誤っており､不合理である｡それは私の知るかぎり､これまで官許の外洋行商人

のようなものが存在 したことのない四港を含む五港に､通商葺程や税率表が適用 され

る事実によって､明白に認められよう(163㌦

と言明している｡彼がこのように認識 した詳細な事情はなお明らかではないが､その言に

依拠するかぎり､イギ リス領事による保商制度の代替は､広東の特殊事情に基づ くもので

あり､五港全体を対象とする普遍的な規定にはそぐわ.ない､という理由で却けられたよう

に思われる (1川 Oこのように条約締結に至るまでの過程において端なくもあらわれた､塔

海関の徴税機構をどのようにとらえ､処遇するかという問題は､こののち広東において､

あるいは開港される他港において､いかなる展開を見せてゆくのであろうかoこの問いが

次章以降の課題 となるであろう｡
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第二章 晴未卑海関の展開と広州洋関の設立

はじめに

7-ン戦争からおよそ二〇年を経過 した一八五九年一〇月､広州において洋関が設けら

れるOいうまでもなく上海に次 ぐ洋関の設立であるが､上海の場合とは異なり､こめ卑海

関の拝聞は､これまでほとんど注目されてこなかった｡それにはもちろん理由がないわけ

ではない.それは筆者の理解するところによるなら､次の二つにまとめられよう.一つは

南京条約および五港開港により､広東一港貿易の体制は解体されたはずであり､しかも西

洋貿易の中心 も上海に移ってしまうため､広州あるいは卑海関に注目すべき必然性が失わ

れる､とする考え方によるものである｡いま一つは､広州の洋関設置は､上海で試みられ

てきた外国人税務司制度を全条約港-導入するという一八五^年の天津条約の規定が適用

された-例以上のものとはみなしえない､との理由づけがある0両者は着目する事象に違

いこそあれ､条約というものを契機に､眼を広東から上海に転 じている点で共通するもの

である｡西洋貿易に対する中国側の体制という問題を考える場合､確かに上海-の注目は

決してなおざりにはできず､これら二つの見方がいずれも事実の一面を穿っているのは間

違いあるまい｡けれどもひさしく西洋貿易の中心であった広東の捨象が､いささか性急に

失しているのではなかろうか｡それは多かれ少なかれ､南京条約あるいは天津条約の規制

力をいわば自明のものとして､承認 していることに帰せられるであろう｡

このように条約の存在を重視するのは､南京条約以後の広東貿易に注目しないものにと

どまらないOそれをつとに撤密にとりあげた古典的著作が､そもそもそうなのである｡フ

ェアバンク氏は一八四〇年代より五〇年代前半までの卑海関の情勢を､あるべき ｢条約体

制｣を有名無実にする ｢広東 システム｣の ｢再編 (reorganization)｣ととらえており､

ライ ト (StanleyF.Wright)氏は一八五〇年代後半における広州の葉乱 した状況を､洋関

が設置される直接の前提および動因として描写する｡時期的にみれば､両者はあい補完す

る関係にあるわけで､それぞれがつぶさに明らかにしている旧体制の残存､そこでの脱税､

密輸の横行などの客観的な諸事象 日 は､密接に関連する側面が少なくないはずである｡に

もかかわらず､一八四〇～五〇年代の過程を一貫 したものととらえようとするとき､それ

らは単に条約の規定に違背する事例の孤立的な羅列にすぎなくなるo いわゆる ｢広東 シス

テム｣とまった く対立 し､これを克服すべき ｢条約体制｣､その ｢条約体制｣を体現する
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制度としての拝聞､という措定を無条件に承認すれば､議論が成り立たなくはないoけれ

どもそうした措定からいったん離れてみると､なぜ旧体制が ｢再編｣され､そこで脱税や

密輸が生 じるのか､そうした現象と洋関の設立はどのような関係にあるのか､こうした事

実関係のうえでの初歩的な疑問す ら､整合的に説明できていないのである｡ これは両者の

史実解釈がよってたつ ｢条約体制｣の枠組と洋関の位置づけに内在する限界や問題点を表

現 したものともうけとれよう｡いまなお両者の所説に具体的な批判が加えられていない以

上､この時期における広東貿易に即 して､条約というものの実質､影響力を問いなお Lつ

つ､拝聞の制度的な位置づけを再検討 しなければならないであろう｡

もっとも序論でも述べたように､枠組 としての ｢〔不平等〕条約体制｣-の懐疑はすで

に提起されており､それを表現 した ｢朝貢貿易システム｣などの枠組 も構想 されてはいる｡

しかしそこでは､たとえば従前の膨大な研究がとりあげ､また前章でもやや詳 しく論 じた

ところの､条約締結よりはるか以前から西洋貿易を経験してきた広兼における組織 ･機構

の性格や推移を検討 しなおすことなしに､議論がすすめられている｡条約締結前後の広東

貿易に限ってみても､ほとんど触れるところはないのである｡こうした点において ｢条約

体制｣という枠組に対する ｢朝貢貿易 システム｣による批判は､あまりにも不十分だとい

わざるをえないであろう｡以上のような現状に鑑みれば､ここでまず何よりも要請 される

のは､ともすれば閑却されがちであった卑海関をあらためて具体的な素材 として､交易 と

徴税のあり方､かかわり方を見ていく作業となるであろう｡それを抜 きにしては､洋関の

性格､位置づけのみにとどまらず､それをめぐる情末の交易 ･徴税一般に対する理解 も､

十分には行なわれないように思われる｡

第一節 広東貿易の徴税構造

まず見ておかねばならないのは､南京条約以前に卑海関で西洋貿易に対する徴税がどの

ように行なわれていたのかという問題であろう｡その中心をなす機構が官街 としての卑海

関そのものではなく､保商制度にあったことは前章に指摘 したとおりであり､これを通 じ

て行なわれた徴税についても､ごく大掴みに触れておいたoすなわち､外国商人と取引を

行なう外洋行商人が貨税およびその他の賦課金を納入 し､その最終的な責任は､外洋行商

人のなかから外国船ごとに指定 される保商に帰する､というものである｡ しか しなが ら前

章は､従前 しばしばあたかも自明のように扱われてきた外洋行商人による徴税請負の しく
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みとその変遷を､いわゆる独占と関連づけていささか具体的に跡づけたにすぎない｡どの

ような場で､誰がいかなる役割を果たすことによって､徴税が構成され最終的に実現する

のか､にまで立ち入 って論及できず､徴税そのものの内容､性質はなおほとんど不問に付

したままである｡そこで本節では､前章に叙述 した制度の動態的な変遷を踏まえつつ､そ

の静態的な構造をあらためて考察 してみる必要があろう｡

そもそも徴税手続のような､当時の関係者にとってほとんど常識に属する事務にことさ

ら説明が加えられるはずはないので､現在の我々から見て､系統的かっ説得的な記録は望

むペくもなく､出処､性格のさまざまな断片的な記事が散見されるにすぎない｡そのうち

比較的まとまったものに､乾性四七 (一七八二)年の卑海関監督李質頴の秦槽の一節があ

る(之)｡さしあたりこれを手がかりとしてとりあげてみようo

外国船は広東に到着すると､①いずれもまず省城の外洋桓旦投 L:て _｢謬保｣とし､②

持ち込んできた貨物を陸揚げしてその倉庫 (行)に貯蔵 し､③他方､外洋行商人に代

わりに 〔内地の〕貨物を買付けてもらって､帰国する｡あらゆる輸出入貨物は､すべ

て④外洋行商人が 〔海関に〕届け出て検査 し､税額を塾べ上げし書類に記入 し簿冊に

萱産土､外国船がすべて出港 したのち､⑤はじめて期限を立てて徴税を始旦旦 o毎年

〔こうしたやり方を〕踏襲 してきたにもかかわらず､⑥外洋行商人は ｢洋貨を代納 し､

税は貨より出づ｣といいわけし次第に納税を引き延ばすので､送金が遅れ滞るように

なった｡

以上は戸部-の税収送金の延滞に関連 して､外国船の入港から徴税に至るまでの一連の手

続に説き及んだものである｡主要な部分に適宜傍線を付 したが､その個々の意味はともか

′く､それぞれの間の脈絡は､このままではほとんど理解できないロなぜこのように記述 さ

れるのかもあわせて検討を加えていく必要があろう｡

外国商人が広東に到着 してまず行なわねばならなかったのは､みずからが投宿滞在 し､

輸入 した貨物を陸揚げしてあずけ､輸出する貨物を搬出して船積みする境を提供する外洋

行をえらぶことであるoそれが同時に保商の指定ともなるO傍線部①～③はそれを表現 し

たものである｡上の引用ではあえて ｢認保｣という原文の表現を残 しておいたoさきにも

少しく言及 したが､これは外国船の商人たちが信頼のおける任意の外洋行をえらび､その

外洋行商人に依頼 して保商になってもらう謂である｡このような手続は主に地方貿易商人

などが行なったものであり､ひさしく外国側の中心的な存在であったイギ リス宋インド会

社の船舶には､一七八四年以後､外洋行商人が輪番で保商にあたる ｢輪保｣という方法が
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とられていた く3'O広東の貿易で地方貿易が比重を増 して くるにしたがい､むしろ ｢認保｣

が一般的な形態となり､これを通 じて指定された保商白身をも ｢認保｣と称 したO

保商の指定が終わると､取引の開始が許可される｡外国商人は自船の保商だけに取引相

手を限定する必要はなく､はかの外洋行商人とも取引することは可能であったQただしそ

の場合には､諸税の支払などは保商が最終的に責任を負わねばならないため､外国商人か

ら保商に七〇〇 ドルの保証金が支払われる慣例になっており=)､商品の価格を定める前に､

保商に対 し実際に税を負担するのは誰であるかを定めておく必要 もあった … ｡すなわち個

々の取引にさいし､諸税の負担は必ず考慮に入れられるべき問題であったのである｡

この点については輸出と輸入の場合に分けて､もう少 し詳 しく見ておかねばならない｡

輸出税については一七八二年まで､ ｢購入される内地の貨物は､船積みがすべて終わって

から､ 〔外洋行が輸入の場合と〕同様にその数量に応 じて税を納め､ 〔外国船に〕免状を

交付 して出港させ｣ることになっており､上に引用した李貿頴の記述 もそれに従 っている｡

しかし彼の同じ奏摺において､外洋行商人藩振承らの提議が上申され､保商が外国人に代

わって輸出品を買付けたさいに､ ｢貨物 〔の取引がなされる〕にしたがい逐一 〔税観分を〕

控除してしまって､納税をさきにすませる｣ことが認められている (6㌦ こうした輸出を代

表する茶の取引の具体的な内容は､たとえば第 1表のような試算がある｡外洋行が納める

税額と取得する利益は､その厳密な数値を問題にすれば､否定的な史料が少なくない tT)が､

第 1表の計算に近い事例 もある｡ここではそれに拠って両者の関係を見てみよう｡

これまでイギリス東インド会社は､各外洋行を持ち分の大 きなものと小 さなものに分

かち､紅茶 ･緑茶を契約購入 してきた｡契約分の茶は数量 (正額)と価格を取 り決め

て､頭 ･二 ･三盤と等級づけする｡ついで外洋行商人のほうは､茶を扱 う客商 (茶客)

と購買請負の契約を交わすoこれを包圧という｡ 〔外洋行商人は〕外国商人へのひき

わたし価格に応 じて､一〇〇斤 ごとに八～九両ないし一〇両を控除するD正額以外の

茶は押冬というが､これも一〇〇斤ごとに ｢前構｣として､五一六両を控除すること

ができるD資力のない外洋行で､あらかじめ茶客に契約分の前貸金を交付できない者

でも､正額の場合に ｢鯛硬｣六両七銭与えることは､茶客との契約書に明記 される｡

押冬の ｢駒碑｣は四～五両であるD外洋行と請負契約を結んでいない茶客もおり､こ

れは売庄というが､この場合 も外洋行が外国商人に茶をひきわた して ｢絢研｣を和除

するのは､包圧の場合と同様であるロそのほか､アメリカ ･地方貿易商人および他国

人が茶葉を買えば､ 〔外洋行は〕やはり ｢駒研｣として五～六両をえる｡以上の慣行
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は､外国人､茶客いずれもよく知っていることで､これまでまった く異議はなかった｡

東インド会社の正額 と押冬､および各国人の ｢駒碑｣を計算､平均すると一〇〇斤に

つき六両となる｡さきに税を納めるのを差 し引 くと､総 じて四～五両をあますことに

なるo これが 〔外洋行が〕いなが らに享受する茶取引の利益にはかならない｡ 8̀'

ここで言及 きれる ｢両碗｣とば､ ｢銅項｣と ｢碑頭｣をあわせて略称 したものであり(甘'､

包駒費 と称する史料 もある 1̀8㌦ ｢銅項｣はいうまでもな く ｢正税 (正飼)｣であるo

｢蘭頭｣は今のところこの史料にしか用例が兄いだされず､内容を詳 らかにしえないが､

おそらく卑海関の順境の一つであった ｢担頭｣の別名であるように思われる (11㌦ いずれ

にせよ､両者を ｢駒硬｣ と熟 して､外洋行が納税に備えて茶客との取引で控除する金額を

表現 しているのは間違いないであろう｡茶の輸出からえられる外洋行の利益は､引用にも

明らかなように､さらに端的には､ ｢茶葉銅碑盈余｣もしくは ｢羨余的硬｣ とも呼ばれた

【12)ように､ ｢飼研｣に含まれるもの､言い換えれば､課税額の一部 として存在するもの

と観念 されていたのである｡

同様の考え方は､輸入においても見 られる｡綿花についてみると､その課税は第 2表の

ような試算が与えられている｡税 として課せられる一両五銭は､五つの項目により構成 さ

れているが､このうち上田者は規定的なものであり､その額にも一定の基準があった. し

かし最後の ｢事例｣はそうではなく､場合によって変動するものであったoその詳細な内

訳の一例が第 3表である｡外洋行商人による棉花のひきうけから､ ｢洋貨店｣による最終

的な購入ないし販売に至る間に要する諸経費のみならず､外洋行が取得すべき利益まで も

が ｢事伊J｣なる項目の税に含まれている｡

こうして見て くると､輸出入いずれにおいても､徴税 も取引もまった く同-の過程であ

ったといえるであろう｡外国商人には ｢輸入 ･輸出いずれにせよ､貨物に課せ られた税の

詳細について何 も知る機会がな｣ く､彼 らに ｢支払われた商品の価格は中国商人が輸入税

を支払 うのを見込んだものだった し､輸出の場合は税込みの価格｣が要求された (日日とい

われるのも当然である｡彼 らの眼に外洋行の取引と映った事柄は､視点を変えればとりも

なお,きず徴甲の嘩程ぢので庫 り,､しか もそ叫 ま外国商人句輪唱人の･みに.限 らJず､.外甲行商

人が介在 した内地の商人に至るまでの取引の過程すべてにわたって行なわれたものにはか

ならない｡

以上を踏まえておいてようや く李質頴の記述 も理解 しやす くなってこよう｡全体 として

彼は､輸出入における具体的な取引や徴税にはいっさい触れていない○これは卑海関 とい
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う官衛の立場を表現 したものでもあるO傍線部の①～③で外国商人が外洋行 とのかかわり

でなすべき手続､④で外洋行商人による諸税の算定や申告に言及するのみで､換言すれば､

前者では輸出入の有無､後者はそれにともなう諸税の存在を確認 しているにす ぎないo 機

能としては税をうけとるにすぎない卑海関からすれば､これだけを押さえておけば十分だ

という意味にはかならないのであろう｡したがって実際には､②③の背後に外国商人と外

洋行商人の取引が､㊨の背後に輸出入に対する現実の徴税､ひいては外洋行商人と内地の

商人との取引が存在 していると読まなければならない ｡

直裁にいいなおしてみよう｡輸出入貨物はいずれも保商が所有する行､すなわち倉庫に

集積きれ､そこが外国商人､外洋行商人､内地の商人の取引の場とみなされる｡保商はみ

ずからが取引に携わるかどうかにかかわりなく､徴税と不可分な取引の場を管理する以上､

諸税に責任をもつのも､ある意味で論理の必然的な帰結なのであり､保商制度はそうした

考え方に由来 したものであろう｡茶や綿花のように需要のある商品ならば､取引は円滑に

進み､同時に徴税も滞りなく行なわれる｡取引が成立 しないうちは徴税 も実現せず､貨物

は倉庫にとどめおかれることになる｡このような意味で､保商に当たる外洋行商人は ｢厳

密に考えれば､保税倉庫の管理人 (bondedwarehousekeepers)であって商人ではない｡

時には両者の資格で活動する｣ (1りといわれたのも､決 して故なしとしない｡傍線部⑥の

｢洋貨を代的 し､税は貨より出づ｣という言 も､こうした文脈において､はじめて現実に

即 したものとなるであろう｡そしてこれは､同じく外鞘 子商人が輸入品の取引と外国商人

への代価未払いについて述べた､ ｢価は貨より出づ｣ 1̀6)という言 とまったく同 じ構造で

あり､ ｢税｣と ｢価｣が容易に置き換えられていることからも､徴税 と取引が同一の過程

であるのが襲われようDイギリス商人のもちこむ毛織物製品や綿製品が容易に中国内地に

売 り捌けなかった事実を考えあわせれば､そうした言が納税延滞の弁解たりえた (1日 のも

了解されよう｡

もっとも商取引が何の媒介 もなく､ただちに徴税に置き換えられたわけではない ｡その

意味からも､傍線部④には注釈が必要となる凸諸税の算定や申告に外洋行商人が手ずか ら

携わったわけではなく､それを担当したのは通事 (linguist)と呼ばれる人たちであったO

外洋行商人の保証を得て､卑海関監督から任命されたものが ｢官通事 ( m̀andari｡,｡r･

officlial'Linguist)｣であり､これは数名にすぎないが､各々が多 くの部下を有 してい

たo 外国側の史料によると､ ｢貨物の陸揚げ､船積みの許可硬を得る｣こと､ ｢〔黄掛 こ

投錨 Ll=9掴 〕船舶の貨物を広州まで運び､黄捕まで輸出貨物を運ぶはしけ｣を諏達する
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こと､ ｢陸揚げ､船積みされる商品を検査するきいに広州城内からやって くる官吏に随従

する｣こと､などがその業務 として記 されており､要するに､外国船と卑海関との間の交

渉にかかわる実務いっさいに従事する存在であった｡もちろん諸税の算定やその申告書の

作製 もその例外ではなかった (川 ｡

外国人に関する中国側の史料において､外洋行商人ないし保商と通事 とはしばしば並び

称されるものの､外国人の行動取締以外では､せいぜい意思を疎通するための通訳 として

しか扱われず､以上のような通事の役割にまで言及されることは､管見の及ぶかぎりきわ

めて少ないようにみうけられる (川 ｡外国商人は手続上､保商の指定と同時に通事をも選

ばなければならなかった (19)か ら､卑海関からは通事の指定 も ｢認保｣の一部をなす もの

と認識 されていたのであろうo Lか も上で述べたような通事の実務は､傍線部②～④の手

続に不可分であるため､その責任は保商が負 うものにはかならない o外Eg商人から見れば､

通事と外洋行商人は明 らかに機能を異とするものであったであろうが､傍線部㊨の李質頴

の言に端的に表現されているように､卑海関当局に対 しては､貿易にかかわる通事の存在

は､すべて外洋行商人､より限定すれば､保商の名義に包含されていたと考えられる｡

傍線部⑤についても､同 じことがいえる｡外国船出港後の ｢徴税｣とは､以上の考察で

看取されるように､実は取引-徴税を終えた外洋行による卑海関-の諸税の上納 という手

続しか残 されていなかったわけであるが､そこでもやはり取引-徴税を納税に変換する作

業が必要であった｡外洋行が実際に卑海関に納税するさいには､取引で使用 される ドルを

足色紋銀に改鋳 しなけjlばならなかったからである0第 3表では改鋳に要する経費は､外

洋行が控除する税額の一部として計上 されているが､必ず しも外洋行商人白身が改鋳に従

事したわけではない｡卑海関の立場からは､多 くの場合 ｢外洋行商人がみずか ら改鋳 し納

税する｣といわれながらも､まった く同 じ内容が ｢外洋行商人がみずから 〔銀〕匠をみつ

けて､改鋳させて納税する｣とも言い換えられている｡外国人からShroffと呼ばれた改鋳

業者は､確かに別に存在 していたが､単に雇用 されるにすぎず､税銀の改鋳から卑海関-

の納入まで､すべて外洋行商人の宜任においてなされる慣行であった (20'のであるO

広東貿易で外国商人が不合理､苦痛 と感 じた独占や附加税は､こうした徴税のあり方そ

のものか ら生 じた現象にはかならない｡卑海関が諸税をうけとる便宜のため､徴税-取引

の場であり担い手でもある外洋行を限定 しようとすれば､それはただちに独占となり､あ

らたに賦課金を設定 したとしても､それは容易に外洋行商人の内地商人との取引や､卑海

関に対する諸税の申告および上納の過程にくりこまれて しまうからである｡他方､企業体
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としての外洋行が倒産 したり､有名細葉になって､取引がその手を経ない事態になれば､

卑海関は諸税を受領する来源そのものを失ってしまうのであり､外洋行を維持 しようと介

入せざるをえなくなり､独占や附加税がますます強化されてくるわけであるD前章のくり

かえLになるかもしれないが､そうした意味で､ ｢外国貿易を独占する代償として関税納

入の貴に任ずる｣といった通説での因果関係のとらえ方 2̀1'は､やはり根本から改められ

る必要があろう｡

前章第四節にも述べたように､外洋行の空洞化と卑海関当局による干渉は､現実に起 こ

っていた問題であり､一八二〇年代に入っていよいよ朗在化 したDそれにともなって外国

商人の側も､あいっいで貿易条件の改善を叫ぶようになる｡とはいえ､彼 らとて も根底か

ら既成の体制を覆そうとは思いもよらなかったと見られる｡一八二八年､アメリカ商人は

｢洋貨店｣との取引を円滑に行なうため､既存の外洋行とは別に､ ｢もっぱらアメリカ人

と取引する｣外洋行を設立 させようと試みているo ことさらに ｢新 しい外洋行｣ (22'の介

在を前提として考慮せねばならなかったところに注目すべきであろう｡保商制度に対 しよ

り批判的であったイギ リス商人は翌年､

外国商人は自由に倉庫を賃借 してみずから管理経営しうること､外国人に対 し保商を

設定する単票のなきこと､外洋行商人ないし通事の仲介を経ずに税を現金で支払 うべ

さこと｡ 【281

を要求 している｡三っの事柄が併記されているように見えるけれども､これまで述べてき

たような徴税の構造に鑑みれば､この三者は決 して別個のものではなく､内的な連関を有

する一事であるo保商制度を廃止するには､その具体的な内実である倉庫の限定 と税支払

の仲介を否定 しなければならず､これらは-体のものとしていわれなければならなかった

のである凸しかしそれを実現させるとなると､まったくの無税で貿易を行なうのでなけれ

ば､諸税受領の手段が失われる卑海関の立場をも配慮する必要があった｡前章のむすぴに

触れたような､南京条約の交渉で外洋行商人の納税をそのまま領事によって代替せ しめよ

うとしたイギ リス側の提議は､ここに由来するのであり､こうした発想にもそれまでの徴

税のあり方が反映されているといえようO

第二節 南京条約前後の徴税機構

前節で描いたような卑海関の徴掛 ま､いわば原則的なもので､いうまでもなく個々の場
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合によって少なからず例外的な事例があり､まったく固定的に運用 されたわけではないで

あろう｡とはいえ､そのさいに原則的なあり方にまで公式に改変が加えられたとはなおさ

ら思われない｡原則そのものにかかわる変容が明示されるのは､一八三〇年代になってか

らのことと考えられる｡

一七八二年の時点ですでに問題 となっていた輸入品の滞貨による納税延滞は､改善 され

るどころか､年を遅い貿易量が増加するにつれてますます悪化 していったO-八二〇年代

に入ると､二四年か ら二九年にかけて麗泉行 ･西成行 ･同奉行 ･福隆行があいっいで倒産

しているが､このような事態-の対策 として､一八三一年､前年の両広総督 と卑海関監督

の提議に従い､以下のような措置が認可されている｡

襲巳の (一八三三)年より､輸入貨物は､外国船の貨物検査がおわった日に､保商 と

通事に命 じ､どの貨物がすでにいずれの外洋行に買いとられたか､どの貨物がまだ売

れていないか､をあらか じめ調べて報告させる｡すでに売れた貨物は 〔買いとった〕

外洋行商人が納税 Ltまだ売れていない貨物は外国商人が税を支払い､保商が代わっ
～

て納税することとする｡外国商人はバーター取引を行ない､外洋行商人に銀を貸 し付

けてはならず､外洋行商人は規定どおり取引を行ない､外国商人に代価の未払いを累

積 してはならない. (2り

すでに一七八二年､輸出貨物の納税方法が改められたのは上に述べたとおりであるが､取

引する外洋行商人が徴税を同時に行なって卑海関への納税にあたるという点では､輸出入

いずれも同 じであった｡ところがここにおいて､輸入貨物については実際に税を支払 う者

が外国商人でもありうると規定 きれたのである｡

この規定に付された ｢まだ売れていない貨物｣という限定には注意が必要である｡当時

の取引慣行は､周知のように､茶を中心とする輸出の額に応 じて一定の輸入品をひきうけ

るバーター基調のものであったから､輸出貨物を調達するのが外洋行商人であるかぎり､

輸入貨物を外国商人か らひきうけるのもやはり外洋行商人となるD卑海関当局のいう ｢ま

だ売れていない｣とは､こうした両者の取引が成立せず､外洋行商人がまだひきうけてい

ない､という意味でなければならない｡言い換えれば､実際には他の商人に売れていたと

しても､あるいは誰にも売れなかったにしても､卑海関への納掛 こあたる外洋行商人がひ

きうけなければ､すべて ｢まだ売れていない｣範噂に含まれるのであり､外国商人が輸入

税を負担することになるわけである｡とりわけ現実に誰にも輸入貨物が売れなかった場合

には､外国商人には税負担のみがのしかかることになるため､一八三六年にはそうした点
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に関する改善の要求が出されてもいる (26㌦

だとすれば､外国商人-の輸出貨物調達を外洋行商人に限定するという前提が取 り除か

れた場合には､どうなるのであろうかOたとえ実際にバーター取引が行なわれて も､輸出

品の調達は特定の商人に限られないため､輸入品が ｢すでに売れた｣かどうかを逐一捕捉

するのは困難であり､卑海関では一律に ｢まだ売れていない｣範噂に入れて､処理せざる

をえなくなろう白かくして輸入税は､公式にすべて外国商人が支払 うという手続 となるは

ずである｡

卑海関の徴税に関するかぎり､外洋行の廃止を定めた南京条約第五条は､さしあたって

そうした意義 しかもちえなかった｡ともすると誤解されやすいが､条約の規定は外洋行商

人の存在そのものを否定 したものではなく､外洋行-保商という徴税にかかわっての取引

の制限枠を取 り払ったものであるDそれが外国商人との取引において､旧外洋行商人およ

びその他の中国商人 (川 にどのように作用したかは､外洋行廃止という規定にとらわれす

ぎることなく､あらためて考察を要する問題であろうoこの点について､条約交渉の一方

の当事者であり､外洋行の廃止に反対 していた蓄英 らほ一八四五年に､

新たに外国貿易に参入 した商人は多 く一〇〇あまりにものぼるO-･-ましてや外国貿

易を営む商人には新旧に区別されるが､新たに参入 した商人の貿易の経営は､概 して

旧外洋行商人ほどには信頼を置けないoLたがって外国商人の資本量かなものは､旧

外洋行商人をさしおいて新 しい商人にはしろうとはしないD (27)

といっているo 条約実施ののち数年間の広東貿易の状況は､おそらく清朝側の交渉担当者

たちの希望的観測をも交えていたであろう(2E】この言に､もっとも端的に表現 されている
と思われるo

J ^四七年､牡広東イギ リス領事あるいはイギT)ス商人が､輸入貿易の促進はまった く

輸出貿易にかかっているのであり､前者の増減は後者によって定められる､と語 っている

(29)ように､広東の貿易では条約締結以後も､輸出本位のバーターを基調とする取引の形

態は変わっていないOその取引においても､旧外鞘 硝 人は ｢茶栽培者および茶製造者に

契約を交わ して前貸をなしうる大資本を有するのみならず､多量のイギ リス製品を売 ｡捌

くに足る広汎な信用と､古来固定 し容易には変わらない取引ル- ト｣を掌握 していた lao)

からヾなお ｢市場で大きな影響力を保持 しっづける｣と見 られたo 皮肉にも外洋行廃止を

定めた条約は､徴税にかかわるさまざまな義務や負担を軽減 した分､かえって旧外洋行商

人に有利にはたらくものとみなされたわけであり(31)､また実際について見てもそのとお
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りであった｡

南京条約ののち数年間における､とりわけイギ リスの輸出ブームに代表 される外国商人

の中国市場-の殺到はあまりにも有名である(32㌦が､上の引用文にも言及されるように､

広東においてもこれに応 じる形で､多数の旧外洋行以外の商人が公然と外国貿易に参入 し

ていた (33㌦ ところがその反動 もあって､一八四七年に中国-の輸出が不振に陥る 3̀4)と､

時を同 じくして広東において も､新たに参入 した商人たちは資金繰 りに困難をきたして､

契約を履行できず､倒産に至 るものもあらわれ､加えて彼 らは茶販売でも損失を被 ったた

め､取引の規模を縮小せざるをえず､外Eg製品の輸入市場が大いに沈滞 したといわれてい

る 川̀ ｡つまり新たな商人たちの参入によって､旧外洋行商人たちは姿を消す どころか､

むしろ彼 らよりも優位に立ちえたのである｡条約の前後にかけて広東における取引のあり

方､とくに輸出貿易の主要な担い手の性格は､けっきょくほとんど変化が認められなかっ

たといえよう｡

さらに条約以前からイギ リス商人が要求をくりかえしていた倉庫の自由な所有あるいは

賃借は､虎門某追加条約第七条の規定にもかかわらず､広東においては､外国人に事実上

ほとんど許 されなかった｡賃貸料は適当な倉庫なら､ ｢ほとんどの商人の手が届きかねる｣

ほど法外であったし､さもな くば､立地や建築の条件があまりにひどかったか らである｡

そうした適当な倉庫 も主要なものは､旧外洋行商人の所有に係るものであったため､たと

えば輸入貨物については､ ｢実際の買い手が倉庫の所有者と保管に要するすべての費用を

定めて｣いたのである【日)D輸出貨物の大宗たる茶の調達でも､取引の主要な場 となる倉

庫でも､条約以前と事態がほぼ変わっていない以上､輸出貿易においては､依然 として取

引がなされるごとに税額分を控除するという一七八二年の決定以来の慣行が行なわれ､外

国商人は ｢必ずといっていいほど､中国商人が税の支払いを済ませてから船内でひきわた｣

される輸出品を購入 していた (川 のも､あながち不思議ではあるまい｡したがって､条約

による法的な外洋行商人限定の撤廃は､少なくとも卑海関の側からすれば､実質的には条

約以前における､外洋行商人が輸入品をひきうけない､という読みかえ範囲の拡大にす ぎ

なかったと考えてよいであろう｡

もっとも条約以前では､輸入税を外国商人が支払 う場合､おそらく卑海関-の諸税上納

の手続が既存のあり方 と敵齢をきたきないよう配慮 きれたためであろう､ ｢保商が代わっ

て納税する｣とされていた｡一八四三年公布の五港通商章程第-五条で保商の廃止が規定

きれたものの､当初イギ リス個用‡考慮 していた保商を代替する領事による納税は､前章の
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むすぴに言及したように全権ポテ ィンジャーが否認し､条約に明記されることはなかった｡

関税にかかわる領事の役割は､自国船舶の出入港を管理 し､自国の商人が規定 どおり納税

をすませたかどうかを確認するのみであった (381.それでは外国商人は､保商の仲介がな

くなって､みずから直接海関に対するあらゆる納税の手続をしたのかといえば､決 してそ

うではなかった｡

前節で指摘 したように､取引と不可分であった徴税を卑海関への納税に変換する役割は､

外洋行商人もしくは保商の名義のもとで､実際には通事と銀匠が果たしていた｡ これは輸

入で ｢保商が代わって納税する｣場合にもやはり同様であったろう｡条約締結ののちにも､

この通事と銀匠はそれまでの役割をほとんどそのまま維持 しつつ､さらに活動の範囲を拡

げているのであるo銀匠は税銀をうけとり改鋳に当たるため､海関銀号を組織 して納税の

窓口となっている (38㌦ 通事については､やや時代は下るがパークス (HarryS.Parkes)

による活動の描写がある｡

通事は外国商社に常勤で雇用される場合と船一隻ごとにその事稀を行なうべ く雇われ

る場合がある〇i-･･後者の場合､i--もし 〔輸入〕貨物が六〇〇〇欄からなっており､

通事が卑海関にこれを三〇〇〇相だと申告すると､外国人荷受人はおそらく貨物全体

が四〇〇〇梱で通関すると告げられるであろうo荷受人はこれに従 って､この量に課

せられる税率表所定の関税を偽 りなく海関銀号に支払 うo そして海関銀号 と通事は､

三〇〇〇楠にあたる税率表所定の関税が支払われたと卑海関に報告する｡この三〇〇

〇相とはもともと彼 らがその船の貨物すべてだと申告していたものであって､彼 らは

その差額を着服するのである｡ 【一日

なるほど外国商人はみずから関税を支払うようにな-てはいるが､それは金銭の納付のみ

にすぎなかったo外国船が黄掛 こ停泊 し､はしけに貨物を積み換えて広州の倉庫に搬入す

るという手続が変わらない以上､その過程においてはしけ調達､書類作製､税算定などに

あたってきた通事の役割は､あらゆる関係者にとって条約以後 もなお便利であり､ただち

にその代替がみいだせるはず もなかったであろう白卑海関への納税にかかわる事務は､通

事が逐次外国商社から依轍をうけて､これを-手に行なうようになるのも必然的ななりゆ

きであり､そうなれば､外国商人の納税を監視すべき領事館に対する事務手続を､彼 らが

ひきうけるく川 のもやは｡当然であろうO通事と海関銀号は､その存在を範いかくしてい

た保商の名義が条約で消滅 したため､いわば独立 した組織として表面にあらわれたのであ

る8輸入における保商の代納という手続は､彼らの納税手配によって置き換えられたとも
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いえよう｡

とりわけ通事によるこのような通関事務の聾断は､往々にして脱税の温床とみなされ､

パークスの言に限らず､言及 されるのはほとんどそうした文脈においてである =̀)｡もち

ろん実際に取引される貨物の数量に照 らした税率表の実施という点からみれば､パークス

の描いたようなやり方は､脱税 というはかないものであろう｡しか しなが ら､南京条約第

-0条に従って定められた ｢公平 ･正規な (fairandregular)｣税率 とは､清朝側から

は雑税の ｢裁正帰公｣とか ｢一条編征｣､ ｢浮貿｣の ｢裁革｣と称 された (日 )ように､現

実には条約以前の卑海関におけるさまざまな附加税の項目を除去 したものにはかならない｡

その附加税には通事や海関銀号の経費や利益のみならず､卑海関街門の構成貞たる監督､

家人､胃更､街役の収入 も含まれていたはずである｡附加税がなくなれば､彼 らはそれに

みあう新たな収入源がないかぎり､やはり徴税の過程でその分を補わなければならなくな

ろう｡パークスらが捉える脱税 とは､こうした附加税分の収入を彼 らが補填 しようとする

に付随 してあらわれてきた現象にはかならず､いわば附加税の除去が転化 したものであっ

た =̀ '｡もっとも卑海関-の申告 もしくは納税は､虚偽の貨物圭であれ税率表に従 ったも

のであり､領事館への報告 とは必ず帳尻が合わされる｡ したがって ｢普通イギ リスや他国

で理解されている意味での密輸は､広東においては一般に考えられているほど行なわれて

いるわけではな｣かった (")のであり､この種の脱税が必ず しも秩序を乱す ものとは､外

国側からも清朝刺か らも認められなかった (川 oそして､ ｢世界で広東ほど大規模な貿易

が外国人にとってたやす く行なわれている港はほとんどない｡こうした便宜の多 くは外国

人が卑海関に立ち入れず､通事がそこで必要な事務いっさいを執 り行なっていることによ

る｣HT)とさえいわれているのである｡

卑海関での西洋貿易に対する徴税が､従前の取引と不可分な構造から徐々に分化 してき

たのは間違いのないところである｡ただ しあえてその画期を求めるとなると､史料にあら

われるかぎりでは､一八三〇年代初め､輸出と輸入で徴税方法が分岐 しはじめたときに置

かざるをえないであろう｡イギ リスの武力を背景にした条約は､清朝当局に対 してはそれ

なりの規制力を有 したものであったに違いない｡しか しそれは卑海関においては､決 して

根本的な､本質的な変化をもた らしたものではなく､外洋行商人もしくは保商に集約 され

ていた徴税あるいは納税の責任や名義 という外被を取 り去ったにすぎなかった｡旧外洋行

商人をはじめとする中国商人の輸出税支払や通事の納税手配は､条約を奉 じ､中B]に適用

せねはならぬ立場のイギ リス当局者にとって､奇異であり憂慮すべき現象であったにして
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も､実際には潜在していたものが顕現 しただけなのである｡取引の全体的な枠組が変わら

なければ､元来それと不可分に構成されていた徴税のあり方 も､にわかに変化を生ずペ く

もなかったのである｡したがってこの時期の貿易と徴税をめぐる局面を､解体 されるべき

｢広東 システム｣の ｢再編｣として特徴づける 4̀61のは､必ず しも事実に即 した捉え方で

あるとはいえないであろう｡

第三節 一八五〇年代における変化

ところが､こうした取引の枠組そのものが一八五〇年代になると､明らかに変動をはじ

める｡この時期における国際的な､あるいは全中国規模での貿易構造の変化は､すでに周

知に屈するであろう…目し､また上海とのかかわりでは次章で少 しく論及するので､省略

に従 うが､それにともなって広東にあらわれた現象には､いささか蛇足をつけ加えておか

ねばならないO-つはこれまで述べてきた取引と徴税の構成要素にかかわるものであり､

いま一つは一八五〇年代に入 り新たに問題となってくる事象であるD

一八四〇年代 も末になると､旧外洋行商人とは別に新たな茶商人が､次第に広東におけ

る茶の輸出-の参入に成功 しつつあったようで､ ｢新桟が林立｣しており､憎和行伍紹栄

をはじめとする旧外洋行商人たちは､これに脅戒を感 じるようになっていた｡そこで彼 ら

は一八四九年から五〇年にかけて当局に請願した結果､彼 らの倉庫のみを官許扱いとして､

すべての茶商は ｢茶桟｣もしくは ｢官桟｣と称せられたその倉庫に茶をおさめるべ く､旧

外洋行商人は茶一〇〇斤の保管料五銭から ｢茶用｣二銭を当局に納付するという制度が定

められた (6日 O

｢茶用｣の徴収に対 しては､当初よりイギリスとアメリカが抗議 しているが､そこでの

彼らの理由づけは､何よりもこの制度が旧外洋行独占体制の復活を企図 したものだという

にあった (= )o それが事実であったかどうかはともかく､このように認識されたこと自体､

外洋行独占というものの本質が､徴税のために官の側が取引相手および倉庫を限定するに

あ-たことを物語-ており､前章および本章第一節の論旨の傍証ともなるであろう｡ この

｢茶用｣徴収の問題は､ひきつづき-ノほ 四年の条約改訂交渉の案件の一つにもなってい

る(62症 ら､少なくともそのときまでは､この制度が続けられていたと思われるo企業 と

しての旧外洋行は､その優位を脅かされながらも､五〇年代の前半までは､なお条約以前

からの茶取引や倉庫業での実体を保っていたことが窺われよう｡
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このような茶の輸出をめぐるそれ以後の推移は､別の角度からたどることができる｡第

1図は一八五〇年代における各港の茶輸出量を示 したものであるo五〇年代の前半では､

広州と上海が相反する動きを見せているが､福州が登場 してからは､そうした動きが上海

と福州の間に移 り､広州は独自の動向となる｡相反する動きから容易に兄いだせるのは､

福建､安徴､江西一帯の産地から搬出される総計およそ八〇〇〇万--億ポンドの茶を､

上海と広州あるいは福州が争奪 している事態である｡そして五〇年代の後半になると､こ

れら主要な茶産地の一定量のパイ争奪から広州がほぼ離脱 しているのも､あわせてみてと

れよう｡一八五六年の駐広東イギ リス領事の通商報告が湖南産の茶についていうだけで､

たえて福建方面に論及 しない(= ) ことからも窺われるように､広州独白の動向は湖南茶の

輸出によるものであろう｡先述のように､条約の実施以後 も旧外洋行商人が広東の取引で

優位を保てたのは､依然として福建方面の茶買付ルー トに有 していた影響力によるもので

あった｡そうしたルー トそのものが五〇年代の後半になって衰微 してしまい､福建方面で

産出される茶が広州に出なくなったのだとすれば､旧外洋行商人の勢力減退をそこに想定

するに十分であろう｡湖南茶の買付は旧外洋行商人ではなく､新たに参入 した茶商人によ

ってなされたことも､つとに推削されている(川 ｡

以上を考えあわせつつ､旧外洋行商人が広兼貿易から姿を消す時期の特定を試みよう｡

広東-港貿易時代の一八三四年にモ リソン (J.RobertMorrison)が編等 して以来､中国

貿易の至便の手引き書 となったChineseComercialGuideは､アメリカ人宣教師ウィリア

ムズ (S.WellsWilliams)の手 も加わって､都合五回版を重ねており､広東の貿易につい

ても詳細な記事がある｡■ここでは､二人の編集に係る一八四四年版の重版たる第三版 (一

八四八年)とウィリアムズが改訂 した一八五六年の第四版の記述をつきあわせてみる｡後

者は前者を祖述 したものであるが､この種の編毒物の性格として､実務に変更があれば修

正は免れないため､後者に施された改訂や増補によって､取引に起こった変化 も窺い知る

ことができるからである｡

第三版は南京条約以前の､および条約によって再編された貿易のあり方､とりわけ関税

の支払について､次のような記載がある｡

当時は外国人が関税をみずから直接政府に支払 うことはなく､外洋行商人が船舶の申

告書を処理することができなかったり､もたもたしたりして遅滞するのが普通であっ

た｡さもなくば､海関更が外洋行商人から金銭を搾取する目的で､船舶をひきとめて

おくこともあった｡現行の制度では､この点について不用な遅滞は除去きれた｡要す
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るに､現在再編された貿易の細かな手続全般､およびとりわけ関税支払は､旧外洋行
革人にとって_卓わめて嘩足なもので阜るに卦 _埴 土 o '6日

この文章のうち傍線部は､第四掛 こおいて ｢旧外洋行制度よりも著 しく改善 されている｣
'… と書きあらためられているO第三版は旧外洋行商人を現に存在するものと見て､彼 ら

と条約に基づくはずの広東貿易とのかかわりを同時的に扱 うのに対 し､第四版では外洋行

そのものをもはや過ぎ去った存在として､その当時の貿易体制と時系列的に対比する趣が

ある｡この種の改訂は随処に散見され､枚挙するに昭がない｡それもそのはずで､第三版

が広東の取引について､

広東で外国貿易が再編され､その結果､外洋行の独占が廃止されて､これによってあ

らゆる階層の中国人が自由に貿易できるようになって以来､旧来の特徴の多 くはなお

残存 しているDそして､特定の商品を扱 う商人は､いまなおその旧来の貿易部門を保

持 しているo旧外洋行商人はもっとも大きな茶の仲買人であるし､縄を扱 う仲買人 も_

大部分は以前のままである｡ しかし､外国人と取引を始めたばかりの 〔行なう〕多 く

の小商人には若干警戒が必要であるo 【67)

と述べ､とくに旧外洋行商人をとりあげて評する傍線部は､第四版では削除 (〔 〕内の

ように改訂)されている(川 のであり､そして第三版が､

あらゆる関係者 と同様に自由に交易できるという新体制は､おそらく外国商人と同 じ

く､旧外洋行商人のうち資力ある人々にとっても､大きな利益のあることが明 らかに

なるはずである｡彼 らは資力ある商人として､市場に強力な影響を及ぼしつづける一

方､これまでのように､外国人との取引において政府の爪牙になることはないし､引

退の年齢になったり､辞めたい希望をもったときにも､なおむりやり独占の一員とな

らなくてもよくなるからであるo 広東では新体制になれば､彼 らは小商人に対 しきわ

めて有利になるo そして､その地位 ･影響力 ･名声によって重要商品の市場をほぼ支

配できるであろう｡ (69)

とした部分は､すべて改められ､その代わりに､

新体制は､中国人の性格をも-ともよく知-ていた人々が期待 したとおりにうまく機

能 してきたロー八四三年に新体制がはじま-て以来､すべての旧外御 子商人､および

その共同出資者のほとんどは､倒産するか廃業したo tBD'

と記載されており､より直裁に旧外洋行商人たちが存在 しなくな?たことをいっているの
である｡
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倉庫の記述に関 しても､まった く同様である｡第三版における､

輸入貨物が陸揚げされると､売 り手は買い手とどこにこれを貯蔵 しておくかを取 り決

め､その倉庫の保管料は取引の決済のさい差 し引かれる｡一定の保管料が輸入者 と買

い手の間で定められたことはこれまでにない｡そして､外国人が桟房や行を賃借する

のはまった く不可能であるので､現在のや里方はおそらく続けられるであろうo 'Bl'

という記述は､第四版は傍線部を､

以前は､外洋行商人が管理する広大な倉庫を賃借するのは不可能であったが､現在で

は､そのうちのいくつかは外国人が使用 している｡商品をうけいれるこれらの倉庫の

保管料は､以下の一覧表の価格とさして懸隔はないであろう｡大手の外国商社のなか

にはみずか ら倉庫を所有するものもあり､ほとんどの種現の貨物は､その倉庫のなか

で保険にかけられるO (82)

と修正 している｡こうなっては ｢茶用｣の賦課などは､第四版編纂のころにはおそらく沙

汰止みになっていたとみなければならず､遅 くとも一八五六年までには､茶取引でも倉庫

業でも､旧外洋行商人は旧来の地位を退いていることになろう｡ しかも第四版の筆致によ

るかぎり､それが刊行直前ににわかに起 こった事態のようには到底思われない｡こうして

みてくると､旧外洋行商人は一八五四年の四月以後から五五年にかけて､ほぼ貿易から手

を引いたと判断 して差 し支えない｡7-ン戦争ののち､旧外洋行とほぼ同 じ資格で茶の取

引に携わった隆記茶行が､内乱を見越 したとして-^五四年に廃業 している 川̀ のは象徴

的で､その間の消息を物語るものであろう｡

ところで第三版に見 られず､第四版で新たに増補 きれた部分で目につ くのは､ロルチャ

船と汽船に関する言己事である｡両者いずれも喫水一二～一三フィー トの小型船で､貨物や

旅客を載せて香港､マカオ､広州の間を往来するものであった｡マカオはともか く､南京

条約でイギ リスに割譲 された香港が､中国貿易においてその役割を実質的に担いはじめる

のは､いうまでもな く､一八五〇年前後のカリフォルニアとオース トラリアのゴール ドラ

ッシュを契機に､中国人移民が盛んになってか らのことである …̀ ｡第 2図に見 られるよ

うに､移民の中継地として一八五三年より香港の人口が著 しく増加 し､寄港する船舶 も翌

年には急増に転 じる｡そしてこれと並行 して､広葉に入港するイギ リス船舶に増加が見 ら

れなくなるのであったoこのような動向を広兼領事パークスは次のように説明するD

香港から入港するといわれる船舶の多 くもイギリスから直接に香港に到着 した もので

あるが､香港に寄港するのは､珠江を遡行する前に情報を得るか貨物を卸すためであ
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る｡･･･-イギリス船舶には実質的な増加はみられない｡こうした状況は珠江を航行す

る汽船 (riversteamers)の使用増大という事実で説明できるO.･････これ らのほとん

どは過二度広州､香港､マカオの間を往復 し､旅客や郵便も運ぶがそれは銀や商品の

輸送はど多くはないO (BB)

これによれば､イギリスから広東への輸入貿易の経路は､多く香港を経由するものとなり

つつあり､その場合､香港で貨物を小汽船に積み換えて広州に到るというわけである｡イ

ギリス船の増加が記録に認められなくなるのは､それまで通常の帆船によっていた貿易が､

小汽船を利用 したものに置き換えられ､しかもそれは後述のように､卑海関､ひいては領

事館で把撞するすべがなかったためであった｡寄港地としての香港の比重増大とそれにと

もなう小汽船利用の盛行が､一八五〇年代半ばになってはじめて広東の貿易にあらわれた

問題であり､ウィリアムズが加筆せざる与えなかった所以でもある｡

茶の調達に生 じた変化と旧外洋行商人の脱落､香港の登場と小汽船の利用､こうした新

たな局面は､徴税のあり方にも影響を与えずにはおかなかった｡卑海関の立場からすると､

把握 Lやすかった大手の茶商であり､かつ倉庫業者でもあった旧外洋行商人がいなくなり､

徴税の妨げになるような小商人 川̀ からこれまでと同じように税をうけとるのは､困難だ

と感じられたにちがいないoLかL外国側の観察ではこの時期になっても､中国商人によ

る税込価格での商品ひきわたしは､基本的に変わっていない｡いったい輸出で関税の算定

や卑海関への申告を行なっていたのは､輸入と同じくやはり通事であった …̀ ｡貨物を買

い付ける外国商社から依頼をうければ､通事にとっては売 り手の中国商人の把短はさして

困難でなかったはずであるo 外国側の史料によるかぎり輸出での通草の納税手配は､輸入

の場合ほど注目されてはいないが､これは後者のほうが領事館で気づきゃすかったからに

すぎないであろうo いずれにしても従前どおり徴税と納税が行なわれていたとすれば､そ

れは通事の役割を介 して､はじめて可能であったと考えざるをえない｡一八五〇年代半ば

に茶商と倉庫の事実上の限定がなくなって､輸出入いずれにおいても卑海関の徴税で通事

が占める位置は､ますます重要になったであろう｡

それでは､ちょうど同じ時期に増大 しっっあった香港やマカオと広州の問を直接に往来

する汽船やロルチャ船に対 しては､どうであったのか｡

占ルチャ船はおそらく一度ないし二度は噸税を支払うはずであるが､小型の汽船はま

ったく支払わないOこれらはすべて卑海関監督に申請せずに貨物を陸軌 ヂないし船積

みし､外国人居留地の対岸に駐在する海関の警備艇にいる税関吏のうちの一人に手数
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料を支払 うだけであるO (" )

とあるとおり､卑海関の規制はこの種の船にはほとんど及んでいなかった｡ただ し注目し

ておかねばならないのは､たとえ実際にはその貨物に対する徴税が行なわれていなかった

としても､

もし卑海関監督が申請を要求すればその貨物を申告 し､通事の管理下にあるはしけか

ら陸揚げするか船積みするo (69)

と述べられている事実である｡すなわちこうした船から徴税を行なおうとすれば､やはり

それまでの通事の管轄に繰 り入れなければならなかったのである｡通草の管轄が及ぶ範囲

は､それまでの組織のあり方か らみて､はしけに積載 されて､外国帆船の停泊地たる黄輔

と倉庫のある広州の間を往来する貨物に限られていたであろう｡小汽船などが事実上野放

し同然であったのは､通事の手がそこまで及ばなかったからだともいえる｡これは卑海関

の徴税を可能ならしめる機能が､通事に集約されつつあったことを逆説的に示す ものであ

ろう｡

第四節 アロー戦争 と洋関の設立

このように広東の貿易 と徴税のあり方に変化が起 こりつつあったなか､一八五六年一〇

月､それまでも広州入城問題などで決 して良好ではなかった広東当局 とイギ リス現地当局

の関係は､ついに抜き差 しならぬ状態に陥った｡いうまでもなくアロー号事件であるが､

この船がもともと香港籍のロルチャ船であったという事実は､それまでの変化において象

徴的であり､それ以後の展開においても暗示的である｡

一〇月二六 日､欽差大臣両広総督葉名環は卑海関の閉鎖を命 L:たOこの措置は ｢すべて

の中国人の倉庫の封鎖｣をともなったため､商人たちはそこに集積 されていた商品を差 し

押さえられた形になって､通商はおのずから停止のやむなきに至った｡イギ リスとアメリ

カの現地当席はその報復措置として､黄輔に停泊する商船に所定の税を支払わずに､その

投錨地を離れることを許可する 川̀ ｡ここにおいて尊海関の機能はまった く停止 し､なら

びに合法的な貿易 もほぼ途絶 したのであるOなおも事態は悪化の一途をたどるo 広州周辺

では激烈な排外運動が起 こり､一八五六年一二月半ばには外国人の居留地が焼 き払われた｡

一八五七年になると､イギ リス政府はフランスと共同派兵を決定､同年八月七 日､英仏連

合軍は珠江を封鎖､一二月二九 日に広州を占領 し､翌年一月､葉名環を捕虜としてカルカ
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ッタへ送 り､広州城内は占領行政が しかれるに至った｡領事館は黄輔に移 され､そこで事

務が処理されることとなった｡

こうして英仏連合軍の制圧下に､情勢はやや平静をとりもどす｡珠江の封鎖は一八五八

年二月一〇日に解かれ､それとともに広東の貿易 も再開された｡この時期の貿易状況を駐

黄輔副領事ウインチュスター (CharlesA.Winchester)は､以下のように述べるO

汽船 (riversteamers)は日々貨物を満載 して出入 りしているO七〇箱以上の新茶が

決済されたとすでに報告をうけている｡桂皮もかなりの量が購入された｡綿花 と米が

おもに需要される輸入品であるが､それだけではなく綿糸と綿布の在庫品も､珠江を

遡って運ばれた｡ H l)

貿易の復興はこのように少なからず広州と香港を往来する汽船によっていたのであるo さ

らにその輸入貨物の品目にも､注意を要するであろう｡第 4表からただちに看取 されるよ

うに､広東向けのイギリス直輸入品は五〇年代に入り激減 し､綿花を中心 とするインドお

よび海峡植民地からの品目の占める割合が増大する｡イギリスからの直輸入は前節に述べ

たように､香港に寄港 し小汽船に積み換えて広州に向かう場合が多くなっていたが､植民

地からの輸入は､必ず しもそうではなかった｡一八五六年の貿易報告として､

イギリスから広東にやってくる多くの船舶はポンペイを経由する｡そこで貨物を卸 し

て広東向けの棉花を得るからである｡

と記 したパークスは､このようなインドからの輸入については､香港の経由に何 ら言及 し

ておらず 川̀ ､おそらくイギ リス-インド-黄輔-広州を主たる経路だと想定 していたと

思われるoLかしアロー号事件を経ると､ウインチェスターの報告にみられるように､イ

ンドからの輸入 も香港を経由し､貨物を小汽船に積み換えて広州に到る場合が多 くなりつ

つあった8この時期になって広州への輸入は､香港を経由するルー トに一元化される趨勢
にあったのである｡

貿易の再開にともない､アロー号事件以来閉鎖されていた卑海関も再開され､関税の徴

収などは占領下の広州ではなく､領事の移牲していた黄輔でなされることが取 り決められ

たO卑海関監督は一八五ノ絹 の四月までに､ ｢二〇万両近くをうけとった｣ (7" けれども､

このときの ｢卑海関の組織はまったく薫乱していた｣ともいわれ､決 して十分な機能を果

たし士はいなかったo実務に任ずる- 更や通事は､広州と黄輔を行き来するさい､珠江

の治安がな･お良好でなかったため海賊の危険にさらされており､卑海関の分局が襲撃 きれ

たという風聞が流れたり､通事がイギ リス国旗の朗 を領事に求めたりする事態す ら削
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ていたく7りのである｡まもなくこうした状況は､さらに深刻となる｡葉名環の後任､黄宗

漢が広州周辺の排外運動を指嚇 したために戦闘は再び激化 し､一八五八年六月には広州城

内に戒厳令が しかれるまでになり､珠江 も再び封鎖 された く7B】o そして七月の未､新たに

着任 した領事オルコック (RutherfordAIcock)の進言で､イギリス領事館が香港に撤収 し

(76)､またもや広東での正規の通商関係は事実上断たれるようになったDこの緊張 した情

勢は､年末まで続 くことになる｡

しか しなが らこれで､広東の貿易がすべて途絶 したわけではなかった｡香港経由に比重

を移 しっつあった貿易は､以上のような情勢の背後で､ ｢珠江を往来する汽船によって行

なわれる広汎な組織的密輸 (anextensivesystemofsTnugglingcarriedonbytheaid

oftheRiverSteamers)｣として現象 し､増加 していた (7日のであるOこれに対 しては､

卑海関はまった くなすすべをもたなかった｡前節で論 じたように､アロー号事件までに卑

海関の徴税を実現する機能は通事に集中 していたが､その通事はそもそも小汽船やロルチ

ャ船には対応 しきれなかったし､このときには治安が悪化するにつれ､次第に交易にかか

わる事務の場から姿を消 しており (= 】､機能そのものす ら停止 しっっあったからである｡

卑海関の徴税機構としては通事はもはや不十分であり､小汽船などをも包括 して管轄でき

るような新たな機構が望まれるようになってゆ くのである｡

一八五八年一一月､イギ リスと卑海関当局の問で公式に関係修復がなされる(7Mと､通

商関係の剛 夏に関連 してこの密輸の問題 もとりあげられ､領事オルコックと卑海関監督恒

而酎ま､一二月には専翰を交わして協議を行なっているOけれども具体的な対策は､容易に

兄いだされなかった.第四章でも述べるように､同年一一月八日にはすでに上海において

通商葺桂善後条約が調印され､その第-0条には上海で行なわれていた外国人税務司制度

を他港にも導入 して､全条約港に ｢画一的な制度 (oneuniformsystem)｣を実施するこ

とが取 り決められていた｡イギ リス側 としては､密輸の対策は当然 これに従 っておけばす

むはずで､事実広東でも外国人税務司制度を採用 しようという意見は早 くから出されてい

た(日 日 ｡しか しオルコックが広東で兄いだしたのは､そうした規定 とはほとんどあい容れ

ないかに見える､ ｢通事という膨大な仲介組織｣を中心に行なわれていた ｢公平を期 しが

たい税額私定の常習があまりにも牢乎な｣卑海関の徴税頼横であった｡そこに外国人税務

司制度を導入 して ｢広東を上海に同化｣させるのは､

卑海関監督から仲介人たる通事､そして街門の門にいる苦力の一人に至るまで､何世

代にもわたり卑海関を豊かな遺産 とみなしてきたあらゆる人々がもつあまりに多大な
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金銭的利害に干渉する--･

ことにはかならず､それは彼らから強硬な抵抗が予想されるため､オルコ･'クには到底不

可能なことと思われた (= )のである｡

しかしながら彼の思惑がどうであれ､従前の機構のままでは尊海関の徴税が実現できな

いのは明白であった｡小汽船などによる密輸はますます巧妙になり､仏山鎮を経由 して広

州-商品が運び込まれたりもしていた tBZ)0 年が更まるとまもなく､恒喋は所定の送金を

延滞 しているという理由で､内務府から弾劾をうけるようになる(83)が､この前後の卑海

関はそれほど税収不足に悩まされており､いよいよ事態の打開をはかる必要に追い込まれ

ていたのである｡彼はそこで一八五^年の末､外国輸入品を取り扱 う広州の商人五家に､

この種の密輸に対する査察を命L:たDこれらの蘭人たちは､みずからが仏山鎮へ赴いてそ

うした査察を行なうのは無理なので､その代わりに､自身と交易しうる店舗を限定 し､そ

れら以外とはいっさい取引 しないこととした｡すなわちこの系列の商人たちあわせてニー

家はいわゆる ｢ギル ド｣を結成 したわけであり､彼ら以外による輸入品の取引､なかんず

く香港とマカオからのそれは､非合法だとみなされた(84)のであるo

それまでいささか技手傍観の底であったオルコックも､このような動きにはさすがに反

対せざる与えなかった.彼は ｢外洋行の組織では決 してない｣という恒硯の弁明には一定

の理解を示 しっっも､いかなる意図であれ実施されれば､結果的には ｢独占以外の何物で

もない｣として､その撤回を要求 した｡

おそらく中国商人によって提唱されている関税の相互保証という計画ほど､あらゆる

点において有害､不愉快なものはなかろう0---彼らは現在の機構では不可能な卑海

関の損失防止を口実に､たとえま-たく排他的な市場の支配ではないにしても､必ず

〔我々イギリス側にとって〕危険な貿易の統制を遅かれ早かれ掌握 しうるようなギル

ドの組織を提案 しているo ･････ヰ 国商人に普通の考え方は団結 (combination)であり､

その目的は独占であるoそれに対 し､外国商人の考え方は競争 (competition)である0

両者は形式で相反するのみならず､本質的にあい容れないものであるo {aB,

このオルコックの認識は､きわめて重要な内容を含んでいる○もちろんいわゆる西洋 と中

国の商人問の ｢考え方｣や ｢目的｣の相違は一考の余地があるものの､それを絶対的な原

理ではなく相対的な動態だとみれば､間然するところはないであろうo 彼の指摘の核心は､

いったん徴椀の責任を中国商人に委ねれば､いかにしても最後には交易の ｢独占｣にいき

ついてしまう組織のあり方なのであるo ここから第一節で示 したような徴税と独占の関係
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は確認できるし､それが卑海関 と外洋行の間に限られる性質のものではなかったことも窺

われよう｡

オルコックは同時に､これまでの広兼において曲がりなりにもそうならなかったのは､

ある程度まで独立的な徴税機構 として､通事の組織が中国商人と外国商人の間に介在 して

きたからであり､小汽船をも管理 しなければならなくなった現状では､ ｢黄輔で陸揚げや

船積みをする帆船や高級なロルチャ船の緩慢な手続にしか対応できない｣通事は､ もはや

まったく不十分になったとも認めている｡外国側にとって求められるのは､通事に取 って

代わりうる ｢十分な警備機構 と海関行政の設立｣ 【= )であったが､オルコック自身がいか

に不本意に思 っていたにしても､どうやらその実現には､清朝側にとってもイギ リス側に

とっても､外国人税務司制度 しか選択肢は残 されていなかったようである｡

はたして署理両広総督労栄光 と卑海関監督恒耐は､かねてより面識のあったイギ リス領

事館の通訳官-ー ト (Roberttlart)に ｢上海で レイが統轄 しているような官庁を広東に設

立｣させようと提案 したoこのとき総税務司に就任 していたレイ (HoratioN.Lay)が統

轄する官庁 とは､すなわち外国人税務司制度であり､洋関にはかならないOハー トははじ

めのうちこそ嘩措 したものの､上海のレイに広東の状況について長文の覚書を送付 し(")､

一八五九年五月二七 日､領事館に辞表を提出､六月三〇 日､正式に通訳官を辞職 して､労

崇光と恒萌の申し入れを受講 した｡ レイが一〇月に広東に到着すると､洋関が新たに設立

され､同月二四日に業務を開始 した (" )｡洋関の組織 とほぼ時を同 じくした小汽船に対す

る規則の発布､そして､この件関の最初に直面 した困難が通事の試みた抵抗であり､彼 ら

をどう処遇するかであったという-- トの述懐 (M)に徴 しても､このとき設立された卑海

関の洋関は､香港と広州を往来する小汽船をも包括 して管轄できるような､通事に代位す

る徴税機構であったことが確認 されるであろう｡

小結

撃破の拝聞に二八年間にわたって勤務 した李圭は､その職を辞 した光緒-九 (一八九三)

年の自序をもつ編著のなかで､南京条約以後の卑海関の西洋貿易に対する徴税を描いて､

広州における西洋貿易に対する関税の徴収は､従前外国商人と貿易を許可された十三

行が､通草を用いて行なっていた｡成豊七年に十三行は廃されたけれども､西洋貿易

の関税と噸税は､依然 として六一七処あった通事館によって徴収されていた｡通事館
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には-処につきそれぞれ数十人の通事がいたから､出入する西洋船は多かったにもか

かわらず､余裕をもってこなせていたo Lかし彼らはおおむれ 外国語を深 く習得 し

ていたわけではなかったので､なすべき業務が次第に煩雑で難 しくなって くると､そ

れにともない誤謬や弊害が生 じてきたo折 しも両広総督労崇光 と卑海関監督恒萌は､

上海ではレイが新たな方法をはじめてから､税収が年々増加 していると聞き､広州の

ィギTJス領事館の翻訳官ハー トを推挙して補佐させたO '90)

という｡外洋行の異名としての ｢十三行｣と当時の広州の外国人居留地を指すそれとを混

同するなど､逐語的には必ずしも正確な記述とはいえないかもしれないo けれども卑海関

の徴税機構の推移という見地から､その起因として背後で作用 していた広東での貿易形態

の変遷を補いつつ読みなおせば､この文章の趣旨はかえって正鵠を逸 していないのが看取

されるであろう｡本章で明らかにしえたところに従って､これを筆者なりに補足 してあら

ためつつ､まとめに代えよう｡

一八四〇年代から五〇年代前半までは､広東貿易はむしろ条約以前からの継続面が濃厚

であり､輸入を左右 した輸出という取引のあり方は変わらず､そこでは旧外洋行がなお優

位を保ちつづけ､通事が納税の手配に任じていたO五〇年代の半ば､アロ-号事件前後に

なると､貿易構造の変化により､旧外洋行が脱落して通事の組織に徴税の職能が集約 され

て くる一方で､広東の貿易は香港やマカオとのつながりが強まり､小汽船やロルチャ船を

用いた交易が盛んとなる｡通事はこの種の交易にはほとんど対応できなかったため､それ

に代わって洋関の設立を見るのであった｡

これは言い換えれば､南京条約以前に保商たるべき外洋行が包括的に営んできた機能が

分化 していく過程でもあった｡そもそも外洋行という組織は､周知のように外国商人と内

地の商人の間に介在 した牙行にはかならないo彼らの取引は一方では外国商人､他方では

内地の商人に対するものであって､この両者を連結する過程に西洋貿易の徴税が一体とな

って組み込まれていたのであるOそのうち外国商人がかかわる取引においては､徴税がそ

こから次第に分離独立 した過程となると同時に､旧外洋行の介在そのものが解消されて く

る｡それにともない､取引から分離独立 した徴税にあたるための機構 も折出されて くる｡

卑海関における通事は､まさしくその最たるものである｡前節で論 じたように､拝聞が通

事の組織に代位 したものであるなら､洋関という機関はそうした析出の一所産であり､一

つの形態にす ぎないものと位置づけられるであろう｡

さらに誤解を恐れずにいうならば､オルコックの蹄緒も示唆 しているように､当時の噂
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海関において通事に代位するのは､何 も外国人税務司制度､拝聞に限 られる必要はなかっ

た｡いわば偶然にも傍 らに外国人税務司制度 という先例があったため､しか もさしあたっ

てはかに適当な手段がなかったために､洋関を導入せざるをえなかったわけである｡ しか

らば次に問題 となるのは､なぜこのときすでに外国人税務司制度という方法､洋間 という

機関が存在 していたのか､またそれがいかなる点において､たとえば広東において も定着

してゆく性質のものであったのか､であろう｡言い換えれば､それはどのようにして形成

され､いかなる役割を担 うものであったのか､という問題である｡ここでようや く我々は､

洋関を生みだした上海 という場に眼を向けて､洋関そのものを考察の対象 としなければな

らなくなるのである｡
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第三章 上海における外国人税務司制度の設立

はL:めに

一八四三年､南京条約によって新たに西洋貿易に開かれた上海は､周知のように､-八

六〇年代までに中国最大の貿易港へ発展 してゆくOそうした過程のなかで､もっとも注目

すべき事件の一つとしてあげられるのは､一八五四年における外国人税務司制度の発足で

あるOこの事件は早 くから､ひろく中国の対外関係史上においても-つの画期をなす もの

と膏目されたため､その背景をも含めて精力的な研究が行なわれてきたD現在ではすでに

豊富な研究の蓄積によって､基本的な事実関係はほぼ明らかになり､その評価 も定まった

ものになっているといってよいoそれではそこには､もはやさらなる検討の余地はまった

くないのであろうかO

これまでの研究は主として､当時の中国と西洋との条約関係､外交交渉の検討を通 じ､

どのようにして清朝の海関行政に外国人が参与するようになったのか､という間潜の解明

に関心を向けて重たBさらにそれを一つのケ-ス･スタディーとして､中国近代における

拝聞全体の評蔵､ならびに対外関係の特質を展望しようとする傾向も窺われる M oいず都

の研究にも共通するのは､外国人による行政というものを何よりも重視する姿勢であるO

それが洋関のもっとも重要な性格を規定しているというばかりでなく､中国近代の対外関

係のあり方をも典型的に表現するという考え方が､これまで暗黙の了解になってきたよう

に患われるO上海の外国人税務司制度の創設が､とりもなおきず中国全体の拝聞の起希と

みなされて重たのも､そうした考え方によるところが大 畠 い oLかLここで抱かざるをえ

ないのは､外国人の海関への参与を外交交渉から検討する従前のとらえ方だけで､はたし

て十分だといえるかという疑問であるoそうしたとらえ方によるのみでは､五港開港時の

海関から､上海の外国人税務司制度の発足を経て､洋関の成立へ至る展開をたどってゆく

さい､署過 してしまう､あるいは説明しきれ射 澗 嚢が出てくるからである｡

まず創設当時における外国人税務司制度の位置づけ､という課題があげられようO従来

の研究では､それまでの清朝の海関と外国人税務司制度とのいわば異質な側面ばかりが強

調されてきたO具体的にいえば､外国人の参与を意味するこの制度の導入を､ただちに中

国の海関行政権の侵奪､つまり ｢半植民地｣化と評価したり､あるいは､条約関税の合法

的な賦課 ･徴収というこの制度の役割を､ただちに ｢近代化｣とみなしている｡そこには
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外国人税務司制度およびその役割について､それが既存の海関の徴税機構といかなるかか

わりを有 していたかという関心はいたって希薄であり､当時の文脈に即 した考察は必ず し

もなされていないように思われる｡換言すれば､外国人税務司制度の設立がそれまでにな

かった事件 と理解されても､制度の展開としては説明されていないのであり､まず この事

件史を制度史にまで高めておく必要がある｡したがってこの制度が設立 されるまでの､一

般的に腐敗､無力としか評価 されていない上海の江海関の徴税機構のしくみを具体的に解

き明かし､そのうえであらためて､外国人税務司制度の位置づけが検討されなければなら

ないであろう｡

第二は､外国人税務司制度の設立以後における動向についてである｡従前の研究では､

洋間は外国人税務司制度の規模が拡大 したものにすぎないという理解か ら､組織そのもの

の推移､すなわち外国人の海関行政-の参与のあり方が､拡大にさいしてどのようにあら

ためられたのか､に主要な注意を払 ってきた (2㌦ その反面､この制度をとりまく問題は､

ほとんど考慮の外に置かれてきたように思われる｡たとえば､外国人税務司制度が洋関に

発展してゆ く､ないしは､ゆかざるをえなくなる契樺は､いったいいかなる環境および局

面において､どのような役割を想定 して創出されたものなのか､については､これまで十

分な検討を経ていないのである｡こうした閉幕は､対外貿易の徴税機構における外国人税

務司制度の位置づけという第一の課題ともおのずから関連するばかりではなく､当時の上

海の貿易 と徴税がいかなる性質のものであったのか､そしてそれが中国全体において､ど

のような位置を占めていたのか､という問題にも密接にかかわって くるであろう｡ これら

の解明は､洋関の形成および性格を考える前提 として､避けて通ることのできない作業で

あると思われる｡

本章は広東を中心 とした前章までの考察でえられた問題関心に導かれつつ､少な くとも

上のような研究史上の二つの課題に留意 し､対外貿易の徴税機構の展開を､南京条約以後

の上海を主たる対象 として､検討 しようとするものである｡

第一節 南京条約と夷税の設定

江海関の徴税機構を具体的に論ずるにさきだち､それまでの西洋貿易に対する清朝の海

関行政全体が､南京条約によってどのようにあらためられたか､あるいはあらためられる

べきものとみなされたか､をまず見てお く必要がある｡広州の卑海関については､すでに
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前章で詳細に述べたところであるが､それをほかの場合にも一方的に敷桁 して考えるわけ

にはいかないo南京条約の規定は､広兼-港貿易の経験のうえに作製されたものである以

上､たとえ同一の条款であっても､実施される場によって広東の場合とは異なる意味､結

果が生 じないとも限らない｡ここでは新たに聞かれた四港の海関に即 して､あらためて検

討を加えておかなければならないであろう｡

この条約を強要したイギリス側によって､通商上もっとも大きな障碍の一つとされてき

たのが､広東一港の貿易体制のもとでの徴税方式であり､その中核をなしていたのが保商

制度であり､外洋行の存在であったのは､もはやくりかえすまでもあるまい｡これを改革

しようとしたイギリス側の企図をもっとも端的に表現しているのは､南京条約のうち､第

二条の新たに聞落される五港における領事の駐在､第五条の外洋行商人の廃止､という規

定であるo前者においては､関税などの賦課金をイギリス商人が所定の税率表どおり納入

すべく､条約港駐在の領事がそれを監督する旨､定められている｡後者の規定はその文言

からすれば､商取引にかかわっての外洋行商人廃止にLか言及 していないけれども､前章

で論 じたように､それまで外国商人に対する取引と徴税とは一体であったから､この規定

は同時に､諸税納入者としての中国商人の存在の否定を意味するものでもあるO両者あわ

せてみれば､明らかに諸税はイギ リス商人が直接海関に支払 うべきものとみなされたので

あるOまた即 日塞追加条約第一二条に､イギリス商人による不正行為が発覚 した場合には､

彼らに対 し同国領事が相応の処置を取るべきことも定められていた｡この規定は ｢密輸防

止のための領事の干渉権 (ConsularinterferenceforthepreventionofsmugglingH

(以下､ ｢干渉権｣と略す)と通称された 且̀'Oィギリス領事はこのような役割を担わされ

た以上､条約港における西洋貿易への徴税方法に対 して､多かれ少なかれ利害関心を抱 く

こととならざるをえなくなったのである｡

しかしながらイギリス側によって手を加えられたのは､ここまでであった｡直接の諜稗

および徴税に任 じ､それに必要な措置を講ずるのは､なお清朝海関当局の側であると想定

されていた〇五港通商章程第二条に､海関監督は関税を確保するのにもっとも適当と認め

る方法を採用できることが規定されているからであるoそれでは条約を締結 した もう一方

の当事者であった清朝側の態度は､いかなるものであったであろうか｡当時の清朝の対外

政策の基本は､条約規定は受諾を強いられたものにすぎず､それをなるべく従前の体制に

矛盾 しないよう解釈するというものであった (り o貿易と徴税に即していえば､清朝側から

みれば､税収源としての西洋貿易は､広州一削 職 轄してきたことがあくまで前提であっ
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たが､南京条約の諸規定のうち五港の開港は､西洋貿易に対する徴税が広州以外の四港に

も導入されることを意味 した｡ したがって清朝側当局者にとっては､四港における西洋貿

易の関税を､それまで卑海関の税収 との関連において､どのように矛盾なく位置づけるの

かが､まず問題 となったであろう｡五親通商章程および税率表が議定 きれたのち､欽差大

臣書英 らが上奏 した報告の一節には､それについて次のように言及されている.

今後福建 ･斬江 ･江蘇で徴収するイギリスなど西洋諸国の貨税は､いずれも広東省よ

り分かれ出たものである｡卑海一関についていえば､収税額がいささか減少するのは

免れないであろうが､五関を合計すれば､広州と他港 と互いにくみ注いで､必ず往年

に較べて増えこそすれ､減ることはあるまい｡-･･･いま五港に通商が分かれたか らに

は､卑海関に出入 りする貨物は､以前と比べて減少するであろう｡そのため卑海関に

これまでどおりの徴収と送金の宜任を負わせても､無理な情勢にある｡もし､卑海関

で徴収 してその定額に満たない場合は､さしあたり福州 ･厘門 ･撃破 ･上海の四関が

徴収 した西洋各国の貨税より一部をさいて補填 し､その定額を満たす ことにする｡そ

のさいはただちに､四関が各日に報告のうえ補填を行なう｡額外の晶除は､四関それ

ぞれの管轄に帰 し､儀牧値解するものとする｡ 16】

すなわち四港の西洋貿易の関税は､卑海関から ｢分かれ出た｣ ものであるか ら､以後おそ

らく不足するであろう卑海関の税収をまず補 うべきものとして位置づけられたのである｡

またそうである以上､その徴税 もまった く卑海関に準 じた手続が踏まれるものとなり､ま

たその税収は､各港の海関がみずから戸部に報告するのみならず､卑海関当局もあらため

て四港を一括 して点検 した うえで､報告すべきものと定められた 【いoこのような四港の西

洋貿易に対する税収は､とくに夷税 と称され､それまでの徴収あるいは報告や送金の手続

がそのまま存置された四港の海関税 … と区別 されるものであった｡

このように､四港の夷税の制度的な出発点 としては､従来の卑海関統轄体制の枠内にあ

ったわけであるが､そうした建前が実際にどこまで意味をもったかは､また別の問題であ

るOその後の経過を見てゆ くと､第 5表にあるように､卑海関の税収報告額は一八四四年

および四五年を ピークに漸減する傾向にあったが､一八五四年まで定額を下回ることはな

かったので､夷掛 まつねに ｢額外の最除｣､すなわち卑海関の定額を上回った余剰の収入

であって､原則 として ｢健収健騨｣する､つまり額の多少にかかわ らず､徴収分をすべて

ひきわたす慣例 となったようである｡そのため夷税にそもそも付与された卑海関 との関係

は､さしあたりあまり重視するには及ばないであろう｡それよりも注目すべきは､夷税の
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徴収が条約以前から存在 した四港の海関によって管轄 されながらも､旧来の海関税 とはそ

の決算期日や収入会計が峻別される､いわば別枠の新たな税収 と定められたことにある｡

のちの洋関税と常関税 との分別は､このときはじめて明確に設けられたからである｡

さて清朝側はこうして設定された夷税をどのように徴収 しようとしたのであろうか｡南

京条約の締結に参与 し､その後の渉外事務にも携わった蓄英は､海関の徴税にかかわる領

事の役割や ｢干渉権｣などを原則的にみとめていた (B'とはいえ､各港の海関における徴税

の方法にまで目を配 って､容曝 していたようには到底思われない｡言い換えれば､どのよ

うな手段をもって夷税を徴収するかは､各地の海関当局の裁量にまった く委ねられていた

わけである｡その詳細については､各港それぞれの場合において検討する必要があろうが､

総 じていえば､夷税の設置はあくまで税収額の増減 という観点に基づいていたため､各海

関当局 も収入をあげることで支障のないかぎり､その徴収にあたってイギリス側の意向を

逐一考慮することはなかったであろう｡こうした意味で､各港で程度の差はあっても､夷

税の徴収方式をめぐって､清朝海関当局とイギ リス領事とが対立するのは､遅かれ早かれ

避けがたいことであったといえようOそしてそうした対立がもっとも先鋭化するのは､上

海という場においてであった｡

第二節 上海における夷税徴収機構の形成

上のような経過をうけて､夷税徴収の任にあたることとなった上海の江海関は､当初よ

りもうーっ別の役割が付与されていた｡それは三関轟税の徴収である｡輸出向けの斬江省

湖州産の生糸は､広州以外に新たな四つの条約港が設置されたため輸送販売ルー トが変化

し､条約以前において産地から広州に到る途上､内地関で徴収されていた税収が消滅する

懸念が出てきた｡そこで内地の商人たちは､広州まで運ばれていた旧ルー トを明らかにし

て､一関の通過が省かれれば､その地で支払われたはずの税額を､商品を卸す港の海関に

おいて補納するよう､規定が定められた{B'D湖州にもっとも近接する上海の江海関の場合､

斬IElの北新関 .江西の戟関 ･広東省の太平関という内地三関分の税課を代わりに徴収する

こととなったのであるQ

上海が聞落されてまもなく､まず江海関監督と駐上海イギ リス領事の間にもちあがった

のは､この三関蘇税をめぐる問題であるo初代領事パルフォア (CaptainGeorgeBalfour)

は､三関蘇税の賦課によって､輸出生糸は少なくとも五%の税が付加されると見積 もり､
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その廃止に向けて上司の貿易監督官ポティンジャーに交渉を依頼 し､みずからも江海関当

局に働きかけたけれども､清朝側の容れるところとはならなかった (lo主

ところでこのとき､三関綿税そのものの存廃よりもいっそう問題 となったのは､その徴

収方式に関 してであったoパルフォアの報告 したところによれば､その方法は ｢一定の生

糸商人に特許を与えて､ほかの商人を管理させるとともに､三関耗税に責任をもたせる｣

lll)というものであったが､これは三関麻税の納入のみにとどまらず､輸出税にもただち

に波及 したからである｡パルフォアの報告には､

当地の官吏たちによって定められた--･内地関税のしかるべき納入を確保 しようとす

る計画は､中国商人たちに特許を与え､彼らをして､内地から上海港に運ばれるすべ

ての生糸 ･絹織物 ･茶の品目､およびこれら三種の商品の輸出額を申告させ､なおか

つ内地関税 と輸出税に責任をもた しめるという､この制度の設定に大いにあずかって

力があったD (12)

とある｡三関耗税は引用文で ｢内地関税｣といわれることからも明白なように､当然中国

商人が負担すべきものであった｡ただ しその課税対象は輸出に供される生糸であるため､

江海関当局の立場か らすれば､旧来の江海関という場において､同一の生糸に対 し三関耗

税ばかりでなく夷税をも徴収 しなければならない｡こうした点で､三関耗税の徴収は､あ

たかも生糸の輸出税のそれと連続的な､ないしは不可分なもののように患われたのであろ

う.そこで生糸のみならず､主要輸出品に対する夷税の徴収についても､この三関鵜税 と

一括 して､同一の商人に同 じ方法をもって責任を負わせるのが､彼らにとってはより好都

合であったと考えられる｡

パルフォアはこうした措置に対 し､なかんず く特許を付与された中国商人が海関と外国

商人との間に介在 し､輸出税の納入に責任を持っという点をとりあげて､なかば非公式な

抗議を行なう｡イギリス領事にとって条約の規定は､前節で述べたように､関税を支払 う

のは外国商人であると理解すべきものであったからである｡ しかもパルフォアが抱いた危

懐は､

こうした特許はもっとも大 きな行に与えられたから､ひろく行なわれている現物取引

という方法によって､その行に属する商人をして､実質上 〔輸入品をも含む〕あらゆ

る種類の商品の売買をほぼ支配せしめたから､さらにこの特許方式を拡大 してほしい

という希望を生みだ した｡そうなるといずれは､特許をもつ行の仲介を通 じてでない

といかなる取引もできなくなってしまう｡ 1̀3'
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というように､納税の担い手という問題にとどまらず､納税とも関連 して くる貿易のあり

方にまで及ぼざるをえなかった｡この特許方式が実施された場合､外国商人との取引を扱

う ｢行｣､すなわち仲買商人あるいは倉庫業者が特定され､その数が限定されるため､彼

らは遠からずイギリスとの取引を全面的に独占してしまうおそれがあったからである｡そ

してパルフォアは､このような方式が考えだされたそもそもの原因として､上海あ貿易に

参入 した広東人の存在を指摘する｡

多数の広東人が上海に到来 し､広東で行なわれていたもっとも好ましくない慣習や考

え方の多 くをもちこんだ｡残念ながら､外国人と貿易を行なうには 〔卑海関の外洋行

のように〕団結するのが有利だという考え方が､きわめて当然のものとして--もち

こまれた､といわざるをえないO (捕

とことさらに述べているところから見て も､彼がもっともおそれていたのは､ ｢旧広東体

制｣つまり卑海関の旧外洋行に類似 した独占が再び上海に導入 されること､一言でいうな

らば､上海の徴税 ･貿易機構の広東化にあったとみることができようo

蘇松大道兼江海関監督宮慕久は､それに対 し､イギ リスと取引できる中国商人の数を制

限する考えはまった くな く､特許の付与は三関綿税のしかるべき徴収を目的とした ものに

すぎないとして､パルフォアの懸念をくりかえし否定 していた (15).にもかかわらず､一

八四四年三月の初め､公式に特許方式の施行が明らかにされるO宮慕久 とともに渉外事務

にあたることとなった上海同知沈柄垣 (16)が発布 した命令には､

このたび商品の売買のため行を設立 した者は､いずれも上海同知を通 じて､江海関監

督にその希望を申請 した｡監督は特許の発行ならびに印簿 (sealedledgers)の頒布

を行ない､同知がそれを彼 らに交付 して､行を開設できるようにした｡ (17)

と見える｡パルフォアが観察 したところによるなら､このとき上海には旧来の牙行 (Old

EstablishedLongs)がおよそ三六〇あったが､特許をゆるされた行は開港ののち新たに設

けられたもので､そのなかには数えられず､その数 もわずかに六行にすぎなかったという

(川 ｡この旧来の牙行 とは､のち上海で号商といわれる卸売業者に相当するものと思われ

る tlg)｡彼は以上のような情報を押さえたうえで､ようや く官業久に対 し公式に特許の撒

廃を迫った｡宮慕久の回答には､特許をえた六行はなお蘇州布政値から牙帖 (commercial

Ticket)を交付 されていないので､牙帖の交付 とひきかえにこの特許を無効 とする､とあ

る (20㌦ おそらくこれら六行の資格をパルプ*了も認めていた号商と同等にしておけば､

妥協できると考えたのであろう｡
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もっともこのような特許廃止が､このとき実質的にどこまで行なわれたかは､甚だ疑わ

しいoこれよりさき一八四三年の末､西洋諸国を含む南洋向け移出の茶に対 し､新たに七

行の倉庫業者が開設されている｡これはすでに北洋向けの茶搬出に対 して設けられていた

茶桟ないしは税行 (dutyprotectingHong)にならったもので､南洋へ向けて船積みされ

る茶を集積 して茶の数量を毎月登記 したうえ､その輸出税を支払うものであった｡これを

南茶桟 というDこの南茶桟 も商品登記のための印簿を頒布されており(2日 ､パルフォアも

これを ｢原理は特許方式 と変わらない｣ ものといって不快感を隠していない(22'か ら､上

でみた六行 と主たる業務に生糸と茶 という違いはあるにせよ､ほとんど同 じ性質のもので

あったと思われる｡そして彼の言は一八四四年九月二一日付の報告にあるものなので､少

なくともそのころまでは､南茶桟が存在 していたと見 られるのである0

これ以後､江海関当局とイギ リス領事の交渉のなかで､六行への特許や南茶桟がどのよ

うに取 り根われたかは､管見のかぎりそれについて記 した史料が見あたらないので､何と

もいえない.ただし以上の一連の交渉において看過できないのは､パルフォ7が一八四三

年の末に宮慕久 と会談 したとき､ ｢こうした特許を稚回して､散村の徴税官を設けるとい

う道台の口頭での確約をえて､満足を表 し｣ている (23)､と述べている事実である. もち

ろんこの口約そのものが､ただちに実行されたはずはないであろう｡けれども特許方式に

代えて ｢政府の徴税官｣を設けるという点は､いわばその後にたどる推移を示唆 したもの

とも思われるのである｡

上で述べたような少数の行のみに対する特許の付与､あるいは南茶桟の指定が現実のも

のとなり､存続 してゆくための条件は､広東における外洋行の事例を想起すれば､容易に

理解できよう｡まず海関が商人を特定する前提として､外国への輸出品あるいは輸入品を

一手に扱 うことのできる大きな倉庫をそなえた仲買商人が存在 しなければならない｡そ し

て彼らをとくに指定 した以上､海関当局の側からは､税収を確保するため彼 らの独占をな

るべく支持 し､その経営に対 してもことさらに干渉するのが当然の方針となろう｡

まず第一の点から考えてみると､この時期の上海には､確かに独占的な仲買商人が存在

していた｡上海開港直後､中国商人と外国商人の関係は隔絶 し､相互の信用はほとんどな

きにひとしい状況であった｡そうしたなかにあって､広兼人のAlum(Allum､漢字名不明)

なる人物が､外国人から資金を借 りて､憎生行 (EsangHong)を経営 し､中国商人と外国

商人との間に立 って倉庫業および仲介業を開始 した｡そして彼はたちどころに ｢閉鎖的な

障壁｣を打ち破 り､年来広東で行なわれてきた現物取引の原理を中国人に教えたロ彼の影

二日 →



響により､茶 ･生糸の生産者はその産物を委託 して､上海の市場に送 りこむようになった

'24㌦ 胎生行は-^四五年には､上海での総取引の三分の二を取 り扱 うまでになり､さな

がら広東の独占を繋賀せ しめた､という 2̀6㌦ この悟生行が特許を与えられたか､あるい

は南茶桟の指定をうけたかどうか確かめるすべはもたない｡ しかしパルフォアの危懐が単

なる把菱ではなかったとすれば､海関当局によって特定される対象がこうした揖型の仲買

商人であったのは間違いあるまい｡悟生行以外にもたとえば､特許を与えられるような生

糸商人として､広東人梁固仁が開設 した隆記蘇桟の存在が確認できる (26㌦

ところが一八四六年に至 って､Alumが投機の破綻により多大の負債を抱えて失綜 し､輸

出取引のほとんどを扱 ってきた悟生行は倒産に瀕する 2̀7㌦ こうした事態に際会 して､外

国商人はみずから所有貨物の倉庫業をはじめ､茶や生糸の価格には十分な注意を払 うよう

になった 川̀ O他方､中国商人､とりわけ大 きな損害を被った茶商は､悟生行に代表 され

る以前のような倉庫業者､仲買商人の介在に強い警戒感を抱かざるをえなくなった｡そこ

で双方は､ ｢顔をっきあわせた ("facetoface")｣個別直接的な取引関係の樹立を指

向するようになるo そして時を同じくして､ ｢もっとも確実な｣茶の買付手段の一つとし

て､買所を主 とする中国人代理人に資金を前貸 しして内地に派達する､いわゆる内地購買

制度 (up-countrypurchasesystem)がはじめられ､ひろく行なわれるようになった (29-0

かくしてこののち､輸出向けに送 られて くる貨物を最終的に集積する広大な倉庫は､むし

ろ外国商人が所有､経営 し､その内地での買付 も外国商人が茶商と個別に契約を結ぶか､

内地購買制度を利用するようになるo こうした取引関係の変化に鑑みれば､悟生行のよう

即 中介業者の介在する余地は､大いに縮小 したといって差 し支えないであろうQ値生行の

倒産は､特許付与ないしは南茶桟指定の対象となるような仲買商人が存立 Lがたい環境を

造 りだす契機になったという点で､特筆すべき事件といえよう｡

それでは江海関当局は､この種の仲買商人にいかなる態度で臨んでいたのであろうか｡

一八四六年までの史料か ら確認できるのは､主として海関当局が徴税官庁に関 して行なっ

た措置であり､それを跡づけつつ考えようo 江海関当局は南茶桟の設定とほぼ同時に､上

海と蘇州 ･斬江方面の内地を結ぶ主要ルー トたる黄浦江 ･呉砥江で必ず経由する南黄浦 ･

洋樫浜 ･新開に､とくに海関の分局を設けて巡視船を配置している凸そして内地より上海

にもたらされる生糸および絹織物に関 して､

もし朝川産の生糸 と絹織物を 〔上海-運送 して〕販売するため､南黄浦 ･楊埋浜 ･新

聞を経由するものがあれば､ただちに 〔それらの地に設けた〕分局 伴 房)にゆき登
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記 し､江海大関にゆき納税 させる. '川

と取 り決めているo 引用文から見るかぎり､生糸などの申告や納税について､仲買商人に

触れるところはまった くないoだからといって､申告や納税にあたる仲買商人がいなかっ

たとは断 じられない｡茶の輸出において南茶桟の納税が規定されている以上､生糸におい

ても ｢江海大関にゆき納税｣ したのは､特許をうけるような倉庫をそなえた仲買商人と見

るほうが妥当であろう｡

ついで一八四四年の初め､宮慕久 らは洋僅浜より北の地を調査 し､西洋各国の商船の貨

税をもっぱらに検査する ｢姫琴所｣なるものを設立している(川 ｡これはさきに洋埋浜に

設置された分局を格上げのうえ､移設 したものであろう｡一八四五年になると､そこに

｢はじめて官署を建て｣､これを ｢新関｣と称 したのである｡その附属機関として南下と

北下があった `川 が､これらはいうまでもなく､上述の南黄浦と新聞の分局の後身であり､

輸出品登録のための機関であった｡ところで新関が設けられた地は､南に道路二本を隔て

ると ｢憎生碍頭 (Allum'sJetty)｣があった (= ) というから､惜生行にかなり近接 してい

たものと思われる｡当時悟生行が外国貿易を一手に扱っていたことに鑑みれば､これは単

なる偶然というよりも､盤験所や新関のほうが船舶および貨物の把握のため､憎生行にな

るべく近い地をえらんで設けられたとみるのが､むしろ正しいであろう｡江海新関という

官庁はこのようにみて くると､輸出品を調達する中国商人の流通機構に基づいて組織きれ

たものであったと考えられよう｡

こうした措置の表向きの理由として､清朝側はそれまで内地の商船のみを管轄 してきた

江梅大関で外国商船をも管理 したならば､混雑が甚だしくなって不都合である､と説明 し

ている(いり .しかしパルフォアののちの証言には､ ｢清朝当局に説いて､イギ リス租界中

央の黄浦江沿岸に､ ･･ ･ ･･･外国貿易の商品をもっぱら検査する税関を設立させた｣と見える

柵 ｡もしその言葉が事実であれば､上述の口約における ｢政府の徴税官｣の設置が､こ

のときようや く実現 したとみるべきであろう｡それではこれにともない､口約どおり特許

は撤回きれたのかといえば､それは判然としない｡けれどもパルフォアのいうところによ

れば､まもなく新関が主たる業務の対象 としたとおぼしい憎生行が倒産するが､それに開

通して､江海関当局は ｢この時期､いかなる独占の確立巷も援助すべ く干渉 しなかった｣

のである (川 ｡これには彼の希望的観測が含まれているといえなくもないが､海関当局は

少数の倉庫業者を指定 していたとしても､彼 らによる貿易の独占を最後まで支持 Lようと

表だった措置は取らなかったとはいえようoひいては､特許方式を徹頭徹尾維持 してゆこ
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うとまでは､考えていなかったものともみられる｡

さらに宮義久の任期内に､つまり遅 くとも一八四八年までに､不正防止のため次のよう

な手続が取 り決められた｡輸出向けの茶や生糸などをもたらす中国商人たちは､南北両や

(guardhouses)で申告 してから､上海に入って貨物を ｢倉庫業者 (warehousekeepers)｣

にひきわたすOこの ｢倉庫業者｣は海関頒布の印簿に､出入 りする貨物を逐一登記 して､

当局の定期的な査察をうけることになっていた (川 ｡こうした手続をあらためて官庁の配

置と照 らしあわせると､やはり南北両-Fは茶 ･生糸を運んで くる中国商人に､伴性浜北の

新関符門は ｢倉庫業者｣に対応 して設けられたことが確認できる｡また倉庫業者の存在 と

いい､印簿の頒布といい､これもそれまでと何 ら変わるところはないかに見える｡けれど

も一八五〇年九月､同一の手続を承け継 ぐとした後任の道台麟桂の言によるかぎり､その

手続において倉庫業者の数を制限し､それに納税 させていた様子は見えないのである｡悟

生行の倒産による取引形態の変化を考えあわせれば､隆記綿桟や憎生行､あるいは南茶桟

のような仲買商人は､実質的にはいなくなったとみなしえよう｡ したがっていわゆる ｢倉

庫業者｣とは､少数の広大な倉庫をそなえた仲介業者というよりも､むしろさきにパルフ

ォアが三六〇あるといったような､より小規模で多数の号商にあたるものであろう｡ この

手続が厳密にいっ定められたかは残念ながら明 らかではないし､そこでの納税の担い手が

誰であったかもなお確定できない｡けれども新関が設置されてまもなく上の手続が施行さ

れ､それにともない､少な くとも特許方式による納税は取 りやめられたとみるのが自然で

あろう｡

上海開港当初における江海関の夷税徴収機構の展開は､以上のように､輸出税徴収にお

いて､旧来の海関の枠内で独占的な中国人仲買商人が介在するという､いわば旧広東的な

徴税方式から､旧来の海関から新関および南北両iが分立 し､客商が南北両下で申告 し､

新関が号商に頒布 した印簿を査察するという方式への変化によって特徴づけられよう｡前

節に述べた従来の海関税とは会計を異とする夷税の性質とあわせて考えると､江海関では

ここにおいて､旧来の枠組の外側に西洋貿易を専門に扱 う機構ができあがりつつあったの

である｡これがのち官庁としての洋関と常関の分岐の温軌 こほかならない｡イギリス領事

の立場からみると､もっともおそるべき上海の徴税 ･貿易機構の広東化は､さしあたり回

避されたわけであるoけれども､それがただちにイギ リス側の歓迎すべき事態を結果 した

かどうかは､おのずから別問題であろう｡言い換えれば､新たに形成されつつあった江海

新関における夷税徴収機構は､どのように運用されたかという問題である｡次にこれを考
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えなければならない｡

第三節 江海新関の徴税機構と外国人税務司制度

一八四〇年代の末から五〇年代の半ばにかけて上海港で顕著となった現象は､周知のよ

うに､外国商船による密輸や脱税の娼源であるo その根本的な原因は､ひろくいえば当時

の中国と西洋との貿易のあり方そのものに､上海に限っていっても､そこでの取引形態全

体にわたって存 したとみなすべきであろう｡イギリス領事によってもっとも憂慮すべき要

因として指摘 されたのは江海新関の状況であるが､もちろんそれが上海における貿易のあ

り方に無関係であろうはずはない｡まず彼 らの指摘を手がかりにして考えてみよう｡

パルフォアの後任領事であったオルコックは､賜暇帰国中の一八五七年の末､この時期

の条約港における密輸や脱掛 こついて､以下のように述懐 している｡

外国商人は買収 しやすい腐敗 した清朝当局と直接海関で接触するようになると､多か

れ少なかれ､脱税を行なうため密輸 ･不正手段の大規模な組紙化に乗 りだした｡ある

場合には､清朝当局と外国人とのうち､一方の力ず くでの港湾規則の違反によって､

より多 くの場合は､双方の贈収賄 と結託によって､清朝の法と条約の規定とはひとし

く無視 されたO 【3日)

ここで注意を要するのは､条約港において密輸や脱税の生 じた主要な契機として､外国商

人と海関との ｢直接の接触｣が言及 されていることである｡オルコックはその理由として､

徴税における外洋行商人の介在が南京条約で廃止されたことをあげるが､五港すべてがこ

うした状況であったとはとても考えられない｡たとえば同時期の卑海関に眼を向ければ､

前章で論 じたように､外国商人が徴税手続で海関と直接に接触することはほとんどありえ

ず､実質的に不正が行なわれていたにしろ､一般に考えられる形での密輸や脱税として表

面化あるいは問題化はしなかったのであるOそれに照 らしても､また福州領事として中国

に赴任 し､まもなく上海に転出 したオルコック自身の経歴 (川 をみても､この ｢直接の接

触｣とは五港の全般的な状況というより､江海新関特有のあり方を表現 していると考えら

れよう｡ したがって､この時期の江海新関の徴税機構を考えるには､密輸や脱税を生 じせ

しめたという ｢直接の接触｣のあり方 も含めて､検討きれなければならないo

この時期の徴税手続は､一八五一年二月一日施行の規則によると､およそ以下のような

ものであった｡輸出税においては､まず茶や生糸などを上海に運んでくる中国人客商が､
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南北雨下において貨物を申告 し､そこで三通程の聯単 (triplicatemanifest)の発行をう

ける｡その写 し一連は､客商からその貨物をあずかる倉庫業者にわたされ､残る一遇は新

関により保管された｡倉庫業者はその写 しに販売､出荷 した貨物の数量を書きこむ｡茶や

生糸などを輸出する外国商人がみずか ら関税を支払 う場合は､中国人の売手たる倉庫業者

から商品を購入するさい､この聯単の写 しをもあわせてうけとって､海関銀号に携行 し､

その記載に従 って関税を支払 う｡このときその聯単の余白には､納付された税額と課税品

の数量が往記 される｡この鮮卑は外国商人から倉庫業者に返却され､さらに倉庫業者か ら

新関当局に提出されて､新関が保管 していた写 しとつきあわせることによって､不正がチ

ェックされるというしくみであった｡外国商人ではなく倉庫業者が関税を支払 う場合もあ

ったが､聯単の照合は同 じようにf:i:された (" 】.以上を前節末尾に述べた手続 と比べれば､

聯単の発行 とつきあわせが印簿の査察に代わって､導入されたという点で異なっているに

すぎない｡

ところでイギ リスの場合は､以下のような慣行もそれまでに成立 していた｡イギ リス商

人は商船入港のとき､船舶蕃規や貨物明細書を自国の領事館で記入 して領事にあすける｡

貨物の通関がおわると､海関銀号に関税を支払 って領収書をうけとる｡この領収書を号収

という｡これは最終的に新関に提出されるものであるが､領事はそれにさきだって､号収

とあずかっていた書璃 とを照合 し､規定額の納税の確認を行なったのちに､新関に出港免

状の発行を申請 した｡この出港免状は紅単 (grandchop,portClearance)という(41㌦

関税納入はイギ リス商人によってなされると認識されていたために､その最終的な確認は､

このように ｢干渉権｣に基づいて､領事の手で行なわれる建前だったわけである｡

これまで述べてきたところで輸出税徴収の手続は明らかであろうが､この時期までの輸

入税は､手許にある史料にほとんどくわ しい言及がない｡アヘン以外のいわゆる一般輸入

品は取引において､ひいては税収源として､書要性が低かったからかもしれない｡またす

でに一八五〇年九月､江海関監督聯桂が発布 した規則によって､輸出品の船積み手続は外

国商人と海関当局の直接のやりとりに委ねられており､上のような領事の関与は輸入品の

場合に限定 されていた 川̀ ｡したがって輸入において､まった く不正がなかったわけでは

なかろうが､さほど問題になったようにもみえないのは､領事による関税納入の監督が比

較的容易かつ有効であったからかもしれない｡いずれにしろ､輸出を中心に叙述をすすめ

ていかざるをえない所以である｡

このような徴税手続における関税の納付は､外国商人みずからが梅開銀号に赴いて行な
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うのが原則であったけれども､決 して例外なくそうであったわけではない｡外国商社の通

辛 (Linguist) (川 や買雛が代わりに支払い手続を行なった可能性 もある.またそれに加

えて､上述のように輸出税では､倉庫業者による代納 も認められていた くH 'Oこれらのう

ち､いずれがもっとも一般的に行なわれていたのかを明示 してくれる史料は兄いだせない

が､一八五三年以後のいわゆる金融逼迫 (moneystringency) 4̀5'にさいし､上海の主要

な外国商社は､現銀の入手困難と関連 して､

践荘が通常の便宜を与えようとはしないため､中国商人から輸出入税の支払をえるこ

とも､あるいは､納入期限がより迫 っている関税を支払 うため､外国商人が 〔輸入〕

商品の販売を実現 〔して現銀を獲得〕することも､できなくなった. (川

と述べており､このような言い方からすれば､後二者がより普遍的であったことは明白で

あろう｡すなわち実際の関税納入は､外国人が関与するところはあまりなく､少なからず

中国人の手によって行なわれていたのである｡

だとすれば外国商船の密輸や脱税は､新関の官吏と中国人商人もしくは通事 ･買所 とが

気脈を通ずれば､容易に可能 となるであろう｡この両者の繋がりについて､アメリカの商

人領事グリスウォル ド (J.～.A上sopGriswold)が､

現署理道台 (呉健彰)は､新関と道台の御門で広東人の下僚に取り巻かれている｡彼

らはまず計画的な脅迫か らはじめたが､最初のうちに対処 して くいとめさせないと､

間違いな く我々と関係のある雇人 (servants)や商人から､芋づる式に賄賂を強要せ

ねばやまないであろう｡ (47)

といっている.この雇人とはおそらく通事や買桝を指すものに間遵いないであろうが､そ

の大多数 もやはり広東人で占められていたようである｡一八五〇年代なかばの記述によっ

て､当時の外国商社の取引を見ると､

上海の貿易は､内地より産物をもたらしてくる商人と､広東に比べてより直接に行な

われた｡広東では旧外洋行の慣行がこれらの商人を外国人から隔てているか らであるo

このような内地の商人たちは英語が話せないため､通訳にあたり交渉を行なう仲介人

をともなってやって くる｡さもなくば､外国人に買雛を通 して取引するよう求めるo

仲介人にしろ買掛 こしろこの場合､-～二%の手数料を仲介料としてうけとるo こう

した商人や仲介人は北方や東方のあらゆる省の出身であるが､もっとも活躍 している

のは広東人である｡････t･産物は外国人の倉庫に収められ､そこで計量､検査､船積み

の準備が行なわれる｡もし商品が契約外の地方より調達されたさいには､注意深 く検
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査されてからでないと支払はなされない｡･･････外国商社のなかには､毎年中国人代理

人に資金をもたせて､内地に派遣 して茶や生糸を購入するものもあったO (" )

とあり､ここでは輸出品の集積は､ほとんど外国商社の倉庫に一元化 されて措かれており､

さきに触れた倉庫業者が存在 しないかに見える｡けれども注目すべきはいわゆる ｢仲介人｣

と買舞であり､彼らの背後に独立的な倉庫業の存在を想定するのは､それほど困難ではあ

るまいDそして上の引用の文脈か らすると､それは前節に言及 した一般的な号商 というよ

りは､この段階になると外国商社相手の取引に特化 しつつあったもののように思われる｡

広東人ではないが､たとえば揚坊の活動などを考えあわせてみると､それも首肯できよう

刷 り ｡すなわち同一の通事や買桝が､外国商社を対象とする倉庫業者を兼ねていたという

可能性は否定すべくもないであろう｡賄賂で繋がれるという江海関監督の広東人下僚 と広

東人買群 らの関係が､美観において結果したところはもはや自明であるDオルコ･}クのい

わゆる外国商人と新関との ｢直接の接触｣とは､具体的に言い換えれば､この広東人同士

の ｢贈収賄と結託｣による関係を指す ものであろう｡そして江海新関の徴税機構の運用は､

実際にはこのような広東人たちの ｢直接の接触｣に依拠 していたのである｡

駐上海イギリス領事オルコックは､こうして醸成される密輸 ･脱税に対 し､ただ手を披

いていたわけではないが､ ｢干渉権｣をもって個々の密輸 ･脱税事件を摘発 しえたにとど

まID 'BL'､事態の抜本的な改善には力が及ぶべ くもなかった. しかも他方では､イギ リス

独自の ｢干渉権｣には拘束されないアメリカ､フランス､さらには無条約国の商人の存在

があったoオルコックは現任の領事たる立場上､まず自国商人の保護者たるべきであって､

他国商人に対するその平等な条件に留意せざる与えなかったoそのため彼は､上海商業会

議所 (theShanghaiChamberofCommerce)とも商議 しつつ､江海新関の納税は輸出入 と

もまった く中国側に委ねようとす る改革案を出していたが､江海関当局あるいはイギ リス

本国に容れられず､実現には至 らなかった 'B2'.けっきょく一八五一年七月､イギ リスは

効果の乏 しい ｢干渉権｣の停止を正式に通告する 6̀8㌦ これによって､号収は ｢これまで

のように領事を経ずに､直接海関にわたす｣ことが決められた (川 が､オルコックとして

は､自国商人による納税の確認を行なう手段を失 ったにすぎず､事態の好転は何 ら起 こら

なかった｡

そもそもパルフォアが江海関当局に説いて､新関を設立させた目的は､通商秩序をうち

たて､正直な商人にとって有害な江海新関の腐敗を取 り締まるため､ ｢領事 と上海の清朝

高官によって､海関の属僚を確実に監督する｣ことにあった 6̀6㌦ そのため領事の関心は､
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新関に集中するようになったのであるが､オルコックは前任者の所期の目的とは裏腹の現

実を確認せねばならなかったD新関で見 られた清朝官吏の通弊に対する彼の指摘に､

〔新関〕当局は､いまのところ誠実に関税を徴収することにまったく関心はなく､逆

に外国人の荷主 と取 り決めをすることに直接の､しかも私的な関心を有 している｡そ

の取り決めによって､輸出品の量を偽った報告が海関の帳簿に記載されることとなり､

かくして脱税された金額の一部が､当局官吏の私得となるのである0 '川

とあり､いわゆる清朝官吏の関心 と領事のもつそれとの間には､なお大き馴 南たりがあっ

たわけであるo そこに横たわっていたのは､オルコックにいわせれば､要するに ｢正直で

有能な海関｣の欠如なのであるが､これはそう簡単に埋められそうにもないほど大 きな溝

のように感 じられた (67)のである｡

しかもこれに拍車をかけていたのは､江海関監督呉健彰のパーソナリティである｡広東

の旧外洋行商人出身の彼は､グリスウォル ドもいったように周囲を広東人でかため､事あ

ることに外国当局の意向に反する施策を打ちだそうとしたのである｡なかんず く広東をモ

デルとした五行から構成される ｢外洋行 (aconong)｣の組織計画はその典型的なもので

あり､オルコIyクをはじめとする外国当局者は､こぞって彼による上海の ｢広東化｣に危

機感をっのらせた(川 のであるoもっともこの ｢広東化｣なる表現を額面どおりうけとる

(")ことはできないo上海で徴税や通商に携わった人的な側面において､いかに広東人の

比重が増そうとも､前節で論 じたように､彼 らの依拠 した機構をみれば､ ｢広東化｣はす

でに一八四〇年代で終駕しているからであるOいわゆる外洋行の組織 も実行された証拠は

えられず､当時の流通あるいは徴税の機構から考えると､むしろ実施できなかったと見た

ほうがよい｡オルコックらのいわゆる ｢広東化｣とは､当時の上海における対外関係の構

造を示 したのではな く､条約違背の動きを呉健彰のパーソナリティとむすぴっけていいあ

らわしたものにすぎないであろうo とまれ一八五二年前後には､外国当局者が上海､ある

いは江海関の状況に不満をつのらせ､悲観的ですらあったことに間違いはない｡こうした

事態が曲がりなりにも克服されるには､さらに一歩進めた領事の施策と江海関当局の認識

の変化 とをひさだす契機が必要であった｡

一八五三年に至って､太平天国の南京占領､およびその前後における長江流域での戦争

状態により､上海の貿易市場は混乱 しはじめ､やがて危機的な状況を迎えるo その詳細は

省略に従 うが､そうした状況に対処する行動を､オルコックはただちに起こす必要に迫 ら

れるO失敗には終わったが､保税倉庫導入の試みはその一例であろうl川 o他方 このころ
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より江蘇当局は､南京奪回の軍費を調達 しなければならなくなり､他の財源か らの税収は

ほとんど期待できなかったため､主として江梅新関の夷税を充てることとした (61㌦ とこ

ろがその年の九月､上海小刀会が蜂起､上海県城を占領 し､江海関を襲撃するoそして新

関の機能は､海関監督呉健彰の租界亡命によってまったく停止 してしまったのである｡

このような事態の発生で通商の無秩序化をおそれたオルコックは､アメリカ領事 と共同

し､各領事が自国商人に約束手形をもって夷税を納入させて通関を認める､いわゆる ｢臨

時制度｣を開始 したDこれは一八五四年二月まで実施され､その間の外国商人が支払 うべ

き乗税の未納分は巨額にのぼった｡ ｢臨時制度｣がイギリス本国から認められずに失効す

ると､呉健彰は海関業務を再開することとなったが､外国商船の脱税をほとんど防止でき

なかった｡そののち講 じられた方策はいずれも効果があがらず､けっきょく外国側は清朝

側の要求する未納分の夷税を弁済 し､後者は前者の提示する新関の管理方式をうけいれる

という形で妥協がなされた｡六月二九 日に海関監督と英米仏三条約国の領事との間に協定

が結ばれ､三領事がそれぞれ指名 した白国人を司税 (InspectorofCustoms) (川 に任命

し､司税たちにより構成 される関税管理委員会 (BoardofInspectors)が新関の税額にあ

たる外国人税務司制度が､七月一二日より発足することとなったのである｡

以上の経緯は､すでに先学の諸研究によって詳述 されているので､ごて概略を述べるに

とどめた｡そこでは本章のはじめに述べたように､条約に基づく関税行政の実施に向けて

の､それまでむしろ通商的にも外交的にも対立 していた英米の協力､および外国側 と清朝

との協力という関係の形成に重点が置かれ､それをめぐってさまざまな評価がなされてき

たo けれどもここでとくに注目したいのは､外国人税務司制度の創設に至るオルコックの

意向が､本節で明らかにしたような徴税機構を必ずしも根底から覆そうとするものではな

かったことであるo 逆に税収不足に悩む江海関当局の側が､もはや機能を果たさなくなっ

た租界内の新関に見切 りをっけ､内地の閏行鏡と白鶴江とに税関を設け､中国商人に関税

納入の茸任を負わせようとしたことがあった 8̀3㌦ これらは位置関係からいって､おそら

く新関の分局であった南北両iをより内地に移して､徴税機能を公式に付与 L､税収確保

を可能ならしめようとしたものと思われる｡オルコックがこの案を認めようとせず､新関

での徴税に固執 したのは､これまでの徴税機構の枠組は是認 したうえで､その運用をあら

ためようとしていたことを示 しているo それは彼がみずから考案 して承認 された方法を,

｢簡単でただちに機能できる機構｣といっていることからも窺われるであろう｡

かくして設立された外国人税務司制度の実務のt:(みを一瞥 しておこうOまず新関の要
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処に配置された ｢正直で用心深い外国人｣ `川 税関吏をして､課税評価を行なわしめる｡

司税はこれをうけ､課税額を明記 した税単 (のち験単と通称きれるD徴税令書､customs

Memorandum)を外国商人に交付する｡外国商人はこれに従って､所定額を海関銀号に納税

する｡司税が号収記載の領収額 と税単の課税額を照合したのちに､紅単が発行されるので

あった 6̀5).

以上の手続において旧方式が改められた点として､のちに書かれた史料は､外国商人は

｢みずから｣｢直接に｣､つまり買排などの手を通さずに､納税 したことを必ずとりあげ

る(68㌦ しか しそれはこの時点で､どこまで徹底 して行なわれたものか確言できない｡た

とえ実行されたとしても､おそらく輸入税の徴収に限られていたと考えられる｡茶や生糸

の輸出では､第五節で論及する産金の徴収と関係するものと思われるが､中国商人が南北

両千で聯単をうけて納税する手続は､依然として存続 していた｡外国商人はその聯単を中

国商人からうけとり､海関銀号で納税済み証書たる絢単にひきかえ､それを船穣みのさい､

司税に点検 してもらうにすぎなかった(871からであるDしたがってこの前後に､中国人の

荷主と中国人通事が結託 していた (=)､あるいは､外国商社はなお買桝などを通 じて関税

を私定できた く69'､などの旧来の晒習が指摘されているのも不思議ではあるまLloこのよ

うに考えてくると､外国人税務司制度はやはりそれまでの徴税機構そのものにあい対立す

るようなものではなく､む しろそのなかで機能するものであったわけである｡次章でも触

れるように､当初の協定により領事が有 した司税の任免権も実際に行使されることはなか

ったから､清朝側が司税を江海関の帯友 とみなしたのも､以上のように見てくると､あな

がち一方的な解釈ともいえないであろう｡

けっきょく外国人税務司制度の特徴的な機能は､江海新関既存の徴税樺橋のなかにあっ

て､課税額と徴税額とを正確に把握 して､不正行為をなるべく規制 し､不可能にするとこ

ろにあったといえよう｡もちろんこの制度の設立によって､それまでの旧習がたちどころ

に根絶されたわけではないが､上海港の規則が励行され､大規模な密輸や脱税は次々に摘

発されてほぼ不可能 となり､多額の税収力確 保されたのは確かであったo それではこうし

た機能は､いったい当時の関係者にとって､どのような意味をもつものであったのかo節

をあらためて検討 しよう｡
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第四節 外国人税務司制度 と外国商人

外国人税務司制度は設立 されてまもなく､上海においてさまざまな議論を惹起するよう

になる｡そのなかで江海新関における夷税の徴収およびその機構に大 きな関心を寄せるの

は､この段階になるとイギ リス領事ばかりではなくなって くるDそれはこれまでに例を見

ない司税による規則に厳格で確実な徴税に直面にしたことで､従前の江海新関の行政に疑

いを挟まなかった関係者､一方は外国商人たち､他方は清朝の上海当局者たちが､外国人

税務司制度の意義を彼 らなりに考えざるをえなくなったからである｡兄のが してはならな

いのは､そこでの問題が当時の上海をめぐる中国貿易の構造や動向と密接に連関 している

ことである｡

まず外国人社会の議論を見よう｡一八五五年 ごろよりその主たる対象は､外国人税務司

制度の存廃という問題にしぼられて くる (川 が､それはイギ リスにおいて端を発 したもの

であるo一八五五年の初め､上海に店舗を持つ リグァプールの商人から一つの意見が提出

された｡それは司税の厳格な徴税が上海一港に限定されているため､上海の商人は他港よ

り不利であり､不正が行なわれている他港に取引が移って､上海の貿易は荒廃するであろ

う､というものであった｡外国人税軍司制度の設立に深 く関与 し､これを庇護する立場に

あった乾草公使パウリング (SirJohnBow一ing)の報告によって､イギ リス政府はそれま

で外国人税務司制度による関税行政に一定の評価を与えていた｡ しか し外相 クラレン ドン

(GeorgeW.F.Villiers.fourthEarlofClarendonandfourthBaronHyde)はこの商

人の意見に賛意を表 し､パウリングに対 し､ ｢他藩でも同様の､あるいは同程度に有効な､

徴税制度を設立すべ く､中国当局に説得の努力をされたい｣と訓令 した tTl)｡パウリング

は ｢福州に上海 と同じ制度を導入するよう､全力をっくしたい｣ 7̀2'と応えて､その交渉

に着手 したのである｡

それではなぜ､上海以外の四港のうちまず福州であったのか｡その背景には､茶貿易に

おける福州港の指頭がある｡すでに一八五二年より､上海は茶の輸出量で中国の条約港の

首位を占めていたOところが-^五三年､内乱の影響で福建産の茶が上海に送 られな くな

ったために､ラッセル商会 (Russell良Co.)の買所が同省の内地で茶を買付け､福州港か

らの搬出に成功 した T̀a)｡これを契機に福州での茶貿易が飛躍的な発展を遂げ､まもなく

上海の地位を脅かすようになってきたのである｡

それまで福州港からの茶の搬出は公式には認められていなかったから､福州当局はまっ
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たく想定 していなかった茶の海運に対する徴税体制をとりいそぎ整えようとした｡そこで

とられた方法をごく簡単にいえば､南台において海運きれる茶を一手に仲介 し､あわせて

納税手続を行なう茶行 (Teanong)を設け､さらに茶を取引する商人たちの密輸や脱税が

なきことを保証する茶保 (Teasecurity)を任命するというものであったo 外国向けの茶

はとくに手続が区別され､茶行のうち外国商人との取引､夷税の納入にあたるものは､総

行 (Generallong)と称 された 7̀4㌦ 一見 して明らかなように､第一章でみた広東の洋行､

あるいは外洋行､保両制度 とほとんど同 じ原理に基づくものである｡

イギ リス当局は当然のことながら､福州当局によるこうした措置を ｢イギリス商人が独

白に倉庫を有するのを嫌 う｣ものとして抗議する T̀B'が､ここでは両者の交渉に深 く立ち

入る必要はなく､この措置がいかほどの効果をあげうるものであったかを見ておけば十分

であるOそもそも外国商社の買顛酎こよる典型的な内地購買制度ではじまった福州からの茶

の輸出は､その後 もやはり内地購買制度が主たる手段であったと考えられる 7̀6㌦ だとす

れば産地で買付けられる茶は､輸出向けならその大部分が､買雛の手から外国商社にひき

わたされるのであり､総行に集積されることはまず考えられない｡福州当局がいかに外国

商人の倉庫所有を制限 しても､たとえば倉庫を買桝などの名義にしておけば､そうした制

限はほとんど意味をもたない｡それほとりもなおきず､間海関は輸出向けの茶が把撞でき

ず､ひいては茶の夷税をしかるべ く徴収できないことを意味するであろう｡当局が茶行 ･

茶保 ･総行を設けた目的の一つは､ ｢利に走る茸が外国人の代わりに 〔茶の〕買付を一手

にひきうけ､盛観をのがれ､脱税 しようとする｣ (川 のを防ぐためであったが､内地購買

制度による広東人買折の茶買付と脱税が一八五五年四月に問題となり､署理福建布政便張

集馨 も成豊一〇 (一八六〇)年にそれを確認 しているように､事態はまったくそうした目

的を裏切るものであった 【78)のであるD

駐上海イギ リス領事 ロバー トスン (D.BrookeRobertson)の報告によれば､このとき外

国商人の茶の買付にとって､福州は二つの点で有利だと考えられていたo一つは､輸出税

の不正な減免がなしうること､第二には､産地を間近に控えているので､同品級の茶が上

海よりも低コス トで入手できることであった 7̀F'Dこのうち第-の点は､上のような実効

の乏 しかった総行を主とする徴税制度を背景とするものであったが､上海においてはそれ

が､ただちに外国人税務司制度の厳格な関税行政 と結びつけられて憂慮され､両港を徴税

のうえで対等の条件に置 くよう要求された所以であったo

ところで両港を対等の条件にするには､上海でこの制度を廃止するか､それとも存続 き

ー81-



せるならば､福川にそれを導入するか､という二とおりの方法が考えられよう｡ しか しパ

ウリングの交渉のさなか､イギ リス政府 も評価 していた､合法的な規則を遵奉する外国人

税務司制度の存在を公然と否定するのは､商人たちにもさすがに慣 られたようであり､そ

うした見解は､この時点ではまだ確認できない｡とはいうものの､外国商人の間には明ら

かな立場の相違が認められる｡

大手の商社のなかに､ 〔外国人税務司制度によって〕上海において関税を全額支払わ

されるのを支持するものもいることは疑うべくもない ｡だがその見解によって､上海

港にとってこの制度が有利であると､どこまで証明できるのかは疑わ しい ｡というの

は､彼 らは概 して支店を福州にも有 しているので､そこでの寛大な 〔徴税〕制度のあ

たえる恩恵に与っているからであるOそれゆえ､茶貿易がいくらか福)侶こ移 ったとし

ても､彼 らには有利に作用するが､福川に店舗をもたぬものにとっては､事は正反対

である｡なぜなら彼らは福州市場と競争せざるをえなくなるからである｡ くり )

このようなロバー トスンの分析がはたしてどこまで正 しいのかについては､さしあた り明

言をひかえる｡ここでは外国商人は､外国人税務司制度の存置を意味するパウリングの交

渉を支持 していたものと､方法の如何を問わず両港の条件の対等化が焦眉の急であったも

のとに分かれていたことを了解 しておけばよい｡

し.たがって､外国人税務司制度は江海関に限った権宜的なものにすぎない､とみていた

聞海関当局および広東欽差大臣葉名標から､パウリングの提案が一蹴され､福帖 こおける

司税の設置はほぼ絶望とみなされる川1'に及んで､パウリングのやり方 とは異なる福JllTと

上海との対等化の方法､すなわち上海の外国人税務司制度の廃止が声高に叫ばれはじめた

のであるo アメリカ商人 もおおむねこれに左担 していた =̀ )｡これをさしあたって ｢廃止

論｣と呼んでおこう｡

｢廃止論｣に特徴的なのは､外国人税務司制度廃止の主張とともに､ ｢税込の価格で中

国人から産物を購入するという広東の徴税方式を上海でも採用せねばならない｣ (a3'との

見解が含まれていることである｡ これについて､もう少 し細かいところにまで眼を向けて

みると､

他港では､外国人は中国人から税込の価格で購入するが､その中国人のほうはみずか

ら当局と交渉 して､内地の町で商品の通過中に支払を強いられた違法な賦課金の一部

をとりもどすことが可能であり､か くして外国人にその商品を､ 〔そのとりもどした

金額に〕みあう低額で売ることができる｡上海ではこうした取引ができないとわかり､
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他方､ 〔港に出る〕途上における不正規な賦課金がそれに劣らず重いとなると､ 〔茶

･絹などの〕産物は､たとえ距離が遠 くなっても､我々の市場から他港へ追いやられ

るであろう｡-･-他処において 〔外国人税務司制度が〕実施されない場合､輸出港の

しての上海は､この制度の継続によってけっきょく荒廃するであろう｡我々は上海港

の利益のため､そして我々が代表する人々のために､貴下が現行の制度の廃止が便宜

かつ正当であるのに注意を向けられるよう､真剣に要求せざるをえない｡ (H ) Y

といわれており､ここからみてとれるのは､外国人税務司制度に対する可否の判断が､内

地から輸出品が調達 されるプロセスと密接にかかわっていることである｡彼らの考え方の

ベク トルは､産物が生産地か ら積出港へ運ばれる方向にしたがっており､産物の買付を何

よりも重視 していたのが窺われる｡その途中で内地通過税が徴収されている以上､最終到

達点たる港における厳格な輸出税の徴収は､かえって不利になるという結論に達するわけ

である｡ このような観点に立っなら､上海に店舗を構えて取引を行なう商人にとっては､

外国人税務司制度が機能 している分だけ､上海が一方的に不利にならざるをえない｡それ

を是正すべく両港の条件を対等にするには､上海を福州化するほうが捷径で有利だという

ことになる｡こうした論理に一貫 しているのは､上海と福州とは何ら異なるところがない

中国産物の買付市場であるとする認識であろう｡福州にも店舗をもっていれば､上海との

選択の余地があり､そこで意見が分かれるとするロバー トスンの解釈も､ラッセル商会が

｢廃止論｣にまわっているのを考慮するなら､必ずしも正 しいとはいえないが､こうした

｢廃止論｣の認識の一面を指摘 したものと読みとることはできようO

このような ｢廃止論｣の脚 昌にともない､これまでパウリングの交渉を背後で支えてき

たと思われる外国人税務司制度の ｢存続論｣がやんだのかといえば､そうではないo 『ノ

→ス･チャイナ ･ヘラル ド』紙は当初より一貫 して､この制度の存続を支持する論調であ

った(86'ことから､上海のイギ リス商人の間では一定の勢力を保っており､議論の主流を

なLてゆくものとも見 られる【88'のであるo それを代表する意見の一つに､

福州に外国人税務司制度を設けなければならない｡-････此処 (上海)のみならず､彼

処 (福州)にも外国人税務司制度を押 しっけなければならない〇･･-･ここで､茶の購

入市場を上海か ら福州に代えることでひきおこされる国民的利益の損失を詳論 しよう

とは思わないが､次のような因果関係だけはもっとも明確に認められようo 上海の茶

貿易が減少すれば､当然イギリス綿製品の輸入貿易も､それにしたがって減少するで

ぁろうO福州における茶は銀で支払われる.そこでは工業製品の購入はいかほどの重
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もない-そこでの主要な輸入品はアヘンである｡ (8日

とある｡このように ｢存続論｣に特徴的なのは､ ｢廃止論｣とは対択的に茶の買付市場は

上海でなければならぬという主張である｡それは上海の茶貿易が衰退すれば､必然的にイ

ギ リス綿製品の販売市場 も縮小 して､マンチュスターと関係のある商社はその影響を披 ら

ざるをえない､とする見方がその根底にあったからである (8日｡

この点は若干の統計をも交えて確認 しておこう｡すでに一八五〇年以前か ら､上海はイ

ギリス工業製品とその対価としての茶や生糸との取引で構成される中英間の直接貿易の中

心拠点という位置を占めていた く89㌦ 輸入貿易における上海の地位の重要性､なかで も綿

製品のそれは､第 6表によっても明白であろう｡五〇年代なかばには､そうした輸入貿易

は､外国人税務司制度が実際に機能 していた徴税撒横のもと､多くが現物取引によって行

なわれていた 9̀0㌦ 等7表に示されるような､この制度発足以来の綿製品を含む輸入額の

着実な伸びは､そうした状況に基づいており､パウリングが外国人税務司制度を支持 した

論拠の一つにもなっていた (81)のである｡関係者はこうした状況に混乱が生 じるのを望む

はずはなかったであろうOそこで第 1園をふりかえってみると､一八五六年以降か ら上布

と福川は､茶の輸出において明 らかな対抗関係にあるo福川の茶輸出の増大がはばそのま

ま上海での減少につながるということになると､なるべ く上海の状況には手を触れずに､

福州の抑制をはかろうと考えるのも当然である｡ ｢存続論｣において上海 と同 じ条件を福

州に強いる要求が導きだされたのは､上海は産物の買付と連動する輸入貿易において､他

港とは異なる独自の地位にあると考えられたからであった｡

｢存続論｣ の課題は､それだけにとどまらなかった｡このときすでにイギ リス綿製品の

受入口となっていた上海は､開港当初より蘇州の外港と位置づけられ､中国内他市場に開

かれた綿製品の集積地 としてもっとに期待されていた 9̀2㌦ にもかかわらず蘇州を越えて

内地に綿製品がいっこうに浸透 しない大 きな原因としては､その客観的な当否はともか く

として､内地通過税の存在が指摘されていた '93'.在華イギリス商人は､利益のあがらな

い綿製品を取扱 うのにあまり関心をもたないといわれたが､少なくとも茶や生糸など輸出

品に対する通過税には注意を払 っていた 川̀ ｡新たに設けられた産金による通過税の増加

は､後述のように上海近辺で も実施 されっっあり､上海駐在の商社はこれに神経を尖 らさ

ないわけにはいかなかったであろうOこうした状況をも躍まえて､ ｢存続論｣者の思考の

ベク トルは､内地通過税の存在を暗黙のうちに容認 していた ｢廃止論｣とは逆に､いわば

港から内地に向かっていたのであるDジャーディン三マセスン商会 (Jardine.Matheson
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&co.)をはじめとする商人たちは､

我々は現状においては､いま組織されているような･･川.関税管理委員会が､関税を公

平に賦課 し､公正な商人の梅利を保護できる唯一の制度であると考える｡閣下 (パウ

リング)には､この制度を他藩に拡大することの重要性を再考 していただきたい｡か

つまた､ 〔清朝〕政府の官吏が上海市場にもたらされる産物に賦課徴収 しているとい

われる規定外の通過税 (extraTransitduties)を調査させるよう､閣下に依頼する

ものである. (961

と述べているo ここで注目すべきは､産金の存在をそのまま放置せず､上海港から何 らか

の抑制を加えようとする方針が､外国人税務司制度の他港-の導入､すなわちその存続と

並んで要求 されているところにある｡両者は彼 らにとって不可分のものといえないまでも､

関連づけられる可能性は十分にあった｡

前節で見たように､外国人税務司制度の特質は､江海新関における在来の徴税機構のな

かにあって､課税額 と徴税額 とを正確におさえ､そこに不正が行なわれないよう規制する

ものであった｡だとすれば､南京条約締結以来の懸案であった内地通過税に対 しても､こ

うした徴税機構の規制化 という機能を利用 し､条約港から商品の運搬ルー トにも及ぼして

ゆき､清朝の官吏の悪意的とも思える内地での徴税に一定の枠を設けようとするのは､イ

ギリス側には当然ありうべき発想であった｡ロバー トスンが､

こうした通過税は､厳正な改定を要 し､いったん公正な税率が決定されたなら､輸出

入のさい､梅関税と同時に課税徴収されるべきである｡--･この通過税が 〔条約港よ

り内地で〕前払いされるのを規制する方法は難題である｡中国人官吏はこうした問題

では信用できないC (98)

と述べているのは､そうした点において示唆的である｡彼のいう ｢難題｣は､外国人税務

司制度が存続するなら､その規制力を ｢信用できない｣内地の中国人官吏にも適用するこ

とで､解決 されるのではなかろうか｡産金などの内地通過税をも海関で-指 して徴収する

子□半税の考案 も､このような考え方をおしすすめていった､その必然的な帰結として位

置づけられるであろう｡

｢存続論｣のなかの外国人税務司制度は､このように見てくると､輸出と輸入､ならび

にそれらと内地流通をむすぴっける上海という中心港に､その厳格な徴税という職能をも

って臨んだがために､あたかも成長力をもった生物のように､一方では福州に代表される

沿岸の他港の海関へ､他方では内地通過税-その機能を拡大 してゆく運命をもつものであ
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ったといえよう｡

以上の ｢廃止論｣と ｢存続論｣にあらわれたところをまとめるならば､江海新関におけ

る外国人税務司制度という組織は､それだけの規模ではいかにしても定着 しえない性格を

有 していたと見ることができる｡双方の見解はとるべき方針においてまった く対立するも

のの､それは上海を単なる茶の買付市場 と見るか､それと連動する輸入市場 と見るかの違

い､言い換えれば､双方の上海へのかかわり方の相違から生 じたものであって､課題の認

喜削こおいて両者にそれほどの隔たりがあるわけではない｡両者はいずれ も､外国人税務司

制度が上海以外の条約港､ならびに内地通過税の徴収機構と矛盾を抱えており､それらと

の関係を調整 しti:ければならないとみなすものであるCそしてこうした課題のもち方は､

実は何も外国商人に限られるものではなかった｡

第五節 上海の夷税と産金

第三節でも少 し触れたように､清朝上海当局はこのとき､軍営としての公的な税収調達

が急務 となっており､外国人税務司制度の設立をうけいれたのも､その方針の一環であっ

たDけれどもそれは､彼 らが当初よりこの制度に期待をかけていたという意味ではない ｡

彼らが直接あてにしていたのは､一八五三年小刀会の蜂起により江海新関の機能が停止 し

たさい､未納 となった八〇万両あまりにのぼる夷税の速達であった｡外国人税務司制度を

うけいれたのは､それをえるための方便にすぎなかったようにも思われる｡

ところがその未納税がイギ リスとアメリカから期待 したように還付 されない一方で､外

国人税務司制度が規則どおりの徴税を実行できることが明らかになってくると､彼 らはよ

うや くこの制度の樺能に注目するようになる｡その最たるものが江蘇巡撫吉爾杭阿であっ

た｡彼は一八五四年一〇月､前章第三節に言及 した条約改訂交渉 (8日に前向きに取 り組む

よう要請 した上奏において､

いま外国人がこちらを助けて賊を駆逐 しようというのは､もとより全面的に信 じられ

ないが､関税なら確実に徴収できるとみてよいo去年上海が陥落すると､夷税はつい

に不足 して しまったo イギ リス公使パウリングが五月に上海に来て､新税の徴収をと

りきめ､旧税は商人たちに弁済を検討するよう命じて､広兼に赴いた｡ところが彼が

広兼から上海にもどってきていうには､前任公使ボナム (SirS.GeorgeBonham)が

イギリスに帰国して､中国はイギ リス商人を保護できず､五港は必ず しも平穏ではな
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く､貨物 も売 り捌 くことはできないと吹聴したため､イギリス国王は未納の旧税を納

めるに及ばないと命 じた､と.･･-･･〔成豊四年〕六月一八日 (一八五四年七月一二E])

に貿易を再開 してから､いまちょうど貿易のさかんな月にあたっており､すでに新税

として銀四〇余万両を徴収 し､上海の糧台の支出および掩層船 ･爽板船の乗組貞にあ

たえる給与のはか､南京の江南大宮に五万両､蘇州布政司庫に二万両をおくったうえ､

紅単船の乗組員の給与 として銀六万両を準備 している｡さかのぼるに太平天国鎮圧の

戟争がおこってか ら､必要な軍費は多大で､八方手をっくし､去年は応急の措置とし

て､漕米を銀で徴収 して流用するまでになった｡今年の五～六月になると､布政司庫

はまたもやすっかり空で､軍中はほとんど糧食が断たれるまでになった｡幸いに夷税

の徴収がはじめられ､どうにかおかげで上海は間に合い､また南京 〔の江南大官〕な

どにも資金援助ができるようになった｡私の聞 くところでは､広東省では土匪が蜂起

し､広州は戒厳令がしかれているという｡だとすれば広東がなすべき毎月の援助は期

待できないし､江蘇省の漕米も朝廷に捧げなければならない租税であるから､断 じて

去年のような銀での徴収 ･流用を､通常のものとして行なうわけにはいかない｡ これ

では夷税なくしては､はかに調達できる税収はないのである｡おそるべきは､パウリ

ングらが何 らかのきっかけで紛擾を起こし､ボナムがしたように､反抗 して夷税をひ

きわたさな くなることであり､そうなれば上海の一宮がたちまち軍費が断たれて しま

うだけでなく､南京 〔の江南大宮〕や鎮江の紅単船などの軍営にも資金援助するすべ

がなくなるであろう｡ (川

といっている｡いわゆる旧税 とは外国人税務司制度設立以前の､とくに兼納税を指 し､新

税は設立以後に徴収 した英税をいう｡彼の要請は､江森省の財政事情の悪化にともなって､

江海関の夷税の比重がにわかに増大 したため､外国との関係悪化によって未納税を含む夷

税の納入が拒否 されるのを避けようというにある｡ただし看過 してはならないのは､その

背後に外国との関係が良好であれば､旧税はともかく､新税は確実に入って くるという兄

とおしをもっていることである｡彼が軍費としての夷税収入を重視 した前提として､確実

な徴税をなしうる外国人税務司制度の存在があったと考えるべきであろうロ

このように上海当局にとっては､夷税が主要な内乱鎮圧の軍費と位置づけられる以上､

外国人税務司制度は､夷税を確実に徴収する機能をもつがゆえに､内乱が続 き､他の財源

が期待できないかぎり､存置すべきものとならざるをえないDそうした認掛 ままもな く､

書簡杭岡 と両江総督悟良がさきに述べたような福州での茶輸出､さらには寧波での那 Jな
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き米糧の搬出との関係から示唆 している｡

いま福州の海関が本当に夷税を割 り引いて 〔外国商人を〕招きよせ､脱税を野放 しに

し､寧彼の海関が貨物や米糧の海洋への搬出に対 し､まったく規制を加えようとして

いないのなら､外国商人は利益だけを求めるものだから､勢い上海を捨てて寧波 と福

川に向かうことは必至である｡もしこちらで不足 してもその分がそちらで増えるなら､

たがいにくみ注げるから差 し支えはないが､おそれるのは､寧波も福州 も積年の弊害

がひどく､そのままの状態が続 くことで､そうなれば上海の関税はたちまち不足 し､

寧波 ･福州もほとんど増えず､あらゆる局面で型肘をうけ､外国人の税率削減の計略

にまんまと陥って､こちらの軍費が続かなくなり､手の施 しようがなくなろう｡･･････

福州清華 ･間断総督､漸江巡撫に脱税を厳重に取 り締まり､税別にしたがって画一に

徴収させるよう､･･･.･働 命を下 されたい｡そうすれば､五港の徴税方法に相違がなく

なり､夷税 も日々不足をきたす ことはなくなろう. (99)

ここで彼らが憂慮するのは､福川と寧波での取締がまった く不十分なため､上海の貿易が

両港に奪われるうえに､夷税収入全体が減少することであり､その対策として､両港にお

ける税別にしたがった ｢画一｣的な徴税を提起 している｡直接に外国人税務司制度に触れ

るところはないけれども､上海では外国人税務司制度によって税別を遵守 した徴税が行な

われている状況に鑑みれば､両港でなされるべき ｢画一｣的な徴税 とは､江海関にならっ

ての ｢画一｣化という意味としか考えられないであろうQすなわち江海新関の制度はその

ままにし､よしんばそれと同一でなくとも､同じ程度に有効な方法を両港にとらせて､徴

税に相違をなくすという手順になるはずである｡こうした上海当局の課題認識は､その関

心の置きどころはまったく異なるものの､結果として外国商人の ｢存続論｣とほぼ一致 し

た内容になっているのである｡

もちろん上海当局が悼みとしていたのは､夷税ばかりではない｡これよりさき､太平天

国鎮圧のための財源として､産金が創設されたのは周知のとおりであるが､このころにな

ると､上海でも着々と産金徴収機構が設けられつつあったoその課税対象はほとんどすべ

ての交易商品に及び､外国と貿易される貨物 もその例外ではなかった｡一八五六年半ばの

報告によると､上海の産金徴収には､銘茶局 ･城局 ･郷局の三局が設けられており､文字

どおり抹茶局は茶や生糸などの産金をもっぱらに徴収するもの､械局は県城内外の商業､

なかんず く大豆業者に対するもの､郷局は閲行鎮に置かれ､̀郷槙の商人から産金を徴収す

るものであった凸そのうち銘茶居は ｢他局に甲たり｣､と称せ られたように､主要輸出品で
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もあった生糸と茶に対する産金がもっとも重要なものであった 【108㌦ ここでは､その徴収

のしくみが問題 となる｡

生糸と茶に対する産金の徴収がはじめられたのは､成豊四 (一八五四)年の秋のことで

あるが､はかばかしい成果があがらなかったため､上海知県黄芳は江海関に梅関税と一括

して徴収､送金させるよう提案 した｡これを一つのきっかけに､成豊六年六月から七年に

かけて鮭金が増額きれ､その徴収機構も整えられてゆくO枝葉末節を省いてごく簡単にま

とめると､それはまず江海関の分局たる南北両iの属更たちに､通過する生糸や茶の数量

を調べさせ､そのうえでこれ らに課せられる産金の納入と送金は､新たに商人のなかから

選ばれた善事が責任をもって行なう､というおよそ二段階の手順からなっていた｡第一の

手Jl酎ま黄芳の提案を認めたもの､第二はあらためたものであろうが､ともに生糸 ･茶の産

金徴収機構の主たる特徴をなす｡第-の手順のように規定されたのは､先述のように南北

両iでは夷税の徴収のため､生糸や茶の数量を記入 した聯単が発行され､外国商人と取引

されたなら､外国人の司税からも験単が交付されるため､産金の課税対象となる生糸 ･茶

の把握は江海関で行なうのが､もっとも便利かっ正確であったからであろう｡第二の産金

の納入と送金が董事に委ね られたことについては､その理由として南北両千の青菜が徴収

や送金まで直接に扱えば､その権限が大 きくなりすぎて不正の温床になる､といわれてい

る｡けれどもこの点に関 していっそう注目すべきは､それまで上海県兎の監督のもと産金

徴収にあたってきた前垂事金桂 らのやり方が宜 しきをえなかったと評価されていること､

そして彼らに代わって重事に選ばれたのが､楊坊 ら四人の有力商人であった l̀Dl'ことであ

る｡

このとき生糸 ･茶の産金を最終的に負担 していたのは､糸桟 ･茶桟であるo成豊六年五

月末までの決算で銅銭二五〇〇〇貿文あまりにのぼる産金の未納分は､練桟 ･茶桟の帳簿

にようて確認 され､ほかならぬ瑞枝 ･茶桟の未納額として計上されて早る 1̀02-からであるo

この綿枝 ･茶桟は主に洋僅浜に建てられたもので､前証 (50)でも触れたように､一般的な

号商のなかから外国商社との取引に特化 してきた仲買 ･倉庫業者であろうo前萱草金桂 ら

の身許やその実務の内容は詳 らかではないが､新たに蘇茶席の善事となった楊坊 らは､耕

桟 ･茶桟の リーダ-格であったと考えられる l̀D3'o Lたがってこの董事の交替は､実質的

に生糸 ･茶の産金納入の貴任を､その取引でもっとも勢力のある商人たちに特定 して負わ

せるという措置であり､そしてそのほうが有効な徴税方法であったことを意味 していようo

この措置の原理は､第-章および前章第-節で論 じた卑海関における洋行から特化 してゆ
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く外洋行の場合と同じである｡そして楊坊をはじめとする綿桟の領袖たちが､やがて薩金

納入の貴任を負 ったのを利用 して蘇葉会館を結成すること､またそうしたギル ドが内地流

通を独占､支配 してゆくこともすでに明らかにされている｡その詳細は本稿の範囲を逸脱

するので立ち入って論 じないが､商人が徴税の責任を負わされることを通 じ､ギル ドを結

成 して独占を組織 し､流通を支配するに至るあり方が､内地で通用 していたことは確認 し

ておこう(lD4㌦

以上から読みとれるのは､夷税 と産金は課税対象が同一の商品であり､それが運搬 され

る経路､ひいては把捉 ･算定される場 も重なりあい､さらに前註(67)にも触れたように､

おそらく中国商人が一括 して同 じ海関銀号に納入する(105)場合があったにもかかわ らず､

これらをまった く別個の徴税 として行なう江海新関と轟茶局が分立 したことである｡ この

重複と分化は､けっきょく夷税 と産金それぞれの納税の担い手のあり方に基づ くものであ

ろう｡いうまでもなく前者は外国商社であり､後者は轟桟 ･茶桟に代表される中国商人で

あるO両者は上海という場で取引をともにし､外国商社の買桝であれば同一人物であった

可能性もある｡これが重複する局面であるOその一方で両者は､対外貿易 と内地流通とい

うように主要にかかわる市場をそもそも異にし､それぞれに別の倉庫をそなえていた｡ こ

れまで見てきたように､海関の課税が貨物を集積する外国商社の倉庫を主たる対象にした

こと!こ鑑みれば､これは分化の局面 といえるoこの場合､たとえ夷税 と産金の納税者が同

一人物であっても､その資格はそれぞれにおいて使い分けられるべきであり､今日買雛と

通称 される中国商人の地位が､当時からすこぶる暖昧かっ複雑なものとみなされた (lDBL
因 も､そこから説明できよう｡

このような重複 ･分化が混沌 とした状況を､前節に見た外国商人の ｢廃止論｣｢存続論｣

とつきあわせてみると､両者 とも上海という場で夷税 と産金 とが重なりあう部分 しか問題

としていないことがわかるo前者は夷税の厳格な徴収を廃止 して､産金を中心 とする内地

通過税に一元化 しようとするもの､後者は遊金を規制 して､夷税に一括 していこうとする

ものであるo このような夷税か産金か､との択一的な考えに対 し､上海当局者は､財源確

保 という動機 も大いに手伝 って､夷税も産金 も､というものであった｡言い換えれば､夷

税と産金の分化のほうにむ しろ重 きを置き､それを意識的に助長 し､夷税は夷税､産金は

産金であって､互いにかかわりはないとする考え方であった.一八五七年､イギ リス領事

ロバー トスンが産金は実質的な増税であると抗議 したさい､ ｢中国商人が自発的に寄付 し

ているのであり､外国商人に不都合なところはない｣■､あるいは ｢外国商人とはかかわり
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がない｣とする態度を決 してくずそうとしなかった 川̀ 丁'のは､こうした考え方によるもの

であったのである｡

小結

開港当初の上海では､まず卑海関の旧外洋行制度にみまがう特許方式による夷税の徴収

が行なわれようとした｡それを条件づけたのは､やはりあたかも旧外洋行のように､南茶

桟や憎生行に代表される大規模な仲買 ･倉庫業者が､中国内地の商人と外国商人の間に介

在したことにある｡こうしたいわば上海の広東化の趨勢は､イギリス領事 も危倶するとこ

ろであったが､まもなく-頓挫をきたし､それと並行 し､夷税を区別 してもっぱらその徴

収にあたる新たな機構が形成 される｡ところがそこでは密輸や脱税が横行 し､その弊害を

防止､除去すべきものとして､外国人税務司制度が創設されるのである｡

以上の過程で注目すべきは､貿易取引構造と夷税徴収機構の関係である｡一八四〇年代

中に上海の広東化が終蔦 したのは､外国商社の倉庫所有と内地購買制度の流行による取引

構造の変化に起因するものであった｡ これと時をほぼ同じくする江梅新関の設立は､そも

そもの動機はどうあれ､租界内に設けられて夷税を専門に扱ったことにも窺われるように､

そうした取引様式の変化に対応すべきものとして位置づけられた｡しかしそれまでごく当

然のものと考えられた旧外洋行的な徴税方法が不可能 となっては､新関当局には徴税を有

効に実現する手段は容易に思いっかなかったし､また規定どおり徴税を行なわねばならな

いとする動機にも乏 しかった｡広東人が多数を占めた海関更と納税者が直接に交渉 したこ

とを主因とする密輸や脱税は､そうしたところに醸成されたのである｡やがて内乱鎮圧の

ため､夷税を確保せねばならないという認識が清朝側に生まれると､江梅新関の問題は､

有効な徴税手段をどのように揃うべきかという一点にかかってくる｡外国人税務司制度は

まさしくそのために考案された ものであった｡そしてこの制度はそれまでに形成 されてい

た夷税徴収機構の一部として､課税額と徴税額を正確に把起 し､それに基づ く納税を外国

商社に義務づける機能を有 したにすぎないものであった｡

このように見てくると､外国人税務司制度の設立に関 し､これまでの研究でしばしば論

じられるような関税行政権の奪取 という位置づけは､問題の設定そのものが歴史的事実に

即していないことが看取でき､そうした結論は成 り立つペくもないであろうoまたこの見

解と対立するフェアバンク氏の枠組にも問題がある｡氏は上海の広東化の時期を一八五〇
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年代初頭に置き､それを克服 した条約国協力体制の形成の所産としての､また ｢法の支配｣

実施の主体としての外国人税務司制度の設立､という推移を想定する｡ しか し前述のよう

に､広東化は四〇年代に終わっていたのであるから､外国人税務司制度はそれに具現化さ

れる清朝的な体制の克服をめざしたものではありえない｡また外国人税務司制度は､夷税

徴収機構の一部を占めるもので､条約に基づ く課税を実施するという役割 も､それまでの

夷税徴収機構の運用をあらためる一手段にすぎなかった以上､清朝的な体制 とあい対する

体制の象徴 とまで位置づけることはできないであろう｡

それにしても､外国人税務司制度による合法的な課税と厳格な徴税は､当時は各方面か

ら衝撃をもって迎えられたものであったOそこから惹起された議論は､外国商人の ｢廃止

論｣と ｢存続論｣､および清朝上海当局の主張にまとめられる｡これ らの議論から上海め

外国人税務司制度をとりまく状況が浮かびあがってくるOその-つは福相をはじめとする

他藩の夷税徴収の実態であり､それとこの制度 とのかかわりである｡第二に輸出と輸入､

およびそれらと内地流通をむすぴっける上海の経済的な位置であり､そうした中英間の通

商における上海の中心港化 という動向と外国人税務司制度との関係である｡第三は上編で

の産金を主とする内地通過税と夷税の関係であり､両者の重複 と分化をいかにとらえるか

という問題である〇三着あい通ずる部分をとりあげ整理すれば､その外国人税務司制度に

対す阜将来的な関心がいずれも､この制度と上海以外の条約港､ならびに内地通過税 との

関係をどのように調整するか､に収赦 していることがわかるoそこでの外国商人､清朝当

局それぞれの利害には一致するところもあれば､対立する側面 もあったが､それは7ロ-

戦争を終結 させる天津条約 ･北京協定の交渉 ･締結を通 じて､一応の妥協がはかられてゆ

くo それがとりもなおきず･洋関形成の契機となるのであるが､その叙述は次章に譲 られ

るべき課題である.
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第四革 紐税務司の設立 と洋関の形成

はじめに

清未中国の政治 ･外交 t経済などのさまざまな方面において､洋関および総税務司-ー

トの果た した役割の大きさは､あらためて強調されるまでもなかろうo_これを中心に据え

た体系的かつ包括的な研究 も､これまで少なからず発表されてきたく1㌦ そうした現状でな

お検討すべき問題として残されているのは､上海の外国人税務司制度が総税務司を長 とす

る清朝の機関としての拝聞へ発展 してゆく過程の分析であろう｡もちろん従来の研究が､

それを閑却に付 してきたというわけではなLIo初歩的な事実関係だけならば､既往の詳細

をきわめた論述によって､我々共有の知識となっていよう｡しかし総税務司が設けられ､

洋関が形成される具体的な契機を問題にするならば､それは十分に解明されたとは思えな

いOいま一度その過程を跡づけっっ､ともすれば見すごされてきた事実関係を指摘するこ

とが､本章の第-の課題となるであろう.

また他方にはハー ト個人に焦点をあて､彼の多彩な活動を詳細に明らかにした研究が存

在する (2㌦ これらは清未における独特な総税務司の地位がハー トの登場 とともに設定され､

彼がそれを独占しっづけたという事実によって､彼一人の伝記にとどまらず､ひろく洋関

制度史をも叙述する結果となっている｡ しかしそこでは､彼が立脚 した地位まで彼個人に

還元されて､総税務司というポス トそのものに対する考察は､いささかなおざりになって

いる感が拭えないoさしあたり彼と総税務司を切 り離 して考えないと､総税務司という地

位の特質､そしてそこでの-ー トという人物､この両者のかかわりと位置づけは､かえっ

て不分明になってしまう｡そうした問題をここであわせて考えてみるのも､あながち不要

な作業ではあるまい｡本章においてこれまでの膨大な研究を全面的に批判 し､あらためて

祥関と総税務司を位置づけなおし､その中国近代における再評価を試みるなど､もとより

企て及ぶところではないoけれどもそうした包括的な研究をすすめるさい一助となるよう

な展望は､以上の作業を通 じて提示できると考えている｡

第一節 アロ-戦争と外国人税務司制度

前章第四節で述べたとおり､外国人税務司制度は当時の上海の外国人社会において､存
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廃相い対立する侃謂たる論議の的となっていたo折 しもそこに勃発 したのがアロー戟争で

あり､そこでの条約改訂交渉において､この制度が姐上にのぽされるべき懸案の一つとな

ったのも､いわば当然のなりゆきであったoいうまでもなくこの交渉全体を リ- ドしたの

はイギ リスであり､外国人税務司制度にもっとも大きな関心をもっていたのも､やはりイ

ギリスであった｡したがってまず､アロー戦争におけるイギ リスと清朝の問の折衝におい

て､イギリス当局が外国人税務司制度に対 し､いかなる見解をもっていたか､またどのよ

うに手を加えようとしたのか､を見ておく必要があろう｡

当時のイギリス側にとって主要な問題 とされたのは､第-に､司税の江海新関行政に対

する外国商人の意向､そして第二に､上海駐在のイギ リス領事 との対立を惹起せしめる一

因となった司税の法的身分の唆昧さ､つまり司税は実質的な任命権を有 した英米仏三国の

領事と清朝の江海関当局 とのいずれに従属するのか､という二点に整理される (且)O

まず第-の点に関 しては､すでに前章で通商面における外国商人の関心か ら言及 したと

ころであるが､いま一度イギ リス当局の考え方とのかかわりから触れておこうO ｢廃止論｣

の主張は､外国人税務司制度の廃止を通 じて､上海と他港との対等化をめざす ものであっ

たが､純粋にそうした考えからだけのものではなかったようにも見 うけられる｡ ラッセル

商会をはじめとするアメリカ商人が駐華弁務官パーカー (peterparkeT)に送 った書簡に

よれば､

中国における海関業務は､中国人が管耳 していれば容易に処理 され､急を要する場合

には､手早い事務処理 と船積みの迅速さにおいて大いに有利なのである｡ しか し司税

によって設けられた､綿密にして若干の点において埴墳な諸規則により､この利点は

失われているoこれはそれ自体､我々にとって少なからぬ損失 となるD M

とあるoそれまでの清朝の海関行政では､外国商人の多くは大規模な脱税を行なっても､

ほとんど答められることはなかった｡いわば不正が常態となっていたから､一転 して規則

を遵零 し､あらゆる不正を摘発 して侍 らない司税が設けられると､みずからに不利なのも

のとして､これを敵視 したとしても不思議ではない｡上の文にはそうした感情 も多分にこ

められていようo いずれにしても ｢廃止論｣は､上海におけるそれまでの不正な慣行の復

活を期待する側面 もあったのである｡

イギ リス政府は ｢廃止論｣にそうした企図が含まれている以上､それに対 し冷淡になら

ざるをえなかった□外相 クラレンドンは前章第四節に見たように､すでに一八五五年の段

階で､外国人税務司制度そのものには支持を表明しでいたし､この条約交渉にあたって仝
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植エルギン (JaTneSBruce.eighthEarlofElginandtwelfthEarlofKincardirte)に

下した訓令においても､ ｢実際､イギ リス臣民は､何 らかの不正な取引に従事 したなら､

その後累から保護を加えられるべきではない｣ (B'という基本的な立場を明らかにしている

からである｡また現実に交渉に従事 したエルギンも､上海でこの制度を目の当たりにする

と､ ｢上海では輸出入いずれにおいても､徴税がきわめて正当かつ公平に行なわれている｡

･･･-･そのうえ正直な 〔外国〕商人にとっても､いかがわしいと知りつつ不正手段に訴える

ようなことな く､儲けられるので恩恵 となる｣ (8)と報告 しており､明らかに外国人税務司

制度の有力な支持者となった｡ しかもイギリス側の条約交渉の実権を葦撞 したのは､彼に

随行 した司税出身の通訳官たるウェー ド (ThomasF.Wade)とレイであった … か ら､イギ

リス当局が ｢廃止論｣を支持するなど思いもよらなかったのは､当然であったのかもしれ

ない｡

一方 ｢廃止論｣と対立する ｢存続論｣は､駐上海イギ リス領事ロバー トスンも､ ｢外国

商人の感情は総 じて､ 〔上海の〕外国人税務司制度に好意的である｡それはみなを同等の

立場に置いているからである｣(a)というように､主流派的な勢力を形成 していたoそうし

た状況において､上海商業会議所がェルギンに提示 した意見を見ると､

対外貿易に開放されているすべての港は､徴税に関 してはまったく同一の地位に置か

れるべきである｡一八五四年七月に上海に設立された外国人税務司制度は､いまのと

ころ例外的なものである｡･･--この制度が新たな協定のもとでも存続するとした ら､

それは全開港場に適用されなければならない｡そうした適用の障害となるかなりの困

難､なかんずく有能な通訳の数の不足から生ずる問題があるように思われるけれども､

この制度は最良のもので､上海でこれまで円滑に機能 しているO 脚

とあり､慎重な姿勢を鯛きないなかにも､その主張を巧みに織り込んでいるo外国人税務

司制度を他港にも導入することで､上海と他港 との対等化をめざす ｢存続論｣者は､パウ

リングの福州交渉が失敗 したため､当面､目標実現の見込みがなくなっていたロこの条約

交渉は彼 らにとって､その恰好の機会ととらえられたであろうo それゆえイギ リスの交渉

当事者は､外国人税務司制度を維持 しようとすれば､まず外国商人の多 くが支持する ｢存

続論｣を承けて､この制度を上海以外の条約港に導入する手を打たねばならなかったので

ある(lD)O

このように条約改訂交渉にあたって､外国商人の意向としてイギリス交渉当事者がとり

いれたのは､ほぼ全面的に ｢存続論｣の考え方であったといってよいであろうo Lからば
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彼らの考えがまったく ｢存続論｣者の外国商人と同じであったか､また ｢廃止論｣がこの

のちまったく問題にならなかったかといえば､必ず しもそうとは限 らない ｡イギ リス当局

の立場からすれば､その外国人税務司制度-の支持は､清朝政府を支持するという方針の

一環としてあったものであり､条約港の通商に限っていえば､すでに南京条約の締結当時

より､中国貿易の正常な発展を促す観点から､多かれ少なかれイギ リス駐華当局が考慮 し

てきた､そこでの秩序を維持 し､外国商人による条約権利の濫用を統制する `11)､という

方針とつながってくるものであった｡外国人税務司制度に関 して､表面的には ｢存続論｣

でまとまったかに見えるイギリス側の態度は､外国商人が清朝官吏の活動に規制を加えよ

うとしたのに対 し､イギリス当局が外国商人の活動を拘束 しようとする点で､すでに深刻

な矛盾を学んでいたというべきであろう｡それが早晩露呈するのも免れないところであっ

たが､それはアロー戦争が終結 し､局面が変わってからのことであるので､詳 しくは後述

に譲ろう｡

第二の司税の法的身分の問題については､イギリス側はすでに一定の結論を出 していた｡

外国人税務司制度が設立 されると､その実権は当初よりイギ リス人司税 ウェー ドが撞った

が､在任一年で彼が辞職すると､イギ リス領事に与えられていた選任権を無視 して､ レイ

がその後任に就き､精力的に業務を遂行 していた｡入港船舶の扱いに対する領事 と司税の

棒隈の未分化などに加えて､こうしたいきさつもあってか､ロバー トスンは独断専行に傾

きがちなレイの活動にきわめて不満で､海関からの領事宛書翰を封 も切 らずにつきかえす

ことさえあえてしたという 1̀2㌦ そうしたなかイギリス本国政府は､一八五五年九月､ウ

ェー ドからレイへの更迭を正式に認めるにあたり､司税は事実上中国の官吏であって領事

に従属するものではなく､領事の司税に対する生殺与奪の権限は､これを否認するという

見解を示 し､イギ リスと外国人税務司制度とのつながりを断ち切ることとした く13㌦ ただ

しこれが当時においては､イギリス政府の一方的な措置であり､清朝側を何 ら拘束するも

のではなかったのは､いうまでもあるまい｡

そのため条約交渉のときにも､こうした司税に対する領事の任命権や干渉権は､現地に

おいては再び問題とならざるをえなかった｡なお江海関での不正が根絶 されていないと見

ていた盤寧波副領事メ ドーR'(ThomasT.Meadows)の見解に､

外国人税務司制度は･--事実上外国によって保守されているのも同然で､･･=-その権

力､尊厳､有用性はまったく外国の与えた人見､援助､支持によっている｡それはあ

らゆる健全な行政からその主要な機能を奪うもojtであるOi-･ヰ 国人の無能にともな
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う腐敗なら､克服されうるものであるので堪えられるであろう｡しかしもし腐敗が外

からの力で支持されたとしたら､その弊害はあまりに甚だしく堪えられないものとな

ろう｡ (1日

とあるように､領事の任命権や干渉権は､この制度のあり方そのものにまで批判が及ぶ有

力な論拠にもなっていた｡かつて司観 レイと鋭 く対立 しっっも､外国人税務司制度の機能

の有効性まで否定 しなかったロバー トスンも､ ｢その原理は健全で望ましいものとは思え

ない｣とメド-ズと同様の考え方を示 し､司税の存在自体が外国商人の正直さに対する非

難を含意すること､関税の軽減 もしくは全免によって外国人税務司制度を廃止 しうること､

を進言 している (16)のである｡

クラレンドンは条約交渉に臨んで､この間題について明確な指示を出していないけれど

も､エルギンに対する訓令には､ ｢イギリス領事館当局が､中国当局の意志以上に､中国

の関税収入に大きな保護を加えようとするのは､その義務ではない｣ (川 と述べており､

一八五五年当時の方針に大きな変更は加えていなかったようであるO外国人税務司制度を

支持するエルギンは､この一節を解 して､

クラレンドン卿は関税徴収において､中国政府を補佐するイギリス人の雇用には反対

しなかった｡彼が反対 したのは､そうした人々の任命にイギリス領事が干渉すること

であった｡というのは､イギリス政府が彼 らの行為に対 して､何らかの責任を負 うこ

とになるからである｡ (1日

と考えた｡外国人税務司制度を存続させるのであれば､上のような現地外交官による批判

が一方に存在することをも掛酌 して､清朝との条約において明確に司税の地位を規定 して

おくのが望ましかったであろう｡かくしてエルギンは､

イギ リス領事が中国側の関税徴掛 こ協力しなければならないという南京条約の条款を

省き､･･････徴税のために必要とする手段を採用 し､雇用に適当なイギリス人ないしは

他国人を選任する権限を中国政府に委譲する｡ 川̀

という方針を決定する｡ ｢南京条約の条款｣とは正確には前章に触れた ｢干渉権｣を指す

が､これはオルコックが外国人税務司制度を考案 したさいにも､領事による司税任命の根

拠としたものである｡それを否定するのはとりもなおきず､領事と司税との関係を断ち切

ることであり､ひいては､外国による中国の海関行政への関与から招 く批判と責任を回避

しようという企図をこめたものであったoそして司税任命を清朝側に委ねたのも､明らか

に外国人税務司制度の存続を前提としたものであり､それまでと同様の運用と機能を期待
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していたのである｡

以上に論及 したように､上海における外国人税務司制度に内在 した問題の対策 として､

イギリス側が要求 したのは､この制度の全開港場への導入と司税任命の清朝側 への委任で

あったD-^五八年一一月八日に調印された､天津条約の附属協定たる通商章程善後条約

の第-0粂 (L9) (以下､ ｢葺程｣と略す)には､こうLて､

イギリスとの通商において増加 しつつある中国の関税収入の確保にもっとも適当と思

われる方法を採用するのは清朝政府の随意であるが､ここに全条約港において画一的

な制度を施行すべきことを協定する｡

したがって､清朝政府から任命された対外貿易を管理する大臣は､随時みずから､ま

たは代理の者を派遣 して､諸港を巡回し､海関収入の管理､密輸の防止､･--におい

て白身を補佐するのに適当と認めるイギリス臣民を､イギリス当局の提案や推薦にか

かわりなく､みずからの裁量で選任することができるO

と規定されたのである｡この条文が上に見たイギ リスの要求にはぼ照応 しているのは､容

易に看取されるところである｡けれどもこのような規定が､楢朝政府 と結ばれた条約にお

いて明文化 されたという事実を考えるならば､ ｢章程｣の表現からみるかぎり､次のよう

な疑問が浮かぴあがらざるをえない｡清朝側にとって ｢もっとも適当と考える方法｣が､

なぜ条文の後段で自明のように示される外国人税務司制度であったのであろうか｡またな

ぜこの ｢章程｣が定められてまもなく､総税務司というポス トが設置され､洋関 という機

関が形成 されるのであろうか｡ ｢章程｣がイギリスの要求を具体化 した ものにすぎない以

上､これらの問題の解答は､外国人税務司制度に対するイギ リス側の認識とは別のところ

に求めなければならない｡ したがってイギリスの働きかけに対応するところの､清朝側の

態度およびその推移を見てゆく必要があろう｡

第二節 酒朝潮の態度

周知のようにアロー戦争当時､清朝政府内部は交戦国たるイギリスとフランスに対する

｢主戦派｣と ｢和平派｣に分かれていたO天津および上海において､これ らの国との交渉

の矢面に立たされた内閣大学士桂良は､英仏連合軍の武力には到底散 しえないことを慮 り､

巧妙果敢なる和平工作を展開する｡彼の立場を強 く支持 したのは､両江総督何桂清をはじ

めとする上海の地方当局者たちであるo このときすでに通商の中心地であり､外交交渉の
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一拠点 ともなり､したがって外国との接触が多 く､かつまた太平天国軍の脅威が身近に迫

る上海 という場を背景に和平を主張 したのである `ZD'o彼我の力関係を認識 し､つねに現

実主義的であった彼 らが唱えた和平論は､海関についても言及するところが少なくなく､

すこぶる示唆に富むものである｡

桂良が外国との交渉において､つねに念頭に置いていたのは英税収入の問題である｡彼

は天津条約締結の直前､吏郡尚書花沙納 と連名の案文において､外国とは戦えない理由を

五つ列挙 している｡そこで軍費の不足と関税との関係について､

国内の匪賊がなお鎮圧 きれていないうちに､外患まで起 これば､軍隊の徴発 もままな

らず､軍費の調達 も容易ではなくなろう｡以上が戦争 してはならぬ第四の理由である｡

各国となるべく早 く講和 して､すみやかに通商できるよう協議すれば､関税収入は日

一日と充足 し､軍費 も賄えようo講和せず戦いに及べば､門戸を閉ざすには至 らなく

とも､税収は限られて しまい､江南の軍隊が食糧を求めて悲痛な叫びをあげても､対

処するすべがなくなるであろうoこれが戦争 してはならぬ第五の理由である｡ (21)

といっている｡これは彼 ら独自の着想というよりも､江南の実情を跨まえたうえで､それ

を対外関係 とのかかわりにおいて､ありのままに伝えたものにすぎないであろう｡前章第

五節に見たように､すでに一八五四年 ごろより江蘇省の軍費は､ほかの財源からの充当は

期待できず､その大部分を夷税 と産金に仰いでおり､このときになっても､それに大 きな

変化はみられなかった (22㌦ こうした状況に鑑みれば､軍費をいっそう必要 とするばか り

か､尭税収入を大 きく制限することにもなる外国との戦争は､内乱の鎮圧と矛盾するはか

なかったであろう｡

そのため彼 らは､夷税収入を稀少させようとする動きには､それがたとえ外国との戦争

でなくとも反対せざるをえなくなる｡一八五八年六月に天津集約がいったん締結 されたの

ち､ ｢主戦派｣を中心 とする北京朝廷は､そのもっとも承服 Lがたい第二条の外国使節の

北京駐在､第九条の内地旅行､第-0条の揚子江の開放､特別粂款の陪償金の支払 という

四項目の取消を､いわゆる上海での税別会議において､夷税の全免を代償にして実現 しよ

うとはかった｡桂良や何程滴 らがこうした方針に対 し､全面的な反駁を加えて成豊帝 らの

指示に従わなかったのも､けだ し当然であろう｡ただしこのときになると､彼 らの反駁に

は内乱の鎮圧 とのかかわりのみにはとどまらない論点が含まれてくるo

彼らは夷税全免に対 して ｢憂慮すべきもの｣一〇ヵ条をあげているが､そのうちまず注

目されるのは､夷税収入の位置づけであるD
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外国人は毎年四〇〇〇余万両の税銀をえている｡いま我々の免除する額は数百万両で､

必ず しも彼 らの心を動かせるとは限らないにもかかわらず､彼 らの富を増 して しまう

結果になる｡そうなれば富国強兵の利権は､見返 りもなくそっくり外国に授け与える

ことになろうO (23)

夷税は彼 らの考え方によれば､ ｢富国強兵の利権｣たりうるというのであるo彼 らはこの

｢富国強兵｣の内容 として別の重文で､清朝が外国に対 してその主張を貫徹するには､ま

ず軍隊を精強にし､軍費を充実 し､兵器を強化する必要がある､とも述べている 2̀4'｡｣

れにはみずからの和平方針の弁明も含まれてはいるが､いずれにしても夷税が､当面の内

乱鎮圧に不可欠なばかりでなく､将来的かつ対外的な局面において必要となる財源 と見て

いるのは間違いないであろう｡また ｢夷税はきわめて巨額であり､外国人から徴収 しない

となれば､その分を中国商人から徴収 しなければならなくなる｣ (川 というのも､一つに

は､夷税が財政的に重要な地位を占めるとの考え方によるものとみなせよう｡

上の引用文のうちいま一つ注意を惹 くのは､夷税の全免が外国人を富ませても､ ｢必ず

しも彼 らの心を動かせるとは限らない｣という部分である｡この文では ｢外国人｣と一指

しているためわかりづらいけれども､これよりさき何桂酒が単独で上 った奏文 と蛸 らしあ

わせると､その含意が明瞭となろう｡

外国人のうち中国を往来 し貿易する者は､ ｢夷商｣という.各条約港での ｢東商｣の

貿易を統轄 し､彼 らの利益の一部をとって自国の財政に供する者は､-･小我々は ｢夷

酋｣とみなす｡領事たちは ｢夷酋｣に属する人々である｡だとすれば ｢夷酋｣と ｢夷

商｣は､別のものに分けて考えるべきである｡--･夷税は ｢夷商｣か ら出るもので､

｢夷酋｣とは関係ない｡もし輸出入税を免除すれば､ ｢夷商｣はもとより喜んで従お

うが､ ｢夷酋｣はやはり感激は覚えないであろう｡ (= )

このように ｢夷酋｣と ｢夷商｣､すなわち外交官と商人をはっきりと区別 しており､ ｢心

を動かせるとは限らない｣のは､とくに交渉相手のイギ リス外交官についていったもので

ある 川̀ ｡これは一般論 として､外交官と商人との性格の違いを論 じたというよりも､こ

のときの上海におけるイギ リス側交渉当事者の姿勢が､少なくとも夷税をめぐっては､外

国商人の利害と微妙に異なっていた点をっかんだものとするほうが適当であろうC

イギ リス交渉当局が外国人税務司制度を存続させる方針であったのは､前述のとおりで

あるが､それが清朝の財政とまった く無関係であったわけではない｡クラレンドンは訓令

のなかで､ ｢〔イギ リス側が〕中国側の関税収入を保護すべき何らかの義務を負 うのを控
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えねばならぬ､とあまりに強 く説 くわけにもいかない｣ (川 と､関税収入という清朝の財

政事情にも配慮をにじませているし､またェルギンはそれをうけて､ ｢財政的な観点から

すれば､上海で機能するこの制度は､中国政跡 ことって有利にはたら垂､それによって政

府は､多大な関税収益をあげている｣ {川 と述べているOつまり外国人税務司制度の存続

は､清朝がそれを通 じて､夷税収入をひきっづき獲得することを認める意味をも含んでお

り､いわば清朝支持を財政面で表現するものでもあったのである｡こうした点において､

何桂滑 らの夷税収入に対する見解は､イギリス当局の方針と合致する側面を有 しており､

何桂清や桂良がそれを察知 していたとしても不思議ではないであろう0

それでは彼 らは､イギ リス側の議論で夷税収入と不可分の関係にある外国人税務司制度

そのものについては､どのように見ていたのであろうか｡それに直接説き及ぶ言は少ない

が､夷税そのものの全免か存置かが問題 となっていたからには､彼らの主張のなかに､夷

税の撤収にあ.たる外国人税務司制度に対する考え方も拙 り込まれて】いるはずである｡いわ

ゆる ｢憂慮すべきもの｣の第七条には､

外国人はほかの事にはいっ もきわめて牧村であるのに､ただ納税においてはなお公平

である｡ うまく対処できれば､けっきょく彼 らが法を乱すまでには至るまい｡ 【川

とある｡ この状況はいうまで もなく､外国人税務司制度が実際に機能 していた上海 という

場におけるものであり､ ｢公平｣な ｢納税｣とは､外国商人たちの自発的な行動というよ

りも､むしろ司税による徴税の結果と畔すべきものであろう｡だとすれば将来､外国商人

が ｢法を乱すまでには至｣ らないのも､外国人税務司制度の樺能を根拠にしてはじめて予

想できる兄 とおしということになる｡こうした点について何桂晴は､

関税の徴収を ｢稽徴｣というのは､貨物の輸出入が規則に違反 していないかどうかを

｢稽査｣したうえで､その税を徴収するからである｡ もし輸出入晶の貨税を徴収 しな

ければ､取 り締まる手段がなくなり､ついにはイギリス人たちに中国内地の貨物を､

内地においてほしいままに取引させることにもなりかねない｡中国の利権はすべてイ

ギ リスのものとなり､中国は民は困窮 し､財は尽きることとなろう0-･･･レイは外国

人のなかでも､もっとも校柑な者である｡成畳五年の冬､前江森巡撫吉爾杭阿がイギ

リス公使に通知 して､彼を江海関の司税に登用 し､給与の点で優遇すると､彼です ら

感激を覚え､中国のために脱税を取 り締まったo そのため近年の夷税は､開港当初に

比べれば三一四倍に増加 した｡レイは外国人に憎まれるのをおそれたので､イギ リス

外交官に随って天津に行 き､猫額をきわめ､外交官におもねって､公平なところを見
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せておいた｡ 【81)

と説明し､夷税徴収においては ｢稽査｣､外国商人の取締が重要なのであり､江海関にお

いてはそれが､司税 レイの働きによって成果をあげていたことを指摘する｡すなわち外国

人税務司制度は､外国商人から憎まれると見 られたほどその活動を規制するものであり､

またそうした機能によって､夷税収入の増加がもたらされているとするのである｡彼 らが

夷税収入の増加 ともむすぴっ く外国商人取締の側面からも､この制度を大いに有用視 して

いたことは間違いなかろう｡そしてこうした考え方が､前節でみたような外国商人の統制

の点から外国人税務司制度を支持 したエルギンらの見解と暗合するのも､もはやいうまで

もなく明らかであろう｡

ただし何桂滴 らがそれまでの外国人税務司制度において不満であったのは､司税の選任

権が公式には､依然 として外国側に掌握されていることであった｡司税 ウェー ドが辞任 し

たとき､江森巡撫吉爾杭阿がイギリス領事の選任権を無視 し､その後任にレイの就任を求

めて認めさせた (32)のも､それを奪取 しようとの企図を含んでいたことは疑いない Oそれ

以後､イギリス本国の見解は､司税が ｢中国の官吏｣であるとして､領事の任命権を否定

しながらも､清朝当局はいまだそれを有 していないという哩味な状態となる｡司税が外国

商人の活動を取 り締まる役割を担 う以上､その選任を名目のうえでも外国領事に任せてお

くわけにはいかないと考えるのは当然である｡はたしてこの条約交渉で､上海の税別会議

にあたり､清朝側の中心となっていた按察使署上海道台辞 換 (= )が ｢とりわけ､担当の中

国官憲が白身を輔佐するのに適当と認める外国人を､任意に雇用できるのかどうか問い合

わせて｣おり 川̀ ､彼 らの憂慮がなおこの点に存在 していたのは明白であろう｡だとすれ

ば､公式に司税任命を清朝側に委ねようとするイギ リス側の思惑 も､清朝側の利害 と一致

していたことになる｡

桂良が老櫓な工作で､成豊帝をはじめとする ｢主戦派｣の圧力を緩和 し(85'っっ､通商

条約善後章程の締結にこぎっけたさい､イギ リスの要求を具体化 した ｢章程｣をほぼその

まま呑んだのも､彼 らの主張がそれとほとんど合致 していたことによるものである｡通商

条約善後葺程の内容を北京政府に報告 した文書には､集散 ごとに桂良 らの解説が付せられ

ており､ ｢葺程｣については次のように見えるO

江海関では成豊四年にイギ リス領事に通知 して､イギリス人一名を推薦 させ､彼に俸

給を与え､海関事務を補佐させ､脱税を取 り締まらせて以来､夷税収入は増え､封書

な効果があったoいま定めたのは､各港一律にこ､のやり方を実施 し､ 【補佐する外国
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人は〕総理通商大臣がみずか ら選任 L､外国当局の推薦を許さないというものである｡

その任期の長短や進退はすべてこちらの自由であり､外国人の虚実や挙動 もまた､そ

のあらましが次第にわかるようになろうo (川

東税収入および外国商人の脱税の取締-の評価を述べるとともに､交渉の成果として､司

税の任命権接収をもっとも強調 しており､これまで見てきたような外国人税務司制度に対

する彼 らの考え方が､これによっても確認されるであろう｡

しかしここで問題が残るのは､イギ リス側の要求の一つの柱であり､以後清朝側の手で

実施すべ Lときれた外国人税務司制度の全条約港への導入に関 してである｡それは上の引

用文においては明確に認容されているものの､彼らの議論を-瞥したかぎりでは､ほとん

ど頓着 していない印象をうけるのである｡前章第五節で述べたように､江蘇省当局は一八

五六年の段階ですでに､上海の夷税収入確保のため､他港にも外国人税務司制度を導入す

るのが望ましい旨､表明 していたから､イギ リスの要求をうけいれたこと白体は､もちろ

ん不思議ではないDけれどもこのとき桂良や何桂晴 らが､それを外国との条約で定めたう

えで実行するきい､問題が何も生 じないのかどうか､にまで注意を払っていたようには思

われない｡言い換えれば､ ｢章程｣の規定を文字どおり実行できるかどうか､をあらかじ

め考慮せずに､合意 して しまったようにも見えるのである｡それが一八五九年に入 って問

題となって くる｡

第三節 線税務司の設置

条約交渉中か ら困難をきわめていた ｢和平派｣の立場は､桂良の工作によって一八五八

年末にようや く好転 し､条約港での通商および外交の事務を統べる広東の欽差大臣の資格

は､一八五九年初め ｢主戦派｣の両広総督黄宗漢から上海-移されて､両江総督何桂清に

与えられた (… ｡これによりきしあたっての ｢章程｣の実施 も､欽差大臣何桂帝をはじめ

とする上海の官人たちの責任となったわけである｡そうなってまもなく､彼 らは ｢章程｣

の規定と既存の官僚体制との間に矛盾が存在することに気づいたようであるOのちに何桂

酒に代わって欽差大臣となった醇換の言には､

前 〔欽差〕大臣何桂酒は ｢葺程｣に､通商を統轄する 〔欽差〕大臣が外国人を招碑 し

て税務を補佐させる､という文言がある以上､もし各港で雇用する外国人をみな欽差

大臣が通算すれば支障が多 く､また他港に外国人を雇 って補佐させなければ画一的に
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ならず､外国商人が必ずこれを口実にして､容易に紛擾をひきおこすにちがいない､

と考えた｡ (日 日

とあり､ ｢葦程｣は実施 されなければならないが､さりとて､何桂清みずか らが外国人を

抜擢 し､全条約港の海関に雇用するわけにはいかない事情があったのである｡というのは､

天津での集約交渉においてイギ リスの通訳官として､倣岸不遜､娼獄をきわめたレイにつ

いて､署戸部右侍郎宋苦が ｢吉爾杭阿が上海を奪回したとき､ 〔彼を〕多 くの方法で寵絡

し､江海関の幕友に招解 し､司税 と名づけた｣ (39) といったように､清朝の官人たちは司

税を江海関監督の幕友とみなしていたからである｡何桂清が外国人税務司制度に言及する

とき､必ずといってよいほど､その機能をレイ個人の資質や活動に帰 して語 る(川 ところ

からも､この制度は清朝側からは､一つの独立 した制度とは認められず､もっぱら中国の

官僚機構の枠組のなかで理解 されていたことが確認できよう｡

司税が海関監督の幕友とみなされる以上､何桂情がそうした額の人事をみずか ら行なう

のは不可能であった｡またこの時点では､欽差大臣が上海に移されたとはいえ､何桂槽の

勢力はなお安定せず､ ｢中国の定例｣から逸脱する軽率な行為をすれば､それ右理由に弾

劾される危険が大きく､慎重を期 さねばならない事情もあった 一̀日.彼が経理江海関監督

呉照に送った書軸にも､

たとえば道 ･府 .州 ･県の幕友は､道 ･府 ･州 ･県がみずから招碑すべきものであり､

総督 ･巡撫や大臣が代わってそうすることはできない｡これは中国の定例である｡上

海の海関の司税は､足下から命令書を出してもらわねばならず､私がそうするわけに

はいかないo要するに司税は､各港がみずから招開 しなければならない｡招鰐 したの

ちの調整は､通商を統轄する上海の欽差大臣が責任をもっ｡ (=)

と見えるOけれどもこれでは､全条約港で ｢画一的｣な制度を実施するという ｢章程｣の

規定に背 くことは免れなかったo環境 も官吏の構成 も異なる各港の海関が､みずか ら現地

の事情をも掛酌 しっっ適当な外国人を精選､招哨して､上海 と同じように司税を雇用する

のは､事実上不可能であったにちがいない "̀ 】｡ここから欽差大臣たる何桂槽に代わって､

海関の雇用外国人の人事をっかさどる官が必要となってくるO かくして設置されたのが､

総税務司にはかならない｡

一八五九年､何桂清がレイを総税務司に任命 したのは周知のとおり 川̀ であるが､その

さい前者は､ ｢各港で雇用する外国人は､いずれも税務司レイの選寡をゆるす｡経費を適

宜定めて､試みに五年間施行 してみよ｣と通達 したというtH'Dまた呉軌 こ対 しては､
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私は通商を統轄する大臣であって､ただその大綱を統べ､各港に一律に行なわせて､

しかるべき結果になるよう期するしかできないのである｡たとえば司税の問題では､

総司税 (総税務司)は各港の税務の統轄を補佐する者であるから､当然私のほうで命

令書を発する｡各港の司税は､総司税の下に位 し､各港の海関監督を補佐 して実務に

あたる者であるから､各港の海関監督から命令書を発するべきである｡そうすればそ

れぞれの職責が明確になる｡-･･･もし各港の監督で総税務司に対 して人見を要東する

者がいたら､それはすべて総税務司が推薦 し､ 〔監督は〕その招曙に従 うものとする｡

通商を統轄する大臣がこれに干渉するのも不都合である｡ (相

と述べている｡軟差大臣に対する総税務司と海関監督に対する司税というように､はっき

りと幕友としての所属を明確にしたうえで､総税務司の外国人官吏の選任を認めているの

である｡これは実質的に､ ｢章程｣で規定されたところの､軟差大臣が行使すべき各海関

における外国人官吏の人事権を､総税務司に委任 したことを意味するといってよい｡上海

の江海新関においては､総税務司の任命を契機として､それまでもほとんど実権をもって

いなかった7メリカ人とフランス人の司税が正式に解雇され､あらためて正副一名ずつの

税務司 (CommissionerofCustoms)が任命されるなどの改組が行なわれた 【川 ｡そのとき

の規定には､

本海関の税務司および各種の事務にあたる外国人などは､みな総税務司 レイの運用､

取締に帰すこととするOどこの国の人であろうと､任命に間違いのなきよう期すペ Lo

もし妥当でないところがあれば､その全責任はレイ一人が負うものとするO '川

とあって､雇用外Eg人の人事については､やはり総税務司の裁卦 こまったく委ね られてい

るのである｡こうしてまず上海において､総税務司が人事権を握って統率する外国人官吏

を中心として､もっぱらに西洋貿易の税務を取扱 う官庁､すなわち洋関が発足することと

なったのである｡

それでは上海の官人たちは､江海関で以上のように組織された洋間を､どのようにして

他藩に ｢画一的｣に導入 しようとしていたのか｡辞晩によれば､江蘇省 と平行関係であっ

て統属関係にはない他省の海関には干渉できないことを考慮に入れ､地方当居の自主性を

尊重 しつつ､

まず我が江蘇が模範を立て､他港がみずからこれに倣って行なうのがもっともよいO

-･.･此処で外国人を募れば､他処 も外国人を募 らなければならないロ他港は当然どの

ように募 ってよいかわからないはずだから､必ず江掛 こ問い合わせるであろうo最近､
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我が江蘇では規則が定められたので､他港から問い合わせてくるのを待ち､それが釆

たらこの規則の写 しを与え､そのとおり行なうよう求める｡こうすれば､江京は名目

上は他港に代わって外国人を募 らないが､実際には外国人は江藤に従 って税務を管理

することになり､双方 とも問題はない｡他港が外国人を募ったのちに､もしうまくい

かなければ､さらに総税務司 レイが赴いて手配するo (4g)

と構想されていた｡各港の海関監督は独力では､いかに対応 してよいかわからないはずで

あるから､江海関に倣 うはずだとみているが､これは実際には､各港においても江海関 と

同 じように､税務司をはじめとする官吏の人事権を総税務司に委ねることを意味するであ

ろう｡そして上海以外の条約港では､江海新関のような西洋貿易を専門に扱 う官庁が独立

していなかったため､江海関に倣 うならば､既存の海関とは別に新たな官庁を-から組織

することにもなるのであった｡

第二章で述べたように､英仏連合軍の省城占領前後より､通商事情が大 きく変化 し､尊

海関の税収減少に頭を悩ませていた広東の地方当局が拝聞の導入に指み切ると､総税務司

レイが現地に赴いて､両広総督労崇光､卑海関監督恒棋 らと協議のうえ､一八五九年一〇

月､広州に洋関を設立 した =̀)｡さらに天津条約で新たな条約港と指定 された仙頭 も､翌

年一月には洋関が組織 された (Bl)Oいずれの場合 も洋間は､それまで西洋貿易を扱 ってき

た卑海大関とは別の官庁 として設置されたもので､その場所もかっての卑海関の-分局 と

しか位置づけられていなかったところである｡そして広州と仙頭では､それとはぼ時と場

所を同じくし､拝聞に対するものとして､あらためて常関も併設されて､中国船に対する

管轄にあたった 川̀ のである｡そうした点､上海の江海大関と江海新関のあり方 と按を一

にするであろうOこうLた経過はまさしく辞換の構想どおりであり､ ｢上海 と広東で うま

くいけば､他港 もおのずとこれに倣 うであろう｣ '川 とさえ期待されたのである.すなわ

ち総税務司は､各港の海関で雇用されるべき外国人官吏の人事権を掌握 し､ひいては洋関

の設置官という役割をも担 ったわけであり､そうしてはじめて ｢章程｣の履行が順調にす

すめられたのである｡

｢章程｣を実施するにあたり､欽差大臣をはじめとする上海の官人たちにとって､もっ

とも大きな問題の一つは･他産への司税導入をめぐる統属関係にあった｡彼 らは清朝官僚

機構の枠組のなかでそれを解決するため､各港の海関雇用の外国人の人事権を掌撞 し､洋

関の組織を行なう総税務司というポス トを設けたのである｡それが外国側の要求を一方的

にあらわしたものではなかったことは､たとえば ｢存続論｣において､第一に外国人税務
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司制度の導入が想定されていた福州に､洋関の設置が許されなかった事実 =̀ )にも示され

ていよう｡これ以後､総税務司による洋関の設置を通 じて､総税務司と各港の税務司をは

じめとする官吏との問には､明確な統属関係が設定されてゆく｡その一方で税務司と海関

監督の関係については､前者が後者の幕友という建前は温存きれたとしても､実際におい

ては､税務司の任命に海関監督が関与 しないために､甚だ唆味なまま残されざるをえなか

った｡これは清朝の官僚機構の枠組に基づきながらも､その時外に外国人官吏を中心とす

る新たな官庁組織が建設されはじめたことを意味するものである｡そしてこの二つの機構

の結節に位置する存在が総税務司にはかならない ｡各港の海関を統轄する立場の上海の官

人たちからこうしたあり方を見た場合､総税務司の設置は､既存の体制に幽酷をきたさな

いように ｢章程｣の履行を確保 し､さらには総税務司一人を押さえれば､各港の税務司の

みならず､ひろく海関にかかわる外E]人まで治められる (66) という一石二鳥の方法であっ

たともいえよう｡

第四節 総理衛門と総税務司

さて華北においては､周知のように一八五九年六月､天津条約の批准交換のさい､イギ

リスとフランスの代表が艦隊をともなって白河侵入を強行したことに端を発 し､英仏 と北

京政府との間に戦闘が再開された｡これと関連 した北京の情勢は､上海の地方当局が設定

した総税務司の性格に少なからぬ影響を及ぼすこととなった｡

一八六〇年､英仏連合軍の北京侵入によって､成豊帝はその側近を随えて熟河に蒙塵 し､

皇弟恭親王突所が後事を託されて首都に残留 した｡彼は岳父である桂良､軍機大臣戸部左

侍郎文祥 らに補佐されて､困難な英仏との交渉の任にあたり､一〇月二四日にはイギ リス

と､二五Ejにはフランスとそれぞれ北京協定を締結 した｡そして北京における外国公使館

の設置に備えて､一八六一年一月､恭親王を中心とした ｢和平派｣の交渉人見をそのまま

渉外官庁化 したものともいえる総理各国事務街門が設立された 川̀ ｡

この総理衛門の首班たる恭親王は､上海欽差大臣辞換の奏請に従って､-^六一年一月

二一日にレイをあらためて総税務司に任命した｡これはそもそもレイの求めによるもので

あった (… が､前節で述べたような総税務司の公的な職責に大きな変更を加える命令では

なく【川 ､清朝政府の外政機構に起こった変化を一つの動機とした措置であったoこれま

で総税務司の直接の上司であった上海軟差大臣は､総理街門の設立によって華南の諸港を
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統轄する地方機関と化 していた 【69)o 他方､総税務司は華北の新条約港を含む全港に洋間

を ｢画一的｣に設置し､統轄 しなければならなかったため､その下に属するわけにはいか

なくなったのである｡こうした事情は恭親王が､排外的な熟河の成豊帝 らに対する弁明を

含みつつ､

〔外国人に税務を補佐させるのは〕弊害が多 く､最善 とはいえないやり方ではあるが､

華南諸省の海港は､すでにレイをして補佐せ しめているので､新たに増えた条約港で

処置が 〔華南の諸港と〕一致せず､さらに弊害が生 じるのは､不都合である｡ (6D)

と述べているところか らも明らかであろう｡この恭親王による再度の任命は､要するに､

絵税務司がその既定の職責を全 うすべ く､上海欽差大臣のもとから離れて､総理街門に直

属 したというにすぎないものである｡ しかしながらそれがもつ意味は､当初考えられてい

た目的のみにはとどまらなかった｡

一八六一年の三月になると､天津条約 と北京協定の規定に基づいて英仏が､同年七月に

はロシアが､翌年七月にはアメリカが､それぞれ公使館を北京に開設する｡条約を履行す

る主体は､まさしく北京の総理街門となりつつあったのである｡これにさきだち恭親王 ら

は､当面の政策方針として､外患より内憂のほうが重大であり､槽朝の死活の問題である

太平天国などの内乱の鎮圧を優先 させ､外国とは妥協 しつつ条約を守 らせることによって､

その牽制､操縦をはかるべ Lと表明していた (61㌦ こうした政策方針を遂行するにあたり､

彼 らは渉外事務ではアロー戦争での条約交渉の経験こそあったものの､条約規定の実施に

おいては､実務知識がまった く欠如 していた｡にもかかわらず､絶えず加えられるであろ

う北京常駐の外国公使たちの圧力に対処せねばならない立場に置かれたのであった｡そこ

で彼 らが期待をかけたのは､総税務司の存在である｡総理街門の実務的な中心人物となる

文祥 (日 )が､

〔総税務司 レイの〕任用は､貿易 と海関に関 してのみならず､対外問題一般について

の信葡できる顧問としても､政府にとって価値のあるものとなろう. (川

と認めたように､恭親王がレイを任命 しなおした裏面には､絶税務司に洋間の首長 という

ばかりではなく､総理衝門首脳に対するいわば幕友の役割をも担ってもらおうという期待

がこめられていたのである｡

ところがレイ本人は､一八五九年七月二九日､上海の粗界に乱入 した中国人の暴動に巻

き込まれて重傷を負 って 川̀ から健康にす ぐれず､賜暇帰国を申し出ていた｡恭親王は彼

を総税務司に任命したさい､北京に来て総理衡門首脳と会談 し､かっまた天津に洋関を開
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設するよう命 じており､彼の北上を再三促した 川 6㌦ それにもかかわらずレイは､卑海関

副税務司-ー トと江海関税務司代行フイッツ･ロイ (GeorgeH.Fitz-Roy)に総税務司代

行を命じ､-ー トに北京訪問を委託 して､一八六一年四月､恭群王の許可もえずに帰国し

たのであった B̀B'Oこの時点のレイの帰国は､イギ リス公使ブルース (FrederickW.A.

Bruce)や-ー トたちから､レイの地位のみならず洋関全体にとっても好ましくない､と批

判を浴びた く67㌦ レイは帰国の表向きの理由を自身の健康状腰にあるとしていたが､

恭親王は私を総税務司に任命 した｡けれども反乱は最近､非常に強力になり､現王朝

はいまや崩壊寸前である｡こうした事実と私の健康状態を考えて､今年の間はイギ リ

スに賜暇帰国しておくことに決めた｡･-･‥洋関機構を拡大 しないで､今年は事態を静

観するのが賢明だと思 う｡現在の情勢からすれば､現王朝が中興するか滅亡するかは､

今年のうちに明らかとなろう｡もし来年になって､大酒が優勢になれば､私は確固た

る官職をえることになろうが､反乱軍が勝ったとしても､何ら後悔するところはある

まい｡その間に､これを機会として洋関がいかなるものか､イギリス本国で説明でき

るであろう. (" )

とその真意を語っており､いわば清朝と太平天国の間で日和見を決め込んだわけである｡

このような態度は､総税務司と洋関がそもそもイギリスの清朝支持政策および清朝の ｢和

平派｣の支持､そして中国の官僚機構のあり方に基づいて形成されたという歴史的な経緯

に鑑みれば､自身の立場をあまりにも心得ないものであったといえよう｡その意味では､

ブルースらの批判も当然であった｡

かくして-ー トはレイに代わって､北上の途につき､一八六一年六月五日に北京に到着､

一三日に文梓と会見､-五日には恭親王に謁見 し､三〇日にそこを離れるまで､彼 らと会

談すること数回にのぼった (B9㌦ 恭親王 らは当初､開港に関する懸案の解決をはかるつも

りであった｡ところが､-ー トとの協議の段階に入ると､

我々は外国との講和がようやくまとまってから､一日たりとも各港の関税を考えなか

ったことはないが､最近総税務司-ー トの来京により協議 している章程は､問題がき

わめて複雑で､実にその弊害すべてを見とおすわけにはいかない0--いかんせん我

々は､以前より税務に精通 しておらず､文祥はいま戸部左侍郎に就任 しているとはい

え､一人の才力ではかぎりがある｡その-はわかってもその二はわからず､税務の弊

害を根絶 しえないのをおそれる｡ {TO)

と悲鳴をあげたように､やはり実務的知識の欠如は如何ともしがたく､事あるごとにハ-
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トの意見を徹せざるをえなくなった｡ハー トはこれに対 して謙虚に､ しかも理解 しやすい

ように意見を述べ､彼 らの全面的な信頼をえるに至 ったのである｡恭親王 らは､ ｢ハー ト

は外国人であるにかかわらず､その性格は従順で､いうこともなかなか理にかなっている｣

(71)と報告のなかでいっている｡これに関しては､ブルースも ｢中央政府の無知､そして

その行政組織が基づ くところの原理により､彼 らは条約の規定を具体的に履行するうえで

逢着する困難を処理できなくなっている｡もい ､- ト氏がいなければ､問題が彼 らに理解

できたとは患われない｣ (72)と述べたように､北京駐在公使の立場からも総理街門と--

トの関係､そこでの後者の役割を確認 しているoウェー ドの言には､ ｢-- ト氏は恭親王

や文祥に対 して好感を与え､.-･･･恭親王は彼を ｢我m的赫徳 (我らがハ- ト)｣と呼んだ｣

tH )とさえ見えているのである｡

ところで総理衛門首脳のこうした-ー ト-の傾倒は､その個人的感情を別にすれば､そ

の政治的地位の脆弱さく74)に原因するものといえる｡ハー トの言によると､

恭親王 と文祥とはまった く臆面 もなく､上は紅頂戴の宮人から下は聴差に至るまで､

政府に仕えている官吏のなかに､彼 らの信租できる人間は兄いだ Lがたい､と公言 し

たDありのままを伝え､さらにこれなら事実と一致すると確信をもって､彼 らの活動

の参考にするに足る報告を行なう外国人たちが､自分たちに仕えて くれるのはまった

く幸運だと思う､といいきったのであるO (TS)

とあり､彼 らはその政治力を強化する有能な協力者が存在 しないのを嘆 き､その役割をほ

かならぬ総税務司の勢力に求めているのである｡このことは､さきに述べた彼 らの政策方

針を遂行するためというばか りでなく､熟河に皇帝を擁 している粛順や悟親王載垣 らをは

じめとする圧倒的に優勢な ｢主戦派｣に対抗 し､自己の勢力を確保 しようと腐心 した彼 ら

の政治的姿勢の現われともとれるであろう｡ともあれ彼 らは､百分たちの信頼のおける政

治外交顧問として絵税務司-ー トを位置づけてゆくのであった｡一八六五年､総税務司の

駐在地が上海から北京に移 された 川̀ という事実は､それを確認するものである｡

恭親王は-ー ト退京のさいに､彼 とフイッツ ･ロイに対 して総税務司代行を正式に委任

する訓令を発 した '̀T'｡その内容は密輸の防止､中央政府への収支報告､外国人海関官吏

に対する人事権など､いわばそれまでに確立 しつつあった総税務司の洋間にかかわる最小

限の権限や職責を公式に追認 したものであった｡逆にいえば､これらのみが総税務司の公

式の役割として､最終的に認定されたにすぎなかった｡のち一八六三年､ブルースはレイ

が絵税務司の任を解かれたさい､
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清朝政府は総税務司を自分たちに仕える属僚ほどにしか思っていない｡=-=総税務司

レイをまったく行政官 とはみなしていないし､外国貿易に影響のある諸問題でさえも､

彼の助言を当然のように求めるというわけでもない｡ (= )

と述べており､総理街門首脳が求めた自分たちの顧問という役割は､総税務司という地位

に必然的にそなわるものではなかったのである｡恭親王が総税務司 レイの地位を辞 して､

｢イギ リスでは何の官職 もなく､中国において総税務司に登用されたものであり､中国の

禄を食んでいる以上､中国の属員 と何 ら変わりはない｡その職分 も各省の海関道 と同 じで

ある｣(79) といったところからも､それは窺われよう.

だとすれば､総理街門の顧問という総税務司の特徴的な役割は､ハー トのパーソナ リテ

ィに不可分なものとして形成 されたということになり､どこまでも彼個人が帯びた私的な

ものであったといえるであろう｡その間の事情はブルースがレイの場合と対比 して､ ｢恭

親王に面会でき､彼とその部下たちに好印象を与え､それを活用 しえたのは､ひとえに-

ー トが如才な く､気が利 き､謙譲であることによる｣ (= ) といったところからも､看取で

きよう｡そして私的､非公式であったがゆえに､その資格で行なうハー トの活動は､きわ

めて多岐にわたる可能性を内在 させていたのである｡総税務司が属する総理街門は､清朝

政府内においては軍機処の分局で もあって､単なる外政機関にはとどまらなかった {81)か

ら､ハー トの活動領域 もおのずか ら多 くの方面に及ぶこととなるOたとえば総理衝門に付

･設きれた同文館などの拝聴事業､官僚の人事にまで及ぶ内政問題､後年みずか ら ｢業余外

交 (amateurdiplomacy)｣と称 した外交活動 (")などは､その代表的な事例であり､総税

務司としての彼の声望は､そうした活動によって築かれた部分 も少なくない 8̀3)Oだとす

れば､ハ- トがこののち半世紀にわたって在任 しっづける情末の総税務司なるものの特質

は､洋関の統轄官たる公的な役割 と総理衡門の顧問たる私的な役割 という二つのあい異な

る役割を巧みに連関させて､彼一身に体現 したところに認められるのではなかろうか｡

第五節 夷税から拝観へ

それでは総税務司ハー トを､このように公的な資格に加え､私的な役割をも連関させて

奔走に駆 りたてた所以は､いったい何であったのか｡それは局面によってさまざまな場合

が考えられるけれども､やはり創設当初に洋関が具備するようになった性格か ら､まず検

討してみるべきであろうOけだ し統轄するところの揮関の確立なくしては､総税務司の地
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位の安定そのものもありえなかったはずであるからである｡そこで第一に明 らかにされる

べきは､洋関がいかなる動機によって､清朝の一機構として中国に定着せしめられたのか､

という問題であろう｡

上海の外国人税務司制度が拝聞に変貌を遂げてゆく背後に､イギ リスと清朝の条約交渉

当局の利害の一致がはたらいていたのは､上にみたとおりである｡けれども双方の利害が

さしあたって具体的にどこで一致をみていたのかといえば､それは陪償金の問題であった

と考えられる｡第二節に述べたように､清朝副の桂良 ･何桂滴 らは､夷税収入を太平天国

鎮圧の軍費に供するというばか りではなく､将来的､対外的にも必要となる財源として重

視 したが､それは当面､外国に賠償金を返済するための財源に充てることを意味 していたO

彼らの言には､

〔イギ リスとフランスが要求 している〕戟費賠償の六〇〇万両など､取 るに足 りない

ものである｡現在､毎年徴収 している夷税は､以前にくらべてなお不足するに至 って

おらず､概算すればわずか一年か二年で 〔賠償金を〕完済できるはずであるO-･L･･外

国側の要求する戦費を償 うのに､外国人の支払 う税を使えば､我が方に大 きな損失は

ないといえようO (" )

とある｡夷税を賠償金の財源に充てるという方法そのものは､おそらく上海の外国人税務

司制度の有効な徴税機能に着目していたイギ リス側か ら示唆された ものと思われる (85㌦

イギ リス本国はしかしながら､必ず しもこの方法に支持を与えず(86)､同国との天津条約

では正式に明文化されなかった｡それを積極的に活用 したのは､フランスとアメリカであ

る｡中仏天津集約補足協定第四条には､フランスの戦費賠償二〇〇万両を六カ年年賦で､

広東の海関の税収から支払 うべきことが規定された (川 ｡アメリカは広東方面の戦闘で被

った自国商人の損害に対する賠償六〇万両を､広東 ･上海 ･福州の海関で徴収する輸出入

関税から､毎年その五分の-ずつを充当 して支払 うよう要求 し､清朝側に認めさせた く=)0

この額はまもなく五〇万両にまで引き下げられて合意に至るが､そのさい清朝側 とアメリ

カ側の間で斡旋にあずかって力があったのは､イギ リスの通訳官であり､総税務司になる

レイであったという(" )a

このような賠償金の問題は､一八五八年に天津条約が結ばれた段階では､アロー号事件

の当事者たる広東省当局が中心となって茸任を負 うという形になっており､いわば局地的

なものであった｡たとえば一八五九年､広州に洋関が設置されるや否や､フランスをはじ

めとする条約締結国は､そこか ら賠償金などの取 り立てをはじめている 8̀0㌦ 明証はない
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けれども､まず卑海関に洋関が導入されたのは､こうした賠償の一刻 も早い履行が動機の

一つとなっていたにちがいない｡ ｢廃止論｣者の多 くを占めるアメリカ商人たちは､外国

人税務司制度に反発 しており (91)､駐広東アメリカ領事ペT)- (Oliverli.Perry)は､こ

うした考え方をうけて洋関の広州-の導入に強 く反対 していた｡にもかかわらず公使ウォ

ー ド (Johnち.Ward)は､まず広州の洋関においてアメリカ人を税務司に登用 し､今後は

拝聞職員数の国籍別割合を関係国の貿易量に比例させるという条件で､広州-の洋関導入

を最終的に承認 した (92)のであった｡その一つの要因はアメリカ商人たちが､賠償金を供

給する機関 として洋関の価値をみとめたこと､そしてそのために自身の通商活動に一定の

拘束を加えるような機関をイギ リス人だけに任せておくわけにはいかないと考えた く93)こ

とにある｡

ところがこうした局地的な賠償金問題は､一八六〇年に北京協定が締結 されると､-転

して中国全体にかかわるものとなって くる｡天津 ･北京方面で戦闘が再開されて､清朝 と

の講和の可能性を模索 していたエルギンは､この問題に関 して､

清朝政府が現在のように混乱 した状態にあるとき､巨額の金銭賠償をこの政府から獲

得することはまっ苦 く不可能であると信ずる｡実際問題として､これについて実行可

能なのは､関税収入の一部分を充当することである｡それも中国人に対外貿易を続け

させようと思うに足るだけの関心を､ 〔差 し引いた残 りの〕関税収入に対 し清朝政府

に抱かせうる限度をこえてはならない. (川

と漏 らしている｡それまで輸出入関税を賠償金に充てるやり方に消極的であったイギ リス

も､ついにそれを採用せざるをえなくなってきたのである｡か くして中英北京協定第三条

および同中仏協定第四条において､イギ リスとフランスに対する各々八〇〇万両の賠償金

を､全条約港の関税収入の五分の-ずっを控除 して支払 うことが規定きれた く= )｡これは

いうまで もな く､アメリカの方法を大規模にして全条約港に拡大 したものである｡

この規定は桂良らが描いていた構想を､極端にまで推 しすすめたものといえようが､外

国の利益に大いにかかわり､その干渉を招 くことから､逆に清朝既存の体制にも影響を及

ぼしかねないものであった｡清朝側当局者ははたして､それをどこまで白覚 していたであ

ろうか｡恭親王 らはこの規定を履行するにあたり､

イギ リスは･--条約港の海関監督 らが 〔決算期日になる〕三カ月のうちに､徴収 した

夷税を隠 してしまうのではないかとおそれ､ 〔正確な徴収額を〕調査 して明らかにし

ょぅと望んでいる｡徴税額が多ければ､それに随って 〔賠償金返済のための〕控除額
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も多くなるから､わずかな少額でも必ず点検 し､海関監督が不正を行なって､徴税額

は多いが控除額が少ないという結果になるのをみとめようとはしないD (96'

と述べたように､もはや夷税に関するかぎり､それが外国の賠償金とかかわるところから､

従前の海関行政のあり方では､もはや通用しないことを認識 している｡それまでの海関行

政をどう扱 うかは､すでに天津条約の締結のさい､夷税全免策 と開通 して問題となってい

たO ｢主戦派｣が美観の全免は､外国商人に対する規定外の搾取をも同時に撤廃すること

になるので､外国側も喜ぶはずだとしたのに対 し､桂良や何程晴 らは､道光年間の外洋行

が廃止される前なら､確かに見るべき効果はあったかもしれないが､ ｢いま行なっても､

結局はさほど時勢と合うものではない｣ (州 と反対 した｡その理由として､

江海関の夷税の徴収は､これまで外国商人が貨物 リス トを領事に提出し､海関は領事

からそれをうけとって､点検 したうえで徴税 し､記録をきちんと残 しておくO中国側

も外国側 も調査 しうる文書があるので､海関の官吏が規定外の搾取をしたり､実際の

徴収額に比べ報告額を少なくして､差額を著服するなどの弊害はなくなったo (98}

といい､明言は避けているものの､上海の夷税においては､旧来の海関の不正や弊害が存

在 しえないしくみが､外国人税務司制度によってすでにできあがっている事実を示唆 して

いる｡このとき桂良らの主張 していた夷税からの賠償金弁済が､このしくみとどうつなが

っていたのかは､必ず しも明らかではないoけれども恭親王 らが外国と交渉する段階にな

ると､洋関と賠償金は不可分の関係を有するものとみなさざるをえなくなった｡

北京駐在の外国公使に命L:､各港の領事から 〔外国商人が〕支払 った税額の一覧表を

とりよせ､毎月 〔総理衛門のほうに〕送付させて､各省の報告とつきあわせ る｡同時

に各海関の会計簿をとりよせ､戸部の頒布 した税簿と厳密に照合すれば､おのずから

公金構領の弊害はなくなるであろう｡また外国人をこれまでどおり税務管理に協力さ

せ､俸給を高 くして厚遇 し､税務の実情を総理街門と戸部に報告させる｡ (991

とあり､外国の外交官､清朝の税務組織､および洋関という三つの経路をもって､実際の

徴税観を把握するとしているが､このうちもっとも重要なのは､いうまでもなく洋関であ

ろう｡各港の夷税の課税評価､蕃現の発行 ･点検などの手続､そして帳簿の管理はほとん

ど税務司が行なっており､現地の外国領事にせよ､清朝当局にせよ､その報告のもとにな

る資料は､洋関に仲がねばならなかったからである｡そして賠償金の返済は北京協定にお

いて､中央政府の､とりわけ北京に常駐する外国公使を相手に､渉外事務をっかさどるべ

き総理衡門の直接の貴任となった.かくして､ ｢海関に外国人の補佐がなければ､賠償金

-114-



問題を解決できないし､そのうえ海関は画一的な組織にせねばならない｣ 1̀00'と文祥 も認

めたように､総理衡門は揮関のすみやかな全条約港導入に意を注がざるをえなくなり､そ

うなれば当然の措置として､実際にそれを担当する総税務司を押さえないわけにはいかな

くなるのである l̀OU Dこのように見て くると賠償金問題は､総税務司の総理街門直層化の

大きな要因をなしており､洋間の確立に大いに途を開 くものであったといわねばならない｡

それでは賠償金が西洋列強の武力により強要されたのと同 じく､洋関の組織化 も外国側

から一方的に押 しっけられた ものといえるであろうか｡ もちろんそうした認識をもつ官僚

も少なくなかったであろうが､一概にそうとばかりもいいきれない｡第三章第四節にとり

あげた ｢存続論｣者の主張､また上に引用 した若干の史料からも看取できるように､外国

人税務司制度には海関官吏の不正を排除する機能がそなわっていた｡清朝側においてむ し

ろ内政問題 として､この機能を積極的に活用 しようという動きが出てさても､あながち不

思議ではあるまい｡

五港開港時代の夷税における海関行政の素乱は､もはや誓言を費やすまで もなく周知の

事実であろうo Lか しその-因が前章第-節に論及 したところの､夷税が ｢健壮健解｣の

税収と位置づけられたことにも存する事実は､これまで指摘されていない｡ ｢値壮健解｣

とは文字どおりに解すれば､徴収分をすべて戸部にひきわたすという意味となるが､現実

には必ず しもそうではありえなかった｡海関の例ではないが､太平天国による南京攻略の

混乱のなか､長江流域の内地諸関があいっいで､ ｢億収値解｣の適用を求めてきたのに対

し､戸部が上申した次のような議論か ら､当時の実情を窺い知ることができよう｡

これまで各関の税収は､正額 と盈鯨に従い額を決めて徴収 しており､--税収が盈飴

の額を超過 した場合でも､その超過分はただちに億収健解 してきた｡すなわち億牧塵

肺というのは､盈飴を担過 した税収にかぎり適用 されるものである｡徴税 して正確 と

盈飴をなお満たさずに､億収儀解を口実 とするのは､関税の徴収でた くみにごまかす

一手段となるのではなかろうか｡･･-.･ましてや我々戸部が関税を管薦するさいには､

そもそも 〔正額 と盈飴という〕定額を調査の基準とする｡いま定額には何 も触れず､

単に値収億解のみをいうなら､一〇のうち九を徴収するのも健聴感解であり､たとえ

-Oのうち-～二 しか徴収 してひきわたさなくとも､やはり値壮健解 となって しまうo

これでは関税の徴収はいくら不足 してもよくなり､我々戸部はそれを点検するすべ も

ない｡塵取埴解は弊害がないように見えて､実はもっとも弊害のはびこりやすいもの

であるo (102】
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夷税はこのような ｢健収健解｣の典型例をなすものであった｡一八五〇年にオルコックが

江海新関について､ ｢夷税の正式な報告額が少なければ少ないほど､銀の改鋳や運搬にか

かる支出が少なくてすみ､海関監督が最終的に徴税を引きうける代償がより安 くすみ､つ

いには海関官吏が荷主 と結託 して獲得する取 り分が多 くなる｣ l̀D3'と指摘 したように､前

章第三節にみた徴税機構内部か ら醸成される不正や腐敗は､ ｢億収儀解｣によって大いに

助長されてもいたわけである｡

なるほど外国人税務司制度の設立によって､江海新関の内部構造から現象 していた不正

は激減 したであろう｡けれどもそれは上海の夷税において､ただちに戸部の指摘するよう

な ｢儀牧健解｣の弊害がなくなったことを意味するわけではなかった｡上海の夷税は前述

のように､外国人税務司制度の設立ののちも江蘇省の軍費に充てられたが､一八六一年時

点での戸部左侍郎たる文祥によると､ ｢たとえば辞塊は､ここ三年間はど 〔夷税について〕

何の報告 もよこしたことがない｣ 【川 4)とあって､戸部がその徴収と支出の実態を把撞でき

ないことに変わりはなかったのである｡こうした事情に鑑みると､全条約港の夷税か らの

賠償金弁済に糞任を負わねばならなくなった総理衛門､ひいては中央政府は､逆にそれを

利用 して､すべての夷税収入を把撞できるようにもなる｡恭親王らの言には､

各港の海関監督はこれまで徴税のさい､往々にして多 く徴収 しながら 〔中央政府への〕

報告は少額にとどめて､差額を隠匿 して横領 してきた｡これはひさしく続けられて抜

きがたい悪習となり､根本からあばきたてるすべもない｡ところがいま､イギ リスが

夷税の二割を控除 してとりたてるため､三カ月ごとに夷税収入総額 とつきあわせて正

確に調べねばならないとしており､海関監督は 〔徴収 した夷税を〕隠匿できなくなろ

うoつまりイギリスは単に二割を控除してとりたてるのが目的なのであるが､戸部は

以後それを利用 して､イギリスが二割を控除 してとりたてたと通知する額か ら､徴収

総額を割 り出すことができるのである｡そうなれば結局､ 〔夷税は〕いかに少額でも

すべて国庫に収まり､いささかも横領はできなくなり､関税の年来の弊害 も粛正でき､

海関行政に有益であろうD (106)

とあり､これは彼 らの交渉の結果､外国に賠償金を支払わねばならなくなったことに対す

る弁明もこめられているが､中央敢府の立場からする海関行政に限ってみれば､はばあり

のままを伝えたものとみてよい｡拝聞の税務司に ｢中国人を登用するつもりはない｡彼ら

が徴収 したすべてを報告 しないのは明白だから｣という文祥の言 tl川 も､その文脈におい

ては本音を吐露 したものであろう｡賠償金問題とそれにともなう拝聞の確立は､従前 と異
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なって夷税を中央政府がすべて把掘 しうる税収たらしめた点で､清末の財政構造全体か ら

みればささやかではあるが､軽視すべからざる意味をもつ出来事であった (107'といえよう｡

天津条約において清朝が外国を指すさい､公文書に ｢夷｣という字を用いないことが的

きれ､それが発効するにともない､夷税 も洋税と改称されるようになるQしか し上のよう

な過程を考えあわせると､これは単に名称を改めたにとどまらないことがわかるであろう｡

夷税は清朝の関税行政体系か らすれば､なおアヘン戦争以前の西洋貿易に対する卑海関統

轄体制の枠内にあって､その位置づけはどこまでも卑海関税収の定額超過分 というにすぎ

なかった｡戸部の統制の不徹底 もそこから生 じたものである｡ところが北京協定を経て設

定された洋税は､洋関が発足 した上海に淵源 し､賠償金問題を通 じて全条約港に拡大適用

され､しかも中央政府の把捉がゆきとどく税収であった｡それは卑海関の枠を脱却 したば

かりか､逆にそれを改変 させるに至ったものでもある｡卑海関以外での夷税の分別に起源

をもつ洋税と常税の区別は卑海関にもちこまれ､それにともない従来の卑海関の定額 も定

めなおされた｡こうして洋税 と常税は清朝の行政体系のなかでも､最終的に完全に区別さ

れるべきものとなった tlMlのである｡

夷税か ら洋税-の変容はこのように､清朝の海関行政全体にも影響を及ぼしたものであ

った｡洋関はほかならぬこの洋税をとりたてる機構として確立 し､定着する｡だとすれば､

拝観は清朝政府内において､どのように取 り扱われたものなのであろうか｡洋関の位置づ

けを明らかにするには､さらにこの点について考察をすすめなければならない0

第六節 洋関をめぐる中央と地方

-- トが一八六一年に総税務司の任を代行するや､拝聞は彼の精力的な活動によって条

約港に次々に設置され､着実に組織化 されていった｡こうした動向にすこぶる好意的であ

ったのは､イギ リス公使ブルースである｡彼の対華政策はすでに明らかにされたように､

アロー戦争当時からのイギリスの清朝支持政策をいっそう発展させたもので､北京常駐の

外国使節が北京政府に対 し､地方当局に条約を確実に遵守するよう直接の圧力を加える､

そのためにはまず北京政府､とりわけ成豊再校後のクーデタ …̀ )によって粛順一派を打倒

し実権を掌握 した､恭親王を中心 とする総理街門の勢力を支持 し､これを強化する､とい

う内容であった tL州 ｡このような観点から彼は洋関を高 く評価するが､それは大別 して二

っの言釦急に整理できよう｡まず､ ｢もし洋関が各地の外国人社会によって支持されず､そ

-117-



の権力が尊重されなければ､北京で私が目的とする道義的に高い地位を確保できないo私

の有するすべての時間と権威は､海関における事件から生ずる不名営な論争で浪費 して し

まうであろう｣ (lil)という言を裏返せば看取できる､条約港で条約規定の実施 と秩序の維

持にあたる洋関の行政機能に対するものである｡第二に､賠償金の回収はもとより､ ｢清

朝政府が国内平和の回復につとめているときに資金を奪われないのがきわめて重要である｣

'11ヱ'と強調 したように､北京政府が把撞できる財源を確保する洋関の財政機能に対 してで

あるO両者は緊密にあい連関 しつつ､ブルースの一貫 した洋関に対する積極的な支持を形

づ くっていたのである｡

こうしたブルースの対華政策の一環をなす洋関支持は､周知のように-^六〇年代には

終始､イギリス本国政府をも含む列強によって支持をうけていた (LIB)Oけれども引用文か

らも窺えるように､ブルースは明確に反対勢力の存在を前提 として発言 している｡それは

ジャーデイン･マセスン商会を中心とする対華貿易商人である (Il一)｡彼 らはブルースが洋

関の長所としてあげた上の二点に対 しても真 っ向から反発 したOまず第-の点について見

よう｡香港商業会議所は､ ｢清朝側 に条約を守ろうという気はなく､雇用する外国人の熟

達 した抜け目のなさに助けられて､条約の文言の堪理を見つけ､その偽 りの発見によって

イギリスの利益を損なおうと､これまでつとめてきた｣ (115) と述べており､他方､上海商

業会議所は､ ｢清朝の海関は､その行政に外国人の経験 と助言を享受 してもなお､近年我

々の条約上の権利を侵害 して違法行為をはかっている｣ (llB)といっている.洋間について

両者の表現に若干の温度差はある (117)けれども､洋関が条約に則った百分たちの活動に対

し､便宜を供するどころか､障碍になっているとみなす点で共通する｡ここで注意 してお

きたいのは､アロー戦争の時まで外国人税務司制度の ｢存続論｣をとなえていた彼 らが､

このときになると洋間に反対する見解をとっていることである｡彼 らの考え方はそもそも､

｢天津条約の意図は疑 うペ くもなく､イギリスの対華貿易を飛躍的に拡大 させること､そ

して官民の区別なく内地に入 り､中国地方当局 と交渉する多大の特権を与えること｣(1日 )

にあった｡この点において､第一節に言及 したようにひとしく ｢存続論｣であって も､外

国商人の条約特権の濫用を抑えようとするイギ リス当局の企園とあい容れないものであっ

た｡ブルースの意にかなった拝聞の機能は､外国商人にとってほとりもなおきず期待を裏

切るものであったのである｡

第-の点での対立がいわば､それまでの ｢存続論｣の底流にあった矛盾が表面化 したも

のであったとするなら､当時のブルースの政策とその背景をめぐって争われたのが､第二
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の点である｡外国商人たちが ｢存続論｣を主張 した目的には､中国の内地市場への進出､

少なくとも産金など輸出入品に対する内地での課税の軽減と規制化があり､それは中英天

津条約第二八条および通商葺程善後条約第七条に定められた子口半税の設置 (1川 で､達成

されたかに見えた｡ところが清朝側の態度は､まったくそのねらいに反するものであった

1̀20㌦ 彼 らの意見によれば､ ｢地方の宮人が志意的に輸出入品に課税や搾取をする権力に

対し､何 らかの抑制を求める声は痛ましいほどであり､これを克服するには､外国当局が

たえず警戒 して活動 してゆく必要がある｣とあり､その規定はほとんど実効がないとする

ものがみられる｡その一因として彼 らが指摘 したのは､洋関の財政機能 とそれを支持 した

ブルースの政策である｡すなわち ｢イギ リスの中国使節たちは中央集権的な行政と､地方

の目的とは哉然 と区別される中央むけの税収という考えに荷担 しているようであるが､中

国の現状ではそれは､代償を何 も与えずに地方当局の財源と役割を減 らす もので しかない｣

'12日のであった｡またジャーディン ･マセスン商会の見解にも､

この国は荒廃の状態にあり､いま洋関で徴収されている洋税は中央の入用に充てられ

るもので､地方の収益 とはならない｡このような現状では必ず､内地における商品の

通過には追加的な課税徴収が行なわれることとなろう｡ (1日 )

とあるように､内地課税の増大は洋税を中央の税収 とするところに原因があるという認識

をもっていたのである｡そもそも ｢存続論｣では､外国人税務司制度が内地課税を規制す

べきものと期待されていたのに､それが洋関に発展するや否や､内地課税を助長 したとあ

っては､彼 らも失望を禁 じえなかったであろう｡

しか しながら外国商人たちの認識は､すべてにおいて正確なものであったであろうか｡

彼らは立論の前提として､清朝中央 と地方との問に財政的な対立関係を想定 L､洋税に関

しては､それがもっぱら中央のもので､地方はこれを享受できないと結論づけているよう

である｡その関連でいえばまず､ブルースが中央ばかりを強化 しようとし､地方を軽視 し

たとする点が問題となろう｡ブルースは上海商業会議所の意見に応えて､

清朝政府がおそるべき反乱の鎮圧のため資金を賄おうとしているとき､また海関での

増税のような､こうした場合に通常利用される財源が条約によってつかえないとき､

貿易が内地の課税から免れるのは難 しい｡子口半税の規定は､イギリス政府が清朝当

局と中国人との間に干渉するという絶望的な作業をしなくとも､外国商人が内地での

悪意的な課税か ら免れるべ く考案されたものである｡不運にも中国全体にひろがる無

秩序､とりわけ上海近郊での混乱状況によって､さしあたりこの規定はほとんど効力
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のないものとなっており､条約の規定を一挙に実施するのもまず無理だという公算が

大いに高まっている｡ (日 日

という｡こうした見解は､当時の清朝の政治構造に対する彼の理解に由来するものである｡

彼の政策からすると､中央の権力を強化 し､それによって現地当局に条約を遵守 させる手

順になるはずであるが､条約施行が内乱のために不可能であるというのは､内乱に対処す

る､あるいはひろく政策を遂行する主体が現地当居であって､中央はその意向を無視でき

ない現状を了解 したうえでの発言であろう｡内地の課税を洋関に吸収する子口半税が実施

に移せないというのも同 じ発想からのものであり､内地課税が現地当局の財源となってい

る現実を措まえていたか らである｡実際の問題 としても､上海当局は前章第五節にもみた

とおり､中国人の所有に帰 した商品は産金徴収の対象になるべ く､ ｢外国商人とはかかわ

りがない｣とし､子□半税を適用 しない態度をとっていたが､イギ リス当局 もこのときに

はあえてそれに反対 しようとはしていない (12日のである｡ブルースの態度が内地課税を助

長したとすれば､それは地方の存在を軽視 したからというよりも､それに配慮せざるをえ

なかったからといえよう｡

外国商人たちの見解でついで問題 となるのは､洋税がもっぱら中央の税収であるとする

点である｡洋税は前節で検討 したように､確かに中央政府が把握できる税収となった｡ し

かしそれは､拝観がただちに中央の専有する財源になったことを意味するものではない｡

たとえば子口半税との関連でいうと､前章第二節で言及 した三関耕税はその一例 となる.

江海関で徴収 した三関耗税は､もとの北新 ･朝州 ･太平三関に返還することになっていた

が､上海当局は条約締結のさい､それを手口半税に繰 り入れて洋関で徴収するのに同意 し

たOそれはそのほうが､上海当局にとって税収が増加すると見込まれた (126)か らであり､

洋関における徴税が必ず しも地方の利益に反 しないことを物語 っている｡また准軍を率い

る江蘇巡撫李招章は､太平天国平定に関連 してハー トの役割を高 く評価 し､ ｢総税務司ハ

- 卜は年来洋税を管轄 し､必要な軍費を補給 してくれたおかげで､戦勝をえることもでき

たo彼のはたら善は軍中で汗を流 したのと変わりない｣ (L2B)とし､恭親王 らもこれに応え

て､ ｢江森省は連年戦争が続いていたが､あらゆる軍費はすべて洋税によって､とだえる

ことなく補給された｣ t127'といっているOこのように中央 も地方 も一致 して､洋税は内乱

鎮圧の主体たる地方が使用する財源として位置づけている｡その点では地方がしかるべく

,戸部に事情を報告するかぎりにおいて 1̀28'､両者に矛盾はなかったのである.

もっとも拝観が明らかに中央政府の有する税収と定められたこともあった｡北京協定に
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よって洋税収入のうち四割が､イギ リスとフランスへの賠償金として控除されていたが､

-^六六年これが完済 されると､恭親王 らは案文において､

いま 〔イギ リスとフランスによる〕洋税の控除が完了 しようとしているが､我々は総

税務司に命 じ､これまでの規定 どおり､三カ月ごとに総理衡門と戸部にありのままを

報告させて､監査にあたることとしたい｡それは総 じてわずかな金額でも公金として､

晋更の横領を許 さないよう期するか らである｡各港の洋税については､外国による控

除がなくなったばか りか､東南諸省では次第に反乱も平定 きれつつあるからには､拝

観を適宜ひきわた し､国庫の貯えをゆたかにせねばならない｡--戸部が指定する京

駒と協約のほか､これまでどおり三カ月ごとに､洋税収入の四割を適宜きしだし､委

員を派遣 して部庫に送 らせることとする｡この収入は必要なときに備えて､特別会計

として貯えておく. (129)

と述べ､いわゆる四成洋税の設定を要請 した｡すなわちそれまでの手続をまった く踏藁 し､

賠償金に割 りあてられていた洋税の四割分を､そのまま中央の収入とする措置がとられた

のである｡この経過だけをみるなら､少なくとも四成洋税は中央の税収 と定義できるかも

しれないが､その実際の運用を追跡すると､そうとばかりもいえなくなる｡四成洋税はそ

の後 も地方大官による内乱鎮圧の軍費に充てられた (Ht=のみならず､その延長線上にある

江南製造総局など､地方大官が主催 したいわゆる洋務事業の経費として用いられた 1̀31㌦

地方が使用する税収という性格においそ､それまでの洋税と何 ら異なるところがない 1̀32'｡

四成拝観をことさらに総理衛門と戸部の掌握する特別会計としたのは､軍事力を擁する地

方大官にその存立を依存せざるをえない中央が､賠償金支払での手続を継続することで洋

税全体を把握 し､財政面から地方を支持､援助する姿勢をとりつつ､しかもそれによって､

悪意的な財政運用に流れやすい地方に統制をも加えようとしたととらえるべきであろう｡

もっともそれが所期の成果をおさめえたかどうかは､おのずから別の問題である 1̀88㌦

以上のように､洋関と洋税をめぐるブルースと外国商人の矛盾を検討 していくうち､当

時の清朝の財政あるいは政治の構造が､おぼろげながらもその輪郭をあらわ してきたロこ

の構造が逆に洋関と洋税の位置づけにおいて､もっとも早い時期に問題となった事例は､

これまで洋務事業あるいは外交問題 として扱われてきた､いわゆるレイ ･オズボー ン艦隊

事件である.その詳細な過程はすでに周知のとおり L̀34)なので､おおむね省略に従 うが､

そこでややもすれば看過 されているのは､総税務司 レイが艦隊の編成にともない､いっさ

いの祥税を名実 ともに中央の支配下に入れようと企図 したことであるo外国商人が抱いた
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揮税のイメージは､むしろレイの構想の段階にとどまり､現実ではなかったというべきで

あるoこの間題をめぐっては､レイと文梓の問で激 しく意見が対立 し､その一端を-- ト

が日記に書きとどめている｡ここまでの論旨の確認もかねて､かいつまんで紹介 しよう｡

レイがいうには､ ｢拝聞で徴収する金銭が各省の督掛 こひきわたされると､彼 らが浪

費 して横領 してしまう｡こんな我々の面目をっぷす使われ方をする金銭を徴収 しつづ

けるのに同意するわけにはいかない｡だか ら私は洋税を徴収すれば､それを総理街門

の自由になるよう､あずかっておこうと決心 した｡私は総理街門からの命令がないか

ぎり､巡撫たちには一銭 もわたさない｣､と｡ここで文祥が会話に加わっていうには､

まず ｢巡撫は金銭を横領できない｡ というのは､総税務司の四半期 ごとの報告により､

総理街門と戸部は実際に徴収された額がわかるか ら｡加えてその報告 とは別に､賠償

金として支払われる拝観の四割で､総理街門は全額がどれくらいか知 ることができる｣､

と｡ついで ｢巡撫は拝観を自分のものにできるのではなく､戸部の指示 どおりにそれ

を分配せねばならない｡ しかも戸部は総理街門に問い合わせないうちは､洋税の分配

にかかわる指示を与えない｣､といった0--借款などの情報をえるため､ レイは各

港に総理街門から海関監督を任命すべLという自分の提案を､文祥が恭親王に取 り次

いだかを問うた｡文梓はこたえて､ ｢取 り次ぎはした｡だがその実施には差 し支えが

多い.鰻重に撃肘ありO親王が主に恐れているのは､現地での権限をもたない単なる

監督では､現地の官吏たちがその命令をきかず､任務を遂行できないことだ｡呼臆蛋

ならず｣､といった｡さらに説 くには､ ｢そんなことはまず必要ない｡海関監督を兼

任する地方官は拝観の徴収 とかかわれば､それによって完全に総理街門の管轄下に置

かれるから｣と｡これに対 し､レイはいった｡ ｢こうなったらもう一つしかない｡私

は期日を決めたら､それ以後は各省の官僚ではなく総理街門のために徴税す る｡それ

に総理衛門が同意 しないなら､総税務司を辞める｣､とD t136)

どこに両者の争点があったか､もはや説明を要 しないであろう｡ レイはかたくなに自分の

主張を曲げようとしなかった｡それは文拝の説 く当時の財政 と政治のあり方を了解 したう

えでのことなのか､それとも文拝の言を理解 しようとせず､総理街門の立場にまった く配

慮せず､ひたすら我意を通そうとしただけなのか､よくわからない部分 もある｡いずれに

せよレイは､拝観の性格をことさらにあらためようとして､性急かつ高圧的な態度に終始

したとはいえよう｡恭親王 も結論づけたように､清朝側にとっては ｢単に六隻の戦艦を購

入するためだけに､これまでの体制をあらためるなど途方 もない｣(= 8) ことであったOそ
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して総税務司 としてのレイは､プル-スもいうように､ ｢洋税徴収を補佐する外国人に対

する統轄権は与えられているが､洋税収入の使途を左右する権限までは与えられていない｣

(137'のであったDレイの主張はつまるところ､当時の清朝の体制に規定 きれて成立 した拝

観の性格 と総税務司の地位をわきまえないものであった｡これでは彼は､総税務司を罷免

されるはかなかったであろう｡

レイの退場を批判まじりの眼で見送 りつつ､-ー トは一八六三年､正式に総税務司に就

任する｡-ー トはレイの失敗を踏まえて､当時の清朝の政治体制に理解を深めた｡彼はこ

のとき､政策を立案 し､遂行するのはあくまで地方であり､中央はそれに一定の監督を加

え､認可を与えるにす ぎない存在であると喝破 している 1̀38㌦ 彼はしたがって､ブルース

と外国商人の論争にみられるように､外国の利害 もからんで くる洋税の問題､ひいてはそ

こに覇現する中央 と地方の関係には､きわめて敏感にならざる与えなかった｡よくいわれ

るように､彼が万事において控えめな行動を怠 らなかったのは､もちろんその性格による

ところも大であるが､む しろ主 として､ ｢嫌悪や晴疑の眼で見 られてはならぬ｣洋関の地

位 (1川 に規定された ものとみたほうがよいであろうo そして彼が事あるごとに､与えられ

た公的､私的な役割を総動員 し､財政面あるいは外交面から､積極的に中央と地方､そ し

て外国との利害の調整を試みたのも､同じ事情によるものであった｡しかし高まりゆく彼

の名声とは裏腹に､それははかばか しい成果をあげず､自身においてはしばしば挫折感に

打ちひしがれた｡一八七〇年のオルコック協定 (日 日 の失敗はその代表例であろうが､-I

トはそののちまもなく､

私が助けられる間はまだしも､それ以上長 く中国にとどまるつもりはない ｡大きな変

化がすみやかに起 こらないなら､仕事の成功 というようなものを目的にとどまるのは､

あまり意味がないであろう｡私は自分が中国で役に立てると信 じてさえいれれば､中

国が好きだった｡でも中国人がまたしゃがみこんで一歩も踏み出そうとせず､私 も中

国がこうも定まった形に結晶 していて､真の変化はあまり望めないとわかった以上､

単なる関税集めはもうたくさんだD '141'

と漏らしているDこの嘆息は自分に対する清朝側の微妙な態度の変化を感 じとってのもの

であるが､洋関 ･洋税 という槽朝の一大財源によって支えられつつも､その基盤をなす清

朝の政治体制に手を加えずにはいられない､それでいて明るい見通 しがえられない当時の

総税務司ハー トの位置と苦悩を示 して､あますところがないであろうロ
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小結

本章の最初にたちかえり､明らかにしえたことをまとめてみると､およそ以下のように

なろうDまずアロー戦争の勃発を契機に､イギリスは上海の外国人税務司制度の改革を迫

り､これを清朝側の管轄に移 し､全条約港に導入 しようとした｡その目的とするところは､

当局と商人との間に差異があったけれども､それは条約の締結においては､なお表面化 し

なかった｡かくしてイギ リスの要求が明文化された ｢章程｣をうけいれ､その履行を担当

したのは､清朝側の ｢和平派｣､なかんずく上海地方当局者であった｡彼 らの利害関心は

イギリスと一致するところが多かったけれども､その立場から ｢章程｣を文字どおり実施

するわけにはいかなかった｡そこで ｢章程｣の実施が旧来の官僚機構と矛盾を生 じないよ

う配慮を払って､総税務司なるポス トを設置 し､ ｢画一的｣な制度としての洋間を組織で

きるようにしたのである｡

第二に､こうして成立 した､洋関の統轄官､設置官たる総税務司は､北京に総理衡門が

新設されるにともない､そこに直属することになったが､それは総税務司に新たな役割を

付加するものであった｡なかんず くハー トの登場に及んで､彼のパーソナリティと不可分

な総理衛門の顧問という私的な役割をも担わされたのである｡清未の総税務司の特質は､

これら公式の役割と非公式なそれとを一身に体現 したところに認められるものである｡

第三に､洋関およびそれが徴収する洋税は､清朝旧来の海関行政に変化を及ぼしっつ､

清朝政府の財政機構のなかに定着 したものであった｡したがって洋関と洋税が､清未の政

治体制における中央と地方の関係のなかに組み込まれるのも､やはり免れなかった｡同治

年間に入り､洋関をめぐってイギ リス駐華当局の清朝支持政策と外国商人の利害は衝突 し

はじめる｡そして洋関を統轄する総税務司は､レイにせよ-ー トにせよ､その手法 と目的

は異なっても､外国とかかわる中央と地方の関係を調整すべく､積極的に活動せざるをえ

なかった｡いずれもその根本的な原因は､洋関と洋税が清朝の政治 ･財政構造と密接な関

係を有するところにひそんでいたのである｡
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おわりに

中国近代における拝聞の存在をどのように評価するものであれ､従来の研究において共

通するのは､洋関の成立は外か らの力によるものとする理解である｡ ｢広兼 システム｣か

ら ｢条約体制｣論に発展 した枠組､そして史実の解釈はこれに対立する ｢半植民地｣論は

いうに及ばず､それらいっさいを克服 しようとする ｢朝貢貿易 システム｣論において も､

そうした理解のしかたに少なか らずとらわれている(日 ｡洋関が西洋との関係において形成

されたという意味では､もちろんそれが誤りであろうはずはない｡しか しなが ら外からの

力ばかりに目を奪われると､百年に垂んとする揮関存続の重要な契機を見落として しまう

ことになりかねない｡これまでの叙述を通 じて明らかになった論点をまとめてみると､そ

れがはっきりするであろう｡

酒代の中国において､商人が従事する交易とそれに対 し官が行なう徴税の関係は､業種

によってさまざまな形態をとったけれども､ほぼ共通するのは牙行が両者を媒介 しつつ､

取引と徴税を一体化 していたというあり方であろう【2㌦ それがもっとも典型的に発達 し､

やがて明確な制度 となってあらわれるのは､広東においてであった｡卑海関の保商制度の

形成と外洋行の独占がそれにあたるが､その動因はいうまでもなく､広東における西洋貿

易の比重の増大にあった｡ しかし一八世紀の後半以降､西洋の貿易は茶の買付を中心に､

飛躍的な量的拡大をみせる｡これは周知のように､西洋側においていわゆる三角貿易､多

角的決済機構の形成に願在化 したような変容､言い換えれば貿易の担い手の分化と再構成

を促 したばかりではなかった｡中国側においても､西洋貿易が外洋行の許容里をはるかに

超えてしまい､外洋行に一体化されていた機能は､外洋行のみでは支えられなくなって く

る｡そうした趨勢はアヘン戦争の前後を一貫 して継続 し､西洋貿易に対する取引 ･徴税機

構の分化が進行 してゆくのである｡

条約港での西洋貿易においては､それまで外洋行の名義に集約されてきた機能のうち､

内地に資金を投下 し､商品を集散 し､そのための倉庫を有するという取引の主要な役割は､

外国商社にうけつがれた｡外国商社が ｢洋行｣と呼ばれるようになるのも､一つにはこう

した機能面の継承関係に由来 したものと想像 される｡そして商品を内地から買い付け､内

地へ売 り捌 く役割は､買桝に代表 される商人たちが担 うようになったo それにともなって

外洋行の取引に組み込まれていた徴税の機能 も､次第に分離独立を余儀なくされる｡より

正確にいうならば､取引の担い手が外国商社と買雛に分離 したことによって､それまで両
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者の間をっなぐ過程でなされていた夷税徴収の担い手が存在 しえなくなったのである 3̀'O

そこに現象 したのが､一八四〇～五〇年代の条約港における脱税の横行であった｡これは

上海のみならず､福州でも広州でも発生 したものであるが､各港でたがいに前後するのは､

外国商社と買離たちに分化 した時期がそれぞれ異なっていたからである｡上海の外国人税

務司制度および各条約港における拝関の設立は､か くして空虚なまま放置 された徴税機構

に実体を与えようとしたものであった｡言い換えれば､拝聞は外洋行に一体化 されていた

機能の分化の結果､折出された徴税機構の最終的な形態であったのである (4㌦

したがって旧来の一体化機構を保持 したところでは､港 と内地を問わず､洋関と異なる

徴税の形態と構造をとったのは当然であろうO海上貿易については､王軍の記述が参考に

なる｡彼は江海関の弊害を措写 して､

旧関の慣例では杭州人を登用 して事務をっかさどらせる｡これを総庫といって､もっ

とも役得のあるポス トで､万金を費やさねばえられないものである｡年間の税収は数

百万両を下 らないが､その半ばは菅更に横領される｡--北開はそうした横領の弊害

はないが､脱税がきわめて多いD中国人と外国人は言葉が通 じず､加えて西洋人は校

柑なので､往々にして小艇を使って貨物を運び､すさをみて帆を揚げて出航 して しま

い追及できない｡ (6)

と書きとどめている｡そもそも旧来の体制であるなら､官吏の ｢横領｣は指摘できても､

商人の ｢脱税｣は容易に表面化 しないものであった｡このように江海大関 と新関が ｢横領｣

と ｢脱税｣で対比されるのは､両者の構造的な差異をあらわ したものとして了解すべきで

あろうoまた西洋貿易にかかわる内地の交易に眼を向けると､買癖をはじめとする商人た

ちは､条約港を起点 として輸出入貨物の購買 ･販売網をひろげてゆくが､内地におけるそ

の無数の結節点では､取引は依然 として徴税と不可分なままの構造を保 っていた｡第二章

第四節に紹介 したオルコックの言を借 りていえば､官庁に対する徴税の責任､納税の保証

を触媒に､交易において排他的なギル ドを結成 し､独占に達 してしまう組織のあり方は､

内地では普遍的に潜在 していたQ これが外国商人に対する中国商人の内地市場支配 と表裏

する産金税 的 の基盤を提供 した ものにはかならないであろうOこれまでいささか臆測を交

えつつ提起されてきた､常関に倣 った洋関の設置､常関制度を基礎 とした洋関と産金､と

いう議論 川 は､外洋行に集約 されていたような取引 ･徴税機能の分化ないしは未分化 とい

う文脈において､はじめて説得力をもっものとなるのである｡

ところが上海の外国人税務司制度には､これまでに机 ､独自の機能が付与 されていたo
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それは規則に従 った確実な徴税である｡この機能は上海が西洋貿易の中心港 となり､同時

に夷税が清朝の重要な財源となるにしたがい､外国側においても清朝側において も､それ

をどう位置づけるかで論議の的となった｡その結果､外国人税務司制度を上海以外の条約

港にも導入することが定められるが､そこで浮かびあがったのは､清朝側がその導入をい

かに円滑にはかるかという問題であり､そのために総税務司が設けられることになったの

である｡総税務司が総理衛門に直属 して､多彩な活動に従事するようになるのも､清朝政

府内で洋関をどのように統轄するのか､かっまた総理街門が反対勢力にいかに対処するの

か､がその主たる動機になっていた｡ したがって総税務司の成立は､その発端はもとより､

その過程においても清朝の官僚機構､あるいは政治構造に大きく規定 されていたと考える

べきものであろう｡洋間の役割についても同 じことがいえる｡アロー戦争の結果､いった

んは賠償金弁済の財源と位置づけられた夷税は､清朝の財政構造に規定 されて､中央政府

が把撞 しうる地方当局の財政収入たる拝観-と､その性格を変えていった｡群関はこのよ

うな拝観を徴収する以上､否応なく清朝の中央と地方の関係のなかで定着せざるをえなか

った｡そ して拝聞の設置官であり統轄官である総税務司も､中央と地方の関係をまずその

活動の前提におかねばならなかったのである｡

かつてイギ リスとの南京条約締結のさい､欽差大臣伊里布が､ ｢イギ リスが望むのは通

商であり､中国が望むのは徴税である｣ (8) といったのは､これまでの論旨と考えあわせる

と示唆的である｡外洋行はこのとき､西洋の貿易と清朝の徴税 とを媒介 しつつ も､両者の

争点として存在 していた｡南京条約ののち責税を徴収する海関の機構 も､そうした位置づ

けでやはり変わるところはなかった｡外洋行の徴税機能を打余曲折を経て､最終的にうけ

ついだ洋関はなおさらであり､それをす ぐれて動態的に体現するものであった｡本稿で詳

説した拝聞成立の過程はとりもなおきず､外国側からの通商の問題に端を発 しなが らも､

それが本質的に清朝の徴税 と財政の問題に置き換えられるものであったことを示 していよ

う｡こののち通商と市場のレゲエルにおいて､外国商人の内地進出に立ちはだかった産金

と子口半税適用の問題 (9'は､やがて裁定加税の問題に政治化 してゆく 川̀ が､それはつき

つめれば､中国の財政体制 と政治構造に還元できるし､また事実として､還元されていっ

た問題である｡そして洋関はそれを成立せしめた動因 と経緯によって､これらの問題とは

不可分のものとして存在 し､存続せざるをえなかったのであるo ハー トは総税務司を勤め

て一〇年経過 したとき､つ くづ くその地位が ｢変則的な｣ことを噛みしめ､

海関に外国人を雇用するのは､それが外国人との交渉での輔佐としていかに有用であ
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り､徴税の装置としていかに利益の上がるものだとしても､多 くの点で好ましか らざ

る事実であるQ何 となれば､洋関の発展が促されてはきたけれども､それは外国との

交渉と同じく､ある程度までは中国に強制 したものである｡そしてそれが中国の排外

性という欠点から必然的に生 じてきたのとやはり同じく､それが存在 しているのは中

国の官僚が自己のなすべき仕事ができないことを意味 している｡ しかも洋関が首都 と

関係をとりむすべば､税務司の傍 らにいる官僚の行動の自由を妨げるのである｡さら

に忘れてはならないのは､遅かれ早かれ､洋関の存在は必ず終末を迎えるということ

である｡洋間はしばらくの間は繁栄 し､役立ち､賞賛されるかもしれぬ｡ しか し自然

の､国民の力が､音は立てずとも絶えず働いて､我々をかように変則的な地位から放

逐する日が必ずやってくるであろう｡ (ll)

と述べた｡この言はたとえば､およそ六〇年ののち国民政府に仕えた第四代総税務司メー

ズ (SirFrederickMaze)が引用 した 112) ように､あるいは現在の我々が解釈 しがち (= り

なように､中国人の立場からナショナ リズムの展望と洋関の運命を予言 したものと読むの

も､あながち誤 りとはいえない｡ しか しこのときの-ー トの心情は､はた してそうであっ

たであろうかO彼がヴィク トリア時代のイギ リス人らしく､ ｢進歩｣-の堅い信仰をもっ

ていたのを考えあわせれば､西洋的な尺度でみるなら､あるいは中国が西洋のように ｢進

歩｣ したあかっきには､洋関は ｢必ず終末を迎える｣性質のものとしているのではあるま

いか｡そのような洋関が彼の時代にあって､ ｢繁栄 し､役立ち､賞賛 される｣ ものと予想

せざるをえないところに､この時期の対外関係をも含んだ中国の体制に組み込まれた洋間

の位置をみるべきであろう｡

フェアバンク氏は清末中国の権力構造を展望 して､酉太后 ･李相章 ･ハー トの ｢三位一

体 (trinity)｣を根幹とする満 ･漠 ･洋の ｢多数支配 (synarChy)｣という概念枠組を提

唱 した l̀`)｡そうした措定は氏自身ものちに若干の手なおしを行なっているところからも

わかるように､三者のあり方を歴代征服王朝からのアナロジーによって､単に静態的で並

存的､そして分担的なものと考える 1̀5'かぎり､あらゆる局面にあてはまるものとは思わ

ないoけれども本稿の考察を経た筆者が､その趣旨を自分なりにうけとめてみなおすなら

ば､次のように考えてみたい｡晴代において皇帝に集約 していた政治 ･財政の機能は､清

末という時代になると､その内外の対象が飛躍的に拡大 し､皇帝独裁ではおさまりきらず､

分化せざるをえなくなった｡か くして分化 した各々の要素は､機能的には対立的な側面を

潜在､顛在 させつつも､相互に補完 しあっており､構造的にはたがいに並立 したのみなら
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ず､横でも縦でも反発 しながらも､包摂 しあう動きをたえずはたらかせていたのであるO

西洋との関係においていえば､外洋行の機能分化から拝聞の形成と確立へ至る過程は､そ

うした大 きな趨勢のなかの-つの､しか しきわめて典型的かつ重要な局面であったと位置

づけられるであろう｡

以上が認められるなら､これから必要となるのは､滴未から民国の時期において､こう

Lた相互に補完的な､また同時に対立的な動態を構造的に把捜する視点を獲得することで

ある｡酒未の中国というものに規定 されつつ成立 した洋関と総税務司の位置と役割は､こ

ののち逆に中国の政治や経済といった内部構造､およびその変容にも重大な影響を与える

が､それがさらに洋関と総税務司の性格をも変えてゆくのである｡洋関をはじめいったん

分化 した各々の要素がさらに細分化 しつつ､たがいに依存､対立をくりかえし､やがて統

合へと向かう過程を中国近代の一面 とするなら､洋関にあらわれるこの相互作用の局面 と

しくみをも整合的かっ系統的に説明できなければ､洋関そのものはいうに及ばず､中国の

近代に対する十分な理解には到達 しえないであろう｡か くして清末 ･民国の洋関がどのよ

うなものであったかを､そうした文脈にすえて検討することが､次の課題として設定 され

るのである｡

ー129-



証

この証は本論の補足的な説明を述べるはか､本論の根拠を示すことを目的とするもので

あり､したがってその大部分を典拠 となる資料､およびその原文の明示にあてている｡い

うまでもなく漢文､欧文を問わず､同じ史料がまった く同一の､あるいは節略された形で､

複数の異なる文献に収められている場合が少なくない｡そうした場合は筆者が調べえた範

囲内で､もとのテキス トにもっとも近いものをあげるようっとめ､それが重複 してはかの

文献に収められていても､その注記は割愛 した｡また文献名を示すさい､一見 してそれと

わかるような略称をあげるにとどめて､編著者名､書名､刊行地､刊行年のすべてを必ず

しも記さないOいずれも煩を避けんがためであるO書誌データについては､後の引用文献

目録を参照されたいD

括弧の鼎は基本的に本論と同 じであるが､証にかぎり用いた ものは以下のとおりである｡

漢文史料の 〔- 〕は､筆者によるテキス トの訂正､疑義の残るものはそれに加えて?を

.付 したo 【 】内は割証の文であることを示すOまた文書の日付で某年某月某 日 ｢付｣と

するものは､中央政府でその文書が受理 ･処理 された日付をいい､ ｢付｣とないものは発

信の日付を指す｡欧文史料の[ ]は筆者､もしくは原典による注記である｡なお頻出する

欧文資料にかかわる名称で冗長にわたるものは､以下のような略称を用いた｡

ADPP: J.Davids,ed･,担ぎ___lC叩____DiplomaticandPublicPapers:TheUnit与旦_

Stat_esandC_hinaLSeriesI- TheTreaty!gstemaTLdTheTaipingR申elliojL
l842-1860.21vols.

CIMC: China.ImperialMaritimeCustoms.

CMC: China.MaritiTneCustoms.

FO17: GreatBritain.ForeignOffice,GeneralCorrespondence.China.

FO228: Gre去tBritain.ForeignOffice.EmbassyandConsularArchives.

Correspondence.SeriesI.

FO677: Great.Britain.ForeignOffice.EmbassyandConsularArchives,

SuperintendentofTrade.Records.

lUPBPP: ⅠrishUniversityPress,AreaStudiesSeries.BritishParliamentary

Papers.China.42vols.

PP:1 GreatBritainParliamentarLyPapers.

USDS: UnitedStates,I)epaftmentofState,GeneralRecordsofDepartmentof

State.DiplomaticDespatches:China.
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序論

(1) 以下の研究史の整準削こかかわる文献は､およそこの間題に関心をもつ研究者には周知

に属するものであるから､煩を避けるため逐一注記 しない｡それぞれの枠組およびその

主要な論点について､ここで紹介するもの以外は､各章の証に掲げた諸研究を参頗 され

たい｡
(2) たとえば､潰下武志 『中国近代経済史研究』､と､南下武志 ･川勝平大箱 『アジア交

易圏と日本工業化』､所収の各論文､とりわけ川勝平太 ｢日本の=業化をめぐる外圧と

アジア間競争｣､および杉原薫 ｢アジア間貿易と日本の工業化｣､の所論を比較｡

(3) たとえば､溝口雄三他編 『アジアから考える[2]』､同編 『アジアから考える【3]』､

の諸論考を参周｡

(4) 現在の中国語による研究上の概念でも､ChineseMaritimeCustomsの訳である ｢中国

海関｣がもっとも一般的に使用されるし､卑近な例では､現在の我々の ｢税関｣に相当

する機関がその ｢中国海関｣から制度的な系譜をうけついでおり､やはり ｢海関｣とい

う｡こうした事情から今日の研究ではその ｢海関｣と区別するため､宿代においては沿

岸､内地を問わず､ ｢常関｣と称するのが普通である｡ しかしながら ｢常関｣は､本論

にも少 し触れるように ｢拝聞｣が成立 してから､それと区別するため立てられた対立概

念であって､ ｢拝聞｣の存在以前において ｢常開｣という語を用いるのは､厳密にいっ

て正確でないばかりか､その歴史的な性格をも唆味にしてしまうおそれがある (たとえ

ば､葺慶遠 ｢試論鶴片戦争前的中国海関｣､参照)O以上を踏まえたうえで､なお研究

者の操作概念として ｢常閲｣と称するならまだ しも､いまのところそうした事情はまっ

たく考慮されていないようである｡本稿の考察はしたがって､これまでのいわゆる ｢常

開｣研究に対する批判巷も合意するものとなろう｡

｢拝聞｣は当時の用語としては一定 したものではなかったようであり､これを ｢海関｣
の俗称とする議論 もある (徐珂 『滑稗額紗』､度支類､ ｢海関常閲｣ ｡海関任洋鼻､諺

有拝聞之構､又或求別於常闇而群新開､皆非也｡)｡それが正 しいかどうか判断する材

料はもちあわせていないが､それだけ ｢拝聞｣という言葉はひろく使われていたともい

えよう (H.B.Norse.I_heInternationalRelationsofth早__Chime__S声_Enlpire_.Vol13.

p.392.n.18.)0 ｢洋関｣が公式に ｢海関｣と改称されるのは､民国時期に入ってか

らであり (『政府公報』第一-〇五号､一九一五年六月五日､大総統批令)､清未なら

洋関とするのがやはりもっとも便利で妥当であろう｡したがって筆者は洋関を英語でい

うならば､略称ならForeignCustoms､正式にはChineseImperialLhritimeCustolnSに

なると意識するものである｡ただしこれらの語は､しばしばForeignInspectorateof

cust｡msと互換的に用いられ､これを和訳すると ｢外国人税務司制度｣となる｡あえてい

えば､ChineseImperialMaritimeCustomsは機関 ･官庁に､ForeignInspectorateof

customsは制度 ･方式に重きを置いた言い方であるように患われるo そこで原語の用法と
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はいささかずれるけれども､筆者は概念的には ｢外国人税務司制度｣という語を総税務

司 (Inspector-GeneralofCustoms)L設立以前の上海で機能 していた制度に限ることと

した｡やや悪意的な概念操作かもしれないが､あわせて含みおき厭いたい｡

第一毒

(1) H.a.Horse.TheGildsofChina. D0..InternationalRelations.†01･1･ Do･.

T垣.旦叫oniclesofthe____East__jndiaCompany.5vols･

(2) J.X.Fairbank,Trad阜__andDiplomacyon_t串eChinaCoast_･ Do･.ed･,工垣
ChineseWorldOrder.

(3) たとえば代表的研究として､松田智雄 『イギリス資本 と東洋』､衛藤博吉 ｢砲艦政策

の形成一一八三四年靖国に対する-｣､同 『近代中国政治史研究』､所収､田中正俊

｢中国社会の解体とアヘン戦争｣､同 『中国近代経済史研究序説』､所収､参照｡

(4) tLH･Pritchard,麺旦10-ChiTl阜SeRelationsduringt_tieSey_enteenthand

EighteenthCenturiesI Do･,The.壁_ucial_yearsofEarlyAngloTChinsseRelations･

M.Greenberg.BritishTradeandtheOp_9ningoL旦垣旦旦. 衛藤藩吉 ｢7-ン戦争以前

におけるイギリス商人の性格｣､同前掲書､所収｡

(5) 梁嘉彬 『贋東十三行考』､内田直作 ｢酒代の貿易独占機構｣､同 『東洋経済史研究

Ⅰ』､所収､佐々木正哉 ｢卑海関の随規｣､同 ｢酒代広乗の行商制度について｣､彰揮益

｢宿代贋東洋行制度的起源｣､圧宗桁 ｢廉売十三行之起源及其商業娩奨｣､同 『廉売文

物叢談』､所収､陳国棟 ｢宿代前期卑海関監督的派遣｣､同 ｢酒代前期卑海関的税務行

政｣､K･TIAICh'en(隣国棟),!旦阜Jp_芦9_主_†印CyOftheqhineseHongMerchant_S.

(6) 確下武志 『近代中国の国際的契機』､とくに､二五～四七貢､同 『中国近代経済史研

究』､とくに､二二七一二三八頁｡

(7) 代表的な例として､I.K,Fairbank."TributaryTradearLdChina'sRelations

yiththeWest,"p.149.と膚下前掲書､二三四頁､の所論を､また通商に限らず システ

ム全体ではたとえば､I.冗.Fairbank,"TheEarlyTreatySystemintheChinese

WorldOrder,"do..ed..9PL__裏t..pp.273-275,と潰下武志 ｢朝貢と条約一乗アジ7

開港場をめぐる交渉の時代 183ト94｣､溝口雄三他編 『アジアから考える[3]』､二七四

～二七五貢､の所論をそれぞれ比較o

(8) いささか余論にわたるが､これと関連 して､潰下氏が ｢従来､東インド会社 ･7-ソ

貿易 ･広東十三行､という東西経済関係の交差点に係わる諸項目によって検討 され､特

徴付けられてきた前近代から近代へのアジア経済史像は､今後､ジャンク貿易 t朝貢貿

易 1アジア域内交易の展開として捉えなければならな小 ｣と述べる (演下前掲 『中国近

代経済史研究』､二三八頁)のは甚だ印象的である｡ ｢東西経済関係の交差点に係わる

諸項目｣を ｢アジア域内交易の展開｣にとりこんで､そのなかに明確な位置を与えては

-132-



しめてアンチテーゼの域を脱 しうるであろう｡そうした作業は ｢東インド会社 ･7-ン

貿易｣の ｢項目｣では多少なりとも行なわれているようであるが､中国側の ｢広東 シス

テム｣形成や運用の側面はほとんど捨象されている｡それに関 しては､外洋行よりむ し

ろ本港行､福潮行に注目する､という氏の取捨選択的な姿勢 (演下前掲 『近代中国の国

際的契機』､五六頁)にもみられるように､ ｢広東十三行｣ (-外洋行)に集中 してき

た従来の議論をいわば裏返 しているにすぎず､史実認識にも誤りがある (漬下武志 ｢中

国と東南アジア｣､一二三頁)O本章は外洋行の内実を問いなおすことにあてられるけ

れども､同時に ｢東西経済関係の交差点に係わる｣外洋行と ｢アジア域内交易の展開｣

にかかわる本港行､福潮行 とを統合的にとらえる視点を獲得できるかどうかの検討 も欠

かせないoそれについては､なお不十分ながら､拙稿 ｢広東洋行考｣､で私見を開陳 し

ておいた｡

(9) 『明清史料』丁編､第二本､頁一五五､ ｢申巌海禁勅諭｣､同上､第三本､頁二五七､

｢厳禁遠海勅諭｣｡なお､海禁とかかわりの深いいわゆる遷界令は､順治一八 (一六六

一)年八月己未に発布 きれた (『大槽聖祖仁皇帝音録』巻四)が､広東方面で施行 きれ

たのは､A･Ljungstedt,AnHistoricalSket_Q_hoLthePortugueseSettlementsin

giBA.p.95.の示すように､海禁強化と同じく康梨元 (一六六二)年のことであったよ

うである｡屈大均 『贋東新語』巻二､ ｢遠海｣､にも､ ｢蔵王寅二月､忽有遷民之令｡｣

とある｡

(10) 『大酒聖祖仁皇帝音線』巻七六､康照一七年八月庚午の条o阿豊素 (AffonsoVI)

過陪臣本多白壁粒 (BentoPereiradeFaria)進表､責獅子｡なおこの遣使の詳細につ

いては以下の文献を参照.L･Pfister._N_Pti_pesBiographiquesetBibliographi_可ue_已

surlesJ由uitesdel■AncienneMissiondeChime,Tom.1.p.243. I.X.
I[

Fairbank良S.Y.T色ng."OrLtheCh'ingTributarySystem. pp,181,188. Fu,

Lo-shu."TheTwoPortugueseETnbassiestoChina. pp.87-92. L.Petech,"Some
ll

〟
RemarksonthePortugueseETnbassiestoChina. pp,233-236. J.E.Wills,

ETnbassiesandIllusions,pp.130-144.238,240. G.B.SouZa,TheSurvivalof

麺且主ユ旦.P.201.

(ll) 『大酒聖祖仁皇帝賓録』巻三三､康幣九年六月甲寅の条. 『康照大酒舎典』巻七二､

穏部三三､主客酒吏司､朝貢-､西洋国の条｡Ljumgstedt.op.°it..pp.95-96.

Pfister･op･ciL･pp･376-377･ Wills.optciL.pp･114-126･Souza･loch

cit.

(12) pfister,qp.cH･.p･243l Wills･叩･担･･pp･130-144･238･240･

(13) 『撫専政署』巻二､秦疏二､百四一一四二､ ｢請除市舶鬼門早路税銀疏｣｡百康構

元年禁梅､卑 〔-轟〕門遷置界外､船的停徴o緯囲西洋園進貢正使本多自助粒見卑 〔-

鳥〕葬雲海困苦､赴部呈控｡康慣十八年十二月 〔一二月?〕内､准兵部番､馬借述専
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〔一塊〕門界外孤洲等事議覆､刑部郎中洪尼噂等到卑跨勘､准在早路界□貿易o奉旨､

依議｡早路准其貿易｡其水路貿易､侯滅海賊之日､昔該督撫蓮講､欽比｡遅行招南口其

時海禁未開､卑 〔-鹿〕門IJl魔界外､内地商民､禁止不許至卑 〔-甚〕 O其外来船室到

卑 〔一糸〕洋貨､及商民貨船到香山願､倶由早路運至界□貿易､不許海路･行走o令市舶

司徴収､即早税也Oまた､ 『康照起居注』､第-冊､三九一頁､併照D

ただ､ペレイラが訴えたというマカオの困窮には一考の余地があるO後述の沈上達な

る人物は平南王の庇護下に海船を建造 し､外洋で密貿易を行なっており (『撫卑政署』

巻七､奏疏-､頁一六､ ｢義援卑東増覇税的疏｣｡目康慣元年秦文禁海､外番虹隻不至､

即有沈上達等勾結貰梶､打造海虹､私通外洋､一次可得利銀四五寓両､一年之中､千虹

往回､可得利銀四五十寓頑､某社利甚大也｡)､マカオ側でも禁令に背いて密輸を試み

る商人があった (Ljungstedt.op.°it.,p.95.) というから､必ず しも一貫 して海禁

のみが原因で､マカオが商業的困窮にあえいでいたとは考えにくい｡ペレイラ使節の派

遣に及んだのは､一六七六年､尚之信が清朝に叛 し､まもなく降伏するに至って､マカ

オ当局としては､平南藩と通 じていたという清朝の晴境を解き､あわせてオランダなど

商売敵を排斥するため､その支持を取 りつける必要があったことによると考えられる

(Souza.loc.°it.)D

またペレイラみずからが兵部に訴え出たというのも､事実ではない｡マカオ当局の記

録によると､兵部にはたらきかけ､交渉にあたったのは､フユルビース トをはじめとす

る北京のジェスイット会宣教師たちであった (Wills.op.cit･.p･139･)｡

(14) 『南海騎志』巻二六､雑録下o順治十年､遅羅現有蕃舶至簾乗､表請人責o是年､

復有荷蘭国書舶至旗門､懇求進貢｡時堕課提琴司白寓畢 ･藩府参滞沈上達､以互市之利

説尚王､速答部允行｡乃m明市舶舘地而厚給其廃館､招納達人蔦O

(15) 『撫専政署』巻七､奏疏一､五一～二､ ｢特番提琴司官封和税鯛疏｣ o鬼門早路貿

易一案､--干康爆十九年十-月､徴収税銀､--乃不意有壁市提孝司提琴張某｡其人

者､本以市井之徒､骨馬逆背離事､横島官職､不恩守法他商､軌敢肇私蝕課o干程収官

税之外､毎雨私抽税銀五鏡､又縦容吏書 ･門亀各役楊恩聖 ･架正新--毎爾私柚税銀､

共一銭五分O臣重力清査､始接報康慣二十年所収官税､銀一寓二千二百七十八両八鏡等､

現在秦報｡此外､訪賓本官私抽六千百三十九両四鏡､侵肥人己､街役楊思聖 ･繁正新等､

共私抽税銀､一千八百四十一両八鏡､各費瓜分Oまた同上､ ｢議覆卑乗増範税的疏｣､

頁一七｡白二十年正月起､至年終止､櫨報共収銀一高二千二百七十験雨｡臣又重出該司

提琴官張榛､井各藩役､私抽侵欺銀七千九百八十線雨｡又二十一年正月起､重六月終1L

査出税銀七千九百飴繭､官蓋私抽侵欺銀五千飴雨｡巳男疏題参,既出之千両力､臆踊之

干公家｡嗣後白魔婦人正銅､是年可得税銀二高二盲飯南｡

(16) 同上､貢四六～四七､ ｢轟門閥開講設専官疏｣ Q今且税務漸増､必碍添設部選同知

一員､牡笥前山案､精査税務､兼理海防｡凡界□唐揮貨物出入之数､輿盤詰連票之物､
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駐前山寮､陸運貨物至香山､令薄幸一員監呈｡雪道部愚妻芸事｡jと亭菅皇i.重病き禿

ているDただし以上に見てきたところでも明らかなよき起､萄棄書芸真弓苦帝盛轟重患重責

きれたとする (e_g..S_ViraphoIITrit和tea-n己P

ある.市舶司が陸路貿易より撤収 した ｢早税｣は ｢市舶梅雨j主嘩ばねも轟顧三重聾転

なっても依然として､その称呼は変わ.?ていない (後註獅 き萄引肩糞毒垂顛∋量と泰毒

見ても､同知はあくまで ｢添設｣されたのであって､その後も市舶司は､いかな-1=.恥で

あれ存続 していたと考えるのが適当であろう｡

(17) 『撫卑政客』巻六､文告二､真玉-六号 ｢禦貯萄韓j B尊顔帯革蔭醇睡与桑葉尭韓毒

酒往十字門海洋､輿葬人私相交易､州.･億 惇旨而走洋､彊私通而覇韓日ii- 窒敢産経雇

牙､篤買棄開鍵､商貨居停其闇､去跡乗録､真否私軽号郵襲晴郵百顛時事撃ち轟重荷轟き

--嗣後唐洋貨物､務須磨遵巌旨､在敢蕃山塵門草蕗葬Ei≒重荷重義垂帝療病舞轟≒喪

貨先赴提琴司投約､名取印信税票収執罵潰｡盈至軍店重要i春慶唐芽轟短音鹿妻尭蛮醇

税票､方許下載碍管O其無税票者､郎係薦韓私葦毛或筆重商慧車重顔弓棄藍重要轟亭再考

亦是漏税情弊O倶癒五割密額該地方官号或産院真菌≒髭凄覇薯嚢号療皇轟韓轟i重鎮事

例,揮散問罪､題詩虞分与･IH-若店牙厚だ蓉障捷南専不顛蓉舜与- 与億 尭嚢垂歯舞与桁

行併琴章一蔓連坐申零細防軒数 暴騰 醜 缶また海南よ草馨恵与奉轟-子 F垂発頭韓轟
設専富疏 ｣､貢四六o今西洋国貨物運至鶴門､舞人妻界口陸路貿易 O 此他室轟門僅三男､

必需春宮把守､積寒盤睦､籍票薦蓮至省号蕃研蓮華司-轟号室真率頭--轟亨醇真豪商真

野｡巽内地帝長貨物,蓉研査太宰碍一環与萱蕃淳重商-轟き嶺嚢蔚珪帝商葬喜要義尊重

必須籍察宮登坂与防其舞等乏轟き

日暮享 こ砕陸路巽裏 によって七窮舟 巨穿身泰当琴率琴蓉顛西藤轟皇賓義春垂畠膏右 窪春季

になって毎号たこと娃与書嘩章喜 F讃韓顛葬棄轟蓉三重蘇j幸三斉三菱与露草ぎテ学

を芳墨警護f若き見舞蓉言を竃斉し与 F簸ず右転当時 ∈寒雲穿経享這 享薗轟曹長三書経車重量

産提琴雪雲を欝妻缶たる曜一癖露晃で奉って専凌辱接頭円転寮を寺号重義彊轟事 iI尭j套轟

琴与-fギ 撃貢 蓉記療臣を 号 #圭砧蓋≠声轟貫等喜貢ぎ墓を転 官壷章盛衰書f配皇呈昏重要宅藩 書き重義 衰圭夏至

空箱吾妻箆措 f 飽き声密書確窪拓き岳暴発 確f垂東 麺 夢琴 碩春夏醇醇轟密 呑f雷表書緬 夏も 昏緬

喜嘉圭寧遷誤電毒重宝貫声音鮎 墓轟娼売主辞書妻封書細 皇姦垂青書岳 零醇轟轟書重責 岳轟音頭 重裏表 細 事重 臣

昏琵臨昏招琵産室を転露 を岳重吉鰻g=臣詰短露諏酪∈書経療童毎套重苦亘裏表表 毎麺 藷壷重責衰套膏重量壷亘をぎ表裏

乳 誼敷き垂真幸経書盈審轟晋毒等巷 毎夏T監 鼠 鮎ぎ善書私 塾 垂≡毎妻妾皇室重森 白頭轟醸重責_

塾睦 麺も 宮森 窒f 夢r-岳f享 百

如 き 商墓韓裏書素麺 軒轟畢轟蓉盛蕃恵与嚢轟一幸葦一恵モ F轟嚢重奏車轟轟轟轟i与褒章巨

寿真を参療 百き毒臣亨舜真幸馨三 号妻轟三号 頂 轟轟発華轟麿重鎮垂重商轟j号重責 壷
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康慣二十一年分､抽収税銀､一幕八千七十六両零o較之二十年抽収之数､尚有盈飴五千

八百七十線雨｡

(20) 『康輿起居注』第二冊､一〇八六､-〇九三貢O 『卑関巡視紀略』巻-､貢三～四o

是役也､有苦行之事四蔦｡･･-･故事直隷天津衛 ･山東豊川府 ･江南雲室山 ･斬江寧波府

･福建樟州府 ･贋東金門各通市舶､行宮外洋､以禁海暫阻､鷹酌其可行輿否､四也｡

(21) 同上｡

(22) 『康難起居注』第二冊､一二〇〇貢｡石柱英日､海上貿易､自明季以来､原未居間､

故議不准行O-･･t･塘被虐緒督 ･巡撫 ･提督云､童潜 .金門 L直門等虞､雑設官防守､但

係新得之地､症候一二年後､相其機宜､然後再開｡･･-･上目､退彊大臣苫以圃計民生馬

念｡今禁海､其私白貿易者､何首断絶｡今議海上貿易不行者､皆由総督 ･巡撫自画便利

故也｡

このような決定が当時の中国の経済や政治の体制において有 した意味については､岸

本美緒 ｢康鼎年間の穀睦について｣､拙稿 ｢従市舶司到海関｣､参照｡

(23) 『大清聖祖仁皇帝音録』巻一一五､康照二三年四月辛亥の条O九卿等議覆､工部侍

郎金世鑑疏言､･･--新江沿海地方､請照山東等虚見行之例､聴百姓以装載五百石以下船

隻､往海上貿易 ･捕魚.･･重於収税之虞､交輿該道､計貨之貴暁､定税之重軽､按季造珊

報部｡･･････倶魔如所請｡従え｡

(24) 『座興起居注』第二冊､一一八八頁O海洋貿易､奮有益於生民.但創収税課､若不

定例ヾ恐烏商葺累｡苫照開差例､差郡院賢能司宮前往､酌定則例｡

(25) 『明清史料』丁編､第八本､頁七四五､ ｢康照二十三年戸部閲洋設関原尭｣o康賢

二十三年八月内戸部題､馬請旨事､内聞､･-･･又櫨郎中宜爾格圏 ･呉世把等呈構､卑 ･

関原無征税､婿各関則例背往､牌貨物之美悪､酌量増減定例｡卑 ･関原無設有収税街門｡

蛾等到日､曙勘最要鹿設立街門之虚､定擬交輿該督換､設立街門｡其書耕 ･各項荷役､

照各関例召募｡卑 ･問沿海､地方連関､埴海口子衆多､若果不足､合同督換､按事具題

増設｡職等所収税銀､交輿布政司､取具寮収､職等親身帯来撤部銀敗報部｡至卑 ･関遥

遠､初往定例収税､難以照巳定各閲四季送坊､臆両次呈送.其海口衆多､地方遊間､若

不時巡査､以致漏課｡不照各闘例､婿職等某所知筆帖式坐名､多帯各-員｡再､海口構

津貿易船卓等物､倶行征税､等困前菜｡

(26) 『卑海関志』巷八､税別一､五三D 『皇朝文融通考』巷二六､征柏考-､康照二三

年の条O

(27)▲『康緊大槽合典』巻三四､戸部一八､課程三､関税の条｡さらに､ 『嘉慶大酒食刺

巻一六､戸部､貴州満更司の条｣寺田隆信 ｢清朝の海関行政について｣､二六七～二六

八貢､参照｡

(za) 『明清史料』丁編､第八本､貢七四五､ ｢鹿野二十三年戸部開伴設闘原案｣､に引

く康緊二三年九月初-OEI付戸部等の鹿本O其各虞商民情展牡卑 ･聞出海貿易者､蕪明
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該監督等､登記人数姓名､取具保結､給輿印票､船頭格競､以便出入｡

(29) 葺慶遠 ｢論康鼎時期従禁海到関海政策的演襲｣､一二七頁､参照｡

(30) 『大槽聖祖仁皇帝斉録』巻二五､康輿七年三月丁卯の条O凡外国之人､除進貢万物

外､婿貨物在連界虞所貿易､--･嗣後非係責期､概不准其貿易｡

(31) 『康緊起居注』第二冊､一三一九～一三二〇五O程部覆准､福建繰督王国安題外国

進貢船隻､鹿行抽税､令其貿易｡上目､外囲私自貿易船隻､或可抽税｡若進貢船隻亦行

抽税､於大領不合､亦非朕柔遠之意O 『贋東通志』､道光二年刊､巻一八〇､経政客二

三､市脂. 〔康構〕二十四年､戸部馬呈報事D近准穏部苔題､内聞､査定例内､凡外囲

頁船不過三､等語｡今奉旨､外国進貢船隻､所帯貨物､一概収税､於柔遠之意来待､等

因｡応将外国進貢､定数船三雲内､船上所帯貨物､停其収税｡其飴私来貿易者､推其貿

易｡貿易商人､部臣照例収税､等因､合議具題｡奉旨､依議､欽此､欽遵前行各海関監

督､遵奉施行｡また､沖縄県立図書館編､和田久徳校訂 『歴代賓案』校訂本､沖縄県教

育委員会､一九九二年､第一冊､三六八頁､参照o

(32) 『撫卑政客』巻二､奏疏二､頁四二､ ｢講除市舶泉門等路税銀疏｣ o一切舶納税務､

奉有欽差吏部郎中臣宜 ･戸部員外郎臣成､慌卑 〔-奥〕監督管理｡市舶司早路舶飼､自

康構二十四年起､巳掃関都徴収｡･･････今日関郡所収之晦税､即以前市舶司所収之早税O

関部業巳移取持案接管､照例徴収｡

(33) 同上､頁五九～六二､ ｢請鞘市舶早路税銅坑｣D該臣看得､卑省香山轟市舶税飼､

新設監督徴収､捉馨司官､白腫停止｡経臣三次具疏題明､部覆以､九卿合議､止令関都

海上船隻出入貨物徴収｡其楕津地方貿易貨物､停其徴収税銀｡市舶司所徴収銀両､係落

地早税｡該撫屡講師閥部徴収､殊展不合｡仇行照曹徴収､等因｡臣重､此飼非落地早税､

歴年報郡秦的､名馬市舶税的､今一地一時､一貨両税､勢虞寓難O-･･･今日監督徴収海

上出入洋船之貨税､即是市舶司昔日禁海時徴収在早路界口貿易之貨税､原是一項｡在聞

梅以前､別由陸而不由海､既開海以後､則由海而不由陸､此収則彼停､乃理之必然者也｡

･･･-況今貨物壁滞､商人稀少､関都二十五年所収之税､不及二十四年初聞洋船之税｡前

奉部駁復徴､随接商人王元 ･李再薫等篤一貨難以南徴情由､噴噴哀控公豊前来､巳於前

疏叙明.今若垂徴､章便-貨両税 .-地雨柚､不特商民困苦､無力完納､亦大非我皇上

珍他之初意英｡

(34) たとえば､ 『歴代職官衰』巻六二､関税各差､寺田前掲論文､二六七～二六八頁0

なお明代の頁舶貿易および市舶司との比較を通 じて､ ｢四相関之設､異於市舶之設｣と

する妻最英 ｢日本頁便入窺始末擬稿｣､は､こうした点で示唆的であるo この議論を展

開させ､明槽の対外的な政治経済体制にまで説き及んだものとして､前掲拙稿､参照｡■■
(35) 『明槽史料』丁締､第八本､五七四五～七四六､ ｢康幣二十三年戸部開洋設闘原案｣

に引く康緊二三年九月初一日付の上諭および戸部等の九月初-○日付題本o其海口橋津

地方貿易船車等物､苦行征税､商人及沿海地方繁民､以敦盛累o相臆停其此等之慮征税､
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滞海上出入舶載貿易貨物､准其抽税.また 『康緊起居注』第二冊､一二一八貢､ 『皇朝

文融通考』巻二六､度照二三年の条､参照O

(36) 前掲 『撫卑政審』巷六､文告二､頁五五～五六､ ｢分別住行貨税｣ ｡如省城 ･傭山､

馨設税諜司､徴収落地住観o今設立海関､徴放出洋行税､地勢相連､如行 ･住二税不分､

恐宥重複 ･影射之弊D今公議設立金線行 ,洋貨行二項貨店O如来鹿省本地興賑､一切落

地貨物､分馬住税､報単皆投金親行､赴税課司納税｡其外洋販来貨物及出梅貿易貨物､

分即 守秘､報畢皆投洋貨行､候出梅時､洋商白赴関部納税｡

この史料は周知のように､彰揮益前掲論文､によってつとに紹介されたものである｡

しかし､ ｢薄地住税｣と ｢出洋行税｣との意味を深 く考えることなく､ただちに ｢金森

行｣をのもの ｢梅南行｣および ｢福潮行｣に､ ｢洋貨行｣を ｢外洋行｣に結びつけ､ひ

いては､ ｢金耗行｣と ｢洋貨行｣との分別が ｢国内商業税収と海関税収､即ち常関貿易

と海関貿易､同時にまた常関と海関を分かったものである｣とする (同上､一七頁)の

姓､いささか短絡的な理解であろうo

H7) 『撫専政署』巷八､批答二､頁三九､ ｢布政使呈詳一件烏分別税課等事｣o徴収税

鋲､白魔頗依章程悪例､撫育濫収｡惟是出洋貨物輿落地貨物､無以分別､恐帝民不無塵

担Q其薄地貨､国営設有金端行､而出梅貨物､鷹否設立出梅洋貨行､作何分別徴収､帯

期疏繭措譲､抑再曹同庫南謂道確議､限五目内詳奪､移南関部酌行､175候緯督部院批示

報敦 Q同上､巷六､文告二､貢五六､ ｢分別住行貨税｣ O嗣後如青身家般賓之人､顧充

洋貨行者､或呈明地方官承充､或改換招牌､各具呈認明給帖O即有一人願充二行者､亦

必分別二店､各立招辞､不許混乱一慮､影射膿混､商 ･課倶有蓮闇O此係商 ･行両便之

串｡貴通諾行指南､僧籍観望遅延､有憤生理o其各虚商人釆廉､覇各席貨投行､不得重

複納税､自失生計Q

持垂) 設立当初の洋貨行がどのような貨物を取り扱ったかは､なお詳らかではないoここ

で毒皇さしあたり前節覇道の洋貨行設立の経緯､なかんずく前註(36)所引史料に依拠 して

恵く屯もっとも ｢洋貨｣そのものの語義については､ ｢東署之貨､其出於九部署､日摩

貨 Q出於亀弼者､日登貨､亦E]十三行貸｡出於西南諸番者､日洋貨O｣ (『療東新語』

巷一五､ ｢準貨｣ Oまた､指摘昂旗 ･畠恵岳校注 『卑申見聞』巷二一､物部一､二四一

貢､ほこれ巷韻述 している)とあり､この語義に従うならば洋貨行の業務範囲はかなり

韓蓬されるであろうむこうLた点をもあわせて､洋貨行と｢十三行｣の呼称､および両

者串鵜島を考証したもめに､正宗翫前掲論文､同 ｢十三行輿屈大均 ｢康州相接詞｣｣､

国 F舞茸実額葦寮速､爵収､萎薄益 ｢廉弼十三行碑諜｣､などがあり､いずれも ｢洋貨｣

と韓貴行をただちに結びっ打て菜わないようであるが､その根拠は必ず しも明示されて

おらず､な恵一考塾余地惑ミあろう苛またこれらの研究が主として解明をめざす ｢十三行｣
と洋貨行と母親韓も､決め手不足愈感は否めない凸それについては､寄稿ではさして問

題量こなちなも､串で立ち入って論 i=ないt.
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(39) 『康梨起居注』第三冊､二三二四～二三二五貢｡康鼎三十五年十月二十五日､.I.-

朕意内地商船､東洋行走晒可､南洋不許行走O.I-･至於外国商船､聴英日来o 『明酒史

料』丁編､第八本､貢七七四一七七五､ ｢康幣五十六年兵部禁止南洋原案｣､ 『宮中指

確正朝秦摺』第八韓､二五～二六貢､後註(42)の引用文を参照｡

(40) 『宮中梢薙正朝秦摺』第五韓､六一三頁o碓正四年二月一二日付､広兼巡撫揚文乾

の秦摺｡該開額税､常体徴収外国所到洋船税銀､井本港開往安南 ･東洋貿易各船之税｡

其贋 ･恵 ･潮 ･高 ･雷 ･廉 ･壌各府貨船､所載民間日用物件､及柴炭 ･魚蝦 ･菓品 ･桟

榔之瓶､原無額徴之税｡

(41) 『碓正朝漢文疎批奏摺菓編』第-0冊､二三五頁､薙正五年七月一九日付､署理広

東巡撫兼管太平 ･卑海両関税務常襲の秦摺｡査､卑海関惟聴衆船､但葬船必待風信｡

(42) 『宮中梢薙正朝奏摺』第八韓､二六頁､薙正五年四月一三日付､署理広兼巡撫兼管

太平 ･卑海両関税務常襲の秦摺｡自康博五十六年禁販南洋､止惟赴安南及内地五省往来｡

･･････今聞邸抄福新線菅高其悼傾秦開洋一事､己荷聖恩､允准南洋一億貿易､在案o奴才

伏童､海洋貿易船隻､間卑両省烏最多､且卑省戸口､膏繋干開署､或籍此貿易之炭酸､

不無少補排転之不足｡仰懇皇上僻准､牌問智之例-簡閲洋､･･,･･･

『大槽世宗憲皇帝賓録』巻五四､薙正五年三月辛丑の集には､福建での南洋航海の許

可を求めた福建総督高其樽の上奏が引かれ､そこには ｢現今外国之船､許室中国o庫寛

之船､許至外国O｣とあり､矢野仁一氏はこれに基づいて､Ljung6tedt,op.cit.,p･

123.をも引用し､広東での南洋航海の解禁は薙正元 (一七二三)年であったと推測 し

ている (矢野仁一 『支那近代外国関係研究』､五〇七一五〇八頁)が､本註所引の常襲

の言によるかぎり､その蓋然性は低いように思われる｡高其博のいわゆる ｢庫東之船｣

とは､あるいは外国人なるがゆえに､当時すでに二五菜に限ってマカオへの出入りを公

認された船舶 (『宮中桔宛正朝秦摺』第二稗､八〇三一八〇四頁､薙正二年六月二四日

付､同第三韓､一九七八年一月､三九二一三九三貢､掩正二年一〇月二九日付､両広総

督孔垢均の秦摺o惟康構五十六年禁止南洋之後､襖門西洋人､非貿易無以資生､不在禁

内､筒イ占販洋之利O近年毎社外闘造船駕回､連前共有二十五隻､-･-臣擬縛現存洋船二

十五隻､轟列字競､作馬定数O)を指すのかもしれない.いずれにせよ､卑海関での外

国船の比重増大という行論には差 し支えないので､さしあたり常葉の言に拠っておいたo

もちろん後考を侯って,書きあらためられるべきものであるO

(i3) Horse,Chronicles,Voll1.pp･87-8g.後註(47)の引用文を参照ロ モース氏は

東インド会社の記録に基づき､一六九九～一七〇〇年の貿易シーズンにイギリスと取引

しようとした商人のみを ｢大官の商人｣と呼び､その ｢大官の商人｣は､-七〇四年以

降､これに封する言及はないとして､もはや存在 しなくなったかのように記述 しており

(上旦建‥ p･104｣ ,佐々木正哉 ｢晴代広兼の行商制度について｣､五三乱 もそうし

た見解に従っているoしかしながらゝ一七二二年由シーズンに､ ｢官僚の茶戟引 くThe
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MandarinestradinginTeas)｣や ｢それぞれの官僚が特定の商人を支持 ･保護 し､意

のままの条件 ･価格で大量の茶をひきうけさせる｣とある東インド会社の記録に対 し､

｢この思い出 したがごとき ｢大官の商人｣の復活｣というコメントを付 しているか ら

(上垣且.,p.174.)､ ｢大官の商人｣の性格が次証の引用文にあるようなものだという

のは､モース氏自身 も認めていることになる｡だとすれば､称呼はともかく実質 として

は､一七〇四年ののちら ｢大官の商人｣がいなくなったわけではないであろうo佐々木

氏もそれ以降外国船 と取引 した商人たちは ｢大官の商人｣と ｢本質的には大 きな差は無

かった｣としている｡

(44) 旦巳,ReportrelativetotheTradewiththeEastIndiesandChina,ppl290-

291. 1712. -･･･he[hoppo]recommendedLeanquaandAnqua,yithwhomthey[the

supercargoesoftheStreathamand担ヱ丑旦]wereeventuallycompelledtodeal;

theselnerChants.itwasascertained.tradedwiththemoneyofthemaTldarins,

whichtheyheldatinterest. 1723. ･山.･theChuntock(総督).andthemostof

theothergreatmandarins,engrossedthewholetrade,Obligingthemerchants

totakelargesuTnSOfmoneyfromthematexorbitantirLtereSt,Orgiveupthe

beStpartOftheirprofits;-･-theypurchasedteainthecountry.andforced

themerchantstotakeitattheirownprice. Horse,op.cit.,pp.174-176.

(45) 『庚東新語』巻九､ ｢貴吏｣0枚今之官於東尊者､無分大小､率帝膿民以白封o既

得童貨､別便其串輿民薦市､而盲十肝民､従而羽翼之､薦之塾噺而岡利｡於是民之貢十

三､而官之貢十七o官之貢本多而贋居易､以其奇策絶流而漁其利､嘗獲数倍.民之賢､

難極其勤苦､而不能輿寧o於是民之貫目窮､而官之冥El富O官之要目富､而官之貫 目多､

編於山海之聞､或坐或行､近而康之十郡､遠而東西二洋､無不有也｡民買於官､官復軍

於民D官輿賢固無別也､要輿官亦無別､無官不買､且又無賃而不官O民畏官､亦復畏貰o

畏官者､以其官而責也O畏字書､以其貰而官D於是而民之死於官之票者､十之三､死於

貫之官者､十之七失｡佐々木正哉 ｢晴代官僚の貨殖に就いて｣､一二二～一二三頁｡

(46) Norse,op.tit.,pp.137-145,esp.p,138.--･･thenewswehaveheardof

athingcalledartEmperor'sMerchant.itisbuttootrue;･･････hehadfound

meaTLStObeintroducedtotheEmperor'ssonandSuccessor,whoforasumof

money.reportedtobe42.BOO.hasgivenhimaPatenttotradewithall

EuropeansinCanton,exclusiveofallotherMerchants,forbiddinganyoneto

int'erfere甘ithhim.WithouthisspecialLicensefirstobtained:and･･.-this

isdoneylithoutEmperor-Sknowledge. -I-TheHoppoisincoursehisdeclared

enemy.becausehecanrtdrainhintbyunwarrantedimpositionsashedoesother

Merchants.hewillpaynoTnOrethantheEmperor'scustomstoanicety.

(47) 1吐旦･,pp･89.9t..Pa旦旦旦旦.heloneofthemerchants]durstnot.forfearof
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yEGreatMandarinesMerchants.suchasyEChuntock'S.良Chunquin(将軍)'S,&C.

andsosaidseveralotherMerchantsytwediscoursedvith,andeveryoneof

themdesiredtobeconcernedwhenve[Mr.Douglas吐 且L.]hadfixedour

Contract.butownedtheydurstnotbreaky亡yay.

(48) 上垣旦..pp.156.158.163-170, このような解釈は､.佐々木前掲 ｢酒代広東の行

商制度について｣､五四五､がすでに提出している｡それにも拠 りつつ､モ-ス氏が収

録する断片的な記録を筆者なりに結合 して理解 したところによれば､以下のようになる｡

それまで しばしば広州の対西洋貿易を独占した商人､Linqua[Leanqua]､Anquaがおり､

それに次 ぐ者 としてSuqua(-CuTnShaw､陳寿官)がいた｡Linquaは一七二〇年､イギ リ

ス船が広州に入港 した八月二二日に死亡 し､一二月二五日､卑海関監督 と広東提督の支

持を得て､一六行か らなる ｢ギル ド｣が結成 されているo Anquaがどうなったかは明 らか

ではないけれども､suquaはこの ｢ギル ド｣から締め出されており､まもな く総督 と結ん

で反撃に転 じ､ ｢ギル ド｣を解散に至 らしめるのである (川orse.op.cit‥ p.167.

lJulyZgth,1721,]they[CoTnShewandCudgin]couldlowertheirpricesofTea

considerably,ifwecouldovercometheCompany,Whichtheypromisedtoassist

usin. TheytoldusthiscouldnotbeaccoTnplished,butbyanapplicationto

theChuntuck[Viceroy];･･-･theSocietyofMerchantsweresuTnTnOnedtoconsider

theChuntuck'srelnOnStranCelJuly30th.1721],Whichhadgreatlyterrifiedthen.

This,WithwhatComsheyandCudginhaddonebypromisingsomeoftheChiefof

themtotaketheirTeaofftheirhands.prevailedovertheleadingpart.to

burntheInstrumentWhichtheyhadenteredintoforfornlingtheSociety.). し

たがって ｢ギル ド｣結成は､単なる中国側の一方的な独占組織の設立というよりも､む

しろLinquaの死亡を機に､それまで主にこれら三商人が扱っていた貿易を他の商人たち

が奪取すべ く画策 した ものと解釈 したほうが､より前後の実情に即 しているであろう｡

なおSuqua(陳寿官)については､前掲拙稿 ｢広東洋行考｣､参照｡

(49) 一九世紀に入 ってからアヘン戦争に至るまでの外国側の史料にもすでに､一七二〇

年にCo-hongが創設 されたとするものがしばしばみられる (e･g･.W･C,tlunter,型旦

F̀anXwaelatcanton.p･34･ PIAuber.旦吐埋,P･155･)Oこうしたいわば当時の

通念､およびモース氏によ■る ｢公行｣とCo-hongの混同 (後証(112日118)､参照)が､通

説の成立に大 きく影響 していることは否めないであろう｡

(50) Horse.op.cit･,pp･90-91･156･173･

(51) 前註 (46日47日48)､参照｡

(52) Norse,optcit･.p･102･ [TheHoppo]broughtthreeMerchantsalongwith

hiTntObuyourGoods.･-･lTheHoppo]orderedmelodgingformyself,myMenand

cargoina打aungorInnbelongingtooneofhisMerchants･…l･'thosethree
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Merchants.orratherVillains,Linqua,Anqua.andnemshawlCumshaw?]hadpaid

totheHapoa【Hoppo]4,000Tayals[taels]fortheMonopolizationofnyCargo.･-

-noMerchantdursthaveanyCommercewithmebutthey.

(53) 『大酒世宗憲皇帝賓録』巻二､康照六一年一二月辛酉の条､同巻三､碓正元年正月

辛卯の条｡戸部等街門､遵旨議覆｡軒堅 ･揚州 ･龍江 ･蕪湖 ･糊口 ･覇関 ･太平橋 ･塔

海 ･問海等九関税務､慮照唯安 ･天津等閑例､交輿各該換､令地方官兼管｡従之｡

Morse.op.cit‥ pp.179.181.

(54) ibii,,pl1811 TherewasnotthisyearanyCombinationamongthe

Merchants･.buL whatyasstillmoreprejudical,Bouqua.thePhuen'sMerchant.

offeredhismasteT24.000TaleforamonopolyoftheEnglishTradeforthat

yearonly, ThethreatsandrepresentationsoftheSupercargoeshadnotthe

leasteffect,nordaredanyoftheMerchantstoresistthisviolence.except

Suqua.whomanagedtheaffairsosuccessfully.thatnotonlyBouqua,butalso

theprincipalPaydeCasa(whoylasanadviserinthisscheme)weredisgraced.

(55) 『宮中桔薙正朝秦摺』第-一婦､七七六～七七七貢､確正六年一一月一五日付､王

士俊の秦摺.前任磨東撫臣構文乾病故之後､石棺喰 ･阿克敦 ･官達 ･方願瑛 ･視以寧等､

交相栴慶､来往密謀､･-･.･｡ 『大酒世宗憲皇帝賓録』巻九八､確正八年九月戊辰の条｡

惟庫東一首､悪習相沿､想風難挽｡文興武既分鵠商業､而文輿文､武輿武､又各分烏一

貫O如楊文乾 ･石穏喰 ･常套 ･阿克敦 .官連之互相排陥､仇怨相尋､則皆方願瑛一人､

社中播弄之所致｡

(56) 『薙正味批諭旨』第五函､第一冊､ ｢官遵｣､薙正五年五月二〇日の条｡廉東醤有

洋貨行､名目十三行､其賓四 ･五十家｡楊文乾到任､創設行頭名色､魚用六行､六行之

中､又専用雨行薦耳目､多給資本､各虚故買貨物､塑噺洋行生意｡通有洋船到庫､凡報

的上貨等件､倶是両行幸理｡向乗番人到贋､聴英日投行主､養括数百幹家､商民栴便｡

自立六行之後､凡番人交易､非六行不能交貨､以致各行貨積如山､繰無番人敢買､延至

冬末､不能鏑昔､不得不滅折債直､費輿六行特皆｡各商多有傾本､行店無不受害｡其中

抽和等項名目甚多､惟繭行井関部衡門庫稿書雛経手.

(57) 楊文乾自身はこれを ｢行首｣と呼んでいるD 後註(59)の引用文を参照D

(58) 『宮中梓確正朝秦摺』第八韓､五五九～五六〇貢､宛正五年七月一九 日付､福建巡

塾署理広東巡撫兼管卑海関 ･太平関常資の秦摺｡又諭各商愈云､贋東洋行､向係十六 ･

七家｡去歳撫臣韻文乾新例､特穿人帯釆銀内毎雨預行加一和 収､共計得銀四蔦三千線両｡

及上的之時､m照収税耗外､複軸分東銀三分九産､均令専放之六行､先行鯛撒｡又静銀

敷寓繭､善人往別管､置景湖轟 ･茶葉 .磁器等貨､貯如升行､鮪令優先棄完､方許各行

嚢貨o今現貯穎買到贋､未官尊東湖耗二百線権､現在崇義店陳騰官行内o客商知有積貨､

併慮貨到不能先覚､以敦往来稀少､各商畏健､等情｡同第八稗､三四二五､薙正五年六
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月一五目付､贋州将軍石礼吟 ･署理広東巡撫常葉の奏摺｡又李演供､洋行議立専行､恐

高塩時債､不便客商-事O行接司道等覆構､査､従前卑東洋行､名E]十三行､其賓有十

八 ･九宏行店｡薙正韓年参月内､改愈六行､専理上飼下貨､等語｡臣等査､卑東洋行､

同語商番願投交易､不特百貨流通､即窮民捨荷貨物､往来如織､亦得籍以鰯口｡自構文

乾議立専行之後､止許六家承充､既馬専行､不無高撞貸借､以致買棄淡薄､商番 ･百姓､

悉皆含怨｡ 『薙正朝漢文殊批秦摺費編』第-0冊､八五六～八五七頁､確正五年一〇月

二五目付､福建巡撫常襲の奏摺､も併照｡

以上に言及される付加税問是引ま､それ自体きわめて興味深いものであるが､本稿で詳

しく検討する余裕はない｡佐々木正哉 ｢卑海関の晒現｣､参照｡そうした税の賦課がこ

のときのみならず､たえず一定数の商人の独占に結びっきうるしくみについては､次章

にやや詳細に述べるところである｡

(59) 『薙正朝漢文株批秦摺尭編』第一二冊､三四八～三五二頁､薙正六年五月初三日付､

広東巡撫構文乾の奏摺.本年四月十一日､賓摺家人回尊､奉到訓勉確論一道､井官遵奉

摺四件､亦-人参摺一件0--至干設立六行一事､臣去年陛見時､曾経英明､賓国衆商

有本鏡映少者､常顧敵国課､井侵呑葬商貨物､故設立六家篤行首､幸司其事､稽査衆行o

是以､四年分税課､篭不鹿欠､而五年分税的､至今未能全完｡

(60) 前註(58)の引用文を参照｡

(61) Norse,op･cit.,p･187･

(62) 『宛正味批諭旨』第二商､第-冊､宛正六年三月初二日付､広東巡撫構文乾の秦糟

に付された確正帝の批諭o今将官達初到任之秦､井朕之批諭､蓉束爾看o又-人参英一

摺､亦聾兼輿爾看｡尚有石鰻 暗 ･常賓等之秦摺､不便蓉輿爾著者晒多｡-･.･惟洋行一事､

乃確整可接着､更有何詞､汝大謬共｡-.･･･其他楢可､如秦中去､汝託進上之名､将洋貨

轟収入暑中検揮､天日昭然｡二年乗汝有何希奇之物進戯耶O異必如此之甚O但令卑東一

省有一人知楊文乾晴見洋貨進上､只此一句在構文乾自問､於心忍平｡汝大誤共｡若不深

自慢悔､痛改前非､必至畷贋不及兵｡

(63) Norse.op.cit..pp･188.190･ [themerchantsWeretohave]Libertyto

choosetheChiefsofHones.whoareMenofWorth.andwhoTntheycantrust,

thatpoorMerchantsmaynomoredeceiveForeignersandruintheirCoTnmerCe.

-･WeshoulddealyothresponsibleMerchants.andtheypaytheCustoms.thatye

nightnotbei叩OSedonbyanylittlemeanPeople.

(64) 佐々木前掲論文､参照｡

(65) Horse.op.cit･.p･164･

(66) 前註(58)､ 『宮中梢薙正朝奏摺』第八韓､三四二頁､の引用文を参照o

(67) 前掲拙稿､参牌｡

(68) 『宮中梢宛正朝奏摺』第一三臥 一九七八年一一月､二一九～二二〇頁､沌正七年
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五月二一日付､広東海関革職留任監督祖莱圭の奏摺､参周O

(69) 以上の ｢総行｣の設定､祖菜圭の不正事件などの詳細については､前掲拙稿を参照

されたいが､さしあたりそこで紹介 した史料の一部を引用しておく｡同乗洋商貿易､漁

民自便｡卑省大洋行十九家 ･洋貨小舗七十線家､祖葉圭聴信洋行陳轟軒､商謀把持包糎､

止委四大洋行､其飴一概禁絶､不許開張貿易､一切買棄貨物､悉掃所委四行o又､祖弄

圭素輿陳善戦倉移生理､尊交本銀｡確正九年二月内､適高庫房､運交銀一万両置貨｡又

薙正七年､洋船十一隻､倶令陳轟観一人包撹o九年､洋船十八隻､令陸幕観覇据十四隻.

十年閏五月､有紅毛船田隻到黄捕口､祖乗圭樫差聞役､清祥商押交陳義戦行内､各行置

貨黄昏､生計阻絶｡訊櫨祖素量供稀､宛正七年四月十二日到任後､諭令衆商公撃股商､

経衆学報陳轟顎 ･陳芳朝 一李泰 ･繁閑観 ･快打観等玉名､立馬裡行｡凡洋船貨鯛､倶令

軽由緒行之手o旋婿李泰 ･陳芳敷革退､仇令陳善戦三大行経理､以敦小舗不能貿易自由｡

(70) 『宮中肖確正朝秦摺』第二〇韓､二四八貢､宛正一〇年七月一三日付､広葉広州城

守副将降一級留任毛克明の秦摺｡洋行共有童拾染家､惟聞入陳汀官 ･陳棄官 ･繁閑官奉

行､任其塾噺､覇イ占生理｡内有陸行､係陳汀官等親族所開､現在共有玖行｡其飴費貨行

店､尚有数拾飴家､償非鞭宮汀官門下､縮重不能鏑賃.凡寅貨物朗洋商､必先儲玖行輯

完､方准別家交易｡若非監督縦容､伊等蔦敢強覇｡

(71) 以上の考証の詳細は､前掲拙稿､参照｡

(72) 『史料旬刊』第四期､頁天一二二､ ｢乾隆二十四年嘆噌刷通商案｣､ ｢新柱等秦著

明李永標各款摺｣ O又接 〔洪任輝 (JamesFlint)〕呈構､自設保商､受累多端o入口貨

絢､統韓保商輸納､保商任意耕移､牌伊貨銀､特填関銅o又関憲取用物件､短僧千番無

百､百番無十､保商陪耕不前､即延欄該船､連誤風信､等因一款｡査､外洋夷船､到卑

貿易､言語不通､凡夫朝禁令 ･髄制､及行市 ･課税､均未詩境｡向設行商､代馬管理､

由来巳久口径囲行商内有資本微薄､納課不前者｡乾隆十年､経原任督臣策梼管関任内､

於各行商内､選揮股賓之人､作篤保商､以尊貴成､亦属慎重鎧糧之意｡未便因該夷商一

面之詞､連易成乳 惟是行商共有二十飴家､保商現只五家O-切貨物､各行商倶得分領

皆勇､及至完納課銀､各行商戦望耽延､勢不得不令保商代雷先塾､暫珊番商貨銀､情或
有之｡

(73) Norse.optcit‥ p.247. --HonquaandTucksia(theMerchantsthatare

SecurityforourShip)･ ･ - -

(74) 上旦姓 .Vol･5,p･10.ThispracticeofnamingSecuritiesisnotofamuch

longerthan20years･良wasatthattimecalledbytheChinese.amerematter

ofform:butvehavealmostβyeryYearsinceexperiencedtheilleffectsofit

intransactingourbusinesshere.

(75) ibii- Tolll･p･260･ Itseemspossiblethatthesystemof-security

Merchant'.alreadyreferredtorwasnotyetingoodworkingorder. ただ しこれ
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はあくまでもモース氏の評言であることに注意｡

(76) 代表的なものとして､彰揮益前掲論文､同前掲 ｢酒代磨東洋行制度的起源｣､佐々

木正哉 ｢イギ リスと中国｣､三七一～三七三五､同前掲 ｢酒代広東の行商制度について｣

五二～五八､六一～六二頁､参照｡

(77) 前註 (58)の引用文を参照｡またこの時期､ ｢洋貨行｣と洋行をまった く同義に言い

換えている例はほかにもある｡たとえば､ 『宮中桔薙正朝秦摺』第--韓､七二二頁､

稚正六年一一月初七 日付､両広総督孔騎均の秦摺｡洋行分頭､原非蓄例､而廉東洋貨行､

獲利甚厚o同第二〇韓､五九〇頁､薙正一〇年九月二九日付受理､兼管海関監督事務広

東広州城守副将降一級留任毛克明の秦摺D従前祖菜圭封禁洋貨各行､今倶逐一開張o L

かしこれらの場合は､明 らかに二〇家足 らずの洋行を指す ものである｡ したがって､前

註(56)の官達の秦摺か らの引用文にある ｢四 ･五十家｣というのは､佐々木前掲論文､

六一頁､も指摘するように､いささか過大であろう｡

(78) ｢外洋行｣は次節にも論及するが､ ｢外洋行｣および ｢本港行｣｢福潮行｣の内実

や設定の詳細については､前掲拙稿､参照 ｡

(79) 大掴みにいえば､モノに対する徴税に加え､ヒトすなわち外国人の不正行為取締に

対する責任という役割 もあった (Horse.op.°it..γol.5.pp.29.38-39.具体的事

例は､許地山編 『達衷集』､一〇九～一一一､-九四～二一一頁､参照)が､後者は外

国船および外国商人をイヤマークし､とりわけ､密輸や脱税を防止する前者の機能か ら

派生 したものではなかろうか｡少なくとも､人的な統制という役割が史料にあらわれる

のは､徴税のそれより時期が遅いoとまれつとにA.J.Sargent,Anglo-Chinese

ConlmerCeandDiplomacy.pp.15-17.が示唆 したように､保両制度が当時の中国政治の

もっとも基本的な職能である践穀 と刑名を､対外関係という範囲で負わされていたこと

は注目しておくべきである｡

また､呉建宛 ｢一七五七年以後的庫東十三行｣､一〇二頁､は､ ｢いわゆる保商とは

二つの側面を包括するもので､一つは外国商人に対する保証､一つは行商相互の保証で

ある｣と要約 している｡草深 ｢晴代中西貿易保商制度初探｣､もはぼこのような区分に

基づき､さらに詳 しい分析を加えている｡いずれも大体において正鵠を射ているものの､

制度の動態を等閑視 した整理､列挙にすぎない｡とりわけいわゆる ｢行商相互の保証｣

の側面を､外国側の史料に頻出するSecuritieS.HongistSecurities,Fiadores.

sureties.SecurityMerchantsに対応する ｢保商｣と同列に扱っている点は注意を要す

る (後註(116日123)参照)0

(叫 Morse.理工_メ__it..,pp･10-11･前証(74)の引用文の続きo Thenatureofthis

Engagementis,thattheMerchantwhotakesuponhimtobeaSecurityforany

ship,isanswerablefortheCustomsuponalltheGoodsl7nPOrtedonthatShip.

whetherboughtbyhimselforanyotherPerson,inlikemanrLerheisaccount一
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ableontheExport;sothatunlesshetransactseveryArticleofourbusiness.

headvancesconsiderableSumofMoneyforallthosewhohaveanydealingyith

us,and■ti6Oftenwithgreatdifficultythatheisreimbursed. Undersuch

CircumstancesitisnowonderthattheMerchantsareunwillingtoengagethem-

selvesforourShip.andveonourpartareequallydesiroustheyshouldbe

excusedfromit,fortheconsequencesmostcertainlyare.thateitherthe

MerchantTnuStbei叩OVerished.ortheCompanyl¶uStmakegoodthisExpenseirL

theQualityorPricesoftheGoodsboughtforthen.

(81) 同上Dまた､1吐旦..pp.29.38-3g,なぜそうした論軌 こなるか､保両制度におけ

る徴税はどのようなしくみになっていたかについては､その検討を次章に譲る｡

(82) 前証(72)の引用文を参照｡

(83) 同上｡また､湯象龍 ｢十八世紀中葉尊海関的腐敗｣､所収の､乾隆二四年､両広総

督苑フランス商人の票､とりわけ､一四八～一四九頁｡保家之設､原以夷人等係属外国､

到此貿易､誠恐出入貨物､税別軽重未話､故設保家代理経理.韮哩 (Francois-Renede

MontignyduTimeur)等束此多年､所有出口貨物､鹿輪的賛多寡､成照卑海関則例､熟

識胸中､可以自行完納､母庸保家代理｡且査各行商赴関輸税､出口貨的､於該船酒脂取

紅牌､於放開之日､各即完酒｡然入口貨鏑､無不延至次年､方節次完納､以致不能接年

秦報O如上年資元行穿開観身故､掛欠入口貨的､無可完納､敦累衆行､於承作茶僧之内､

割出代環指填､此皆作馬保商之明鞄也o菰哩等不要保家､其出口貨鯛､仇聴各行商照菖

赴関自行完納､典夷無渉O所有入口貨的､任従哩等持主交易､不論襲輿未勇､各該船大

班自行経理輸税O如甲目起貨､乙 〔日〕関書算情該的銀雨若干､尊卑付輿各該船大班､

随於次日赴関完納､逐畢情理､輿各洋行無渉｡似此所理､不但各行商無掩累之弊､且圃

課益慎重､亦得按年秦報莫o川orse.op.cit..pp.77-78.Ourdesiringtobe

securitiesforouroIm Shipsisarequestifgrantedthatwouldnotonlybe

greatlyfavorabletotheEmperor.butevidentlyanadvantagetous. Wealways

payourdutiesassoonasourGoodsareship'doff,consequentlywhenour

shipsareloadedarenotindebtedforCustoms.andmostpunctuallypayevery

persontheirdue,notwithstandingwhichweareobligedtowaitaconsiderable

timeforOurGrandChop. また後註(95日97)を参照｡

(84) 前註(59日72)の引用文を参蝿D

(85) 前註(72)の引用文を参照o

(86) 『史料旬刊』第四期､頁天一二〇､ ｢乾隆二十四年嘆暗唱通商果｣､ ｢新柱等奏著

明李永標各款摺｣O接 【洪任輝〕呈構､資元行故商繁光学指穴公班街資本銀五寓鯨雨､

-I-等情-款Oまた前註(83)所指､湯象龍論文からの引用文を参照.

(87) 同上oNorse,op.cit..p.79. -･,･･wedelnand-dtohavenoSecuritiesand
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topayourownDuties,repeatingtheseveralReasonsvehavealreadymention'd

intheChopswepresentedtotheTsontou. HesaiditWasimpossiblehecould

breakthroughtheoldCustombutbyanorderfromtheCourt.

(88) 『卑海関志』巻二五､行商､頁一一｡卑海関征輪的課､招接民夷商貨､現有外洋行

･本港行 ･福潮行三項名目o外洋行幸耕外洋各国英人載貨来卑 ･静翼輸課諾帯､本港行

専管遇羅貢便及夷客貿易納的之事､福潮行係輸本省潮州及福建民人往来買費諸税｡,- -

迫乾隆二十五年､洋商播振成等九家､呈請設立公行､専耕夷船､批司議准｡嗣後外洋行

商､始不兼排本港之事｡其時査有集義 ･豊管 ･遠望 ･文徳等行､専所本港事務､並無票

定設立案接｡其海南行八家､改爵福潮七家､亦無実可槽｡迫乾隆三十五年､因各洋商店

振承 〔一成〕等復行異黒､公所弟船､衆志紛腰､漸至推蒙､於公無補､程前督臣李尭

〔-侍〕轟､合同前監督臣徳魁､示禁裁撒公行名目､衆商骨分行各銅｡

(89) 一七四- (乾隆四)年の兼インド会社の記録では､保商は四人､その前年オランダ

商船に対する保商は六人､といずれ も一定数である (Horse,op,cit..Volt1.p･

279. ･･･-thefourMerchantsthatareSecurity--･TheSixMerchantsWhoWere

SecurityfortheDutchShipsthelastyear,-･-).また､前註(72)の引用文を参照｡

(90) S.Ball.AnAccountoftheCultivationandManufactureofTeainChina,p･

344. -･･･theparticularsetofmerchantsyhoWereappointedtobethesuretie

sforthepaylnentOfdutiesongoodscorLneCtedwithforeignvesselsWereterme

dforeign-Hongmerchants.I-m

したがってのちに保商 (SecurityMerchant)と外洋行商人 (HongMerchant)は外国

側の文献で しばしば同義語として用いられる (e.g.,mineseMonopolyExaTnined,pp.

36.47.)のも故なしとしないのである｡これについては､Pritchard.Anglo-Chinese

Relations,pp.113-117.が､前節所述の､構文乾の付加税徴収方式を保商制度のプロ

トタイプとみなし､また､佐々木前掲 ｢卑海関の晒規｣､一四五､-四九月､同 ｢イギ

リスと中国｣､三七三頁､同 ｢酒代広東の行商制度について｣､五六一五七頁､もやは

り ｢行頭｣ないし ｢専行｣がそのまま保商制度に移行 した､という見解を採 っているが､

外洋行の設定が保商制度 との関連でどのような意味を有 しているかという間額を看過 し

ている点で､いずれも不十分であるといえよう｡

(91) Horse,op.cit..Vo1.5.pp･125-126･ なお ｢公行｣の構成員は､L･

Dermlgny,LaChimeetl-Occident･Tom･2･p･834･ Ch.en,ChineseHong

Merchants.pp.13,19-21.

(92) 前註 (88)の引用文を参照.Horse,9PLCit.,pp･92-93･佐々木前掲論文､五九頁､

は ｢公行｣の設立を ｢実は当局の行政指導によるもの｣と推測 し､本証所引のモース氏

の掲げる史料 も､それを支持するものである｡けれども以下に述べるように､保商の納

税負担を軽減 しようというね らいが ｢公行｣設立の背後にそもそもあったとすれば､外
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洋行商人の側からそうした要事が出てさてもおかしくはない (cf･Ch.en,哩 __Citl.

pp.10.259.)0 ｢公行｣設立の当初の意図とそれが実際どのように運用 され､いかな

る結果を尊いたかは､厳密に区別 して考えるべきであろう｡

(93) ｢公行｣設立の根底には､保商制度が横たわっているという考え方は､すでに､

ch'en,op.tit.,pp.10-12.が不十分なが らも示唆 している｡

(94) Morselop. cit- p･126･ TheCongHongremainsmuchinthe.samestateit
hasdoneforthesefouryears. ThetenMerchantswhocomposethisCompany

makenewregulationsonday.andchangethemthenext:thoughseldomtothe

advantageofForeigners. TheMandareensrisetheirdemandsforpresentsevery

year,whichbyencreasingtheChargesoftheCongHongbecomesanadditional

loadontheForeignTrade:yetthisevilappearstoustobeWithoutremedy.

(95) ibii.. p.Z4.TheTradeofthisPlacemustbeconsider'dasaBarter.

TheMerchantswithwhoTnWeWedealhaveverylittlereadyMorLey.theycan.t

purchaseGoodsandpayforthemunlessweallowthemaveryconsiderabletime

toTnaketheirpaylnentSin15MonthsortwoYearsthatistosayuntiltheShop

KeepersintheCity(whoareRetailers)paythem. MetalsonlyaridCottonare

readyMoneyArticlesthro-custom,asissonletimesaCoTnmOditythathappensto

beingreatDelnartd, ･･-･ifanyPersonpretendedonlytosellWoolenGoods

here,･andnottomakepurchasesofTeaorSilkhewouldbeabandon'dbyall

theMerchantsorhemusttrytoretailtheGoods&waitYearsforthePayment

ofthem.andeventhatyouldbeattendedwithalmostinsuperableDifficultyon

accountoftheSectJrityMerchantfortheShipthatbringstheGoods.whotnust

yhetherheyiillornot.beanswerabletotheEmperorfortheDutiesonthe

WollenGoodsthorheisnotthePurchaserofthem.hemustalsobeliableto

badDebtS.

(96) Pritchard,CrucialYears,p.391.の統計によると､一七六〇年代に東イン ド会社

による毛織物製品の販売価格は､三～四倍に増加 している｡

(97) 『宮中持乾隆朝秦摺』第二韓､三三六貢.乾隆一七年三月初一 日付､両広総督阿里

葉の秦摺D其進口貨物､倶係各商自交行豪代賛､以貨易貨､鷹完税銀､亦即薄行家賃貨

代完D･･････惟是亮商只知交貨興行､過重出口之時､不顧其鍋栄典否､亦須置貨輿彼､以

過剰風信｡行家不得不硝資､代馬耕貨､使其出口､而前貨未納､税銀無出､往往指穴｡

--国税従貸出､貨滞則税亦確延｡

(98) chlen.op.tit..pp.221-222.

(99) Norse,op.tit..pp.Z4,87.90.115-116.151.

(100) パス←氏はこの現象を ｢ピジン化 (pidginization)｣と定義する｡氏の議論はポ
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ランニー (X.Polanyi)およびウォーラ-ステインの理論に依拠 して､洋行の外国資本

-の依存､外国-の債務化を中国側の貿易構造の-大変化とみなし､いわゆる ｢周辺化

(peripheralization)｣の発端 と位置づけるものである｡井上裕正氏 もこの見解を積極

的にとりいれている.D.X.Bas°,"ThePeripheralizationofChina,"pp,171-177.

Do･,''ThelTnPaCtOfWesternTradeontheHoneMerchants.～pp.151-155,178-

179. 井上裕正 ｢カン トン社会の ｢辺境化｣｣､参照｡ しか しすでに ｢朝貢貿易 システ

ム｣論な'どにより､東アジアの文脈で少なからず修正を経ているウォーラーステイン理

論はもとより､本章および次章の考察によるならば､ボランニーのいわゆる ｢管理交易

(administeredtrade)｣や ｢交易港 (portoftrade)｣のような概念 も､広東の洋行

にそのまま適用するわけにはいかない｡これでは問題を徴税 と交易が関連するしくみ､

その主体になる商人の資本や経営のあり方､そして両者のかかわりあいに限ってみて も､

必ず しもそれらを実態に即 して総体的に説明できないからである｡たとえばバスー氏は

洋行の外国資本への依存に論及 しても､それ以前から洋行は資本が乏 しく､官僚 らに依

存的であった事実には言及 しようとせず､一面的な理解に陥っているoこうした傾向は

同 じくボランニー理論で､酒代の中国経済 と ｢広東 システム｣を説明 しようとするマン

コール氏の著作にも窺われる (M･Mancall,ChinaattheCenter,pp･44-64,87-

100.)｡この時期の変化の意味を問 うには､より詳細な洋行の資本のあり方､経営実態

など基本的な事実において､現在の史料状況では絶望的ながらも､なお解明を要する課

題は多いのである｡異なる文脈からたてられた理論の性急な適用は､慎まれるべきであ

ろう｡

(101) W.Milburn.OrientalCommerce,γol.2.p.534.

(102) Norse.9PLC_it.,pl151･

(103) 上土主旦,.Vol.2.p･53･

(104) ibii,,Vol･5,pp･152-153･

(105) 前註(88)の引用文を参照OAuber,叩 .__C享t_.,p.178･n･Cordier,"Les

MarchandslanistesdeCanton,"pp.291-292.に､ ｢公行｣解散を告示 した総督の布

告の仏訳テキス トが載せ られている｡

(106) Ch'en,9P･Cit.,pp･12･22･273-274･

(107) Pritchard.壁J°it.,p.174･ Greenberg.ppeningofChina･pp120-21･

Ch.en,op･cit･･pp･193-1961

(108) Horse.op.°it..Vol･2･pp･44-46･54･Moneybecamesoplentyhere･and

vEasofferedtothem[theseChineseMerchants]soseemingaliberality.that

theycouldnotwithstandthetemptationofborrowingit･ 『卑梅闘志』巷二六､

夷商一､五八､乾隆四五年､刑部の上奏に引 く広兼巡撫李質頴の上奏｡上年九月､有嘆

噌倒国土名哩吋丁刷砂 (SeaHorse)船一隻､船主名唱頓 (JohnA･Panton)､順帯港脚鬼

-149-



子番真一封､内構､贋東行商､欠東銀両甚多､求著行商遠回O首席諭各国夷商大班博識､

接稀､本圃王扮附不許放債､有達夫朝禁令､二十年来､倶是年酒年楚､並無私相借貸之

事D或我国港脚不肖鬼子､摘帯番銀来贋､倫放私債､亦未可定｡随接大班等報開､放債

鬼子､共十一人｡泰和行顔時瑛､欠夷人本利番鏡一百三十五寓四千線園､裕源行商張天

球､欠夷人本利番銭四十三高八千線園｡

この前後の外洋行の負債､倒産事件､いわゆる一七七七年の ｢悦宏文案｣､一七七九

～八〇年の ｢顔時瑛 ･張天球案｣の詳細な経過については､Ch■en.op. °it.,pp･186

-190.192-208.

(109) Horse,op.cit.,p.45. ItistoberLOtedthat,oftheeightlicensed

HongMerchants,whoalone!wereauthorizedtoactasSectlrities.Withwhom

alonetradeinthelnainstaplescouldbecarriedon.twowereopenlybankrupt.

twowerehopelesslyinvolved.andonlyoneisspokenofashavingunassailable

credit.

(110) 『卑海闘志』巻二五､貢四｡向来外番各国夷人､載貨来廉､各投各商交易｡行商惟

顛末投本行之夷人親密､毎有JL､脆謁､馬夷人衰貨､則較別行之僧加増､馬夷人買貨､別

較別行之屑従減､祇圏夷人多交貨物､以致鹿本､逆生借銀換票之弊0--･･講白本年薦始､

洋船開戟来時､lJl諌夷.̂各投熟悉之行居住､惟帯釆貨物､令各行商公同照時定僧鋼管､

所置回国貨物､亦令各行商公同腰時定債代買｡選派廉幹之貝､監看稽査｡--所有行用

鯨利､存貯公所､先完納抄､再掲分年之敷､捉遼夷人､等語oNorse,op.cit.,p.58･

TheHoneMerchantsarealsotobeorderedtofixononepriceforeverysort

ofGoodsaccordingtoitscurrentvalueatmarket. AMandareenof】ntegrity

shouldalsobechosentosuperirttendalltheiraffairs,andthedutiesfirst

paidoutofthem. AllnegociatiorLSaretObefreeandunrestrainedforevery

body-butastheHongistsaimentirelyattheirownadvantage,everyorLe

strivesasmuchaspossibletoTnOnOpOlizetohimselfalargequantityofgoods,

bywhichmeanstheseHerhasanopportunityoffixinghisownpriceontheln,

tothedetrimentandlossoftheHongists.Whofrolnthiscircumstanceare

constrainedtotakeupmoneyatInterestwhichiscontrarytoaH goodorder.

(111) Norse.op.tit..pp.58-59. ---whenthepricesaretobefixed.the

Wooyuen,a[military]MandareenintheQuanpoo(関部)'soffice,presidesand

finaHysettlesthen･ Thisisthefom only;forPuankhequa'sinfluencebeing

great.yebelievetheWooyuenandheconductthiTLgSalmostinwhatmannerthey

please. Asasunofmotleyannuallyraisedboth･inaidofthedebtandto

purchasepresentsfortheMandareens.theMerchantshaveagreed-･- toputa

taXonalltheGreenTeas･ Thisiswithverylittledifference,aConghong
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withouttheName,andthehavingfewerMerchantsmakesitinthatparticular

worse･ Cordier,optCitl.P,297.･･･-ilsllesChinois]sontparvenusa
restreindretouten占gociatiorL点quatrehanistesauxquelslesMandarinson上

accord61eprivil占geexclusifdecommerceraveclesEurop色ens,cette

frauduleuseassociationayantd色truittouteconcurrence. IIsontfix色Ies

marchandisesd■importationauntauxsibasquelesvaisseauxdecateont

essuy色tlnePertedeplusde40%:lesmarchandisesd'exportationont岳t台fix包es

点unprixsihautquetroiscapitainesanglaisontvenduleursvaisseauxaux

PortugaisdeMacaopours'epargnerlaperte岳vidente･･-･･
(112) Norse.op.tit.,p.82.に ｢公行 (co-Hong)が確立 した｣とあるが､これは一七

八二年に外洋行の数が旧態に復 した (cf,Cordier.op.cit.,p.298,)のを評 したモ

ース氏の-見解にすぎず､管見のかぎり中国側史料には ｢公行｣なる字句､あるいはそ

れにあたる組織はまったく確認できない｡しかるに､中国側の史料を集成､編零 したは

ずの郭廷以編 『近代中国史』､第一冊､三二七､三七七頁､はまったくモース氏に従 っ

ており､他の諸研究 もほとんど一七八〇年の ｢公行｣再建､それ以後の存続を疑 ってい

ないDけれども､一七七八年に外洋行による ｢公行｣再設の風聞が立ったとき､卑海関

は明確に否定 している (許地山編前掲書､一五三～一五六頁.仙orse,op.cit.,p.33.)

｡これを外国側に対する遁辞にすぎないと断定できるだろうか｡海関当局は当時少なく

とも､外洋行による ｢公行｣設立に関 しては消極的であり､一七^〇年の措置はそれと

は次元の異なるものと見るほうが自然であろう.また ｢公行｣が一七八〇年以後に存続

していたとすれば､後註(84)所椙の史料は､それと矛盾することになり､これも ｢公行｣

が一七八〇年前後には設けられなかった傍証の一つとなりうる｡

こうした通説は､南京条約第五条のテキス トに､ ｢額設行商､亦構公行者 (certain

chineseMerchantscalledHongMerchants(orCohong)｣とあることに由来 しているよ

うにも思われる｡しか しながらこの ｢公行｣の用例は､筆者が同時期の中国側の史料を

通観 したかぎりでは､いささか唐突かつ不可解に感 じられる｡もっともアヘン戦争以前

から通説のような見方がなかったともいいきれず､根岸借 『支那ギル ド.の研究』､三九

一頁､が示唆するような､外洋行と同義的な公行という用語が当時からあったのかもし

れない.管見のかぎりでは ｢官行｣という語なら､一八四三年に使用されており (『鵜

片戦寧』第五冊､黄恩形 『撫遠紀略』､ ｢卑東復市第四｣､四二〇頁)､これをモ リソ

ン (∫.RobertMorrison)紘 "Officialmerchant"and"Cohong"と訳 している (FO17

/66-Elepoo(伊垂布).etc･toPottinger･Jan･22･EncL No･16･inPottinger

toAberdeen.No.24,Mar･25,1843･).いずれにせよモ-ス氏は､東インド会社史料

に散見されるCongHong(- ｢公行｣)とCo-hongを明らかに混同している (後註(118)､

参牌)といえよう｡なお次章証 (9)に引用 した一八主四年の高瀬行李応桂の菓文の一節 も､

-151I



当時公行がなかったことを明示 している (佐々木正哉編 『璃片戟寧以前中英交渉文書』､

三八頁)0

一七八〇年以降､実際には ｢公行｣が存在 しなかったことは､Ch■en,op.cit･.pp.

7-8.がすでに指摘 している｡けれども陳国棟氏の見方 も､通説を完全に脱 してはいないQ

氏は一七六〇年設立の ｢公行｣を､第二節所速の一七二〇年における ｢ギル ド｣結成と

はぼ同一視 して､ "thesecondhung-hang"と呼んでいるし､旦旦主旦‥ pp･222-223･で

は､やはりモース氏と同様の混同を免れていないようであるo厳密な意味での ｢公行｣

は､史上に-直のみ､一七六〇年から一七七一年の間にしか存在 しなかったというのが

筆者の見解である｡

(113) Horse.op,cit‥ pp.58-59. 前註(111)の引用文を参照o

(114) i旦主旦.,pl93.--thoughtheHoppocontinuestointerfereinsettlingthe

prices.vIeseeitisnotinhispovler.OrthoseoftheMerchantswhoare

desirousofit,toenforceobservancetOhisregulationswhichbeingonce

brokethrough.theCoTnbinationfallstotheground:thefacilitywithwhich

thisiseffacedproceedsfromtheadditionofsomanyHongMerchantstothe

forlnernumber,vlhichcausessucharivalryandCoTnPetitionespeciallyofthe

neWagainsttheold.thatweareatalltimessureoffindingsomeofthem

readytoengageWithusfortherealvalueofourGoodswithoutpayingany

attentiontotherestraintattemptedtobeimposedontheTn;-･･･

(115) iBii.,pp.268-269, ForsomedayspastweheardRumoursthatthenoppo

basitinContemplationtoestablishaCombinationoftheMerchantssimilarto

whatformerlyexisted.underthenameofaCongHong:thatsomeattemptsof

thatkindhavebeerLmadebytheHoppo,noneoftheMerchantsdeny,I-･･･whatwe

knowforcertainisthatPuankhequa,andthemostindependentoftheMerchants,

aredecidedlyagainstit.consideringitasaSchemetosupportsuchashave

lessStabilitybyaparticipationoftheirresponsibility,andtoputmoney

intothePursesoftheMandafines,

(116) 『卑海関志』巻二五､頁六一七｡乾隆四十九年九月､軍機大臣合同練習秦言､査卑

海関監督稜騰額秦､洋南桑昭復掩欠夷人番銀一十六寓六千能面､即鮪令出結之保商等､

按年席数分還､以情夷欠-摺｡･･川.臣等富即的静璽､櫨構､洋南柏欠英人銀両､経由英

人於回国時､牌菅栄未壷物件､作僧留輿洋商代菅､嘗出銀繭､言明年月､幾分担息D挿

商童画貨物不用鏡面､軌馬鹿允.而夷人回国時､往往有言定一年､託故不束､遅至二三

年後始来者o其本銀蚊按年起利､利銀又復作木起利､以致本利輯稗積算､愈積愈多､商

人因循負累､久而無償､等語｡臣等公同酌議､嗣後洋商接受夷人貨物､必須公平定傾､

並令衆商立保､滞来可以清償､始准存留､析立定限､聴牌本利按年全通｡不得以於限外､
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精有指欠｡同上､頁九｡乾隆五十六年率聖諭､行商呉昭平､指貫夷商貨買､久末清還､

情殊可悪､聴牌擬蓉過｡同上､頁九～一〇｡乾隆六十年七月､奉聖諭､--卑省群商､

承受夷貨､先牌慣値議定､侯稗嘗後､陸緯給僧｡其兼官之貨､侯下次洋船到時､一面掃

清書欠､一面又交新貨､不能年酒年款､国展音在情形｡但洋商等承債洋貨､即新書牽算､

毎有指穴､亦聴予以限制.此案石中和構欠夷商貨銀､除撃産抵選外､尚欠五十九罵八千

緑雨､馬数賓展過多｡現塘該東商呈控､業超照例懲雛､婿無署銀南､著令通行分限代還､

白可依限槽理｡chlen.op. cit‥ pp.209,266-268.299-307. なお呉昭平の場合は､

後註(120)の引用文を参照｡

(117) 許地山編前掲書､一九八頁ocf.Ch.en,op.cit.,pp.374-375,n.30.

(118) 『酒代外交史料』嘉慶朝第三冊､頁一〇､ ｢繭贋維督百齢等秦酌薫華夷交易葺程摺｣

査､弟貨到尊､向係行商公同酌議貨物之貴購､均句承雛､不致彼此多寡懸殊.近年夷商

司事者､尭随意分掩官費､内地行商､因其操分撹之権､曲意逢迎､希圏多分貨物､持嘗

獲利｡而肝夷適意罵肥帝､有駿商而少分署､有疲商而多樺者､以数年脹不情 ･指穴控選

者､不一而足｡嗣後夷貨到時､由監督親督洋行線商､干公司館内､蓑公接股載撃､均句

分損｡この条は､同上､貢一七～一八､ ｢軍機大臣慶桂等奏合議雨庫練督百齢等秦酌筆

民夷交易葦程逐款膿陳呈覚片｣､嘉慶一四年五月一九日､で議駁された.

ところでMorse,op. cit.,Yol.3,p.112.には､一八〇九年九月九日イギ リス東イ

ンド会社側が得た消息 として､ ｢皇帝はCohong設立に同意 しないことを表明 した (the

EmperorhasexpressedhisdisapprobationoftheEstablishmentofaCohong)Ji

あるが､日付からみてこの議駁を指 したものに間違いあるまい ｡だとすれば､cohongと

いう用語は､この場合は厳密には､各外洋行商人が総商に統率されて､それぞれの資力､

持ち分に応 じた塁の取引を相互に秩序だって行なうあり方を指すのであろう｡ もっとも

こう書 きとどめた人物が､そこでCohongと呼んだ内容をどこまで洞察 していたかはわか

らない｡それまでにもこの語は､こうしたいわば狭義の用法のみならず､一七八三年に

広東のフランス当局が "Cohannistes.narchandsquicommercentexclusiveTnentaVeC

l巨sEurop色ens"と書きとどめ (H.Cordier.LaFranceenChime,p,287.)､またマ

カー トニー (GeorgeMacartney.firstEarlofMacartney)ち "theCohongorHong

Merchants"と書いている (Horse.gJTI Q上し.Vol,2.p.253.)とおり､外洋行の集合

的な呼称として使われ､こちらのほうがむしろ一般的な用例であろうOいずれの場合 も､

少なくともある程度一体にまとまり､外国側に何らかの規制を加えて くる外洋行をイメ

ージして用いられた語とはいえようDいずれにせよ､Co-hongが ｢公行｣なる特定の一組

織を指す ものでないのは明らかである.H,Yule良A･C･Burnell.Hobson-Jobson.p･

422.に ｢Cohongなる語は､ラテン語の望こと中国語の也 の異種結合である｣とあるのも

示唆的である｡

(119) たとえば中国側の史料でも､ 『酒代外交史料』嘉慶朝第四冊､貢二三､ ｢雨席総督
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蒋倣錨等密陳東商貿易情形及酌薫整飾洋行事宜摺｣､慕慶一九年一〇月一九日､には､

｢迩来充嘗洋商者､共有十人､音在資財素描者､不過三四家｡其幹雄皆有岡商互保承充､

而本非股音､不過圏得行規.｣とあり､また､同上､道光朝第一冊､頁一八､ ｢両度総

督院元等美章獲販頁鵠片個人犯分別定擬摺｣､道光二年三月二八日､に ト･････至現在洋

商､共十一家､内惟緯商伍敦元 ･慮棟柴､及散商列名在前之溝紹光 ･劉乗四人､身家股

賓o卑中向有前四家 ･後七家之栴o｣とある.いずれも数的に見れば､前註(69日70)所

指の ｢総行｣と ｢親族｣の関係を撃髭させるO

(120) Ch.en.9p.tit.,pp.79-80.162-172･ 前註(116)に言及 した呉昭平の事例は､

その最たるものであろう｡ 『秦摺指』卑省九､乾隆五六年三月一八日付､福康安 らの全

案o間接呉昭平供､革商是南海解人､捕納運同職街､今年四十四歳O乾隆四十七年､承

開豊泰洋行､接買英人洋貨､国経理不善､連年戯折､臆完五十六年分闇的銀五寓四百八

十両零､未能按卯上納､通有放関分頭銀三千七十八両零､也没有完清｡革商先千五十四

年胎買英人喝鴫判噛 (英語名不明)朋綿花六寓三千一百六十飴楯､毎揺債銀一十三両九

鏡五分､該銀八十八寓一千除両､洋参一十四蔦二千除斤､毎百斤僧銀一百両､該銀-十

四第二千飯南D共該債銀一百零二寓三千飴両O不料､愉男役､綿花 ･洋参､投有蓉宜､

市債日漸平減､無奈折本壁覚､止得銀七十飴寓両.夷人朋不肯渥讃､蔽折銀二十締高雨o

除陸緒交選外､欠下喝鴫明暗LPq番銀四十高一千六百十二島零五鏡四分､毎圃七践二分､

計量二十八寓九千一百六十一両一錠八分､無力償選.

(121) fB!旦旦旦担 __from__theSelectCommitteeoft_h_eHou_!eofLords,pp･361.456･

ThejuniormerchantsWereverymuchembarrassed,andinfact-bankrupts:･･･.･･Ⅰ

lWalterStevensonDavidson,acountrytrader]oftenselectedbankruptstodeal

with,becauseIveryseldomcoulddealwiththemerchantsonfairterms.Some

ofthelnWereSatisfiedWiththecertainprofitsontheCompany'sbusiness.and

didnotcovetotherbusinessverymuch. ･.････Theylbankruptsorthejunior

lnerChantsユgaveTnuChbetterprices;andtooofterL,isuspect.theygavehigher

pricesthantheycouldaffordtodointheactualstateofthemarket,S.

(122) Ch■en,op. cit‥ pp.229-241.317-328. 『酒代外交史料』嘉慶朝第三冊､頁

二八～二九､ ｢南鹿総督百齢等秦審擬指欠夷商貨償之行商摺｣､嘉慶一四年一一月二九

日､同上､五三-～三三､ ｢南庫練督百齢等奏審擬負欠関飾夷脹及串同夷商私頂行名代

定貨物之尭犯摺｣､嘉慶一五年一一月初三E]､参照o加orse,些LCit.,

Vol.3,pp.147-153.

(123) 『清代外交史料』嘉慶朝第四冊､五五～六､ ｢卑海関監督徳慶秦査所関務情形並請

設洋行絶商摺｣､嘉慶一八年二月二一日o向来開設洋市 ､僅想一二商保撃､即准充商O

並不幸案軸部､本非慎重之道O遇-商顧飾､毎致胎累通行o而不肖疲商､於夷船進口時､

毎有白向英人私議貨僧､情願貴買暁東､只圏目前多撹夷貨､不顧日後顧折､迫至開徴､
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即形支拙o探厭所由､祇因向無線商､所理未髄室-.衆商学先私頂､相率致尤､速成積

習｡-･-商人之弊巧雌多､同行之耳目離 〔一難〕掩､祇以向無蓋率之茸､股商避怨而障

容､乏商敢尤而競利､逐致積習難返､閥務日渡｡今欲整閥務､須察商情､欲除弊端､碩

専宜任､惟有於各行商申揮身家般賛 .居心公正者一二人､俄令経理洋行事務､率領衆商､

輿英人交易O貨物務照時僧､-律公平所理､不得任意高下､私向学揮O-･-並嗣後知遇

選充新商､責令通関棺 ･散各面､公司 〔一同〕慎選放棄公正之人､聯名結保､専裏苔郡

備査｡儒所撃不斉､或有顧欠的項情事､著落原保商賠敵｡･･･-

(124) 許地山編前掲書､一四七貢､ ｢李撫台批｣ o近日責有胎欠異人貸借､盈千黒幕者.

如此大宗貨物､皆係該行商司事移伴､籍輿東商熟悉､遂以百聞洋行貨舗島名､任意験取｡

而夷商因係行商移伴､可以信託､以致受愚披累｡

(125) 同上､頁一二一､ ｢南海斯下洋商諭｣､黄塵一六年二月一三日o調署南海麟正室馬､

諭洋商塵取恒 ･･･-=福隆行南野闇祥知悉｡･=- 『酒代外交史料』嘉慶朝第四冊､頁五､

｢卑海関監督徳犀黄査桝閥務情形並講設洋行線商摺｣､轟慶一八年二月二一日.即如嘉

慶十五年間､有福隆行洋商登相良祥､顧鯛潜逃D･･･-査有職員間祥､向在該行司事､其子

開成尊､亦随父帯群有年｡ 『史料旬刊』第-0期､頁天三六四､ ｢道光朝外洋通商案｣､

｢李硝賓等摺三｣O臣李招賓前程訪獲東裕洋行司事謝五､-･･･謝五即謝治安､-･･.在東

裕洋行司事､管理該行買東茶葉等事 ､ -･ ･･･O

(126) Ch'en.op. cit.,pp.242-249,330-351.

(127) 『卑海関志』巻二五､頁一九｡卑海関監督延隆の上奏｡自嘉慶十八年前監督徳慶奏

請設立維商､経理行務､井嗣後遺充新商､責令籍 ･散各商､聯名保結､欽奉愈允､准行

在案｡是以十時年来､止有閑歌之行､並無一行添設｡推原其故､骨因従前開行､止憩一

二簡保結､即准承充o今別必需稚 .散各商､出具聯名保結､方准承充O在籍商等､以新

招之商､身家股賓輿酉､不能洞悉底裏､未免意存推許0億有一行不保､即不能承充､以

致新商雑有急公踊躍之心､而歴任監督以格於成例､不便著充｡数年以来､乗船日多､税

課目旺､而行戸反日少､買車事繁､料理難於周到｡勢不能不用行移､於是走私漏税 ･勾

串分肥､其弊百出｡･-･･慮講嗣後如有般音､情愚充商､樫臣察訪得斉､准其暫行試桝一

二年､果其貿易公平､東商信服､交納税項､不致顧短､即講的照蓄例､一二商取保著充､

某紙 ･散各商､聯名保結､鷹請停止｡

(128) 『鵬片戦学持薬史料』第一冊､七九五頁､ ｢両庫締菅林則徐等覆親御史騎乗章候陳

整鱗洋務葦程摺｣､道光一九年一二月二四日D至道光九年､僅悟和等七行､前任監督延

隆､秦請襲通招募新商､准其一二年､即令一二商具保承充､婿各商聯保之法停止｡此後

復十三行香取､而流品不無混雑｡縦不至樫向夷人借本管運､而糾静朋克之弊､章所難免.

『卑海関志』巻二五､頁二〇～二四､道光一七年､繭康椎骨部廷禎 ･卑海関監督文梓の

会秦｡現行延怪事准新例､臣等公同意心確粟､有宜於昔不宜於今昔､有弊生於法､終於

拝格難行者o ･･-.延陸前因各行間敵将半､是以擢宜襲通､聴般戸日韓充商､蕪訪得音､
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即准其試軌 其作何限制､並未読及｡小民趨利乗便､設逐漸増多､伊於胡底｡月商多則

流品多雑､稽査難周｡十線年来､紋銀出洋､胡片流毒､以及走私漏税､諸弊叢生､固由

外匪因縁薦肝､亦難保非喜従内出｡-･=至徳慶秦准善制保商､必通行出結､曹好曹悪､

一本大公､何等鄭重｡新例別慮其或渉推蒙､改議一二商具保､遁准承充｡不知推語致有

遅延､其懐尚小､若此一二商者､便非其親眠､即事出賄通､馴至覆陳億蛙､烏害乃大O

･･･-窺以､･･････其承商之時､仇請復蹄聯保菌制､責令通関姥 ･散各商､公同慎選般賓公

正之人､聯名籍保､専薬害部署充､--･

(129) 『鶴片戦争持薬史料』第一冊､六二九頁､ ｢江南道靭察御史賂薫葦奏陳整餅洋帯以

絶弊端摺｣､道光一九年六月初五日o凡土人暁習夷語､夷人買受､従中馬之説合者､名

目拝趨o其姑不過受雇在洋行､籍作超絶.近有拝趨､白出費本､輿夷人交易O貨物出口､

則搭洋行代烏輸税､而洋行亦利其細分､名El搭報O此中良幕不一､遂有串合英人､違禁

嘗私等弊o更有卑部硯徒､名目才子壇､賓係漠肝 o朝夕出入夷棲､所有箇賛鶴片､及過付

銀両､骨其勾串｡またこれに対する林則徐 らの答申､同上､七九六頁､前掲 ｢南廉絶督

林則徐等覆議御史騒菜華僑陳整鮪拝辞章程摺｣ ｡臣等査､夷語有才子趨名目､音同馬占､

即華言所謂買棄人也.不塊洋商工移､該夷以此相稗､即一腹交易貨物者流､該夷均呼烏

才子壇､而浜肝即在其内OI-･･･臣等白査雛夷務以来､貴令各洋行将所用司専管店人等､接

月道具帯筋､送官査考｡本年五月内､訪有安呂行司事羅老木及其子羅坤､在該行男立祥

記字暁､於五六月間両次滞茶葉搭附該行､赴関報税､･･･-厳鮪各商､嗣後不得容陰司事

搭報､･致干究耕o

(130) Morse一Op.Cit..Vol.5.p.41.･･････fronthistimeforwardstheShops

accustonedbytheEuropeansbeputuponthefootingofllongsorthatevery

fiveShopsshallenterintoArticlesundertheSecurityofsomeoneHongist.

buttobeanswerableinallContracts.OneforallandallforOne. Onthe

arrivaloftheShipsfromEurope,thesaidShopsarepermittedtodealwith

privatepeople,butnotinanyGoodsimportedforAccountoftheCompanies.

ContractsbelongingproperlytothenongistSecurities,aswellasall

CuriositiesofValue.suchasPearl,Coral,Chrystal,TrueAmber良CIall

vhichbeingfortheEmperorUse,noShopsshallpersuTnetOInterfere.

(131) 『史料旬刊』第九斯､頁天三〇八､ ｢乾隆二十四年嘆鳴倒通商案｣､ ｢李侍尭摺三｣ ･

即翼賛貨物､亦多有不経行商 ･通事之手､無籍店戸､私行到館､誘編交易､走漏税的､

無弊不作｡

(132) JardineMathesonArchives,LetterBooks.Dec.10.1800.citedin

Greenberg,op･°it..p.53.[AMadraSMerchant■S･Indianpiecegoodsand

redwoodhavebeeTtdisposed]tooutsidepoeplewhodonotwishtoappearinthe

business;thedutiesarepaidbythesecuritymercharLtSWhochargethelntOuS･
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(133) Norse.op･cit‥ p.42.ItheTsongtouandHoppuonExaninirLgintothe

numberofShopsfindupontheListonehunderedmoreorless.butintruthnot

alltrustworthy,somehavesmallCapitals,OthersareSupportedbysomeSkill

intheEuropeanLanguage.

(134) 上旦四壁.Vol･37.F阜rstR9P9__rtfromtheSelectCommitteeon_I__heAffairsof
theEastIndiaCompany,p.96.llJohnFrancisDavis.amemberoftheSelect

committee'ofSupercargoes]rememberonein1817.whentheCompanyinterfered

infavouroftheshopmerL,andrequestedthegovernmerLttOallowthentotrade

toacertainextentwiththeshipswithoutbeingsubjecttotheinterference

oftheHonemerchants. Thatapplicationisfailed;anditappearsthatthere

yere200shopssoonaftershutupbyorderofthegovernTnent.

(135) 『鴻片戦寧』第四冊､二九六貢､同達輯鼻 ｢倫敦英博物院所蔵鵬片戦争史料 康東

探報｣､卑海関監督文豊の禁令｡各夷舶来庫貿易､例掃洋行保折､原以昭慎重而尊貴成｡

乃百近歳以来､開設洋貨店戸者､紛紛不絶､以致漫無査考､醗成勾串倫漏之弊.菟査､

同文街等虚洋貨店､貴重二百線間之多D其中守己安分者､固不乏人､而惟利是画､相率

管私署､亦復不少｡

(136) tUPBPP.Vol,37,FirstReportfromtheSele__qtCo_mmittee,p･174･ Are

thereothernlerChaTttS.exclusiveofthe打ong,WithwhoTnyOu[CharlesHutchinson,

acommanderinthenavy]candealexterLSively?-Agreatmany,andsomehave

veryextensivedealings:indeedmanyoftheTnmuchlargerthanTnanyOfthenong

meTChants,whoareinfactnothingbutaname.

(137) lbid.,p.61.IfthegoodsareshippedfromCantontheycanonlybe

shippedfromthewarehouseofaTIongmerchant.thereforeitmustbewithhis

SarLCtion. Thejuniormerchants,thepoorermeI-chants,havebeenthosemost

disposedtopermitsuchshipments:theyhaveoftenforTnedconnectionswiththe

outsidemen.vlhichhavebeenveryinjurioustothemselves,andinjuriousto

thetradegenerally. 哩.Reportfromthe_Sq!ectCommitteeofl中里耳_o岬e_壁

姐 1830,p.393.1fthepurchaseismadefromanoutsidelnerChant.he

TnakesanarrangelnentWiththeHonemercharLt.andthegoodsareshippedoff

fromtheWarehouseoftheHongmerchant,sothatitappearstobesuppliedby

theHongmerchant;thathoweverisartunderstandingentirelybetweenthe

outsideorshopmerchantandtheHonemerchant･WithWhichtheEuropean

purchaserhasnothingtodo.

(138) ch･en.姓 _且辻･.pp･175-1761｢売約搭報｣については､次証を参臥

(139) 佐々木箱前掲書､三四頁｡近有射利市姶 〔-櫓〕､開設洋貨店､附搭外洋行､輿英
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人相交易､鉄屑乗貨､不顧大局｡其起下貨物､控疲行代報､七八折収納｡又有掛行口各

〔一名〕色､外設舗棲､掛某行横房燈舘､作馬司等移伴､従中影射O其棄貨之軍､別構

某行某棲､其賓係目貫襲D洋行馬之出名収納.及至洋行重累倒閉､該棲之人満載而締Q

如従前福隆行劉亜撃 ･東生行羅老視 ･現在之高藤行之李章就 ･徐亜硯等､均係借洋行之

名色､巧詐圏利｡蕪亜閏等包撹洋貨店､黄銅搭報等弊｡該洋行囲自己資本不裕､借此虚

装儲面､圏得現銀特輪､以致海関正裸的銀､連年托欠､賓堪痛恨Oこの禁令の英訳は､

iBPBfi,γol.30.Corresponde_neerelatingtoChina.pp･66(304)～67(305)･にある.

(140) 『卑海関志』巻一四､秦課-､頁五二～五三｡逆光十三年五月二十三日､戸部奏言､

両度練習虞坤等葉柄､査各商未完新書正的及雑項､共銀一百三十寓六千六百両二鏡一分

二麓｡---

(141) 同上､巷一五､秦課二､貢二五～三一o道光十一年､戸部秦言､雨贋総督李相賓 ･

卑海関監督中祥秦･･･-構､･･････近年以来､毎年的収銀一百四五六十寓両不等､出口税銀､

十止三四､進□税銀､十居六七｡歴来出口税銀､嘗即按卯完交､従無延欠｡惟進口税銀､

向例侯一年関期報満後､閲三個月開征O再開三個月奏報､征雫起解､以符部限D其賓起

解之時､各行商尾欠甚多O因満開後六個月内､績有乗船進口､無力洋商､往往蛸移新貨

的銀､完納満開以前蕃鮪O百第慶年間至今､無不連年柵掩､塙隙完公o

(142) 『鷲穎夷務始末補遺』道光朝第二冊､一九二､二〇-一二〇二貢､ ｢〔雨磨縛督〕

慮坤等秦 酌議防範貿易葦程由｣､道光一五年正月二八日｡上年喋唱例公司居散､該圃

商人､･自乗貿易､司線無人o碓経論筋該夷等書信回国､m派大班東塔管理､而現在商多

人様､事無統屠､必鹿頒蓉章程､倖資遵守｡･･‥=夷船兼尊､嘗例係由各洋商循環輪流具

保､如有違法､唯保商是問｡嗣恐輪保有把持之弊､凡港脚夷船､均聴其自行具保.惟現

在公司巳散､所来乗船､散漫無稽｡若竹照嘗例由洋商輪保､恐有抑勘之弊､而責任其白

行揮保､亦難保無勾串情事O嗣後夷船到尊､願書聴某日投相信之行馬認保､一切交易貨

物､請牌完税公事､均由認保承錬O 収納飼税､査照則例､田許轟竃加増.m毎船設立派

保一人､各行挨次輪派､専司査察｡如認保行商､輿夷人通同罪弊作肝､或私増税銀､托

欠夷帳､責成派保之商､接密室首､分別究迫､派保柏陽､査出井究0 ｢認保｣について

詳しくは､次章第一節を参照｡

(143) 前註(119)､ 『酒代外交史料』道光朝第一冊､頁一八､の引用文の続きo嗣後該夷

船遊口､除散商照奮認保頂虞稽査外､仇筋伍敦元 ･慮棟柴 ･藩紹光 ･劉乗四人､依次輪

読査察加保､以重責成｡如失於査察､或通同拘陰､即将認保 ･輪査名商､分別懲軌 井

上裕正 ｢酒代嘉慶 ･逆光期の7-ン問題について｣､六九～七〇頁｡

(144) SaTEent.lo亡.Cit. 前註(79)を参照｡

(145) 『林則徐集 公債』､五六頁､ ｢諭津南真令外商室数煙土稿｣ (道光一九年二月御

四日)0 度東華夷互市､己歴三百飴年､被蓋不能自相交易､所以必設洋商者､原馬杜私

通而防禁物起見也0
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(146) Norse.堕しCi.L.,γol.4,p.206. sincetheSecurityMerchantsreally

carlnOtCOntrOltheactionsofForeigners.theLawrequiringSecurityMerchants.

onlyassiststheHoppo■sofficetomakepretextsandextortmoney,sothat

bothNativesandForeignersarevexatiouslyhinderedanddistressedbyminute

interference.

(147) TheLetterBookofLordMacartneyduringhisEmbassytoChina, Co叩ris-

ingcopiesoftheLetterofInstructionsfromHenryDundas.SecretaryOfState..

fromtheDirectorsoftheHonourableEastIndiaCompany.etc..Baring良Burges

toDundas.Sep.8.1792.

(148) Greenberg,op･citl.pP.73-74,_ei｣担旦Sim. 広東の7-ン貿易と外洋行のか

かわりについては､外洋行あるいは保商制度の全体的な位置づけがなお不十分ではある

が､さしあたり井上前掲論文､を参照｡ウェイクフィール ド (E.G.Wakefield)に代表

される7-ン貿易- ｢自由｣貿易の考え方については､田中正俊 ｢中国社会の解体 とア

ヘン戦争｣､同 ｢西欧資本主義 と旧中国社全の解体- ｢ミッチェル報告書｣をめ ぐって

-｣､同 『中国近代経済史研究序説』､一四三～一四四､-六四～一六五頁､参照｡

(149) JardineMathesonArchives.PrivateLetterBooks,WilliamJaTdineHardine

toReid],Feb･29[28],1832,citedinGreenberg,_op.__旦主t.,p･179. また､田中

正俊 ｢｢中国人との自由貿易｣ (一八三三年十二月)について｣､三六三頁､にも所引｡

[ ]内は双方の異同を示す｡GreatBritaincanneverderiveanyimportant

advantagefromtheopening[of]thetradetoChinayhilethepresentTnOdeof

levyingdutiesandextortingTnOneyfromtheTIongmerchantsl&C.]exists. We

nusthaveacolllmerCialcodewiththesecelestialbarbariansbeforewecan

extendadvantageouslyourlnoylimited]commercialoperations, Wehavethela]

righttodemandanequitablecommercialtreaty[&toenforceitifrefused].

(150) I.W.Richardson.Th声ChineseSecurityMer軸 nts_.pp･46-471The

altemativemaysuggestitselftotheEmperor.ofabolishingtheCo-hone

systemaltogether,andthis,ifitledtounrestrictedcompetitionamongst

Chinesemerchants.Wouldbe.perhaps,thehappiestresultylhichcouldbe

expected;butcautionTillberequiredinadmittingtheproposition. Ⅰfthe

Co-hongbeabolished.theloppo.sofficemustberemodelled.andahostof

subordinates,Whobelongstothesystem,shouldfallWithit,elsetheevil

willbeshiftedmerely.andnoteradicated. TheexactionoftheMandarins

ylouldfolloythefree-tradersasgrievouslyasitnowdoesthenongTnerChants,

andtheforeignerswouldhavelosttheonlychecktheynowhaveonthose

exactions,-thenecessityoftheHongdebtsbeingrepaid･ Theabolitionof
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theCo-hongWouldbeineffectualalso,unlessattendedbyabettersystemof

collectingtheCustomsduties,andthegeneralacquisitionbyforeignersof

warehouses.inWhichtostoretheirgoods:-=■■
(151) 佐々木正哉編 『鶴片戟学の研究』､二〇〇頁､ ｢英国所要各備款｣､道北二二年七

月初七日｡凡有額数行南軍巽之例､白此必麿某｡我英人貿易者､不碍輿何人買東､而該

納之駒銀､先交輿本国領事之官､倖持交納海関､亦可也D 『鵬片戦争』第五冊､四一八

五､黄恩形 『撫連結略』 ｢金陵撫議第三｣､道光二二年七月初九日の条｡嗣後臆講自行

投商､公平交易｡其税銀即由領事赴海関完納､不経洋行之手､以免侵和｡

(152) 佐々木箱前掲書､二〇七頁｡ ｢蓄英 ･伊里布 ･牛鑑照合｣､道光二二年七月初一〇
日｡英商貿易､不必仇照向例蹄凡有額設行商承所､勿論輿何行商交易､均聴其便｡膝納

駒税､即由英国領事官交納海関､以昭簡易oFO17/57.LetterfroTntheImperial

ComissionersandViceroytoHerMajesty-splenipotentiarywithenclosure,

Enclo.23inPottingertoAberdeen,Sep.3,1842.No,38. AllHongMerchants

tobeabolishedandBritishMerchantstotradewit,hwhomtheylike,payingthe

justduesoftheChiTLeSeGovernmentthroughtheConsularOfficers.

EnglishMerchants･･････shalltradewithWhateverMerchantsshallbestplease

theTn. AndthedutiestheyaretopayshallbepaidthroughtheEnglish

ConsularOfficerstothecustomhouses.Soastoensureperspicuityand

simplicity. 『粕片戦苧積案史料』第六冊､一一五頁､ ｢著欽差大臣誓英 〔等〕再行妥

議輿英所商各候内鷹筆酌之虞事上諭｣､道光二三年七月一七日o誓英等奏連日輿嘆夷合

議粗定候約一摺｡- ･･･其各省貿易､該黄白納税銀､由副領事親赴海関交納､不樫行商之

手一節､有無窒擬漸滋流弊之虞､桐著該大臣等再行妥議具奏｡

(153) FO17/66.PottingeTtOElepoo.etc‥ Feb.20,Enclo.19.inPottingerto

Aberdeen,No.24,Mar,25.1843. IrepeatthatthedutyoftheConsulswill

betoseethattheputieSandotherchargesareregularlypaid.thatabusesdo

notBleepin,thatsmugglingbeentirelyprevented･･.･･･ FO17/68.Pottingerto

Lay,No,290.July22.1843.Enclo.5inPottingertoEarlofAberdeen.No.88.

July26.1843. itisnopartofthedutyoftheBritishGovernment.orits

Officers,torenderMercantileFirmsandIndividuals.anyassistancein

conductingtheirbusinessbeyondWhatislaiddownexpresslyintheGeneral

Regillations.ll･･-aniTnpreSSionhasbeenimbibed･-･..thatGovernmentisbound.

byitsOfficersandEstablishments.tosupplyinsolnemeasurethelossofthe

AgeTtCyOftheabolishedHongMercharLtS･ Thatsuchanimpressionisequally

errorLeOuSandabsurd,is.itmaybeobservedsufficientlydemonstratedbythe

GeneralRegulationsandTariffbeingapplicabletothefivePorts.atfourof
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whichnosuchthingaslicensedHongMerchantshave.tomyknoyledge.ever
existed.

(154) ChineseRepository.Vol.12,No.1.Jam.1843.p.44.Pottingerto

Matheson,etall.Jam.15,1843. Astothearrangementtobemadeforcarry-

ingonyourtradeatCantonafterco-hongshallbeformallyabolished,it

appearstome,thatwilldependsolelyonyourselves. Thetradeistobe

conductedinChinaasinallotherpartsoftheWorld.andIamnotawarethat

itwouldbepossible,orproper,tomakethesmallestdifferencebet甘een

CantonandtheotherportswhicharetobethrownopentoBritishmerchants.

第二章

(i) Fairbank.TradeandDiplomacy.pp.Z48-263,350-356, S.F,Wright.旦旦互_L

andtheChineseCustolnS,pp.137-144.

(2) 『卑海関志』巻一五､秦課二､頁一八､乾隆四七年､戸部の前文に引く卑海関監督李

質頴の上奏｡外洋夷船到庫､倶先投省行認保､滞載来貨物､起肝行内､行商文代篤置貨

回国｡所有進口 ･出口各貨､倶由行商報験､霧明税額､填畢登簿､侯洋船全数出口之後､

始行立限開征｡毎蔵相沿､行商以代綿洋貨､税従貨出馬詞､逐漸掩延､以致起解遅滞｡

(3) 前章註(142)の引用文を参照｡ ｢輪保｣については､さらに以下を参照oWorse,

Chronicles,Vol.2.p.97. AppointedPinqua(梼官､憧和行楊琴襲) Security

fortheGangesitbeinghistum. Ibid.,p.129. [OnSeptember7th.1786.th

eSupercargoes]acquaintedthemlHongMerchants]withourresolutiontoexclude

Eequa(悟官､豊泰行呉昭平) froTnSecuringanyofthe]OnableCompanylsshipsI

TheyinformedusthathehadalreadygiveninhisnameattheHoppoHouseas

SecurityfortheStormont&insistonSecuringthatShipITheyweretoldthat

noMerchantshadarighttomakehimselfSecurityforaShipWithoutour

consent.11･･.･aSappointingourownSecuritiesisoneofthePrincipleofthe

fevPriviledgesweareallowedwewereresolvednottosufferittobe

devestedfromusatleastwithoutSOmeStruggle---許地山編 『達衷集』､二〇

〇頁､ ｢借長耀因達私羽紗事致襖門紅毛大域蕃｣､嘉慶六年六月二七日｡査此案､走私

白有産私之人､此係公司之事､乗欲罰弟五寓雨之多､ ･･ ････立限馬上敵出此項之銀｡但弟

無事而受罪｡此船係輪保之船､並非弟之走私也｡このように ｢輪保｣をめぐっては､し

ばしば東インド会社と外洋行および卑海関当居の間で争論となっていた｡

(4) Greenberg,蜘 f____馳力哩･p･59･

(5) ∫.冗,Morrison,AChineseComercialGuide.1834･p･17･ Theforeign

TnerChantisbynomeansrequiredtoconfinehiscoTnmerCialtransactionstothe
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securitymercharltOftheship. Hemaydisposeofhiscargotowhomhepleases.

whethertootherhongmerchantsortoanyoftheoutsidemerchantsorshopmen:

andthesaneisthecaseinthepurchaseofexportation. Butastheshopmen

arenotlegallyperlnittedtoenterintotransactionsimmediatelywiththe

foreignerhimself.ahongmerchantishencealwaysrequiredtolandandship

gDOdsandtobeanswerablefortheduties. Forthepaymentoftheseto

government.thesecuritymerchantaloneisheldresponsible;thereforewherL

thecargoisnotdisposedoftohiln.itbecomesrequisite,beforefixingthe

priceofanyarticle,toarrangeWhoshallpaythedutiestohim.

(6) 『卑海関志』巻一五､頁一九o其置買内地貨物､下船全壊､亦照数交税､給牌出口､

不許m前延滞o･--陸棲行商播文巌等菓構､･･-･･其出口貨物､係保商代英人置析 〔-雛〕

所有税項､可以随貨和清､先行完敏､倖其領牌出口.--･等情OMorrison.op.__Sit.,

p.44.にも､ ｢輸出税は支払期日になるとまもなく支払われるので､年間総額の一覧表

は得られない｣とあるo

(7) たとえば､_C_hin号室LERepPSitory,γol.12,No.2,Feb.1843,p.99,Matheson.

吐_吐.toPottinger,Feb.8.1843. また後註(8日9)､佐々木正哉編 『朋片軌争前中

英交渉文書』､三七､-四四頁､の引用文も参照O

(8) 佐々木箱前掲書､三七頁､逆光一四年､高藤行李慮桂の裏文｡至茶葉､馬外夷所必需｡

洋行経理英人出入口貨物､惟茶葉向可坐享其利｡従前嘆特例公司､向各行分大 ･小股､

定買黒 ･緑茶､議明所定正額 ･給債若干､分別頭 ･二 ･三盤｡洋商轄向茶客包定､名目

包庄o照番屑､毎首斤､除八九両及十両不等O正額之外､名馬押冬O毎百斤亦可除細砕

五六両｡無力洋行､不能先附茶客定単著､正額亦得駒萌六両七鏡､載明包軍､押冬的硬

四五両o即茶客未向洋行包走者､名目売圧､洋行交番､除和銅研､膿包庄無異o其幹花

旗 ･港胸及各国英人､凡買茶葉､亦得的碑五六両不等｡夷人 ･茶客均所明知､歴来宅無

異議o計公司正租 ･押冬及各国夷人鯛碑､通祉毎官庁六両｡除先完的外､纏可盈鯨四五

両不等｡此即坐享之茶利也｡

｢正額｣とは東インド会社の記録に見えるcontracttea､ ｢押冬｣はⅦinterteaに相

当するo以上に見える前貸をともなった茶の契約取引については､波多野善大 ｢中国輸

出茶の生産構造-7-ン戦争前における-｣､一二O-一二八貢､参照Oなお､外洋行

と ｢茶客｣との契約の具体例は､冗.GaTdella."TheAntebellumCantonTeaTrade."

pp･266-267･所載の ｢議桝茶単 (諌早)｣､およびBall,Cultivationand

Manufacture.p.381.参照O

(9) 佐々木箱前掲書､三八頁､前註(a)の引用文の続き｡伏恩､各貸銅碑 ･行用 ･公費､

以及茶葉的硬盈飴､皆率由蓄章､並非起於今日｡且茶葉的碑盈除､定義五両五鏡､較前

者減無増､存貯絶櫨､便於妨公支用Q非如従前開設公行聖断､滞各貨公買公韓､亦非和
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百 〔齢〕前憲請牌英貨､官馬故型､奉部駁者不同｡また同上､一四四～一四五頁､伍紹

栄らのデント (LancelotDent)苑照会､道光一八年三月二六日O.･････董今日五両之羨鯨

鯛構､虚有英名而無其斉｡･･････本既顧結 〔一触?〕､何能必有五両之敷平｡夫両之敷､

消化有数｡其転 〔一桁芋?〕的項及帯頭各章､除去三両､付定納息 ･承貨剰貨等項､消

化一雨､本行工幅帯食､弄望一両｡其五両之数､僅足以敷歳中之用度耳｡

(10) 梁廷冊 『夷南開記』巻一､二五頁O毎石茶税銀二両五鏡､辞行合館､石抽銀六貞至

九月不等､有公司津南包鯛費至六両七凱 ch'en,lnsolvencyoftheChine9_早ho哩
Merchants,pp.48-52.

(ll) 『卑海関志』巷一一､税別四､頁-OMorrison, op.tit.,pp,31-32. 佐々木正

哉 ｢卑海関の値規｣､参照｡

(12) 同註(9)0

(13) PE.,ReportfromtheSelectCoTnmitteeoftheHouse__ofL｡r_由S,1830.p･455･

[[WalterStevensonDavidson]neverhadoccasiontoknowanythingWhatever

respectingthedetailsofduty.eit,herontheinwardcargoortheoutward.

･･･TheChinesemerchantmanagesallthat.andtheEuropeanneednotnecessarily

knovanythingofit. ThepricesgivellforthecolnmOdityaresuchasenable

theChinesemerchanttopaythedutiesontheinwardcargo;andtheprices

demanded,Orcharged.ontheoutwardcargo,alsoembracetheduty.forwhich

theChineselanderandshipperisaloneresponsible. ChineseRepository,Vol.

12,No.2.Feゎ.1843.p.98.Matheson,etal.toPottinger.F早b.8,1843.

YourexcellencyisdoubtlessawarethattheinvariablecustominCantonhas

beenfortheforeignmerchantstopurchaseexportsatpricesincludirlgduties

andallcharges.andtosellimportsatratesexcludingsuchitems;ithaving

beentheprovinceofthehong-nlerChantstomakearrangeTnentSCOnneCtedWith

theduties. また後証(17)､Hunter,The F̀anKwae'.p.97･の引用文 も参照o

(14) Ball,叩.旦吐.,p･344･ Further.it叩pearStOne,thatthecharacterand

privilegesoftheHongMerchanthaveinrecenttimesbeengreatlymisunder-

stood. ･･･-･Properlyconsidered,theyarebondedWarehousekeepers,andriot

merchants. Occasionallytheyactinbothcapacities. Noristheten siTnPly

confinedtomerchant冒tradingordealingWithforeigners･

(15) 許地山編前掲書､一三九～一四〇頁､ ｢行商覆李撫台薬｣､乾隆四二年四月一五日｡

毎年所到夷船､百二十緑葉至三十除隻不等､所帯貨物､充塞繁多､僧値累累0滴等既難

先馬代填､文勢難就地按期嘗滑､必須代馬連往各省蓉葉､始能陸裸婦楚o････-是債従貸

出､貨璽難的､勢所必然O商等斉無貨己鏑菅､不即交償､敦精留遼東薄口通過之弊Q

(16) こうしたあり方には､いうまでもなく外洋行の資本不足も重要な要因としてはたら
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いていた｡前章第三節､とりわけ註 (97)を参照｡また､ 『卑海関志』巻一五､貢一九｡

随接行商清文巌等菓構､洋船進口､帯洋貨起卸各行､算給商等､代喪完税､甫経起貨之

後､商等一時不能代烏墾交｡-･･･再起緊婿進口洋貨代襲､交納税的｡務遵部限之内､全

数交情､不敢棺遅､等情｡

(17) Morrison.op.cit･,pp･15-16･ Thebusinessofthelinguistsisto

procurepermitsfordeliveringorshippingcargo,totransactallaffairswith

thecustom-house.andtokeepaccountoftheduties. Theminorchargesofthe

governmentarealsopaidbythem. -t･･Whenchop-boats(orlighters)are

required,Whetherforthedeliveryorshipmentofcargo.thelinguistmustbe

informed.adaypreviously.Whatarethegoodstobedeliveredorshipped,and

inwhatquantities. Hethenappliesforapermit,whichisissuedthefollow-

ingmorTling,andthesameeveningorthemorningoftherLeXtdaythechop-

boatsusuallyreachWhampoa. Hunter,The F̀anEwae'.pp.5D～53.97,98-99.

They[theprincipalLinguists]Wereattheheadofnumerousassistantsemployed

intheordinarybusinessofforeigners.SuchasattendingMandarinsfrom

insidethecitywhileexamininglnerChandisebeinglandedorshippedoff.and

makingupreportsofthedutiesforthoseofficerstotaketotheHoppos

oHiceforregistrationandsubsequentcollecting,･･･.I.Whenavesselwasready

tobemeasured.theLinguistirLformedthelioppo,Whothenorderedanofficer

toWhanpoatoattendtothisduty,andhewasalvEaysattendedbyamelllberof

theLinguists'establishmentcalledthe m̀andarin'or Òfficial'Linguist.

Shouldshebeunderdespatch.theLinguistfurnishedtheagentWitha

menorandumofthe M̀easurementandCunsha'charges,andatherfinaldeparture

hebroughttOhisofficethe g̀randchop, orportclearance,whichwasonly
I

deliveredtohimwhenhehadfurnishedtheHoppowithreceiptsorcertificates

oftheimportandexportdutieshavingbeenfulfilled. ･･･-Wehadnocuston-

housebusinesstoattendto;ourinwardcargowerelandedandstored.andour

outyardonesshippedoff.bytheLinguists,tovhoTnWehadbuttointinlatein

whichthelatterweretobesent. Allmerchandisewaspurchasedatlongprice,

aTLdallsoldatshortprice:thiswastherule,artdsavedusaninfinityof

trouble･ ･--WhenashiphadanchoredatWhampoa.thepilotreportedher

arrivaltOtheHoppothroughthebranchHoppostationatthatplace. This

youldbedone.notbygivingthenameofship,butthatofthecaptain.

MeanyhiletheagentWouldSelectaHongMerchanttobecoTne s̀ecurity'forher

andaLinguisttotransactherbusinessWiththeHoppo'soffice,tDSendboats
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tobringhercargotoCanton,andtotaketoWha叩Oaheroutwardcargo,and

thesewereallthe'Official'dutiesthattheagenthadtoattendto.

(18) 許地山編前掲書､一九四頁､ ｢専管海関国英船場人事下洋商諭｣､轟慶五年六月九

日D天朝既設行商馬之経理買勇､復設通事馬之道連情詞｡そうした例はもちろん絶無で

はない｡たとえば､後註(24)の引用文を参照｡

(19) Morrison.op･cit.,p.14. Whenavesselhasenteredtheriver,thefirst

thingtobedoneistoobtainthesecurityofahongmerchant,andtoengagea

linguisttoattendtotheshippingandlandingofgoods.

(20) 『宮中桔乾隆朝奏摺』第三一韓､三四一貢､乾陸三三年七月一六日付､両広総督李

侍亮の秦摺O査､卑海関税銀､係各席自行寛匠傾鏑交納o同上､五六四五､同年八月一

二日付､卑海関監督徳魁の秦摺｡至卑海関徴収税的､均係行商自行傾鏑交納｡また 『晴

代外交史料』嘉慶朝第四冊､頁一八､ ｢雨贋糟督蒋倣指等婁遵査禁倫運内地銀両出洋並

的議章程摺｣､轟慶一九年間二月初三日｡卑東股賓之戸､存貯洋鏡者多､収貯紋銀者少｡

惟地丁 ･望課 ･関税､始用足色紋銀､而足色之紋銀､皆出於傾持之銀耽o外省販貨束卑

客商､偶有指帯蘇元雑色之銀輿洋鏡､成色不甚高昂､亦須銀競傾錆､方成足色｡査､藩

庫 ･運庫､各有官銀匠､開設銀競､傾籍交庫｡靖卑海関向無専設官銀塊｡所有洋商毎年

聴交庫項一百数十万両之多､惟憩商人各自僧籍､漫無稽考｡- -庭請照音 ･運二庫之例､

設立卑海関官銀昧数家､以尊貴令而便稽査､不便棺滋弊章｡このように蒋倣指 らも外洋

行商人みずからの改鋳を述べ､それに代わる卑海関官銀号の設立を提議 している｡宮下

忠雄 『中国幣制の特殊研究』､三九七頁､はこの提議が実現されたと見るが､その形跡

はない｡Morse,op.cit,.Vol.3,p.234. [OnJune17,1815,]theHoppohas

directedtheHorLgMerchantstoemploybutthreeShroffhouseswhichareto

havetheexclusiverightandprivilegeoffurni;hingtheSyceeSilverinWhich

thedutiesarepaid.･･･-TheHongMerchant6aremakingalltheoppositionin

theirpower-････itissaidabout66.000TalesviH berequiredtoprocurethe

noppo'sdispensationWiththenewregulations;somepaymentsmadebythe

MerchantsonaccountoftheirdutiesweresenttotheHoppolshousebutnot

conlingfromtheShroffshehadnominatedWerereturned.

(21) 佐々木正哉 ｢イギリスと中国｣､四三六頁｡同 ｢晴代広東の行商制度について｣0

田中正俊 ｢中国社会の解体とアヘン戦争｣､一一三貢､参照｡

(22) Horse.op.cit‥ Voll4,pp･168.170･ IthaslatelyconletOOurnotice

thataChinesenamedLeKoyl-yayltheninthsonofLe]brothertoLeLot-yaylthe

sixthsonofLe]anopulentSaltMerchant.hadexpressedadesiretoforTna

HongforthepurposeofexclusivelytradingwiththeAmericans.fromyhomthe

outsideShoplnenheexpectedtoreceivethePecuniaryaidnecessaryforpayment
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ofAdvancesandFeesincidenttotheestablishl¶entOfanewllong. ･･.-Further

velAmericanmerchants]begyourExcellenciestDallowtheestablishmentofa

newHongthatshallnotdoCompanyTsbusiness.butonlyATnericanbusiness.

HeretoforeinalltheHorLgStherewerefewbusinesspeopleandnooneto

attendus,andwerequestedtheShopmentocombineandformaHoneandtrade.

butnowalltheShopmenareexcludedfroththeHones.noneoftheTnare

retained.･I-･･･

(23) ユ旦主旦..p.206. ForeignmerchantsweretobefreetohireWarehousesand

keepthemundertheiroynmanagement;thereneedtobenoSecurityMerchant

fortheforeigners;andtheforeignersmustpaythedutiesincashvlithout

interventionofaHongMerchantoraLinguist.

(24) 『卑海関志』巻一五､頁二五～三一､戸部の秦言に引く両広総督李相賓と卑海関監

督中拝の上薬｡ゴ皇道光四年以後､各洋行内､有霊泉 .西成 ･同泰 ･福隆等行､節次倒閉.

共欠税駒銀､六十八寓飯南､夷脹銀､一百四十五寓飴雨o皆係現開各行商､分灘陪撤｡

商力日拙､完項目増o若不早常襲通､恐年復-年､将膏穣重難返之勢o諸侯 〔-嗣〕後

自発巳年分馬始､進口貨物､於夷船晴臆之日､賀令保商 ･通事､先行報明某貨己経某行

買受､某貨尚未乗出O己真之貨､由行商完納o末崇之貨､由東商交駒､保菌代納o夷商

以貨換貨､不許借給行商銀雨O行商照例交易､母許多欠夷商貸僧｡凡有-船回帆､即清

一船進口前鍍完清､方准講牌出口o通有洋船固守候新茶出口遅滞者､其臆納進□貨鯛､

以鞄貨後三個月烏限､童成保商完納､不得揺至講牌之時､倖免延懐D庶進□之貨､源源

征収､毎年開期報満後三個月､即可全敗収清｡

(25) 佐々木箱前掲書､七八～七九頁､道北一六年六月一八日､卑海関監督文拝の外洋行

商人宛命令に引く両広総督誹廷祖の苔文､およびそこに引用されたイギリス商人福師

(Forbes.Forbes良Co.)らの菓文O-､進□貨物､或因市債未宜､不能足本章嘗O請

准復行出口帯回､免納出口税額､並以進□原税拾遺､以免商等有累｡如恐有乗此作弊者､

可聴通商在進口之時､白票晴疑市債未台､使滞貨物上蓋官印､交給洋商収肝､限一年責

昏納鍋o如未得棄菅､即原貨帯回､免征税的｡通限末葉､又束帯回､則膿勤令即行棄債､

抑或帯回o斯則輿各商大有稗益､興国課亦無関税D-.-至進口貨物､或市僧未宜､請復

行帯臥 並据進口原税拾遺一節､壷､税駒一躍征約､即行填註部頒印簿､随時報解o登

園市債之宝典不宜､再行拾遺之理o此憶願係夷不諸天朝制度､裏白牒度之詞､腫無腐乱

(26) ｢旧外洋行商人｣という概念の内容は､必ずしも具体的に明示されているわけでは

なく､また構成員みなが一様の出自でもない ｡悟和行のように､条約以前 とはぼ変わら

ぬ規模で事業を続けているものもあれば､条約以後から新たに参入 したものもいる｡と

りわけ後者を旧外洋行商人とするのは甚だ不正確なようであるが､条約以前の外洋行商

人と何らかの縁故をもち､広大な倉庫を所有 し､茶を主とする内地産品の買付に大きな

-166-



勢力を有 したものは､それまでの外洋行商人とまったく同じ資格で数えられており､外

国側史料にいう ｢旧外洋行商人｣の内容も､おそらく彼 らを含んでいるものと考えられ

るDたとえば､後述する隆記行などはそうであり､同字行啓氏 (Puankhequa)の一族 と

おぼしい徳記行潜仕成 (pwantingqua)も同じことがいえよう｡徳記行啓仕成については､

たとえば､梁嘉彬 『庫東十三行考』､二七〇～二七一頁､ 『中美関係史料』､九八一九

九頁､右参照｡

ところで条約以前の外洋行商人と縁故があっても､次のような麦慶増の同泰桟房など

は､ ｢旧外洋行商人｣には含まれないであろう｡ 『薫耕夷務始末補遺』道光朝第四冊､

六一三頁､ ｢徐磨鱈等奏 擬唆筆生事之在籍知府変慶培案由｣､道光二八年八月二八日｡

--奔慶培籍隷順徳斯､先在伊萱伯変戟廷同泰洋行撃習生理､復在馬 〔佐良〕順泰洋行

常理貿易､復鰹節出回籍0--道光二八年三月内､穿慶培在番吊鮪属地名洲頭噴開張生

泰洋貨店､並設立同春機房､風貯貨物Oこれによると､麦慶増はみずから桟房を設立 し

て外国商人と直接に取引し､しかもすでに倒産 した外洋行たる同奉行の名を受けついで

いる｡けれども上のような条件でいえば､彼はもと洋行の野伴であり､独立 して洋貨店

を開いたのであって､決 して外洋行商人とはみなせないものである｡麦慶増の場合はむ

しろ､条約以前には外国商人との直接取引が非合法とみなされた司草野伴､あるいは洋

貨店が､条約の規定によっていわば公然と外国貿易に参入 した例に相当するであろう｡

(27) 『薫緋夷務始末補遺』道光朝第四冊､六四～六五､七〇頁､ ｢書英等秦 請緩追洋

商借項由｣､道光二五年四月初八 日｡近因額商均奉戴轍､貿易倶照新章､行用既己草陰､

羨鯨蹄併正税､兼以接充新商多至一百除家､--況洋商銀有新嘗之分､而新商経理貿易､

維不及醤商之可集｡故東商之有資本者､多不肯舎蓄而趨新｡

(28) 『鵬片戟雫』第五冊､四二〇貢､黄恩形 『撫遠紀鴫』卑克復市第四､道北二三年の

条D 余E7､--彼商輿内地洋商､交易己久､未必即肯舎膏趨新也. 『粕片戟雫相集史料』

第七冊､二七三五､ ｢軟差大臣書英等秦報卑海関開市以来撃洋安輯貿易照常情形摺｣､

逆光二三年間七月一二日｡現在七月初一日､査照新定章程､開聞以来､栽至閏七月初十､

共有進口嘆暗倒味刑哩二園貨船五十三隻､各投素所相信之行店十線家､貿易貨物､完納

税飼 ｡

(29) IUPBPP.γol.38.甲eportfromtheSelecLCoplmitteeontheCommercial

RelationswithChina.p.vii. itmustbeborneinmindthattheimporttrade

isregulatedbyanddependswhollyonthee叩Orttrade.andthattherefore

onlyanincreaseofexportscancauseacorrespondingincreaseimports. The

Chinatradebeingessentiallyadirectbartertrade.itisobviousthatunless

meanscanbefoundtotakefromtheChinesealargeramountoftheirexport.

tea,_thereseelnStObebutalilnitedprospectofderivingforaBritish

nanufacturinginterestsallthose.advantagesWhichthenewpositionweholdin
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thecountryconsequentonthelaterwarmustleadthemtoexpect･ lbid･.

p.123. ThestateofthingsissuchinChina,thatthesaleofmanufactured

goodsisregulatedentirelybythequantityofteathatvecantake･ Ifwe

couldtakedoublethequantityofteathatwetakenow.theChinesevlouldtake

doubletheqtlantityofourmanufactures,--

(3D) こうした旧外洋行商人の茶調達ルー トに対する影響力は､周知のように､条約によ

って上海や福州が開港されたにもかかわらず､茶輸出がなお事実上ほとんど広東一港に

限られている問題への一つの解答として､言及 されるものであるoMartin.旦担 ,Voll

2,pp.IBA-169. ConsiderableeffortshavebeenmadebytheChineseand

for7nerTlongMerchantsaCanton.toconfinetheforeigrlteatradetothatcity.

andinthistheyhavebeenaidednotonlybythepossessionoflargecapital,

enablingthemtomakecontractswithandadvancestotheteacultivatorsand

lnantlfacturers,butalsobyanextensivecredit.whichassiststhemtotakeOff

anddisposeOfaconsiderablequantityofourmanufactures,bytheroutineof

oldestablishedchannelsofbusinesswhicharenoteasilychanged.andalsoby

thepromulgationofofficialdocumentsandedicts,arisingpartlyfromthe

imperialpolicyofkeepingforeignersattheextremityoftheempire.and

partlyfromafearoflosingthetransitandotherdutiesWhichteapays.

duringitsconveyancefromFOkienandChekeangtoCanton. この引用文の末尾にい

う政治的要因であるが､これも実際には旧外洋行商人がかかわっていたようである｡と

くに悟和行伍氏の有 した影響力の例をあげておこう｡FO228/43,BalfourtoDavi岩,No･

68.Sep.21,1844. ThedistrictofYuenshan(鉛山)--isintheProvinceof

KeangseborderingontheWooe白(武夷) HillsintheFokierLProvinceandisthe

greatdepotforthecollectionpftheTeas;--TheMagistrateoftheDistrict

ofYuenshanisaNat.iveoftheDistrictofNanhaithesameinwhichthe

ForeignFactoriesatCantonaresituated.andisrelatedtothelateHong

MerchantHowquahavingasistermarriedtohissecondorthirdSon;hehas

likeWiseseveralBrotherintheGovernmentService,Onebeingaretired

GovernorGeneralnowresidirLgatFushan,closetoCanton.andanotherBrother

nowanAssistantMagistrateatthisplace.thelatterhavingobtainedhis

situation.a耶liteButtonandaPeacockFeather,allinrewardforhaving

duringtheWarassembledabodyofVillageBravesatCanton.theMoneyso

expendedhavingbeenacquiredwhilstemployedbythelateHovquainprocuring

TeasforthelatterattheWooeeHills,intendedfortheForeignMarket. H.

Mui&L･H･Mui･eds,IWilliamMelroseinChina,p･235･ theysayHowquahas
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acopyofi叩erialchoporordermakingitillegaltosendanyteasto

Shanghaiforthefutureandalltogotocanton.

(31) J･RIMorrison旦L吐･.AChineseCommercialGuide,1848,pp.197-198. 級

註(59)の引用文を参照｡こうした点は清朝の官僚 も気づいた らしく､イギ リスの外洋行

廃止の要求は､外洋行商人がそそのか したものとみる者 もいる｡ 『鶴片戟学』第五冊､

四二〇頁､黄恩形 『撫遠紀略』卑克復市第四｡余El､彼之欲去祥商､乃洋商嚇使､非其

本意､在金陵無所聞､到卑始知之｡

(32) たとえば､衛藤清吉 ｢ミッチェル報告書について｣､同 『近代中国政治史研究』､

二二〇～二二二貢､参照 ｡

(33) このころ広東に入港 した外国船や新たに参入 した商人の数については､以下の卑海

関監督風吉の布告の英訳を参照｡chinaMail.No.65,May14,1846. Thevessels

ofthevariousnationsthatcometoCantonareabovetwohundred.andthe

PortugueseandHongkonglorchasarelikewi古elnOrethanthatnu甘Iber. Between

170and180ChineseFirmsareengagedinforeigncommerce. なかんず く茶貿易に

ついては､次のような証言 もある.0.Tiffany.TheCantonChinese,p,118. The

oldhongsystembeingbrokenup,thememberofteatradershasincreased

greatly.andmuchdifferenceisnoticeablebetweentheancientmerchantsand

thoseofnewgroylth.

(34) 同註 (32)､F.Wakeman,StrangersattheGate.p.98.

(35) FO228/73,MacgregortoDavis,No,172.Åug.18,1847. Ifindoninquiring

intothesubjectthatthereexistedsonlealarmaTnOngtheChineselnerChantsat

thecoTnmenCenlentOftheperiodaboveaHudedtoWhichseelnStOhaveinduced

theCapitalistsamongthemtowithdrawagreatportionoftheirfundsfrom

circulation.aTneaSureWhichwouldnotfailtoinvolvemanyChinesedealersin

pecuniarydifficulties. Severalofthemwhosecredityasalreadylottering,

unabletofulfiltheirengageTnentSWereObligedtostoppaymentandultimately

becamebankrupts. Thedistressamongthisclasswasstillincreasedbyheavy

tossestheysustainedupontheirconsigTlmentSOfteatoBritish,Dutchand

AmericanmarketsyhichobligedthemtorestricttheiroperationsarLdthusthe

Importmarketremainedforsometimewithoutanimation･

(36) Morrison,Bi.也.,9B｣ユ吐･,pp1208-2091 Whenimportcargoistobe

landed.theselleragreesWiththepurchaserWhereitistobestored-andan

allowanceforthestorageismadeinsettlingthetransactiorl･ Noratesof

storagehaveyetbeensettledbetweentheimporterandpurchaser;andasno

foreignerhasbeenabletorentanyofthepadkhousesorhongs,thepresent
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arrangementwillprobablycontinue･ D･BasuaRIMurphey･eds･･Nineteenth

centurychina.p･76･FO677/8･DavidJardinetoMacgregor･Not17pAugL5･

1847. 【Foreignersare]merelypermittedtorentPackhousesandHongsin

variouslocalities,widelysparated[sic]fromeachother. -･･･Foreignerswere

atperfectlibertytorentpackhouseswheretheypleased.butsuchbuildings

affordingnoaccomdationfordwellings.propertystoredinthelnWOuldstillbe

leftinthehandsofChinese.andwhichofcoursewouldnotremedytheevil

complainedof. TheHongshavealsobeenequallyavailabletoforeignerssince

theopeningthetradein1843.WithouttheinterventionofGovernment･butif

otherwisesuitable.theenormousrentsdemandedplacethembeyondthereachof

mostofthemerchants:theyarebesideslittlebetterthanopensheds,built

onlowgroundbarelylevelyiththeriverathighspring-tides.andliableto

befloodedatcertainperiodsOftheyear;.･･- 旧外洋行商人の倉庫の賃貸料は､

たとえば天宝行 ･同順行が年七二〇〇 ドル､同字行が六〇〇〇 ドル､広利行が二四〇〇

ドルであったという (ibii.,p.72,FO677/8.NoticefromMacgregortothe

BritishMercantilecommunity.No.12,July1.1847.)O

(37) FO17/176,BowringtoBonham.March22,1851.Encl.No.5inBonhamto

palmerston.Ⅳ0.32,April10.1851.日-･andinExports.itisusualforOUT

MerchantstobuyProduce,suchasTeaandSilk,onboardShip,dutypaidby

theNativeSeller.

(38) この点､条約締結以後の清朝側の公式的な認識は､いささか食い違いを見せているD

後証(46)の引用文を参照O

(39) CIMC,ReportsontheHaikWanBankingSystem.p･225･ CartwrighttoHart･

村0-143.Dec.20,1878. AftertheSuppressionoftheCohongsystembythe

BritishTratyofla42.thenaikwancommissionedamoney-changernamed高浜利

toopenaBankforthereceiptofCustomsDuties,urLderthestyleof高恒茂,

ln1844,fourmorepartnerswereadded.andthisnulmberhasbeenmaintainedto

thepresenttime. ･･････Besidesitsdutiesproperasthereceiverofthe

customsrevenue,theBankengagesingeneralbusinessunderthestyleof贋iji.

Allchequesi歪Suedbearthe贋恒 stanp, ThisdistinctionisprobablyTnadeto

enabletheHaikwanBanktokeepupthefictionofonlyreceivingDutiesin

puresilver,andtoguardagainsttherevenuewhichpassesthroughitshands

becominginvolvedintheeventofunfortunatespeculation.･t-･TheHaikwan

Bankerprofesse6tOreceiveDutiesinsyceeonly.anditis,ofcourse,in

thiscurrency.th甚thi写aCCOuntSareTenderedto theHaikwan. Buta large
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Portionofthesmallerpaymentsespeciallyaremadeindollars.Whichare

receivedbyweightwihtheadditionofapremiumtomakethemuptosycee

standard.or足色紋銀･ cf･Morrison.旦L吐 .op.cit‥ pp.212-213.

(40) FO228/167,H.S.Parkes."NoteontheIrregularitiesoftheCustomHouse

ofCanton･"sep･1854.EncL inBoyringtoClarendon,No.246.Dec.3.1854.

AtCantontheoldsystemoflicensingLinguistsisstillinforce.･･････A

LinguistmaybeinthepermanentemployofaForeignHouse,orhisservices

maybecasuallyengagedtoconductthebusinessofasingleship,Iinthe

formercaseheconsultsinamethodicalTnannertheinterestsofhimselfand

hiseTnployer;inthelattercasethereisgreateroccasionforspeculationor

adventureonhisaccount,=-=Torecapitulate,SuppOSingacargotoconsistof

SixThousandBales,andtobereportedbytheLinguisttotheCustomHouseat

ThreeThousand,theForeignConsigneeisprob且blytoldthattheWholecargo

hasbeenpassedatfourthousandBales,onWhichquantityheaccordinglypays

totheGovernmentBankertheTrueTariffDuties.andtheGovernTnentBanker,a

Linguist,accountStotheCustomtlousefortheTariffDutiesdueontheThree

ThousandBales,whichtheyoriginallyreported.asbeingtheWholecargoof

thevessel,andappropriatetothemselvestheremainder.

(41) Morrison,坐.旦L op･cit･.pp･199-200.206-209･ Thenumberofhead

linguistshasbeenbetweenfourandsix,thatisthoserecognizedbygovern-

ment.buteachestablishmentcontainsalargenumberDfclerks,sothatthey

couldatthesaTnetimetransactallthecustom-housebusinessofalarge

numberofships. Infact.thebusinessoflinguistsinprocuring permitsfor

landingorshippingofcargo,keepinganaccountofthedutiesonthiscargo,

andtransactingallthepettybusinessWhichfallsintotheirhandsasthe

mediumsofcommnicationbetweenthehoppoaofficeandtheforeigner.has

renderedthemsousefulinthetradethattheyremainpettymChastheydid

beforethehongmonopolyWasabolished. Theyarenowregardedasmerecustom-

houseclerks,andreceivetheirreTnunerationforactinginthiscapacityfrom

theforeignmerchants･ ･･川.AtthecessationofthemonopolyinJuly･1843,

theyWereleftoutoftheroutineoftradeasrecognizedagentseitheronthe

partofthenativeorforeigner,aridmadearepresentationinconsequeflCetO

theforeignlnerChants,byvhoTntheyWereeTnPloyedascustom-houseclerks･

TheiTClaimofcompensationwereatfirstconsideredexorbitant･butaftera

littleconsultationandabatement.fifteendollarsyasagreeduponforevery
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Chopboatofimportcargoasaremunerationfortheirtroubleinhiringitand

passingthegoodsthroughthecustom-house.-･-Thedutyuponthegoodsis

setHedeverychopboat,andanaccountiskeptbythelinguistoftheamount

untilthewholecargoisdischarged.whentheimportdutiesareallpaidat

once.-･･･lnpayingduties. aformisfurnishedattheconsulate,[ormore

usuallybythelinguist.]･-･･･Whenloadingaship,theconsigneeinforTnSthe

linguistwherethegoodsare,theirrLumber.sort,&C..andhetakesanaccount

ofthesaTneinordertodrawupareporttopresentatthehopposoffice,and

procureapermitforthentobeshipped. Thenextday.thecustom-house

clerkscometothehongorwarehousewherethegoodsare.inspectandWeigh

theTn.andsettletheamountofdutiestobepaidupontheWhole. Thelinguist

makeshisreportattheconsulate,Wheretheshippingoffblank.containing

theseitemsandtheamountofduty,istranslated.andthensent,signedand

sealed.tothehopposoffice. Whereitiscomparedwiththeonetakenbyhis

ownclerks. ThesameisdonewiththechoprLOteforimportcargo.asitis

notseflttOthehopposofficeuntilhisclerkshaveexaminedthegoods.

Theseblanksforlandingandladingcargo,thussignedandsealedbythe

consul,arekeptbythehoppo.untiltheshipisloaded.andthedutiesare

allpaidup. [ ]内は､S.W,WilliaTnS,AChineseComlnerCialGuide.1856.

p.232.によって補足｡

(42) FO17/176,BoyringtoBonham,nodate,Encl.No.7inBonhaTntOPalmerston,

No.32,April10,1851. Mannerinwhichdutiesareevaded. OnImports.

YheneverfraudiscoTnmitted.itisthroughtheAgencyoftheLinguistsand

withtheconnivanceoftheChineseGovernmentOfficers. --Exports.･･.･･.Tea.

-･･･Chinesemerchants,however.8fWhomwebuydutypaid,getsolnetrifling

adyaTltageOfoneortwopercentintheweighing.andtheLinguists.Ihear,

Commitsomefurtherpettyplunder. IUPBPP.Vol.2,China.No.1(1865.),p.2

(146),a.Hart,"NoteontheintroductionandⅣOrkingoftheForeign

lnspectorateofCustoms."Nov.1864. 後註(44)の引用文を参照｡

(43) 『鶴片戦争』第五冊､四一九頁､黄恩形 『撫遠紀略』卑兼復市第四｡今欲改定税別､

耕法有二o撤退拝商､蒋抽提行用及海関各項晒規､一併裁正蹄公､則歳入可三倍､一也o

『鵠片戦争梢案史料』第七冊､二一四､二一六頁､ ｢欽差大臣書英等美馬適業沿海五鯛

収税井解支禁革名草宜摺｣､道光二三年六月二七 日｡･査卑海関税別､除正税 ･耗義之外､

尚有節次改正婦公案内､如--等項雑観､随正征解｡今既無分正 ･耗 ･碓款､掃作一輝

編征､綜計均尚有轟無拙｡所有節次席公案内稚項名目､無論現在巳未査明､聴講一概醐
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除､免多糾繰0--各項浮草､於薙正 ･乾隆年間改正韓公之後､旋又陸績添出､更多於

前0--歴年既久､以致夷情不服､噴有横言｡現据浮費全行裁葺､如敢再有需索情事､

無論官弁兵役､倶照柾法服､参革治罪｡惟卑海関差役並無工食､向在進出口貨物内､由

洋商按貨抽給､於乾隆九年経前任監督秦明､准其存留在案｡現在浮費裁撤､未便令各差

役朽腹従事､持啓籍口勘索之弊｡･･････臆請査照海関官吏之例､核給工食､-･･･

(44) 次のように描かれるいわゆる脱税分の金銭の分配からも､そのことが覆われよう｡

土壁旦旺rVol･2･China･No･1(1865･).p･a(146).Hart,loc.tit. Merchantswho

hadcargotopassattheCustomsmadetheirbargainswiththelinguists,--

andtheyinturnmadetheirarrangementsWiththeHopposnon-officialdeputy.

who,asconfidentialnlanager,repairedeverydaytooneofthejettiesto

"examinecargo･MThedeputyinturnmadehisreporttotherecordingclerks

intheyamun,takingcaretodeducttheper-centagetobeputasideforthe

privatepursesofhimself,hismaster,hisTnaSter'sfriends.thepeopleinthe

yamun,theGovernor-General.throughwhomtheReportsareforvardedtothe

BoardofRevenueitself. ThuscargoWhich,forinstance,bytariffoughtto

havepaid1.000taelsasduty.thelinguistagreedtopassfor800:thedeputy

-inforTnedbythelinguistthatthemerchanthadonlypaid7501arrangedto

freethegoodsfor700;andthen,makingdeductionsfortheyamunamounting,

say.to200taels,directedtherecordingclerkstoenterinthebookssuchan

amountingofdescriptionofgoodsinquestionasoughttohave500taels,the

sumWithWhichtheGovernmentvlaSCredited. いわゆる 'tdeputy"とは卑海関監督の

家人､ ''recordingclerk"とは菅更を指す ものとみて間違いないであろう｡

(45) FO17/176.BonhamtoPalmerston,No.32.AprillD.1851. --smuggling.in

thesenseordinaryunderstoodinEnglartdandelseylhere,isnotcarriedonat

thatport[Canton]totheextentgenerallysupposed--･
(46) 清朝側では菅英の認識をあげておくO 『害桝夷務始末補遺』道光朝第四冊､三一八

頁､ ｢善美等片｣､道光二六年七月二八日｡若東商完税､蕃例係由洋商代撤､而新例則

由各夷領事査明貨色､滞例鹿交銀若干､軽報海関､-面接卯赴銀観照数完納｡如有完不

足数､統由領事塘保､不惟書役無従染指､即洋商亦無従分肥｡但能於其貨船進口之時､

接照新定葺程､膏力査察､免敦内地肝商勾結倫漏､則領事所報税銀之敷､輿海関所収之

数､磨不針孔相符､硝錬無爽､既不致棺滋流弊､亦不能男有漢飴｡

(47) Morri古On.eta1..op.cit,,p･202･ WilliaTnS,OptCit･.pp･225-226･

ForeigntradeisconductedatCanton･Withgreateaseandregularity. The

chinesesysteTnOfinlandtrade･throughalongseriesofyears･hasacquireda

highdegreeofuniformityinitsdetails･andthesamesystemisappliedt0
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theirforeigntrade:SothattherearefewportsintheworldWherealarge

tradeiscarriedonwithlesstI･OubletDtheforeignerthaninthis. Muchof

thisfacilityisowingtotheexclusionofforeignersfromtheofficeof

collectorofcustoms,wherethelinguistsperfornlallthatisnecessary;and

alsothatallthedetailinlandingandladingcargo.suchashiringchop-

boats.callingcoolies.packingandunpackinggoodsinthebulk,&C..&C.,are

managedbyrlativesontheordersbeinggiventotheproperpersons. This

restrictstheactuallabortobedonebytheforeignertoexaminingor

exhibitingsamplesofgoods.andseeingthattheyareproperlypacked.beyond

vhichthereisalmostnothingtobedoneoutofthecounting-room.

(48) Fairbanklloc.°it. もっともフェアバンク氏が上述のような諸事実を等閑視 して

いるというわけではなく､条約は ｢名ばかり (nominal)｣にすぎなかったとも認めてい

るが､問題にしたいのは､このようにあくまで条約の規定を基準として､事実を評価 し

ようとする姿勢である｡

(49) たとえば､潰下武志 『近代中国の国際的契機』､一四三～一七六頁､参照｡

(50) FO677/26.ChineseRecordsfor1849.Mos.144,154. ChineseRecordsfor

1850,Mos.4.6.8.12.51.54,56,57,69. ChineseRecordsfor1851.Mos.1.

32.36. 以上に見られる交渉を手際よくまとめたものとして､佐々木正哉編 『鶴片戦争

後の中英抗争』､三五三～三五五五､ ｢進城 ･茶葉 ･粗地三款歴年来往公文大暑｣､を

引用しておくo己酉十月初三.公使文 〔翰〕 (S.GeorgeBonham)煙台大臣嘗 〔英〕､

昨塘報間､九月二十四日､官有前洋行商人呉 〔-伍〕姓呈葉､請准設立茶構､抽収税銀､

以資締約国課､清選書欠o蒙批示､其事無所不可､侯雨斯様議妥雛､云云o勢必致外国

商人被執高層受累､請駁鱗不椎o十月初九日｡徐 〔贋経〕牌複公使文､伍憎和 ･盛唐利

等十家公真云､洋行既裁､新棟林立､行用不敷経費O今擬干善用五鏡､摘出二鏡､婦道

官欠o内地商既不加増､外国商無所干渉､噺無高塩茶屑､胎累外商.己酉十一月州Q公

使文照合大臣徐､准伍姓等設立茶桟抽用､輿包撹無異､希裁撤｡--康成六月十二｡公

使文照合大臣徐､現聞､南 .番二牌出示､設立官標茶章毎百斤､抽銀二鏡､填還公幣､

云去｡-･･･六月十七O大臣徐照復公使文､茶葉抽用､現経両腕出示o正派華商､無不柴

徒D惟不肖属壇､乃肝商小版､造言生事､阻槙税額､本大臣定厳密訪査究軌 十二月十

五o大臣徐秦摺O臣査､道光二十一年､洋商借到庫銀三百寓元､現未蹄還D臣諭令洋蘭

伍紹柴等､着抽牧茶葉用五鏡抵填.而外国官屡移文､固講裁革､臣接理駁復o査本年共

抽銀七十寓南｡該欠計重年底可以情還o惟現値軍務浩繋､庫項短細､此商欠槽還之後､

仇療抽牧､以資軍用､而禰桂庵映｡

(51) 同上.FO228/112,ReportofaCantonBritishChamberofCommerce,Dec.22,

184g,EncL Wo･4,in BowringtoBonham.No.4.Jam.1850. FO228/113.T.T｡

-174-



Meadoys,HReportonthesystemofLicensedteaWarehousesatCanton,〟Dec.28,

1850.Encl.No.1inElmslietoBonham.No.179,Dec.28.1850. USl)S,Vol.6,

ParkertoCrayton.Ⅳ06.2.4.July19.Åug.22.1850.

(52) 佐々木編前掲暑､一八六頁､ ｢包令 (JohnBoyring)照合｣､成畳四年三月二八日｡

茶葉毎塘加収二鋒-款.此事係和的､麿撤洋行之後､准其加抽二鏡､費用以賛嘆善欠､

願興和的不相符｡嘗経再四群駁不允｡同上､一八八頁､ ｢葉名環照復｣､成豊四年四月

一一日O又茶葉毎指抽用二線-款､係因茶棲歴来本有此款､該茶商婿款代完蓄欠､出干

各商之自相情願､並非中国官員､必欲照此所理O毎年皆秦報戸部有秦.前大臣徐､屡次

輿文前公使往来照合､甚馬明噺､無庸再説o近年以来､外問茶葉貿易､甚篤興旺､可見

有益無損､大有効飴也Oなおこの条約改訂交渉については､坂野正高 ｢外交交渉におけ

る清末盲人の行動様式一一八五四年の条約改正交渉を中心として-｣､同 『近代中国外

交史研究』､六〇～七三貢､参照｡

(53) lUPBPP.Vol.a,ReportbyMr.Parkes.BritishConsulatCanton,onthe

TradeofthatPortduringtheyear1856,p.24(40). InMarchthesalesWere

considerable.andthoughtheyfelloffinApril.theyWereredoubledinMay

andJune,partlyonaccountofthecomparativetranquillitythathadbeen

restoredtotheprovinceofHoonan,andpartlybecauseofthegreatrisein

thepremiumonnativebills,WhichrenderedgoodsacheaperlnOdeofremitting

fundstothatprovinceforthepurchaseofthenewteacropandasaferone

thartthedespatchoftreasure.

(54) 東田徳 ｢酒未における湖南茶の新展開｣､二二二頁､参照o

(55) Morrison,吐｣⊥ ‥ oP･Cit･.p･214･ 1mformerdays,nolittledifficulty

vassometiTneSexperiencedingettingthegrandchop. Foreignersthendidnot

paythedutiesthemselvesdirectlyintothehandsofthegovernment.andthe

delayusuallyarosefromthehone-1nerChant'sinabilityordilatorinessin

settlingtheship'Saccounts:oritwaskeptbackbythecustom-houseofficer

forthepurposeofextortingmoneyfromthehong-merchant. Thepresent

arrangementhasreTnOVedallurtnecessarydetentioninthisparticular;andin

short,theWholedetailofthetradeasatpresentremodeled･andpayingthe

dutiesinparticular.抑 ･

(56) Williams,埋｣竺_辻･.p･242･ Informerdays･difficultywassometimes

experiencedingettingthegrandchop･fromthehong-merchant●sinabilityor

dilatorineSSirtsettlingtheship■saccounts;oritwaskeptbackbythe

cust.Tn-houseofficerforthepurposeofextortinglnOneyfroTnthen. The

presentarrangementhasremovedallunnecessarydetentioninthisparticular:
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andinShort.thewholedetailofthethetradeasatpresentremodeled･and

theoldco二hong_____system･

(57) Norrison.山 上,op.Bit..pp,214-215･ Sincetheremodelingofthe

foreigntradeatCanton,andtheconsequentabolitionofthehongmonopolylby

whichallclassesofnativesareatlibertytotrade.ityetretainsmartyOf

itsformerfeatures.andthedealersirtparticulararticlesstillkeepup

theiroldbranchesoftrade･ Theoldhongmerchantsare__thel早耳-geStdealers

i･ltea.a.ldthF,deatP,TSir.sHkP.UIJdda_r_L,rC･rtlJe山 上

Somecautionisnecessaryinconductingbusinessvliththecrowdofpetty

tradesmenWhohavebeguntodealwithforeigrters;--

(58) Williams,loc.tit. SincetheremodelingoftheforeigntradeatCanton･

andtheconsequentabolitionofthehoneTnOnOPOIy,bywhichallclassesof

nativesareatlibertytotrade,ityetretainsmanyofitsformerfeatures.

andthedealersinparticulararticlesstillkeepuptheiroldbranchesof

trade, Somecautionisnecessaryinconductingbusinesswiththecrowdof

pettytradesmenwhodealwithforeigners;-̀=■

(59) 同註(31h ThemorLOpOlyofthehongmerchantshavingbeenabolishedbythe

treatybetweenEnglandandChina.thereisnoneedofheredetailingthe

numerousannoyancesandrestrictionswhichgrewtherefrom,orofexplaining

thebenefitswhichresultedtotheforeignerfromthemonopoly.andits

featureofresponsibility, Thenewarrangementoffreedomtotradewithall_

parties_叫 吐

旦担n_g_the_____Oldco-hoTlgaSitwilltotheforelgnlnerChant･ Theywill.ass叩虹

Continuetohaveapowerfulinfluencein__themarket.while_t_hey"ylillnotas

beforebethe与阜t_SP卑世_Of__the__g_Q_V_町nment__intheirdealingswithforelgn_eTS,nR

be_"C_ompelledtoactasmembersofamonopoly___紳enage___of"_inclinationInvite

thetntoretire. AtCanton.theyenteruponthenewsystem廷一也 吐出｣旺旦裏

advantagesoverthepettydealer,andtheirposition,influence.andcharacter

由1L印ab_1_里themlnagreatdegreetOCOmmaTld_thenaLQetofthe_____叶旦出旦

eomnodities.

(60) Williams.op.Bit.,p.222. ThemonopolyofthehongTnerChantshaving

beenabolishedbythetreatybetweenEnglandandChina,thereisnoneedof

heredetailingthenumerousarlnOyanCeSandrestrictionswhichgrewtherefrom,

Orofexplainingthebenefitswhichresultedtotheforeignerfromthe
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monopoly.anditsfeatureofresponsibilityinpayingthedebtsofthewaste-

fulorunfortunate･ Thenewsystem_hasbee_nfoundtoworkaswg__lIast__垣

bestacquaintedWiththecharacterQfthe___Chineseexpected･ Sine_9itbQ_旦旦吐.埋

1843,alltheoldhong-merchants,andnearlyallth_ej_r_partners,havefailed

orretiredfromthebusiness.

(61) Morrison,坐_旦旦｣,,op.cit..pp.208-209. Whenimportcargoistobe

landed.theselleragreeswiththepurchaserWhereitistobestored,andan

allovarLCeforthestorageismadeinsettlingthetransaction. Noratesof

storagehaveyetbeensettledbetweentheimporterandpurchaser;andaSnO

forelgnerhasbeenabletorerLtanyOfthepackhousesorhongs,thepresent_

arrangementwin probablycontinue.

(62) WillialnS.Op.Cit.,p.235. WhenilnPOrtCargoistobelanded,theseller

agreeswiththepurchaserWhereitistobestored.andanallowanceforthe

storageismadeinsettlingthetransaction. Formerly,itWas__!mpossibl阜____阜旦

rentanyofthe_嬰_a_9_iPUSgO-downs_岬d_Qrthecontrolofthehong-TnerChants,

several__吐__themarenoyusedbyforeignersI Thera_t_甲 Of旦torageinthose

vhichrecei_V"e_goods卓onotvarymuchfromthefolloyln旦_table;sPmeOfthe

iar旦声foreignHouseshavetheirown,an_早_cargo__ofmostkindscanbeinsuredin

t,hem.

(63) 張錫麟 『先祖通守公事略』､梁轟彬前掲書､三五四一三五五貢､所引｡通守公詩殿

経､--少孤､輯高祖朝議公及曽伯祖梓山公教養､乃成立｡--棺島､樺山公在省任故

衣街瑞成 ･遠亨雨洋貨店経理､撃之学習､即留心洋務｡同邑播公梅草､薦徳魯廉訪父､

設同字茶行､聞其名羅致而椅任之｡合有欲中傷之者､避地蘇州､日興院新茶商稔習｡-

･･･回卑在城西十三行白設陸記茶行｡院緑茶来尊､隆記別全行鏑菅､--立致錘富0--･

成豊甲寅､卑乱措作､隆記行見機構早､乃急流勇退､百歌商業､各行店負隆記借着､概

不追収｡

(64) Williams,p_p･__旦吐 ,pp･2421244･ Steamersandshipsdraying12or13

feeteasilycomeuptherivertothecity･ ･･-･ThetradeofHongkongyith

cantonisannuallyincreasing,goodsbeingnoweasilyandsafelysenttoand

frobetweenthetwoportsbylorchasandsteamers･andatareasonableexpense･

････.･ThegreatincreaseofthepassengertrafficbetyeenVictoriaandCantonan

dthetownsintheirneighborhood.andespeciallythegreatemigrationto

californiaandAustralia.TnOStOfWhichcentresattlongkong-hasgreatly

enlargedthecoTnmerCeOfthecolonywithinthelastfouryears･

(65) iEPBPP_,VoltB･BBB9Lik Mr.Par-蛭 ･ p･25(41)･ Soalsomanyofthe
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VesselsrepresentedasenteringfromHongKongareshipsthathavearrived

theTedirectfromtheUnitedKingdom,theirobjectincallingattheColony

beingtoobtainintelligenceortolandsomeportionoftheircargo.before

proceedinguptheriver, --加ericanshipping.andmorepartincularlyshipp-

ingunderCorltinentalflags,issteadyincreasingatthisport,whileno

materialaugTnentationisobservableinthatoftheUnitedRingdom. This

circumstancefindsanexplanationinthefactoftheincreasedemploymentof

riversteamers.noaccountoftheirtonnageOrOflorchasandothersmall

craft･･.･･･mostofthemperforlningtotropsperweek.andbeingemployednot

moreintheconveyanceofpassengersandmailsthanoftreasureandgoods.

(66) 同註(50)0

(67) FO228/167.Parkes.loc.cit, Thegoodsbeingsafelylandedorshipped-

forthecoursepursuedintoeithercaseisverysiTnilar-andthesettlementof

theDutiesbeingrequiredtoobtaintheClearanceoftheShip.theLinguist

acquaintseaCh亡OnSigneewiththeresultsofhisarrangements,Orratheryith

thesumitisnecessaryforthelattertopaytotheGovernmentShroff,or

Banker.andWhichmayamounttotwo-thirdsorthree-fourthoft,heDutiesof

theTarifj'.

(68) Williams,op･cit,.p.242. 1nrespecttoloTChasandsteamerswhichcome

uptoCantonyiithcargoandpassengers.thereislessregularity. Theformer

paytonnagedutyperhapsonceortwice.butthesmallsizedsteamersnotat

all;theyallusuallyloadandunloadtheirfreightwithoutapplicationtothe

hoppo,payingafeetooneofhistidevaitersstationedinacustom-houseboat

oppositetheFactoI･ies. パークスはこの手数料をうけとる "tidewaiters"なる存在

についてもう少 し詳 しく分析 し､外国人居留地にはど近い卑海関の分局たる行後口にい

る ｢広東出身の内国交易の徴税請負人 (localNativeRevenuefarmer)｣と ｢海関の警

備艇の官吏 (officeroftheBoat)｣とのなれあいによって､ロルチャ船や汽船の密輔

が実現するとみるo FOZZa/167,Parkes,loc,cit. Inorderthereforetopasshis

goodsWithoutpaymentofregularduty.frothhispremisestothevessellying

oppositetheFactories.theforeignMerchanthasfirsttomakeknownhisWish

tothefar7AerS･andcontractwiththeTnforthesaleconductofthepackages

pasttheCustomHouseBoat･ TheordinarycourseadoptedbythefarlnerSisto

mketheofficeroftheBoatprivytothetransaction,andgainhis日日enceby

dividingtheprofitsWithhim.

(69) Williams,loc･cit･ lfthehopporequireit,theyreporttheircargoes.
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andlandortakeingoodsfromthechop-boatsunderthesupervisionofa

linguist.

(70) 埋 ･Vol･33,La_persr_e_spectingProceedingsofHerMajesty-sNaval

ForcesatCanton.p･123(185). ParkestoBowling.Dec.2,1856. theCuston-

houselinguistsI-･･distinctlyirlformedmethattheCustom-houseWasclosed,

byorderOfthelmperialCommissioner.asearlyasthe26thOctober. --the

British.merchantsareunabletoobtainthereleaseoftheirgoodsnowdetained

inChinesepack-houses.-.-TheclosingoftheCustom-housenecessarily

involvestheshuttingupofallthepack-houses,asnogoodscanbestoredin

ordeliveredfromtheTnWithoutthesanctionandsupervisionoftheofficersof

thecustoms.-･･･Ithoughtitnotoutofplacetomention.--tothe

linguiststhat,･･････IhadallowedalltheBritishvesselsatWhampoatoleave

theanchoragewithouttheusualCustom-houseclearance.andthattheHoppowas.

･･･-preparedforthelossofthetonnageduesheWouldreceiveduponthese

vessels;･.-- ADPP･Vol･13,p･29･ ParkerCorrepondence･SenateDocuments,

No.22,SeriesNo.983,35thCongress.EndSession.PerrytoY古色.Nov.1.1856.

asthereisnoshrofforcustom-houseofficerheretoreceivesaidduties,I

shallbecompelledtoallowallAmericanshipsproceedtoseaWithoutthepar

mentduties.･.･.･･

(71) FO17/287,WirLChestertoBowring,No,37.March24,1858,Encl,No.3in

ElgintoClarendon.No.82.April7.1858. TheriversteaTmerSarriveand

departdailyfullofCargo;morethan70Chopsofnewteaarealreadyreported

assettled:considerablepurchaseofCassiahavebeenmade. Cottonandrice

aretheArticlesofimportinChiefdemand.butstocksofyarnandpiecegoods

havealsosentup.

(72) 哩 ,Vol.6,旦旦旦旦吐 byMr･Parkes.p･25(41). manyShipsfromthe

unitedKingdomcometoCantonbythewayofBombay,havinglandedonecargoat

thelatterplaceandobtainedacottonfreightforCanton.■--

(73) FO17/SOB.ParkestoElfin,No,34.May2.18581 Thecollectionofthe

DutiescannotbeanunimportantpointtotheLocalGovernment.astheSuper-

intendentadmittedtoneafeydaysago,thathehadreceivednearly200.000

TaelssincetheopeningofthePort,-"

(74) 同註(71)o TheChineseCustomsegtablishentisconpietelydisorganized

andtheofficer古OnaccountCftheunsecurityoftherivercannotsafelypass

toandfrobetweenthislWhampoa]andCanton;evensupposingthemtobehonest一
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lyanxioustodotheirdutywhichisquestionabletheyhavenotthenecessary

TneanSOrfacilitiesofdoingso. TheLinguistwhocamedowntoassistnein

myintercoursewiththeteTnPOrarybranchestablishedatWhampoareported

yesterday-whethertrulyornotIcannotsay-thattheofficeoftheHoppo-s

subordinatehadbeenplunderedandransackedbyPirates, I.日･･ThesameLinguist

askedmeforpermissiontousetheEnglishflaginhisboat.inconsequenceof

thedangertowhichheise叩OSedinpassingtoandfroontheriver..--

(75) 『第二次鶴片戦軍』第三冊､四八五～四八六頁､ ｢卑海関監督恒頑秦尊氏抗英関税

停征現大局漸定相磯誓所摺｣､成豊八年七月-五 E]D査自正月十一 日間征起､戟至五月

十七日止､大関所征銀三十二寓繭有奇､裏梅西北雨江軍需各款､轟敷招牌､尚麗不敵｡

･--其時近省河面壮勇､亦措火器軸榔夷船､夷酋防壮勇焼栗､昔即封河､不准船隻来往､

華夷各商､囲之畏慎､搬徒一空､大関税銅､不禁而百停｡五月十八 日､又復停止貿易､

此関税開征後､復行停征之原委也｡

(76) FO228/248.AIcocktoBowring.Ⅳ0.133,July28.1858,Encl.inBowlingto

Malmesbury.Ⅳ0.202.July30.1858.

(77) FO228/249.AIcocktoBowling.No.162.Nov.13,1858.Encl.No.3in

Bowringto抽almesbury,No.308.Nov.15.1858.

(78) FO228/247.WinchestertoBowring.No.108,July1.1858,Encl.No.5in

BowringtoMalmesbury,No.178,July3.1858. TheLinguistpromisedbyHae-

XyanhasnotappearednordoIexpecthim.

(79) FO228/259.AIcocktoElgin,No.20,Nov.25.1858,

(88) 同註(71).Theexistingarrangementiscertainlynotsatisfactory,either

toChineseOrforeignersand1hearitwillgiveriseto･confusionand

difficulty･ltmightberemediedeitherbydeclarirLgCantonafreePort,So

longastheCityremainsinthepossessionoftheAlliedForces,Orinthe

institutionofapowerfulforeignlnspectorate. ウインチェスターのみならず､帯

四章第五節にも触れるように､香港総督パウリングも清朝からの陪償金確保 という見地

より導入に積極的であったが､全権エルギンはこの時期､終始それには反対 していた

(FO17/286.ElgintoClarendon.No.38.Feb.13,1858. FO17/287.Bow一ingto

Elgin･No.90.March26.1858,ETICl･Nol1inElgintoClarendon,No.82,

Apri17.1858.)0

(81) FO228/259.AIcocktoElgin,No.22,Dec.13.1858. 1tplainlyrestedwith

meatthemomenttohaveintroducedanyForeign･ElementIdeemednecessaryin

totheCustoms'admirlistratioTl. AresultWhichIwasveryfarfroTnanticipat-

ingWhenIfirstentereduponthesubject;fornowhereinallthePortsis
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theresofimlyestablishedaroutineofpartialcompromiseinthecollection

ofduties･DrSOlargeaclassofAgentsintheshapeofLinguists.witha

kindofvestedinterest,whosesoleprofitliesintheiremploymentasmiddle

meninarrangingthetermsonwhichthedutiesaretobecompromised.-- I

yasunwilling-･･･IevenbyassimilatinginsonledegreeCantontoShanghai,to

takeastepWhichmightproveintheendasourceofeTnbarrassmenttoYour

Lordship･incarryingoutonarrangementsfortheadoptionofsomeuniform

systematallthePortsunderForeignInspection.･.････Foritmustbeevident.

thatassuringnosTnallresistancewillbemadeheretoanythingintheshape

ofaForeignInspectorateWhichshallinterfereWithsomanypecuniary

interests.fromtheHoppototheLinguistsorgo-betveens,andthelastcoolie

attheCustoTn-housegate.allofwhomhaveforgenerationsbeenledtolookto

theCantonCustomsasarichinheritance.1･････

(82) FOZZ8/261,flang(恒棋) toAIcock.April8.1859,ETICl.No.2inBovring

toMalmesbury,No.97,April23.1859. --irtJanuarylastitbecameknown

thatcertainlawlessfellows,1eaguedyithsomedisreputabletradersatFat-

shan.Wereinthehabitofpurchasinglongcloths,cottons,&C..&C.,atlTong-

kongandMacao.andcorLVeyingthesametoFat-shaminpassage-boatsandin

policecruizers.Whichtheyengagedfortheirprotection;retuning.they

exportedteas,silks.&C.,&C.,transportingthesamebycircuitousroutesand

withoutpayTnentOfduties.

(83) 『酒代梢尭史料叢編』第-韓､六六～六七頁､ ｢内務府黄請銑卑海関監督将所収税

銀全行捕交欠款摺｣､成豊八年一二月二六日｡至該開欠交之款､白 〔成豊〕四年起迄今､

共構有一百三十線寓雨之多O如該開一軽開征､収有税銀､無論多少､掃敷全行補解臣街

門､以供内延要需.同上､七〇～七三頁､ ｢恒萌黄喝力薫解欠交銀雨情形摺｣､成畳九

年八月一九日､FO228/266,WinchestertoBruce,No.22,Åug.2.1859.をも参照｡

(84) FO228/261. "CommandsfortheinformationoftheCantonFirms,"

"Merchants'Reply." "Merchants'secondReply,"Encls.Mos.2,3.4inHang

.toAIcock,April8.1859,Encl.No.2inBoyringtoMalmesburr,No.97.April

23.1859.

(85) FO228/261,AIcocktotheBritishMercantileCommunityatthePortof

CantDn.Circular,April18.185g.Encl.No.2inBoyringtoMalmesbury.No.97.

AprilZ3.1859. ･,･.-thesepaperschieflyrefertoaquestionrecently

agitatedbetweenHoppoandtheprincipalChinesedealersinforeigngoods.aS

tothebestormosteffectivemeansofputtingastoptoasystemofsmuggling.
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････-nothingcouldwellbemoreinjuriousorobjectionableineverysense.than

thenotableschenleOfmutualsecurityfordutiessuggestedbytheChinese

dealers.UndercoverofprotectingtheCustom-housefromloss.･.･･･theypropose

theorganizationofaGuild,underconditionswhichcouldnotfailtogive

them.soonerorlater.adangerouscontroloverthetrade･ifnottheabsolute

commandofthemarket. lbid.,HangtoA1cock.April8,1859. thereisno

suchmeasureatpresentincontemplationastheformationatCantonofaCo-

hong.consistingoftwentyl0nefirms･ Ibid,,AIcocktoHang･April16･1859･

Iamquitesatisfiedwiththeassurancethatnomonopolyorco-hongis

contemplatedbyyourExcellency,･･･-YetIthinkitmustbecomePlainon

fullerconsideration,thatamonopoly.andnothingelse,wouldberesultof

anysuchscheTneaSthepreserLt,ifcarriedout. -...theprevailingideaamong

theChinesedealers.1･･-･iscombination.theendofwhichislnOnOPOly,while

thatoftheForeignmerchantsiscoTnPetition-andthetwoarenotonlyopposed

infom.butessentiallyantagonisticandirreconcileable.

(86) .辿呈旦 ･.-･Iamconsciousthatinforeigncountriesthereisbutoneidea

inregardtoallsuchevils,andonepanacea-nalnely,theestablishmentofan

adequatepreventiveserviceandCustonl-houseadministration.･･.･-Europeansare

toomuchaccustomedtolookuporLthisastheonlyremedyofasatisfactory

kindWhichtheevilofslnugglingadmits--tobelikelytosuggestarLyOther

mode. TheChineseontheotherhandlookTnOrenaturallytoassociationanda

systemofmutualsecurityamongtradersforthemeansofobtainingcustoms

dues･,andthatleadstoCo-hones.tradingcombinations,andmonopoliesall

moreorlessinterferingwiththefreecourseoftrade. -.-Betweenthetwo

perhapscoTneStheoldCantoncustomofarrangingbythesecuredguildof

linguistsalldutiestObepaid,andwhich.asIunderstood.fellthroughby

reasofLOfdifficultiesexperiencedincollectinganydutiesontheriver

steaners. Themachineryofthelinguistsandtheirsystemofsecurityseemed

thereforeonlytousadaptedtotheslowerprocessesofloadingandunloading

shipsatWhampoa,oroflorchashigherup.

(87) lnspectorGeneral■scircularNo.25of1869.Nov,1.1869.citedin榊orse.

fnterTLationalRelation写.Vol,3.p.462. Atthattine,1[flart]was

InterpreterintheBritishConsulateatCanton.･and,beingYellknownbythe

GoyernorGeneral,Laot誠ng-kharLg.andtheHoppo.Heng-chi,itwasproposedby

themtome,thatishouldestablish suchaoHiceatCantonaswaspresided
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overMr･LayatShanghai:1declinedhowevertodoso,buttellingTheir

ExcellenciesthatdoubtlessMr.Layhimself,ifinvited.WouldyHlinglyvisit

Cantonforthatpurpose.IfurnishedMr.Laywithalengthymemorandumonthe

stateofaffairsatCanton.andeventuallylefttheConsularserviceatthe

endofJune1859.tofillthepostofDeputyComissioneratCartton,

(88) FO228/266,HarttoWirLChester.May27.1859.Encl,inⅣinchestertoBrute.

No･ll,May27.1859. FO228/266,WinchestertoBruce,No.13,June30,1859.

以上の洋関の導入については､次を参月鮎 Wright,op.cit.,pp.137-141. 『第二次

鵬片戦学』第四冊､二六八一二六九頁､ ｢南廉穂督努崇光秦卑海関税務擬岱上海耕法用

英人管理片｣､成豊九年一一月初六日oまた第四章第三節､とりわけ註(50)の引用文を

参照｡

(89) FO228/267,WinchestertoBruce,No.39,Oct.17.1859. 川PBPP,γol.2.

China.No.1(1865.).p.5(149),Hart,"NoteontheIntroduction." Thechief

difficultyencounteredattheoutsetwasmetWithintheoppositionofferedby,

andthequestionaStOWhatwastobedonewith,thelinguistalreadyreferred

to. TheyhadeitheriTlheritedorpurchasedtheirappoirLtmentS,andhadasit

vereavestedrightinthecontinuationoftheforTnerStateOfaffairs,under

which.asgo-betweenandsmugglingcompetitors.theyformedabynomeans

unimportantoruninfluentialportionofaffairsoftheHopposexecutive. F.
‖

W.Williams,ed.."TheJournalofS.WellsWilliaTnS, p.220. AtCanton,

vheretheoldruleshaveattainedthesanctityofageand"olocustoTn,"the

oppositionofthelinguistsandforeignersmaybeenoughtodeferthe

establishnlentOftheforeigncollectorateforagoodWhile.

まもなく通事の組織は解体され､その構成局はほとんど貿易一般の諸分野に就職 し､

事情によく精通 していたため､有用な助手となったと称せられる｡次を参照｡S.W.

WiHiams.ChineseCommercialGuide･1863･p･lGll ThereWerefourorsixof

theseestablishments,eachofwhichcontainedafullcomplementofclerks,Who

couldattendtothecustom-housebusinessofalargenumberofships. These

haveallbeenbrokeupbythechangesrecentlyintroduced,andtheirmembers

havemostlyfoundemploymentinotherbranchesofthegeneraltrade･With

vhichtheirintimateacquaintancerenderedthemusefulaids. 付言 しておくと､

卑海関においては洋関設立ののちも､中国商人による輸出税支払は変わっていない｡そ

のときはおそらく買桝が取引にも納税にもあたっていたと思われるDそして上の史料 も

考慮に入れれば､その男桝は通事組織の出身者が多かったものと推測できるO以下を参
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No.143,Dec.20,1878, NearlyalltheCustomsDutiesarepaidbyChinese,as

ithasbecomethecustomhereforForeignerstobuyproduceDutyPaid.and

consequentlythelegalityofthespecialchargeonTeaDuties,andtheother

exactionsinexcessofmarketrateshavenot.sofarasIamaware.been

calledinquestion. ItisevendoubtfulwhethertheForeignmerchantshere.

WiththeirignoranceofChineseandimplicitconfidenceintheircompradors.

areawareoftheextrachargestowhichtheyare.atleastindirectly,

sujected.

(90) 『通商衰』巻-､頁三一､ ｢各開始設税司衰説｣｡贋州洋税､向由推輿洋商貿易之

十三行用通事経理｡七年十三行麿､其税 ･妙の由通事館六七庭経収 ｡虞各数十人､故洋

船進出雄衆､料理裕如｡顧所習洋文率蔑値､事硝繁難､謬弊旋生0時卑菅努崇光 ･閲督

促献､聞上海自李泰園別所､逐年加増､撃贋州英領事締訳官赫徳励守.

第三章

(1) Norse.InternatiorLalRelations,esp.Vol.2.pp.1-48. Wright.Hartand

theChineseCustoms･ Fairbank.TradeandDiplomacy. 金城正篤 ｢-^五四年上海

における 《税務司》の創設｣､眺貿縞 ｢第一次胡片戦争後中国海関行政権喪失述略｣､

陳詩啓 ｢中国近代海関的起源和創建｣､同 『中国近代海関史問題初探』､所収､江敬虞

『赫練兵近代中西関係』､三-～五七貢､李菓昌 ｢膏上海的江海関｣､陳詩啓 『中国近

代海関史 (晩晴部分)』､一一五〇頁､など参照.なお最近刊行されたL.C.Johnson,

Shanghai.esp.pp,6,18,292-319,は上海の都市史研究の立場から､新たな史料巷

も駆使しっっ外国人税務司制度の設立をあらためてとりあげ､いくつかの事実の発掘と

訂正を行なったうえで､これまでの研究に比べ限定的な評価を下 している｡ただしその

評価はあくまで都市史の文脈におけるそれであって､外国人税務司制度そのものに対す

る視角や結論は､フェアバンク氏のそれをほとんど踏寅するものであるO

(2) ∫,X.Fairbank."TheDefinitionoftheForeignInspector-sstatus."wright.

opICit..pp.88-158,179-290, 金城正篤 ｢酒代の海関と税務司｣､陳詩啓前掲論

文､同前掲善､五一～六九五､など参照｡

(3) CIMC,Treaties.Conventions,Vol.1.pp.160-161.191-197.203.

(4) そうした傾向は､ 『鴛耕夷務始末』などを通観すれば容易に看取でさようが､さしあ

たり､坂野正高 ｢7-ン戦争後における最恵国待遇の問題｣､同 『近代中国外交史研究』､

一四～二〇頁､を参照o

(5) 『璃片敬弔梢案史料』第七冊､二一三貫､ ｢欽蓋大臣誓英等桑島適業沿海五関収税井

解支禁葺名草宜摺｣､道光二三年六月二七日｡此後聞 ･斬 ･江蘇所収英吉利等西洋各国

貨税､皆由尊者分出o就卑海一関而論､税敗雛難免於硝拙､而統五開計之､彼此互相把
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注､必嘗較往年有高無禍｡I-=現在既分五口通商､別卑海関出入貨物較少､若の茸令照

菖征解､勢有所難｡此後卑海関如有徴不足数､鷹請暫於福州 ･匿門 ･寧硬 ･上海四開所

徴西洋各国貨税内､確補足数､即由各海関樫日報掩O其額外蒜鯨､各婦名聞､儀収健解.

(6) 『第二次鵜片戟宇』第一冊､三七頁､ 『欽差大臣伊書在庫乗秦卵黄務通商事宜』､1■.
｢酌定善後候的摺｣｡所有本年上海等四口開市以後､所征西洋各国税銀､感興卑海関一

博 〔桝理〕､以道光二十四年正月二十五日篤蔵敷之期､将征収数日苗合卑海関査照｡以

後毎届三個月､各該閥互相香合一次､伴関期不敏参差.償尊海関征不足額､即可照轟指

請持補､肋於蔵敷時､由各海関男案題報､以資稽考｡･-･･今上海等四関､係属創始之年､

卑海関章程､亦多所更改｡鹿請即従道光二十四年正月二十六日馬始､撃明以某年月日篤

始､至某年月日連閏拍足十二個月､馬該開報満之期､母庸再排甲乙､以免滞混o 〔 〕

内は､この文章を引用 した 『奮桝実務始末補遺』道光朝第三冊､九四三頁､ ｢壁畠秦片｣

道光二四年二月一四日､により補う｡また､同上､成翌朝第一冊､一三頁､ ｢曾維奏

関税一年期満｣､道光三〇年一二月二一日.道光二十三年更完税務章程合婁案内賢明､

福州 ･度門 ･寧彼 ･上海四虚海関所征夷税､統掃卑海関尭核具奏｡

(7) 同註(5)､二一六頁｡卑 ･問 ･江 ･新等省商民､毎多出入海口販浬土産､上至盛京､

下至康東､往来貿易｡某所運貨物､除茶葉 ･湖綿 ･網鍛外､均非西洋各国所需､無虞影

射｡向来聴完税銀､本有定章､相安己久､所有五虞海関､無論大関小口､一切章程､悉

ln其奮､母庸男議o

(8) 前章註(46)の引用文を参照｡

(9) 同註(5)､二一五頁｡西洋各国出口貨物､向由内地客商運至庫東交易､経過内地各闇､

皆廠納税｡今改篤五口通商､別 内地南限､日必各趨近便､恐内地各開､税額敦有短拙.

-･･･嗣後凡内地客商､販運湖糸､前赴福州 ･贋門 ･撃破 ･上海四口､輿西洋各国交易者､

均査明赴卑路程､少過一関､即在卸貨関口､輔納-関税敷､再准貿易o

(10) FOZ28/31.BalfourtoPottinger.No.ll,Dec.6,18i3･ YourExcellency

willnotbeablefrontthesedocumentsclearlytoascertaintheexactamountof

dutieswhichTillhavetobepaidontheSilkexportedfromShanghaeandasI

havenotbeenableasyettoacquirepreciseinformationIcanonlynowstate

that5PerCentisconsideredthelowestaTnOuntWhichWillbecharged･ Ihave

hithertorefrainedfroTnSeekinginformationfromthelocalChineseAuthorities

regardingthisdutieslestlshouldnotbefullyacquaintedwiththefinal

negotiationsYourExcellencymayhaveenteredintoWiththelnperialHigh

commissionerKeying(曹英) OnthesubjectofInlandorTransitDuties;and

unlessaveryfavourableopportunityshouldbegivenforbringingforwardthe

question. 『雅片戟寧持薬史料』第七冊､三七〇頁､ ｢江蘇巡撫孫貴賓秦報妨理上海開

市情形摺｣､道光二三年一一月初九日付o惟内地版運湖敵 前赴上海､輿該弟交易者､
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鷹査明赴卑路程､少過一関､即捕納一関税数､該領事恐綜僧増昂､向該道等述及欲見臣､

面求薦持秦母庸補約｡該道等以定章難以更改､向其回覆.該領事即無解而退､並未再行

求見o提臣在濃､該夷亦未求見o

(ll) FO228/31.BalfourtoPottinger.No.ll,Dec.6,1843. Themeasures

howeveradoptedbythelocalofficersforSecuringthepaymentofthisduty

areinmyopinionobjectionableandmustseriouslyimpedethefreedomoftrade.

fromthecircumstanceoflicensirLgCertainSilkMerchantstocontrolthe

othersandberesponsiblefordutieswherebyanundueinfluenceiscreated

overallcolnlnerCialtransactions-････

(12) FO228/31,BalfourtoPottinger.No.12.Dec.21,1843. Theplan

establishedbytheLocalOfficerstoensuretheduepaymentoftheinland

duties,･-･･･Affordedgreatassistanceinaidoftheformationofthissystem

bytheissuingofLiceTISeStOMerchaTltStOreportallRawSilk,Silts,and

Teas,whichmightarrivefromtheinterioratthisPortandallExportsof

thesethreeArticlesandberesponsiblefortheInlandandExportDuties,

(13) ihi旦. TheseLicensesbeingissuedtothemostimportantHongs.gaveto

themelnbersoftheseFirmsgreatcontrolinactualpracticeoverallSalesor

Purchasesofeverydescriptionofgoods,bythegeneralsystemvthichexistsof

Barteringandfurthercreatedthedesireofhavinganextensionofthesystem

DfLicensing.WhichwouldhavebroughtalltransactionsthroughtheAgencyof

thenongsholdingLicenses.

(14) ibii. OnlnyarrivalatShanghaeIWasatonceawareofanumberofCanton

PeoplehavirLgCOTneOntOthisPort,Whohadintroducedmanyoftheworst

habitsandideasprevalerLtatCanton,andindependentofthenaturalbiasof

theChinesetoformassociations. tregrettosayIfoundthenotion

introducedH considerbytheseCantonmen)asverygeneralinfavorOf

combinationstocarryontheTradewithForeigners.

(15) FO228/31.BalfourtoPottinger.No.22.Mar.29,1844. Thelntendant

disaVOWedtheslightestirLtentiontorestrictthenumberofChinesewithwhom

OurMerchantsTnighttrade.anddeprecatedanyideabeingentertainedastoally

vishexistingonhisparttocreateatthisplaceanysystematallapproach-

ingtothelateCantonHongMonopoly.andthattheobjectinviewingiving

outtheSpei亡ialLicenseshadmerelyreferencetotheduepaymentofthelnland

duties. BalfourtoRungh4ooyun.March23.1844.Encl.No.2inibid. Hethe

ConSulhasrepeatedlyurgedtheHon.Intendantandyishedhimtowithdraw
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thesespeciallicenses･ Butthelion･Tntendanthasalyaysrepliedthatissu-

ingofthesespeciallicenses,wasnotwithanydesiretoliTnitwarehousemen

whodealtwiththeEnglish.tofixamember.butmerelytoexamineintothe

propertransitdues-aswellastopreventsmuggling&C.,--･HetheConsul

availshinlSelfofthisopportunitytoacknowledgethattheHonorablelntendant,

hashimselfe叩reSSedthestrongestdisapprobationoftheoldCantonsystem.

anddoesnotyishtoreintroduceatShanghaethisTnOnOpDly.

(16) 『蓋耕乗務始末補遺』道光斬第三冊､八〇六～八〇七貢､ ｢聖昌等黄 道長官慕久

銑赴新任等由｣､道光二三年六月一五日｡再､上海地方､前程菅臣書英於善後案内合奏､

請婿蘇州菅糧同知､作篤上海同知､卓理通商及辛夷交渉事件､井弾壁間 ･席遊民､m烏

緊要調映､等因｡--臣等査､現任蘇州菅糧同知沈柄垣､斬江華人､年五十九歳､歴任

江蘇緊要知鯨潜升.今職該貞老成精練､詰悉夷情､現己委令在上海折理一切､尚合機宜､

堪任上海同知之任､即今速赴上海新任､伸随同該遷宮慕久､雛理通商事務､以尊貴成o

(17) FO228/31,OrdersissuedbyShinPingyuen.ComptrolleroftheGranary

DepartmentandJointPrefect.March5,1844.Emcl.No.1inBalfourto

Pottinger.Ⅳ0.22,Mar.29.1844. eachoftheWarehousesatthistime

establishedforthebuyingandsellingofgoodshaveallpetitionedandbegged

hinltheJoirLtPrefecttotransmittheirpetitionstoH.E.Superintendentof

Customs,WhohasgrantedSpecialLicensesandissuedsealedledgers.alsothat

hetheJointPrefecthasissuedsealedledgerstoenablethemtooperLand

estabHshtheirHon卵.

(18) FO228/31.BalfourtoPottinger.No.ZZ.Mar.29.1844. AsfarasIcan

ascertain.thereareabout360OldEstablishedHonesWhohold"Commercial

Ticket"buttherearenlanyWhounderthenaTneOfShops,Whichrequireno

Tickets,carryonanexceedinglyextensivebusiness. BalfourtoKungMooyun,

March23,1844,Encl.No,2inibid. hetheConsulhaslearnedthatbothin

andoutsidethecity,therearemanyofthemerchants.Whosebeliefitis,

thatitisonlythoseSixspeciallylicensedHongs,whohavereceivedsealed

books.thatarepermittedtotradeWiththeETLglishMerchants･.-･･･

(19) 号商はまた商号､字号ともいう｡これらについては､この時期の史料にはみえない

が､後述の税行と関連 して以下のような記述があり､いわば行よりも一つレグェルが低

いと位置づけられる､より小規模で多数のものである｡ 『呉照持薬選編』第六稗､二二

二一二二三貢､ ｢呉照答問関於江海関税収及上海地方事宜｣､一八五七年七月､に言及

がある｡江海老関向収商税､収税之事､向背責成坐模家丁及開経書､督同四税行措征｡

･--凡進出口客貨到開投税､毎日由税行報赦､--大開正税､由税行程報､･･-t間隙匿

-187-



皆在添装｡逐日己報己鞄之船､亦績有添装O-･･･暑中毎有見聞､追究添装之事､該税行

即以添装向来報駄馬離､籍以影射o故沙船私自添装､謂非税行勾通､殊難過信､謂係税

行全行包携､亦未必然｡･･-･撰之情理､大約胎大之暁商､靴自行私装､畏事之境南､必

伎税行庇護｡今有力之競商､即朋関税行､一切得某日便､其情其弊､灼然易見也｡

(20) FO228/31.Kung仙)oyuntoBalfour,March24.18如,Encl.No.3inBalfour

toPottinger,No.22.Mar,29.1844. therecentlyestablishednongsandWafer

housesmighthavecommercialticketsissuedtothemfroththetreasurer■s

office,inordertofacilitateenquiryandexaminationandhe[thelntendantof

Circuit]mustWaittillhehasreceivedthereplyandirLStruCtionsofhis

supeirorofficers.WhenheTilltaketheSpecialLicenses.originallyissued.

andexchangeanddestroyingthetn.inordertopreventanyschemingorexcuse.

(21) 『鷲雛夷務始末補遺』道光朝第三冊､八八四～八八五頁､ ｢蟹昌等秦 茶葉出口納

税由｣､道光二三年一一月一三日｡井諭上海行商､設立南北茶棲両虎｡凡運赴北省之茶､

即投北茶横国住､貿易納税､運赴聞 ･廉等虞両省之茶､即投南茶横国住､貿易納税､以

杜素越D償有影射情弊､随時筆耕o FO228/43."Memorandumfromthelntendantof

Circuit," nDdate.Encl.No.5inBalfourtoDavis.No.68,Sep.21.1844.0rt

recordsareformerReportsbytheHighofficerstotheThrone.regardingthe

EstablishlnentOftheSouthernandⅣorthernTeaWarehousesfortheconvenience

ofdistinctionandexamination;Wheneverthereoccursatransportationofteas

fromShanghaetotheNorthernSeas-itdevolvesuponfourL'dutyprotecting

nongs"asofoldtofindoutthenumberofcatties,andproceedtothegreat

CustoTnhousetoverifythemandtopaytheduties. Whenanyteasaretranspor

tedtotheSouthernSeas,therearealreadyopenedseventeawarehousesatany

ofyhi亡hbothChineseandEnglishMerchantsmaydobusiness.accordingto

theirownconvenience. ･･･-Theplanadoptedforthepreventionofsmuggling

isthatWhentheteasarrive,thedealersaretOproceededtotheGovernment

posthousetorecordtheirnames.andaftertheyhavestoredtheirgoodsin

thewarehousestherearethesealedledgersinWhichthequantitiesaretobe

monthlyrecorded- OnthedayWhenthegoodsareshippedtheywillaccording

totheregulationsproceedtothebankerestablishedbyGovernmerLtandpaythe

duties;=-- この引用文にある "dutyprotectingHo71gS"の原語と思われる ｢税行｣

は､前註(19)の引用文を参照｡また ｢税行｣は道光二年ころには､ ｢税牙｣とも称 したo

『上海碑刻資料遠輯』､七一～七二五､ ｢蘇松太兵備道馬禁止牙行留難進出客船告示碑｣I

道光二年八月一四日､ ｢上海解烏商行船果議関山東名口貿易規傾告示碑｣､道光七年｡

(22) FO228/化 鮎lfourtoDavis,No.68,Sep.21.1844. TheTeareporting
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SystemthusestablishedbytheChineseOfficersinordertopreventsmuggling,

(anarrangementWhichcannotbedeemedthemostsuitablefortheForeignTrade)

isthesameinpricipleasthatofSpecialLicensingreportedbyme--aTLd

unlessitbeverystrictlywatched,itislikelytoaffoI.daTnOStfavorable

opportunityforrestrictingtheTradetocertainfavoredDealersthanwhich

nothingcouldprovemoreinjurioustoOurComerce.

(23) FO228/31,BalfourtoPottinger,Ⅳ0.12.DE仁.21.1843. Iatthetime

receivedtheVerbalassuranceofthelntendantofCircuitthatheWouldvith-

drawtheseLicensesandestablishanOfficerofGovermentfortheCollection

oftheRevenue,････-

(24) FO228/129,RobertsontoBonham.No.5,Jam.20.1851. EarlyintheYear

1844良beforeTradewasfairlyestablished.IwasappointedViceConsulat

Shanghae. --･A11partiesfeltthatadifficultyoffacilityofbusiness

existed,anditwasnotuntilalTnOStayearhadelapsedthatcircunlStanCe

brot帽httolightWheretheobstructionlayandinWhatitconsisted. There

wasanhinterslsic]betweerLChineseandBritishMerchantscausedbymutual

yantofconfidenceandtheignoranceoftheirre印eCtiveviewsandresources:

tofillthisrequiredsomeoneinwhomallhadconfidence.andWhoyouldserve

asalinktoconnectbothparties,andbeameditlmOfcommunicationtobe

dependedupon. ApersonofthiskindshortlyappearedinaCantonbrokerof

thenameofAlum.wellknowntotheBritishMerchantsasanactive,and

energeticlnanOfbusiness,andconnectedwiththeChinesefrol[transactions

extendingoveraperiodofmanyyearsintheTeaandSilkTradeirLthe

lrlterior. tieatoncebrokedovEnthebarrierofexclusiveness.tatlghtthe

Chinesetheprincipleofbartertrade,andbycreatingadelnaJldfurnisheda

supply, 打epushedBritishManufactureupthecountry.andbyhisinfluence

inducedtheTeaandSilkGrowerstoconsigntheirproducetotheShanghai

market.

(Z5) FO228/64,BalfourtoDavis,No･18.Feb･24.1846･ Thetransactionsof

thisHonghavebeenmosteXtenEive･･････thefactoftwothirdsoftheentire

Tradeofthepastyearhavingbeentransactedbyitamountingtoatleast

EightorNineMillionofdollars.andthiscarriedbyamanyhoonlyTyoyears

sirlCearrivedherefromCantonalmostinPoverty. G･Lanning良SICouling,

The打istoryofShanghai･p-404,王tistoldofhimthatWhentheportWas

openedheya告underthenecessityofborrowing‡8･000fromforeignerst0
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startbusiness. HehadfailedbeforeinCanton. Butwithavivid

recollectionofWhatmonopolyhaddoneinCanton,hemadeaboldbittosecure

itinShanghai. EverybodystoredtheircargowithAllum. Hebecamethe

indispensiblelsic]go-betweennativesandforeigners, Hecarriedonbotha

cashandbarterbusinessonhisownaccount.andin1845Yassaidtohavebeen

interestedinatleasttwo-thirdsofthewholebusinessoftheport.

(26) FO677/26,ChineseRecordsfor1848.No.42. 欽差大臣両広総督徐廉槽よりイギ

リス公使ボナム宛照会､道光二八年七月初四日｡現接江蘇蘇松大道前任成 〔齢〕 ･現任

呉 〔健彰〕聯名菓構､宿照､上海通商碩頑､有卑人菜園仁開設隆記銘槙､握手頁買o道

光二十四年､梁固仁犯嚢病故､棲存九百九十八疋､移貯悟生横内､以抵粟固仁経手華南

李徳茂瑞触､棄輿英商義記 (Holliday,Wise良Co.)尾欠藻屑之款｡

(27) FO228/64.BalfourtoI)avis.No.18.Feb.24.1846.･･-.thestoppageofthe

ShipmentofTeas,fromEsangHong.bytheTeaMerchants,ontheground,that

Alum,theHeadofthatHone,hadfailedtomeethisliabilities.andthatthey

havereceivednovalueforthechopsofTeathenundercontractfoI.delivery

bythatIndividualtocertainbritishMerchants. --･Alum.theMasterofthe

flongabscondedduringtheforenoonandhasnotsincebeenheardof. Cf.

FOZ28/64,BalfourtDDavis.No.55.Feb.24.May16,1846.

(28) Lanning旦L吐 .,哩 ______Cit..p.405, Foreignerstooktostoringtheirown

CargtI.theygotfarmoredefiniteinfomationregardingtheproductionprice

ofteaandsilktharltheyeverhadbefore,arLdsounderstoodmoreofthe

profitsthemiddlemenweremaking.

(29) iBBBPi.Vol.40.ReturnsoftheTradeoftheVariousPortsofChina,for

theYears1847and1848.p.61(641),A.AIcock,"ReportontheTeaTradeof

ShanghaeanditsProspects." Tothismustbeaddedtheinsecuritythetea

menhavefeltintrustingtheirpropertytothellongsandbrokers-thelatter

amiserablesetofCantonlinguists.withnocapitalthantheirownassurance

andtheteamen'signorance.andquiteaslittlehonestytosupplythe

deficiency. Alutn'sbankruptcyaffordedaterriblelesson.-･-Somethingof

thisimprovedstateofaffairsisattributed,andIbelievefairlyso.tothe

increaseddirectcommunicationbetweentheprincipals.thetealnenandthe

for.eignpurchasers.--This"facetoface"intercourse,astheChineseterTR

it,Iamhappytolearnhasbecomeverygeneral.andcasesofdisputeand

Tnisunderstandinghavebeencomparativelyrare. ･-I-Aneffortinanother

directionhasbeenmade,calculatedTnateriallytopromotetherapidextension
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oftheteatrade･ ThesystemadoptedatCantonhasbeencommencedatShanghae,

ofsendingpartiesunderagreementwithourmerchantsintotheteadistricts

vithreadycashtopurchasecertaindescriptiortsofteas.andthisWillbeone

ofthesurestmeansofsecuringafairproportionofthebestqualitiesfor

theShanghaemarket,thegreatdesideratumhitherto. オルコックが上海での内地

隅買制度が ｢広東で採 られている方法｣にならったと見ているのは､必ず しも正確では

ない｡前章でも見たように､当時の広兼では､茶の調達はなお旧外洋行が優勢を占めて

いたから､代理人の内地-の派遣が行なわれたにしても､外国商人よりも彼 らによるも

のと考えられる｡この点については､後註(48)の引用文､および一八五〇年代のことを

記 したと思われる次の史料を参照｡∫.Scarth.TwelveYearsinChina,pp.110-111.

1thaslatelybecomeacustominShanghaiandFoochoy,andtoasmalldegree

inCantonalso,tointrustverylargesumsofmoneytoChineseforthe

purchaseofteaandsilkintheinterior. Themoneyislostsightoffor

monthsinacountrywhereaforeignercouldnotfollow;yet.Suchisthe

honestyoftheChinesethattheinstancesarerareinwhichthemanintrusted

vithithasmadeoff. なお内地購買制度一般については､上の史料をも用いた次の文

献を参照｡Yen-p'ingHao.TheCompradorinNineteenth-Centu_r_F___P姐担,Pp.75-83.

(30) 前註(21)所帽の ｢撃昌等秦 茶葉出口納税由｣からの引用文の続き｡其由黄浦江赴

上海､必走南黄浦及楊浬浜､由呉舵江赴上海､必走新聞.--巳鮪在干各該虞､専設i
房巡船､･･･-如有商販軸糸 ･抽鮫､経過南黄浦 ･楊浬浜 .新開､即令赴i掛暁､到開納

税｡

(31) 『薫所美希始末補遺』道光朝第三冊､九四五貢､ ｢孫善賓等秦 上海税所巡下｣､

道光二四年三月初五 日 ｡至上海大関､設立上海小束門外､同係査換内地商船､各該船即

在関前分封停泊､菰輿外夷通商､兼便令其停泊-虎､敦滋擁靖｡揮該道勘定離開二里路

之揚埋浜以北､新設盤鞄所-虞､専査名園商船貨税o即令各該圃商船､在干該所前停泊､

庶使内地輿外夷各船､不相混晴､便干精査｡--現在新設盤鞄所､馬頭建造税房､以及

南黄浦 ･新聞両虎､設立や房､井各虚置備巡船､･･･-

(32) 『上海斯志』巻二､頁一八､新開在北門外頭噸南面浦o道光二十六年巡道宮慕久建o

専司西洋各国商船税務 【先是止於洋浬浜北盤馳所､至是始建癖字､並設南北雨ヰ､以資

稽察】｡ただし新関設立の年を道光二六 (一八四六)年とするのは誤 りで､一八四五年

とするWright,旦虹.旦吐･･pl75･のほうが正 しいようであるo新たに発掘された一八四

五年一一月二九日の ｢上海土地章程 (ShanghaeLandRegulations)｣の漢文テキス ト

(鄭祖安 ｢英国国家硝薬館収蔵的 《上海土地章程〉中文本｣)には､はっきり ｢新関｣
と言己されているから､それまでに新関が設立されていたはずであるo湯志的主編 『近代

上海大事記』､二四～二五乱 もおそらくこの漢文テキス トに基づいてであろう､ 『上
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海麟志』における新関設立の記述を引用 しながらも､それを一八四五年のこととする｡

なお新関が一定の建物 に腰を落ち着けたのは､一八四八年 に ｢海関としてバン ドにある

寺廟が使用され｣てのちのことのようである｡CMC,G.Lanning,Memorandumonthe

Establish叩ent__Of_坤elnperialMar_itime__Customs.p13. ltwasduringtheThis

year.1848.thatthetempleontheBundwasoccupiedasaCustoTnHouse.

(33) 鄭祖安前掲論文､五一五O其新関之南､桂花浜及悟生馬頭之北､侯租定之後､m碩

酌留寛指南傾｡ これに対応する ｢上海土地章程｣の英文テキス トは､埋 .Vol.40,

_Ret岬nSOftheTradeof__th阜___VariousPortsof嘩inaLdoWntothel叫PSt_旦阜担 亘,

p.85(441)."ShanghaeLandRegulations,"Encl,No.38,DavistoAberdeen.APT.

28.1846. ArrangelnentSTnuStlikewisebemadeforreservingtworoadssouth-

yardoftheCustomHouse.ontheNorthsideoftheKweihwapangandofAlluTn's

Jetty.Whenthelandshallhavebeenrentedthere.

(34) 同誌(31)o

(35) j旦四壁.†01･38.ReportfromtheSe上野tCo叩itteeontheCommer_Fial

RelationswithChina,p.325. 】[Balfour]inducedtheChineseauthoritiesto

establishaChinesecustom-houseonthebanksofriverinthecentreofour

location,andimmediatelyoppositeourloadingandunloadinganchorage.for

thespecialexaminationthegoodsoftheforeigntrade.･･････

(36) FO228/64.BalfourtoDavis.No.18.Feb.24,1846. duringthepastyear

NoGoveTnⅧentinterferencehasbeenemployedtoaidinestablishingany

Monopoly.

(37) North-ChinaHerald.No.7.Sep.14.1850. "CustomHouseRegulations,H

Enel.inAIcocktotheBritishCommunity.Sep.7.1850. TheChinesetraders

vhobringTeaandSilk.rawOr拙anufactured.toShanghae,arerequiredto

reportthemselvesattheguardhousesbeforetheyenteredtheCity,orstore

theirmerchandizeforSale. ThelatelntendantRung,inordertofacilitate

thepreventivemeasureshewishedtoadoptwithreferencetothesearticlesof

commerceestablishedSealedLedgerswhichhegavetothedifferentCityware-

housekeepers･withorderstoenterthereinallSilkorTeacominginorgoing

outdaybyday･andtohandtheseledgersinforexaminationatstatedperiod･

ThelntendantWillforthefuturepursuethesameestablishedcourse,andthe

ChineseStorekeeperswillapplytohimforSealedLedgersinwhichtoenter

allgoodscominginorgoingOut.WhichLedgersvilュbedeliveredinonce

everytendaysforexaminationtopreventsmugglingandallotherevasionof

王ayfulduties･ Thatneithermonopolynorextortionmayarisefromthis
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arrangement,itisexpresslyprovidedthatLedgersTillbeissuedtoWhatever

Storekeepersmayapply･ andnofeeshallbeuponanypleaorprentence

whatever,uponthesaidStorekeepersbytheChineseofficials.

(38) 埋 ･･Vol･33,蜘 pnd9mCerelativeto_theEarlofElgin'sspecial

MissionstoChinaand∫_apa_Q,p.56(476).氏.AIcock,"Memorandumonsuggested

HeadsofanewTreaty,pDec･31,1857.inClarendontoElgin,Jan.9.1858.

0neoftheprincipalobjectsofourTreatywas.relieffrolnthesystemof

cohongsandmonopolies,WiththevexatiousandarbitrarytaxesDntrade,of

whichtheyyteretheiTnnediateinstruments-thegreatgrievanceoftheday.

ExenptionylaSCOnCeded.andbytreatystipulationsthedesiredfreedoTnWas

obtained. Asystemofnlaritimecustoms,underthecheckofConsular

authorities,WasthereTnedy. Butthisgainbroughteithitanattendantevil.

Foreignmerchants.indirectCustom-houserelationsWithChineseauthorities,

alllnOreOrlessvenalandcorrupt,launchedintoaWholesalesystemof

smugglingandfraudulentdevicesfortheevasionofduties. Chineselawsand

treatystipulationsyerealikedisregarded.sometimesbyoneparty.With

forcibleinfraction60fport-regulations:oftenerbybriberyandcollusion

betWeenthenativeauthoritiesandtheforeigners.

(39) A･Michie.TheEnglishmaninChina,Voll1.旦如 旦･Fairbank,Tradeand

Diplomacy.pp･473-476.etpassim･

(40) USDS,Vol.6.Woo(呉健彰) toGriswold,Dec.15,1850.inGrisvoldto

Parker,June28,1851. Ⅰ[Woo]inthefirstplacecausedacopyofa

triplicateTnanifesttobeissued(tothelnerChants)at themilitaryStations

ontheNorthandSouthonthedayofthearrivaloftheSilksandTeasatthe

Station,inordertotheexaTninationoftheSilksandTeasattheir

exportation,WhichisaltogetherWithoutinconveniencetotheSilkandTea

Merchants.theMastersoftheWarehouses,andtheMerchantsoftheUnited

States, ･･････ThetriplicatemanifestisfortheconvenienceoftheSilkand

TeawarehousesonthedayofsellinganddeliveringdiffererLtCargotonote

uponittheamountsold,andthenthereCannotbeanydefraudingtherevenue･

lfonthedaythesaidWarehousesselltheSilksandTeas.thedutiesthereon

aretobepaidbytheUnitedStatesMerLchantsthemselves･theninsteadofthe

silkandTeawarehousestheycantakethetriplicatelnanifesttotheShroff

shop.andhavenotedinthemargintheamountpaidupontheTooChowSilksand

thegreenandblackTeasaccordingtothenumberandsizeOfthecasesand
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chests,andreturnthemanifesttDtheSilksandTeaswarehousesWhoare

afterwardstobringthetriplicatemanifesttothiscustom-housetObe

examined.orifitisclearlysettledthatthedutiesshallbepaidbythe

saidMastersofthewarehouses,theyaretoproceedaccordingtothisrules.

聯単という語については､後証(67)の引用文を参照｡

(41) 以上を直裁に示 した史料はみあたらないが､後註(54)の引用文により､そこで改め

られた点をみれば､それ以前の慣行も推測がつくであろう｡また､河泊司 (harbour

master)に関する次の記事からも､おおよその手続は窺われよう｡ 『中英関係史料』､

｢上海道呉健彰致上海美領事照合｣､道光二九年 〔一成豊元年〕一〇月初三日o准英領

事照合内閲､査新定河泊所章程､議立河泊司一款､言明毎船載一百五十噸以上者､准柚

洋銀拾元､以資俸金､等語､歴来連行在案｡韮接新立何泊司柿理市 (NicholasBaylies)

衆署稗､各商船載満出口時､向該船頗葺抽討､諸多可難推喬､求馬遍鮪随時照数付給､

等語､報到本領事官｡富即合同各国領事官商議､莫如貞道奨適所理､移請各領事官再飾

商人､商船載満後､由託管行家､据膳摘拍車､接照貸税一律付交銀競代収､専給収軍､

帯同貨税鶴牧､一暫呈赦貴著､請領紅軍､開船出口､由銀塊接期轄給河泊司収用､是否

有昔､講即頗覆､等因､到関准此｡査各商臆抽泊費､按照貨税一律付交銀暁代収拾軍､

於請領紅畢時､同貨税親政､一賛呈敵､由競輪給何泊司収用､事展可行｡惟査､各商東

署請領紅軍､本関向係核明貨税娩収相符､即行填給｡現在鷹婿泊襲一併交付銀競代収､

給単量送本閲査核､艦請負領事特鮪各商人､清廉抽泊費一律付交銀塊代収拾軍､於請領

紅畢時､一併呈送本関査核､償有不遅､田由貴領事蒋該船船牌和留､鮪令加数補撤､似

此所理､方馬妥善｡なおこの何泊司の問題については､FO17/181,AIcocktoBonham,

Dec.6,1851.CirculartotheForeignMercantileComnlunity.Nov.25,1851.

Encls.Mos,1,2,inBonhamtoPalnlerStOn,No.146.Dec.15,1851. USDS.γol.

6,GrisyoldtoParker,Dec.3,1851,Encl.No.1,inParkertoWebster.No.24,

Jam,27.1852. North-ChinaHerald.No.61,Sep.27.1851.をも参照D

(42) 前註(37)の引用文の続 きD exportgoodsWillbereporteddirecttothe

CustonHouseforexamination,bytheshippersorcorLSignees,throughtheir

respectiveLinguists.astheyareshippeddaybyday.Withoutnecessityof

applyingforshippingChopstotheConsul.

(43) 前証の引用文にも見えるこの通事は､前章で論 じた広東において通関業者の役割を

担った独立の組織としてのそれとは異なり､むしろ外国商社に個別に雇われた通訳とい

うべきものであるOいうまでもなく純粋の通訳であったわけではなく､買雛と区別をつ

けにくい存在であった｡広東との比較については､次のようなパルフォアの言を参照｡

FO228/64.BalfourtoDavis,No.54.May16.1846. TheWholeofthebusiness

attheConsulateatCantonconnectedwiththelandingandshippirLgOffcargo.
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takingoutthePasses,Custom-houseExaminationsofgoods,settlingtheduties

payingthem,obtainingtheGrandChop.andclearingavesselisconductedbya

fev(4or5)fixedLinguistswhohaveaverylargeestablishmentofClerks,=･
･-AtthisPorttheBritishMerchanthimselftransactsalltheaboveDutiesand

hasnoAgentasatCantontodoso;:･････

(44) 前註(40)の引用文を参照｡

(45) Horse.姓.___⊆it.,Vol.1.pp.464-471.

(46) North-ChinaHerald,No,137,Mar.12.1853. AIcocktotheBritish

ComTnunity.Mar.10,1853. frolntherefusaloftheNativeBankerstograntthe

usualfacilities,ithasbecomequiteimpossibletoobtainpaylnentSOfthe

ExportandlmortdutiesfromtheChinesedealers:Ortoeffectsaleofgoods

tomeetthosemoredirectlyduebytheForeignMerchants;--

(47) USDS,Vol,6,GrisvoldtoParker.Oct.4.Encl.inParkertoWebster,No.

22,Oct.27,1851. ThepresentactingToutaehassurroundedhimselfWith

nuTnerOuSCantonunderlingsintheCustolnHousearidathisownofficewhohave

comlnenCedwithasystemofirLtinidation.andwouldnodoubtendbyasystemof

forcingbribesfromtheservantsandtradersconnectedWithusifnotmetand

checkedattheoutset.

(48) WilliaTnS,ChineseCommercialGuide.1856.p･260･ ThetradeofShanghai

iscarriedonmoredirectlyWiththenlerChantsyhobringproducefromthe

interiorthanitisatCantort.WheretheroutineoftheoldcO-hongstill

keepsthesemenatadistancefromtheforeigner:butasthesecountrypeople

cannottalkEnglish,theycomeWithbrokersWhointerpretforthenandconduct

thebargain,Orelseapplytotheforeignerthroughhisownconprador,either

ofwhoTninthatcasereceiveacoTnTnissionof1orZpercent.fortheiragency.

Thesetradersandbrokerscomefromallthenorthernandeasternprovinces,

butthemostactivearetheCantonmen. -･-Produceisreceivedinthevare-

housesoftheforeigners.whereitisweighed.examinedandpreparedforship-

ment. paymentisnotnladeuntilthegoodshavebeencarefullyinspected･

unlessylheretheyhavecomein[sic]fromthecountryundercontract･ Thisis

frequentlydonebyforeignHousesforteaandsilk,especiallyforrawsilk,

andsomeoftheTnannuallysendnativeageTttSWithfundsintotheinteriorto

purchaseteaandsilk. 上海-の広東人の参入は､もはや周知の事実で注記の必要 も

ないであろうが､念のため早い時期の史料を一つだけ掲げておこうロFO228/64.

BalfourtoDavis,No.54,May16,18461 AtShanghaeonthecontrary the trade
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hasbeencarriedoninagreatdegreebyclerks,andmany,youngand

ine叩eriencedintheirProfession･ TheirServantshavebeenCantonMen･a

classwhohavenotoriouslybulliedtheShanghaemen,andarenowTnuChhated.

(50) 楊賄は-^四九年か ら五一年までジャーディン･マセソン商会の芸所であり､その

後も同商会のため内地購買を行なう (Hao.op.lit..pp.82-83･)かたわ ら､一八五

四年までに洋埋浜に ｢洋行｣を設立 している (外山軍治 ｢上海の紳商楊坊｣､二〇～二

二貢)｡この ｢洋行｣は詳 しい実態は不明であるが､外国商社を指 した語ではな く､元

来 ｢洋貨｣を扱う中国人の商行の謂 と思われ (『上海碑刻資料選輯』､七六頁､ ｢上海

醇烏達夫杜夫議定脚僧訂定界祉告示碑｣､轟慶八年二月､鄭祖安 『上海地名小志』､一

一五､参照)､この場合はもっぱら外国商社相手に取引する､上記の号商よりもいっそ

う溝横の大きな仲買 ･倉庫業者であろうo だとすれば､のちに触れる茶桟 .森桟の原型

はここに求められる｡楊坊自身 も茶桟 ･轟桟を経営 しているのは､後註 (103)からも明ら

かである｡

(51) 代表例として､一八五〇一五一年のLadyMaryWood号､JDhnDugdal阜号両事件があ

げられるoCf.Horse.op.阜吐..γol.2.pp.8-10. Wright.op.cH･.ppl80-

81-Fairbank.op.tit..pp･362-368･

(52) FO17/176,AIcocktoBonham,Mar.15,Encl.No.9inBonhamtoPalmerston.

No.32.APT.10.1851. --･leavingtheChineseAuthoritiestolevytheexport

dutiesontheproduceWhileinrlativehands. Thistheycouldeasilydovith-

outdistresstotheChineseholdersoftheSilkandTeabroughtinterthe

market,bythemachineryalreadyinoprationfortakingnoteofeverybaleof

SilkandchestofTeathatpassesintoShanghae. TheexporterWouldhaveto

produceadutyreceipt,which,however.neednotbeappliedfor,bytheNative

holderoftheproduce,northe¶10neypaid.untiltheshipTnentisabouttotake

place;eachchopofteaandloadofsilkonpassingtheoutsidebarriersto

gaintheCitybeiTLgregisteredasthepropetyofagivertperson,whobecomes

thenceforthresponsiblefortheultimatepaymentoftheExportduty.

North-Chinaflerald.Nos･36,38.Apr･5,19.AIcocktoCroom[Chairmanofthe

ShanghaeBritishChamberofCommerceL Apr.16,1851, TheImportspresent

greaterdifficulties-･.･ThefarmingthedutiesbytheChineseGovernmentata

justamounttotheTaoutae,inaccordancewiththeirownusage,Seemstooffer

upontheyholeperhapsthebestremedythenatureofthecircumstanceswill

admit:･･･- ユ旦主旦･,Mos,40,48.APT.26.June28.1851.AlcocktoCroon,June

23,1851. IgatherfroththeTaoutaethatthereisnoprobabiltyofany

measureforthefarmingofthedutiesorthemoreeffectiveorganizationof
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theCustomHouseServicespontaneouslyemanatingfromtheChineseGovernment.

IamalsoinstructedthatitdoesnotappeartoHerMajesty'ssecretaryof

StateforForeignAffairsadvisabletolettheChineseAuthoritieslevythe

E叩OrtDutiesfromtheChineseSellerinsteadoftheBuyer.

(53) 堕rCorrespondence_res_pectingtoConsularInterferenceforthePrevention

ofSmugglinginChina,1857.p.2.

(54) North-ChinaHerald一打o･56･Aug･23,1851,citedinCMC.Documents

_illustrq_fiveoftheOrigln.DevelPPment.andActiviti__PS_,Vol.6.1938.p.ll.

AIcocktotheBritishMercantileCommunity,Åug.19,1851. AH interference

onthepartoftheBritishConsularAuthorityfortheprotectionofthe

Chineserevenueceasingfromthisdate.I-- 1bid.,p.13.AIcocktoWoo,hug.

14,1851.Encl.inAIcocktotheBritishMercantileComTnunity,Åug.19.1851.

BytheCustom-houseRegulationsissuedbyHisExcellencyLin-kveiinSeptember

last,alltheshippingbusinessconnectedwithExportsisalreadytransacted

attheCustom-housebytheMerchantsthemselvesyithouttheinterventionof

theoffice. AndthesanlerulemustnowbeappliedtotheImports,andtothe

clearingoftheShipbythepaymentofdutiesandtheissueoftheGrandChop.

Ibid.,p.13, "CustomHouseRegulatiorLS,"Encl.inAIcocktotheBritish

MercantileComunity,hug,19.1851. TheConsigneeWillmakeuptheaccount

ofallTonnagedues.andImportandExportdutiesattheCustoln-house,and

thenpaytheWholeintotheGovernmerLtBankers.fromWhomtheyylillreceivethe

usualreceiptsWhichwillbedelivereddirectlyintotheCustom-house.andnot

asheretoforethroughtheConsul.

(55) 前註(35)の引用文の続きDTheobjectlhadinviewinhavingacerLtrial

custoTn-house.andofhavingtheexaminationoflnerChandisestrictlyconfined

toonespotconvenienttoall,wastoensuresupervisioTlbytheconsuland

chiefChineseauthorityoftheplaceoverthesubordinatesofthecustom-house.

andthusnotonlyestablishregularity,butcheckthoseabusesandthat

corruptionsocertainlyinjurious.notonlytoourgeneralinterests,butalso

tothehonestandfairdealingmerchant,･･････

(56) 哩 ,Vol.40.担turnsoftheTradeoft_hOVariousPortsofChina.___!里

theYear1849.p.47(763).A王cocktoBonham,Apr.ll,1850･ =-the

authoritieshavenotatpresentanyinterestinthefaithfulcoHectingofthe

duties,andonthecontraryaVerydirectandpersonalinterestinarrange-

mentswiththeforeignshippers.bywhichafalsereportofquantities
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exportedwillappearinthecustom-housebooks.andaportionoftheduties

thusevadedmaygointothepocketsoftheofficials.

(57) FO17/176.AIcocktoBonham.Mar.15.Encl.Ⅳ0.9inBonhamtoPalmerstom.

No.32,Apr.10,1851. 1Shouldnotbedisposedtoseekaremedyforthe

presentEvilinanymereexpedientstoworkwithlessmischiefRegulations

veryilladoptedtothecircumstancesandthepeopleforwhomthey[Foreigners】

veremadesatisfiedthatareallyhonestandefficientCustomHouse

administrationatthisPortisunattainable.･･-･･ AIcocktoBonham.1851,

亡itedinMichie.op.cit.,p.146. Wefoundthattosecuretheessential

objectsofthesetreatiesastheynowStandthereisonethingplainlywanting

andyetessential.anhonestandefficientcustom-house,andwhodoesnotsee

thatthisisunattainable.

(58) FO17/190,AIcocktoBowring,Confidential.June17,185Z.Encl.No.2in

BowringtoMallneSbury,No.56.June26.1852. Evidence.Ithink.willbe昔oun

dintheserecordstoestablishthefactthatthepresentTaotaiWu(orSamqua.

asheisnlOreknown.ofCantontradingnlemOry)hasbeerLespeciallyselectedas

thechiefagenttoinitiate.andthefitinstrumentforcarryingout.a

retrogratepolicy:hischaracter,means.andthegeneraldirectionofhis

eHortstOdamageourlocalposition,territorialandsocial-tDCrippleand

restrictourtrade,arldtoCantonisethewholeofourrelationsbothwith

peopleandauthoritiesinthenorth-areallirtkeepingwiththisnlission.and

incomprehensibleonanyothersupposition. -････Thecarryingtradehasbeen

harassedandimpeded.andtheTaotaiisnowactivelyerLgagedineffortstoget

thecargo+oatsunderhisexclusivecontrol.andtoorganiseacohongoffive

firmsonthemodeloftheancientestablishTnentatCanton,whilealready-I

believeathissuggestion(indeedhescarcelydeniesit)-informationhas

reachedmethatanewtransitdutyofsevenmaceperpiculhasbeerLleviedat

Tsungsamyuen【sic]崇安 ontheproduceproceedingthencefromtheBlackTea

districtstoShanghai･ Adutyofover7percerLt.inviolationofoneofthe

mostiTnPOrtantOfOurtreatyStipulations.Withamonopolyofcargo-boats.a

righttolevynewtransitduties-andaCoHong-thethreeleadingadvantages

securedbythetreatyvanish. FO17/192,BovringtoMalmesbury.Aug.26,1852.

ShaJlghaiwillbecomeasCantonifenergeticmeasuresarenotadoptedto resist

encroaChnentsinfine, グリスウオルドも文脈は異なるが､同じことをいって いるO

前註(a)の引用文の続きolnnumerouswaysithasbeensh.wn.I latethat the
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actingToutaeisendeavouringtointroducemanyoftheobjectionablefeatu,es
oftheoldCantonsystem,-I-

(59) Fairbank.op･ ci_1.,pp.393-409.esp.pp.401-402.
(60) Ibid‥ pp.403-404.

(61) 『滴政府鎮壁太平天国相葉史料』第八冊､四七〇頁､ ｢悟良等奏報江海関税銀作用

江寧鎮江軍的片｣､成島三年七月一二日｡臣等接奉上諭､江南大智糧垂木由江西支臆､

現在苦難兼臥 即著憎良 ･許乃剣商酌於江蘇箸就近支魔､等因｡遵即移行前聖関 .蘇藩

司 .上海道一億欽遵O査fI:蘇本年鏡糧､--･･骨於六月二十四日清 【蘇藩司〕悦良曜耕理

鳴葉､竜無筆童情形､附片秦聞､在案｡--若蔚市 (壁)開又因商販梗阻､徴収甚細､

断難足侍､祇有随故障解､添捕支臆｡現惟上海道徴収夷税､毎月的計十能寓雨､或激高

雨､亦不能預定､祇此一虞可望｡相腫請旨､此後上海道徴収江海関税銀､作罵江寧大菅

及鎮江水陸各管兵的之用､-- ( )は原典による訂正｡

(62) これまで､このとき上海に設けられたInspectorofCustoTnSは､ ｢税務司｣なる訳

語があてられてきた｡ただし税務司という語は､総税務司創設ののち､総税務司が任免

権をもち､各条約港の海関をあずかったColnmissiorLerOfCustonsの中国語訳にあたるも

のであり､当時lnSPeCtOrを ｢税務司｣とする用例はみあたらない｡当時の中国語でいえ

ば､それは ｢司税｣である｡次章でも触れるけれども､のちレイがInspector-General

ofCustomsに任命きれたさいも､彼が ｢総税務司｣と自称 しその称呼が定着するまで､

｢総司税｣と呼ばれたolnspectorとConmissiDnerは一港の海関に勤務するという点で類

似 しているようであるが､人事あるいは統属関係の面で決定的に性格を異にするもので

あるから､ここでは混同をさけるため､あえて王爪印eCtOrを ｢司税｣と称 しておく｡

(63) North-ChinaHerald,Ⅳ0.199,May20.1854. WootoA1cock,Mar.25,1854.

ThecityofShanghaertothavingbeenasyetretaken.certainlaylessnlerChants

areatthepresenttimeinthehabitofevadingtheduties. -･･･Achangeis

thereforetobemadeforthepresent.tyostationsaretObeestablished,one

atPih-ho-kearLgandtheotheratWin-hang-chin,ontheriversinland,andthe

ChirleSemerchantsheldresponsibleforthepaymentoftheduties.

(64) FO228/177.AIcocktoBovring.No.56,July6.1854. Howtocombine

ForeignEieTnentOfProbityandvigilancecomensurateWiththetrusttobe

discharged.andnottobefoundinthenativesoil,soastovoTkin.withthe

existingmachineryofincapableandcorruptofficials･ Wastheproblemfor

solution. --Averysi叩ieandreadymachineryforensuingthefullpayment

ofdutiesonMerchantsofaH NationsWillhavebeenshowntobeavailable

securingtotheChineseGovernmentitsrevenueandrelievingusofagrave

reproach,･･････
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(65) Williams,lot.cit.,Consigneesorshippersshouldapplyasearlyas

possibleforaShwuトtan(税畢) orCustomsmelnO.Ofthedutiesduebythem.

Whentheamountspecifiedthereonhasbeenpaidintothenai-kwanBank,or

TeCeivingoffice,theHaou-shau(競収) ordutyreceiptobtainedfroTntheBank

isforwardedtotheInspectors. Theyreturntothepayeraprintedreceiptin

English.whichishandedtotheconsigneeofthevessel.andbyhimtrans-

tnittedtotheCustom-housewhenhedesirestoclearher. 『呉勲朽葉選編』第六

輯､三三八～三三九五､ ｢呉輿票新関弊端及試薬賓情｣､一八五九年一〇月二八日o 新

関征牧夷税､最烏核賓､雄青書舎家丁､在関所事､斉皆司税英人主政｡原立章程､均係

互相牽制､亦不便夷人弄穂､故歴釆尚無萄且之事｡況競収為銀暁収税愚接､用印交銀暁､

挨暁墳草､按競牧提敵税銀､在銀牧師不肯轟真空蓉o即新関懲競収按船匪填紅軍､毎五

日送署核封一次､通年税銀二百鉄寓､均係赫麻入和､如有償担暁収､一握五日核封､立

見破綻｡なお験串という語は､管見のかぎりでは､遅 くとも一八五七年には使用されて

いたようであるO後註(101)所掲､ ｢呉姫等票抹茶加掴遵辞各経由｣からの引用文を参照o

また徴税令書という訳語は､ 『靖国行政法』第六巻､一五二頁､に従った｡

(66) H.Ⅳ.Lay.OurlnterestinChina,p.441 Thedutiesarepaidbythe

foreignmerchantdirectintothenativeGovernmentbank-whichisquite
I).

distinctfromtheCustom'sestablishment-upona"CustomsMemorandum. issued

by-theComSSionerofCustons'SpecifyingtheanlOuntWhichthebankis

authorizedtoreceive, ThebankuporLpaynlentdeliverstothemerchanta

Chinesereceipt,whichishandedtotheCotnmissionerofCustoms;anditisupon

thepresentatiionoftheseduty-receiptsthatvesselsreceivetheirclearances.

CMC.Lanning.Metnorandum,p.13. HithertotheCustomsWorkhadbeendoneby

shroffsandcompradors'assistants. Thenewestablishmentrecognizedonlythe

merchanthimselforhisforeignstaff.

(67) Williams,loc.cit..---TheLien-tan睡 〔-聯〕畢 Orinlandguarantyto

paydutyonastatedquantityofproduce,isnotadutyreceipt(tlaou-shau競脚 .

noristhequantitythereinstatednecessarilythatonwhichdutyvtillbe

levied･ ･･････Nativemerchants.tenderingtheseLien-tantotheforeign

purchaserofproduce,shouldbedirectedatoncetoexchangethemattheBank

foTtheproperBankcertificate,viz:theniang-tan的軍.whichisequally

yalidWiththeHaou-shau. FO17/264,LaytoBowring,Feb.5.1857,Encl.No.1

inBovringtoClarendon,No.65.Feb.26,1857. Greatstressisattachedto

obtainingtheprivilegefortheforeignmerchanttopurchaseproducefromthe

nativedealerdutypaid. SofaraSthebulkofthetradeinteaandsilki8

-200-



concernedthisisdone･ Thereisareceivingofficetotallyseparatefromthe

CustomHouseintoWhichthedutiesarepaidbytheteaandsilkdealer,Orto

wholnisissuedareceiptbearingthedealer'sstyleorname. Thisispassed

byhimtotheforeignmerchant.andbythelatterhandedintotheCustoms,

vhenhecomestoclearhisshipment･ Thedutyreceiptsfortheidenticaltea

orsilkshipped･butsimplyvouchersforagivennumberofbalesorpoundsof

thearticles･ 『呉照持薬選編』第六韓､二二四頁､ ｢呉照答問関於江海関税収及上海

地方事宜｣､一八五七年七月D訪諭各商愈云､近時出洋耕茶､無従倫漏o又親茶過南北

下先行報敷､給費聯軍､賃貸及出口之際､非有聯単､不能成易､亦不得出口Oまた､同

上､二二九頁､ ｢呉照等薬轟茶加掴適所各線由 (底稿)｣､一八五七年七月二〇日､後

註(101)の引用文を参照Dユ旦旦旦班.γol.33,旦Igin'寧_SpecialMissions,p.111(531),

D･B･Robertson,"Me7nOranduTn.MDec･7.1857,Encl.No.Z,ElgintoClarendon,

Dec･22,1857･ MerchantspurchaseteaandsilkatWhatiscalled''long

price," thedutiesbeingpaidbythesellers,theChinese;infact.theexport

dutiesonthesearticlesarenotpaidatShanghaeatall,butatoneofthein

landCustom-house,andforWhichanoteisgrantedylhichpassesthematShang-

hae, TheChineseauthoritiesthereforethemselvescollectdutiesonchief

articlesofexport.anditistheimportsalonethatareleviedonatthe

ShanghaeCustom-house･ ibii..p-264(684).El宕intoClarendon,Aprl15.1858.

TheexportdutiesonteaandsilkarepaidataCustoTn-house.intheinterior.

bytheChinamenwhobringthethesearticlestotheportofshipment､ The

dutyreceiptsdeliveredtothembytheauthoritiesoftheCustom-housein

questionarehandedbytheforeigrtpurchaserstotheInspectors,Ylhocheckby

themthequantitiesactuallyshipped. Tonnageduesanddutiesonimports,are

paidinaccordanceWiththetermsoftheTreaties.beforethei叩Orting

vesselsarepermittedtoclearout.

(68) YungWing,MyLifeinChinaandAmerica,pp･63-64･ Notlongaftermy

arrivalinShanghai,IfoundasituationinthelnperialCustomsTranslating

Department,-･･･BetweentheinterpretersWhohadbeenintheservicemany

yearsandtheChineseshippersthereexistedaregularsystemofgraft. 百瀬弘

訳注､坂野正高解説 『酉学東漸記』､平凡社､東洋文庫､一九六九年､五六～五七頁｡

(69) 哩 .Vol.33,旦Ig_in'sspeci_al_gisslOnSrP･199(619)IMeadowstoBruce･

Feb.8.1858.ElgintoClarend叶 Feb･27.1858･ Therearestrongobjections

totheforeignInspectorateSyStem･notembracedintheaboverelnarks･ But

afterallthefin resistanceWhichtheChineseauthorities･Withatrue
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politicalinstinct.have,atthefourportssouthofShanghae,offeredtoany

encroachmentontheirfunctions,andtheonlypartialsuccessofthesystem(as

ameansofsecuringtherevenue)atShanghaeitself.Ipresumenoattemptwill

bemadetoforceituponthiscountry. Ithereforemerelyastothe"oTtly
F,i.

partialsuccess justmentioned,that.orLpassingthroughShanghaeayearago,

therepresentativeofalargeandoldestablishedhousevolunteeredtomethis

irlfomation,thatheCOuld.throughhisChinesepeople."arrangefor"duties

undertheforeignInspectorate.justashecouldbeforeitsexistence.

(70) これに加えて､以下のように条約港での夷税全廃 という主張 も存在 した｡G.W.

Cooke,China:being"T_I_eTimes''specialCorresp_9nden_阜efromChina.p.216.

SomethinkthattheChineseshouldbelefttothemselves:･･････Othersthink

thattheinspectingsysteTnShouldbeextendedtoalltheports. Athirdparty

areinfavouroftheabolitionofalldutiesattheports.allowingthe

ChinesetocollecttheirovInimportandexportdutiesinside. ただ しこうした見

解は､結果的に清側が内地で徴税を行ない､外国人税務司制度の廃止につながるという

点で､のちに説明する ｢廃止論｣と一致するものであり､ここではそれに含めて考えて

差し支えないo以下のような言を参照O埋 ･,γol.33._Elgin'._sS_pecialMissions_,

p.60(480).AIcock,"MemorandumonsuggestedHeadsofaheyTreaty." The

Custom-houseabuses,ithasalreadybeenproposed,Shouldbegotridof

altogether,bythrowingupontheChineseGovernmentthetaskofcollecting

somefixedrateofdutiesuponallgoods,exportorimport.inthehandsof

theirownsubjects.andnotforeigners,thusdoingawaywithmaritimeduties

andCustom-housesaltogether. Qiil.p･111(531),Robertson.lot,tit. 前註

(67)の引用文の続 き｡Now.ifbyanymeansthedutiesonforeignnerchandize

couldbesolightastoremoveallinducementtosmuggle.Orcouldbeexempted

altogetherfromlevy.theforeignInspectorsystemTnightbedoneavJayWith,･･･.

(71) FO17/309,ClarendontoBovring.No.53,Feb.28.1855. Iencloseherewith

acopyofletterfromMessrs･SillarBrothers,ofLiverpool,complaining

forciblyoftheruinwhichwillbebroughtupontheirTradeifthatsystemis

preservedinbytheChineseAuthorities. Itisevidentthatthesystemof

collectingdutieswhichyoucausedtobeestablishedatShanghaiInuStdrive

ayayTradetoPortsWheretheformerlaxsystemoflevyingDutiesprevails.

andShanghaimustconsequentlyberuined. FO17/309.C1arendontoBowring.No.

34･Jan･29,1855- tl.M･Govt.havelearnedwithsatisfaction･･-･thatthe
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newsystemofCustomHouseadministrationatSharLghaihasbeenattendedwith

success･ ･･-･butasitcannotbedoubtedtheeffectoftherigorousexaction

oftheCustom'SDutiesatShanghaiWhilethepreviouslaxsystemprevailsat

otherPorts,mustbetodestroythetradeofShanghai,Ihavetoinstructyou

toendeavortoinducetheChineseAuthoritiestosetupattheotherPortsa

similar,orequallyefficacious,systemoflevyingduties.

(72) FO17/230.BoyringtoClarendon.No.155.May15,1855. Iam.however.

nostdesirousofemployingallmyinfluencetointroduceatFoochowthesa[le

syste7nWhichexistsatShanghae,andwithfairprospectsofsllCCeSS.

(73) R･B･Forbes.PersonalReminiscences.pp.359-360. Theyproved.however,

tobe-aswasofcourseknowntothehousethesanechopswhichtheEnglish

merchantswereaccustomedtobuyatShanghai.andWhichhadbeenboughtinthe

country,conveyedtoFoochovat2to4taelsperpicullesscostofcarriage,

andarrivedinLondoninbetterconditionthananyshipmentsoftheyear, The

achievementwasduetoaChineseemployeeofthehouse.Whohadbeentrained

toforeignbusinessbyMr.J.N.A.Griswold,andWhowasaThanOfrenakable

quicknessandsagacity･ R･GaTdella.打arvestingMountains･p･52･

(74) FOZ28/159.GingelltoBonham,No.51,Dec,12.1853. Ihavethehonorto

enclosetranslationsofProclamationandcorre叩OndenceWherebyYour

ExcellencywillobservethisinstitutionoftheChineseGovernmentto

establishageneralHon雷,intowhich,allTeasbroughttoFoochov.aretobe

placed;nativeandforeignmerchantsbeingpermittedtopurchasetherefrom

only. FO228/174.CopyofanOfficialdocumentfromtheMirListerofFinanceat

Foochov,totheViceroyALieut.Govnr.dated30dayofthe12moon3yearof

Hienfung.28Jany･1854.EncL inGingelltoBonham･No･14-Mar･28･1854･

『呉照持薬選編』第六韓､一六一～一六四貢､ ｢王転徳満間茶海運出口収税章程苔蘇撫｣

一八五四年四月｡茶葉暫弛海禁､由南量販運出口､如不設立専行､則客版無可投止､必

致私相授受､散漫無稽､倫漏爽帯､弊不勝言｡業樫前磨出示､招充茶行o業桂商民鄭恒

升呈請給帖開設､由鮪訊取供結詳充o鹿茸成該茶行書司招接上辞及海運華夷客版､井収

頓茶葉箱章､公平佑議僧値､代客男章､請照報税､不准商連抑執､把持塾噺o如査有舞

弊捜報及挟同漏税情事､-経費魔､所帯本行及具結各行､一題巌雛､以尊貴成0--･茶

葉准由海運前赴庫東 ･寧波 ･上海 ･天津各省嘗東､事屠創始､客版人他生疏､雇船撹載､

無可取信､易啓拒編D即版戸人種 〔虚〕五万､難保無射利之徒､代夷包買､過重就軽､

希圏短税｡-･･･若不審設茶保､則 流弊何可勝舌｡是以程前磨招充､業埴民人黄信美等愈

撃劉信奉承充､移解訊取供結詳充､在案o鹿茸成該茶保幸司楯保載茶船戸是否誠斉､及
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運茶客版有無爽背腰混情弊､不准盤接勘精Q如査有通同罪弊､或船戸倫南､客版影射､

以多報少､短夷報華､以及井不運照窪地往官､一躍党案､則惟該保是問､嘩別倍罰､重

則査究O-･-草案開海禁､分別華夷完納関税､由頗給照､聴其運往各虞嘗崇.是給照一

層､肝商代弟収買､担報華税情弊｡･･･-夷茶向由贋東 ･上海各口采買､赴海関報納夷税

出洋｡-･･･歳費裏請､暫開海禁､准由問省商量五虎門出口､運赴各省鋼管､井准各国夷

商就南重婚行政買､該夷自必巣従o･･････鷹請申明通商定章､嗣後如各国夷商赴閑買茶､

只准由五虎門進口､令通事帯赴南垂線行､公平議屑故買､現銀交易､不准指穴､亦不准

華夷高撞抑助O-侯牧買足敷､由緒行査明茶色斤重､報明福防歴､立即換給験軍､令赴

聞安関､査鞄征税､核給税軍､駕運出口､経過間安 ･五虎各口､照験放行｡

(75) FO228/174.GingelltoBovrirlg,No.47.Oct.10.1854. Theideaofthe

GeneralTeaHonghasrevived,andtheAuthoritiesareaversetoBritish

MerchantshavingwarehousesindependentlyofthisGovernmentHon雷.

(76) E･LeFevour.艶旦上旦_r_n_帥terpriseiPlI旦!eCh'ingChina,pp･149-151･ Hao.

op･cit･,ppl77-79･ SIC･Lockwood,AugustineHeardandCompany.pp･43-46･

GaTdella,opt°it.,pp.55-56･

(77) 前註 (74)の引用文を参照｡

(78) FO228/191,MedhursttoBow一ing.Ⅳ0,50,APT.14,1855. 張集馨 『道成嘗海見

聞録』､二九八頁O惟夷人輿卑人素相熟悪､夷人知有洋園､解剖買貨､毎毎寄胡数十高

於寅商行中､相信不疑｡廉商権欠産金､倫漏税課｡官若縄之以法､異人則出而左担､官

恐触怒夷人､遂亦不敢探究｡

(79) FO17/246.RobertsontoBowling,Mar.26,1856.Encl.inBowringto

Clarendon,No.118,Apr.18.1856, ThefacilitiesIrefertoaretwo-foldat

Foochow;one,thepossibilityofclearingproduceatareducedscaleofduty;

andtheother.thecheaperrateswhichprevailforthesameclassofteasthan

atShanghae.owingtotheproxiTnityofthatPorttotheteagrowingdistricts.

IaminclinedtothinktheretwoadvantagesaffectthetradeofShanghae.

IUPBPP.Vol･6.@eporl__byMr･Medhurst.Bri_tjshConsulatFoochov-Foo,onthe_

TTadeofthatPorl_dur_早生_itheyear1856.p.37(53). Theamountofduties

evadedonteaiscertainlylessinproportionthanthatlosttotheChinese

authoritieslastyear.butitmusthavebeenfully30percent.ontheWhole

sundue. -･･･lshalltakeGal.ethatthisfactisprominentlybroughtbefore

theViceroy,Whomaybeconvincedtherebythathisbesteffortstoimprovethe

CustoTnHouseexecutivefailtoproduceasatis‡actoryresult.andthatnothing

shortofanlnspectorshipsystemcansucceed.

獅 ) FO17/248,RobertsontoBow一ing.Mar.26,1856,Encl.inBow一ingt0
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Clarendon･Not118･ApT･18.1856･ Thecompulsorypaymentofdutiesinfulla

ShangahemeetsnodoubtwiththeapprobationofsomeoftheleadingMercantile

firmslocatedthere.butIamdoubtfulhowfartheirstatementscanbetaken

asevideTLCeOfitsadvantagestothePort,forgenerallytheyhavebranch

housesatFoochoy･andthusreapthebenefitsaffordedbythelaxsysteTnWhich

prevailsthere;forthemthereforethetransferofanyportionofthetea

tradetoFoDChoyworksbeneficially.butforthoseylhohavenoestablishlnentS

atFoochowthecontraryisthecase.fortheyhavetocompeteWiththeFoochov
market.

(81) 『四国新桔』英国特上冊､二六二頁､成島六年五月二七El付､福州将軍有鳳 らの秦

片｡臣等畳准喋 唱倒園夷酋嶋崎 (JohnBow一ing)照合､以､上海地方､己設立司税官､

代馬稽査税務､並代徴税銀､於事有益､請福州開口照依耕理｡臣等以､事属創始､且各

口閥務向韓福州将軍衛門兼管､各有専司､呈可聴其添設｡嗣囲屡次涜求､不得己婿請立

司観官一節､苔商雨贋督臣葉名環､就近輿該夷酋熟商､妥烏諭止､免生嫌隙｡至今尚未

接准雨贋督臣苔復.第恩､細税一事､既蹄臣将軍街門兼管｡此時若聴其添設司税宮､実

情直別､利之所在､難免 〔-煤?〕不胡麻｡況福州情形､輿上海不同､該夷議請設官､

而又不婦臣等管束､来去聴某日如､作偶不能週間｡即所用之異人､亦不容臣等査察｡設

或滋生事端､答婿誰香 ｡該夷此番提以福州関口､有減税倫漏情事､未嘗不因臣等阻之萱

再､飾詞挟制､但未知上海従前如何設立､此時欲令福州位牌而行､臣等噺不敢軽許､致

薫開政｡FO17/248,Bow一ingtoClarendon.Ⅳ0.203,July3,1856. ItiSnow

obviousthatwecannothopeforthecooperationofthehighestChinese

authoritiesintheintroductionofForeignrmspectorsatFoochovandtheother

ports. FO17/248,ImperialCommissiorLerYehtoBoyring,June30,1856.Encl.1

inibid. ThelnspectorialsystemwasintroducedatShanghaeinordertothe

reestablishmentonaproperfootingoftheCustomsbusiness,whichhadbeen

throyoutofgearbythedisorderlyproceedingsoftherebelsatthatplace.

Itwas.thatistosay,aprovisonalmeasureconsequentonthelossofShang-

hae.andrestoredtoillthetemporaryabsenceofothermeansofsupervision.

ThereisnosimilaritybetyeenthisandtheconditionoftheCustoTnSinany

otherprovince. 双方の具体的な交渉の経過は､J･Y･Wong.Ang10-Chinese

Relations,pp･248-253･でその概略を窺うことができるoただし本書所引の原文春は

筆者未見である｡

(82) Lockwood.op.ci1,,P･loot

(83) North-ChinaHerald.Not325･Oct･18･18156l Cha叩tOnS･Hanbury&Co･･吐

al.toBowring,Sep.4.1856･ ItmustthereforebeobvioustoYourExcellency
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thattheChineseGovernlnentWillnotpermitsuchaninnovationatanyofthe

otherPorts.andfullyconcurringinthepressingnecessityfortheadoption

hereofCantonsystemofcollectingDuties.viz:bypurchasesofProducefroln

theChineseatlongpI.ice.thatis.DutyPaid;･.川.

(84) USDS,Vol.12,Russell&Co.,旦L吐ItOParker,Aug･5.1856.Exhibit3b

inParkertoMarcy,No.21.hug.26.1856, --atotherportsforeignersbuy

froTntheChineseatlongprice.andthelatter,Tnakingtheirownbargainswith

theauthorities,areabletorecoveraportionoftheirregularduestheyhave

beenCompelledtopayduringthetransitofthemerchandiseatinteriortowns.

andsosellittoforeignersataproportioTlatelylovJerrate. Theknowledge

thatnosucharrangementcanbemadehere.whiletheunjustchargesonthe

roadarenolessheavy,turnsproducefroTnOurmarkettootherports.even

whenlnOredistant-sothatyearedistressedWithactuallynoadvantagetothe

revenue, --vefeelourselvescalleduporLbytheinterestsoftheportand

thosevhonlVerepresenttOPressearnestlyuponyourattentiontheexpediency

andjusticeofabolishingt,hepresentsystem.

(85) E.g..cf.North-ChinaHerald,Mos.268.270,Sep.15,29,1855.

(86) 次章註(a)の引用文を参府｡

(87)-North-ChinaHerald.Ⅳ0.297.APT.5,1856. 0.C.,"OurTeaExportsand

CustomHouseInspectors." WemustestablishForeignInspectorsatFoochow.

･..WeTnuStimposeForeignIrLSPeCtOrSthereaswellashere. I.･-Wewillnot

enlargeatpresentonthelosstoourNationalInterestsinvolvedinthe

substitutionofFoochowforShanghaiasourpurchasenlarketforTea,but

merelyobservethatcausearideffectWereneverTnOreClearlyconnected,than

thatthediminutionofourlnportTradeinBritishManufactures,Would

TLaturallyfollowfromthelossoftheTeaTradetoShanghai, TeasatFoochow

arepaidforinSilver, ThatplacebuysnoManufacturestoanyconsiderable

anount,-itschiefarticleofImportisOpium.

(88) 前註(80)の引用文の続き｡Imayfurtheraddthatthewithdrawalofany

portionofTeasfromShanghaenecessarilycontractsthesaleofgoodsmarkets.

ThiSi60fnoconsequencetothoseengagedintheopiumtrade.andwhohave

butsmallstakeinimportmerchandize.ortothosewholaydownfundsill

specieandarelittleifitallconcernedingLoods;butitmusteffectfirms

connectedwithManchesterhouses.whodependuponthesaleorbarteroftheir

goodsforteas-andfindbothmarketsfailingthem.
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(89) lUPBPP･Vol･401ReturnsoftheTradeoftheVa_PiousPortsinChinaLf_or

theYears1847and1848,p･41(621).良.AIcock."ReportontheForeignTrade

ofShanghae."Mar･10,1848･ ShanghaethereforediffersinthisfromCanton,

vheretheIndiantradesuppliesmorethanhalftheimports,andBritish

manufacturesandstaplearticlesonlytheremainder. NearlytheWholetrade

undertheBritishflagatShanghaeisdirectWithGreatBritain,andconsists

almostexclusivelyofBritishstaplesandtheirreturnsinteaandsilk.

North-ChinaHerald.No.101,July3.1852. ････.･theImportsofCantonin1851

exceededthoseofShanghaenearly125percent. Onlookingintothereturns,

however.itvilュbeseenthislargeexcessisdueexclusivelytothe

importationofRawCottonfromIndia,morethanonehalfoftheCantonImport

Tradearisingfromthissource. WhereasthetradeofShanghaeisprincipally

adirecttradeWithGreatBritain. -･･･onegreatdistinctionbetweenShanghae

andCantonconsistsinthefactthat,asregardsthelegalizedtrade.the

ⅣOrthernPortisalmostexclusivelytheseatofadirecttradeyithEuropeand

ATnerica.andchieflyofcourse.withGreatBritain. WhereasitsSouthern

rivalenjoys,andowesitschiefimportanceto,amixedIndianandEuropean

trade.-theformerbeingtotheextentofnearlytyto-thirdsthetotalvalueof

lmportS.

(90) E.g..cf.ibi旦‥ Nos.253.257.JuneZ,30.1855･

(91) FO17/246.BowringtoClarendon.No.119.APT.12,1856. Thereisan

enormou古increaseoftheBritishExportTrade.amountinginvaluetomorethan

Z3/4millionssterling. Inteaanaugmentationof28millionsofpounds.in

RawSilkof15,000Bales. Co叩aredWiththoseoftheyear1854theincreased

valueofExportsis15percent. TheincreasedvalueofBritishlmportsis

threequartersofamillionsterling.representinganaugmentationofmore

than200percent. ThesefactsarethebestanswerIcangivetothosewho

inpuEnthetnspectorshipsystem･

(92) iEfBPE,Vol.38.旦gortfromtheSelectComittee_ontheCommercial

RelationswithChina.p.335. Soo-ChowisoneofthegreatlnartSirkChina

fordistributinggoodsthroughouttheempire･ ThereisWatercommunicationto

soo-chowfromShanghai.Whichnaybelookedon-althoughalargetornitself.

astheseaporttoSoo-Chov･ ･･-･Asfarasyesendgoodsinreturnforthe

teasshanghaiwi日 beso[thegreate叩OriumoftheChinatrade]･becausethe

demandforourlnanufacturesissogreatat冨oo-Choy･andfordistributiont0
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theprovince古.

(93) Cooke.OPL_旦旦1･.ppl192-197･

(94) i旦主旦..pp.200,202,

(95) North-ChinaHerald.No.325,OcL 18,1856l Jardine,Matheson良Co･･吐

al.toBowring,Sep.5,1856. WeconsiderthataBoardofForeignInspectors

suchasbeRoyconsitituted,ofthreegentlelnenurLCOnneCtedwithcommercial

interests.andactingundertheTaoutae.istheonlysystem.underexisting

circumstances.bywhichDutiescanbeiTnPartiallylevied,andtherightsof

thefairtradereffectuallysecured. WewouldagaindirectYourExcellencys

attentiontotheimportanceofobtainingtheextensionofthesystemtothe

otherPorts.andfurtherrequestYourExcellencytocauseenquirytobemade

intocertainextraTransitduties.SaidtobeleviedbytheGovernment

Officers,onProducecomingtot,hisMarket.

(96) LUPBPP.,Vol.33,Elgin'sspecialMissions,p,115(535),Robertson,

"Memorandum." Itisplain,therefore.thatthesetransitdutiesrequirea

strictrevision.andwhenonceafairscaleisSettled.theyoughttobepaid

bothonexportandimports,atthesametimewiththetariffduties;infact.

tohavethemcol叩Oundedforatacertainsum. HowtoCheckanyadvanceon

thi-sisthedifficulty. Chineseofficialsarenottobetrustedinsuch

matters.andatpresenttheyholdintheirhandsthepowerof,atanytime,

stoppingtheimporttradeinforeignmerchandize,bythelevyofprohibitory

inlandduties.evidellCeOfwhichitisdifficulttoobtain,

(97) 前章註(52)､参照O

(98) 『清政府鎮壁太平天国梢案史料』第一五冊､五六六～五六七貢､ ｢書簡抗阿秦報英

美法三園公使赴律詩用懐柔之法摺｣､成豊四年九月初七日O現在夷入所栴助我駈賊､原

難確信､而開税別確有可徴｡去年上海失守､夷税己廟､自嘆酋嶋崎五月間来慮､定議関

徴新税､其曹税鮪商業議捕交､始行赴尊o自尊回羅後､接構､所在贋東之嘆酋唄噸回国､

甚言､中国不能庇護嘆商､五港不皆安静､貨物不能暢鏑Q是以伊之国主､令婿所欠菖税､

勿庸完納｡.･-･計六月十八 日開聞起､現在逓倍旺月､巳徴収新税銀四十除幕両､除上海

糧董動用並給替掩菅 ･爽板各船口環外､尚解過金陸大替玉寓雨､蘇藩庫二寓繭､蓉備紅

軍船口糧銀六高雨｡遡自軍興以来､需糞浩繋､多方設措､以致去年滑稽米改折､薦急別

治槙之計O乃至今年五六月間､司庫的復-空如洗､軍中幾重断種､辛夷税関徴､上海略

資数行､且可協貼金陵等虚｡奴才前聞鹿東土匪護起■､省合戒厳､既難期其按月接頭､而

蘇省屑米馬天凍正供､漸不可如上年之普行改折､是除夷税之外､別無イ也款可薫｡深恐該

酉等借端起里､肋如堕噸所為､抗税不交､則不但上海一営､立虞噺的､即金陵 ･京口紅
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軍船等督､亦皆触可協帝､計及於此､斉探千削尚.

(99) 前掲 『四囲新梢』英国梢上冊､二六〇～二六一頁､成豊六年三月二〇日付､両江総

督憎良らの秦片o今福州関知果短債招裸､任聴倫漏､寧披関於貨物米程出洋､竜無稽察､

該夷惟利是視､勢必舎上海而往寧披 ･福州｡萄能以細於此書斎於彼､互相揖注､原恩無

妨o蕪恐､寧波 ･福州積弊巳探､相沿如昨､別上海関税立見短拙､撃破 ･福州加増無幾､

全局皆馬型動､適堕該夷減税之計､而我之軍的不拙､従何措手.･･--相席講旨勅下福州

将軍 ,間新線督 ･斬江巡撫厳査倫漏 ･短税､責令按照税別善一徴収､--･庶五□不敦所

理参差､夷税不数日形短拙｡

(100) 『呉照相葉選編』第六韓､一七二～一七三貢､ ｢衰芳瑛議上海産梢情形及撫藩批示｣

一八五六年九月O上海産掴､共有三属O-係抹茶局､其委員係上海鮪解兎､童事金桂 ･

束管詠､事故銘茶雨項盤掴｡一係城局､是紳藩儀圃 ･沈呂乗馬垂事､専牧城府店業井豆

行各鹿梢.一係郷局､局設閲行鎮､係委該鎮巡検桝理､専収郷鎮各業境硝o此三居中､

惟銘茶甲於他局､城局次之､開局次之｡

(101) 同上O戎卑府 (松江桐=知府嘉芳瑛)遵婿諸糸茶産梢詳細確査､某所理章程､先由南北

雨下舎人､措過i轟茶箱敢闘交､超童照単抽収､然後敵由委員､特赦粁中､墳軸索解O

･･････接上海斯黄令 (黄芳)裏話､由関随税収掴､自璃核書起見｡但理由舎人収解､--

権操舎人､似未壷善O--今凝滞耗茶南項､請男派委員井男行適量接㍍o同上､二二^

二二九頁､ ｢呉照等票抹茶加梢遵紳各線由 (底稿)｣､一八五七年七月二〇日｡･･････

上海鵜茶掴款､別自四年秋問､彼時由願督董収雛､原定鏡款､馬数較軽､自起掴至六年

五月止､計共桐践二十除高千｡囲前垂経理未宜､経各商上控｡奉撫憲批道蕃噺､適量接

桝､改定一成経費､即於六年六月馬始､締新重視坊 ･圧紹柴 ･席寛 .顧福島等､経政経

解｡上年秋冬､卑府等先後奉委譲加､改烏銀款､酌定章程､通詳各嵩批准照所､各在案O

-･･.卑府等査､銘茶到濯､向由関道設立南北下､逐一稽査.凡蘇茶名目 ･包 .箱 ･斤 .

雨各軸数､均碩補填給聯単､通貨嘗英商､亦必愚聯畢交易､及至出口完税､亦必感聯畢

男諦観軍､必須虚虞相符､始能鏑軌 設有参差､不時貨不能鏑､抑須徹底査究o原定繭

i収掴､責成該書舎､験有掴票､始番聯単｡是南i牧掴､事誠核賓o所到耕茶数日､該

萱草噺不能従中博潤､況該善事等均係糟有身家､尚知自愛､必不致欺侵舞弊｡

(102) 同註(100)､一七三頁｡統計室現今止､約有欠款二寓飴千､侯逐一再滞桐局及抹莱

各槙簿櫨､両面詳細核封後､再行票請過激｡前註所掴､ 『呉照柏葉選編』第六韓､二三

四頁､ ｢呉照等票轟茶加梢遵桝各線由 (底稿)｣ O銘茶線共鹿摘録二十一高六千五百八

十八千七百八十文､内除各横穴二寓五千五十千六百二十二文､--･

(103) 同上､二四五頁､ ｢呉照等薬原所摘倍井議定船絹銀数｣､一八五七年八月六日0-

-以揮軽蔑轟茶横商貿易較旺､諭鮪一題桝酎 胃借､或於原紳麻茶掴項下酌議加掴0---

至洋樫浜抹茶商掴借一案､己王道憲 (王有齢)議令逐一加掴､百未便重複梢借O現奉恵

札､鱗婿貿易較多之揚泰記 (楊坊)､仇令掴軌 --等因o前証(101)の引用文に ｢新妻｣
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として挙げられている四人が､みな鵜桟 ･茶桟を経営 していたという証拠はえられなか

ったけれども､そのうち一八六〇年 ごろ楊坊 (泰記桟)と席 〔裕〕寛 (筆記桟)が採桟

の領袖であったこと､顧福邑 (轟泰桟)もなお耗桟を経営 していたことは間違いないo

根岸倍 『上海のギル ド』､二四四貢､ 『中国工商行合史料集』下冊､七六六～七七七貢､

『細葉合館徴信録』､参照O

(104) 同上｡根岸前掲書､二四三～二四九頁oまた一八六〇年代以降の轟桟 ･茶桟 とギル

ド､およびその流通支配については､宮田道昭 ｢清末における外国貿易品流通機構の一

考察｣､七九～八五頁､本野英- ｢一八六〇年代上海に於ける買耕登録制度の挫折 と輸

出取引機構の改変｣､二九～三五貢､参牌｡なお産金 とギル ドの関係について､彰揮益

｢十九世紀後期中国城市手工業行合的重建和作用｣､同 『十九世紀後半期的中国財政輿

樫帝』､二〇九一二一〇頁､高橋孝助 ｢一九世紀中葉の中国における税収奪体制の再編

過程｣､五五五､同 ｢清末における産金収奪 と小農民経営｣､宮田前掲論文､八四百､

などは､のちの事例に依拠 しているためでもあろうか､所与のギル ドが遊金徴収を請け

負わきれると､これを組織の強化に利用 した､と見るようである｡だが根岸氏や小杯一

美 ｢中国半植民地化の経済過程と民衆の闘い｣､六～八頁､もいうように､本来は産金

の請負を触媒にギル ドが結成され､独占に至るという因果関係のほうが正 しいであろうO

この点は前章までの諭旨､そして宿代のいわゆる包摂の性格全般とも深 くかかわるので､

あらためて注意を喚起 しておきたい｡

(105). 『呉無鞘案選編』第六韓､二〇七頁､ ｢楊同泰銀塊講厳禁私櫨イ郎容銀雨雲 (底稿卜

一八五六年一二月｡宿銀競経収洋商税的､督匠傾錆聴解､不敢違誤｡惟洋商完税､毎用

廉新元賓及上海本地通行銀南､難破公佑署店､若於市集行使､原可通融撞用､但経口

〔銀〕櫨傾錆､毎致折耗､此低銀之有礎於商也O即如近 日批解茶掴一款､本係商赦原銀､

井非銀暁傾錆o現車藩憲駁換爽砂低潮銀､至数千南之多､此低銀之有擬於公也o 〔 〕

は原典による補足｡これより夷税 も産金 もこのとき海関銀号が受理 していたばか りでな

く､前者は銀号が改鋳 し､後者は納付 されたままの貨幣で送金 したことも知 られる｡銀

号が産金まで領収するようになったのは､おそらく生糸 ･茶の産金納入が銅銭か ら銀両

にあらためられたことにともなう措置であろう｡註 (101)所椙､ 『呉姫桔案選絹』第六蹄､

二三二頁､ ｢呉照等裏銘茶加桐遵癖各線由 (底稿)｣o惟目前洋銀光提不賛､僧亦低昂

不定､賓屈難以牧掴､公同掛酌､一律改作銀款o互譲得､朝練毎包原摘鏡一千文者､今

改摘豆規銀一雨八鎧､紅茶毎箱原摘録六十文者､今改梢豆規銀八分0

(186) 本野前掲論文､三､二六～二八五､参照｡

(107j 『呉無鞘案選編』第四輯､三九五頁､ ｢藍蔚巽呉照輿英領事群論掴務情形菓｣､一

八五七年八月七日｡旬除以来､商貫遵偲投網､甚篤踊躍､-無臭解｡惟構､英領事羅伯

孫 (D.BrookeRobertson)照合､以､産絹無異加税､華南勢増入物僧､m累洋商､卿 口

約不符､等情O卑府蔚□ 〔翼〕即以華南情恩桐輸､輿洋商撫職員詞､明噺照程O該巽西
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二次来文､仇以東凝滞面罵由､噴暁置鞘.卑府等随博各商量､諭令妥馬蹄通o接構､衆

商寓居報放､撫如夷酋同道通事､自販耗茶､各省消産､無不備悪､無待華人醤憩､恐係

有心糾縫､各商向説､亦難折服､惟有蒋衆商音恩輸婿､出自鯨息､井不加入貨屑各膏情､

票講照覆O-面遊暫通常同業､聯名同異酋持理力学､以明輿洋捗等商無語 〔-洋南無渉､

等語〕､旋接具菓前索､卑府蔚□ 〔翼〕複文塘情鼎覆｡今該夷二次釆文､白知理紙､但

云､持薬伊図公使､再確信息､等情｡頃櫨該酋親来卑署､聖執前説､校塀不巳､井云､

持票公使､亦必不慮､等情o卑府百端学論､該夷酋亦己無常可答o 〔 〕内は原典によ

る補足｡

第四章

(1) 前節註(1日2)で掲げた諸文献､ならびに戴一時 『近代中国海関輿中国財政』0

(2) 同上､ならびに坂野正高 ｢ロバー ト･ハー ト｣､同 『近代中国外交史研究』､三三五

～三五七貢｡葉風美 ｢赫徳在中国｣｡慮湊超 『赫徳席』0

(3) 以上は前註(1)の諸文献を参考に整理 した｡

(4) 前章註(84)の引用文に先行ocustom-housebusinessinChina,underChinese

supervision.isconductedWithafacilityWhichgreatlyaidsinthedespatch

ofbusinessandthereadyladingofshipswhenhasteisofimportance.IWhile,

yiththeTninute,and.insomerespects.vexatiousregulationsestablishedby

theinspectors.thisadvantagedisappears.andthisinitselfisnosmallitem

intheaccountagainstus.

(5) 辺四壁.Vol.33,Elgin'sspe_qi_alMiss_皇_9旦蔓.p.5(425),C1arendontoEl宕in.

Apr.20.1857. Britishsubjects,indeed.arenottobeprotectedagainstthe

conseqtJenCeSOfanyfraudulenttransactionsinythichtheymaybeengaged;-･-

(6) 捷i卓.p.264(684),ElgintoClarendon.APT.15.1858･ Duties,bothof

importandexport.areleviedwithverycommendableregularityandfairnessat

Shanghae. -･-Itis,moreover.aboontothehonesttrader.asitenableshim

toprosperwithoutresortingtopracticesWhichdegrade-himinhisowneyes.

(7) Norse,InternationalRelations.Vol･1.pp1521-522･

(8) 上旦里旦壁.Vol.33.旦Igijl__'S_SpecialMission旦.p･114(534),Robertsonr

"Memorandum." Thefeelingoftheforeignmerchantsisgenerallyinfavour

oftheforeignlnspectorshipsystem.foritplacesallonanequalfooting･

(9) ibii..p.63(483),MoncriefftoElgin.Oct.三･1857･ TheChamberisof

opinionthatalltheportsopenedtoforeigntradeshouldbeplacedon

preciselythesamefootingasregardsthecollectionofduties･ Thesystemof

foreigninspectorshipwhichhasbeenestablishedatShang叫esinceJuly1854,
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isexceptional, ･-･･SUchasystem.however,ifcontinuedunderanynew

arrangement,TnuStbeapplicabletoalltheports, TheChamberconsidersthat,

whilethereappeartobeconsiderabledifficultiesinthewayofsuchan

application.and.amongothers.thatarisingfromthewantofasufficient

nuTnberofeficientinterpreters.thissystemisthebest,arLdhasworkedwell

atShanghae.

(10) 土旦主旦.,p.459(879).ElgintoJardine.Matheson良Co‥ 旦L吐‥ Jan･18,

1859. Ihaveendeavotlred,notIhopealtogetherwithoutsuccess,toinlPreSS

ontheImperialCommissionerstheimport,anceofestablishingaCustom-house

systemWhichshallbeuniformattheseveralopenports,equalinits

operationonallparties.andcontrolledbypersonsofintegrityandcompeteTLt

knovledge.

(ll) E･g･W.C.Costin,GreatBritainandChina,pp.lo∑.105,etpassim.

lUPBPP,Vol.33,Elgin'sspecialMissions.pp.345(765)～346(766).Elginto

Malmesbury,July12,1858. Moralityapart.itisnotforourinterestthat

concessionsextortedfromtheChineseGovernmentbyBritisharms,shouldbe

employedbyBritishsubjectsorothersforthepromotionofrebellionand

disorderwithintheEmpire.Orfortheestablishmentofprivilegedsmuggling

andpiracyalongitscoastandupitsrivers, - ･-Wehavenosinisterdesigns

againsttheEmpire.andnodesiretoprotectfromduepunishmentBritish

subjectsorothersWhomisconductthemselves,-･･･ M.Banno,Chinaandthe

坦吐 .pp.42-53. 坂野正高 『近代中国政治外交史』､二五五～二五^貢oェルギン個

人の感慨としては次を参照｡T.Walrond.ed‥ LettersandJournalsofJames.

_eighthEarlofEl宕in,ppl252-253. CertainlyI[Elgin]haveseenmoretodis一

旦uStmeWithmyfellow-CountrymenthanIsawduringthewholecourseofmy

previouslife,SinceIhavefoundthemirttheEastamongpopulationstootimid

toresistandtooignoranttocomplain. thaveaninstinctinnleWhichloves

righteousnessandhatesinquity.andallthiskeepsmeinaperpetualboil.

(12) Cf.Lami ng-Memorandum.p.15.

(13) Fairbank,"TheDefinitionoftheForeignlnspector'sstatus."pp.156-163.

WriLght･99_IC_i__t_･,pp･115-1161

(14) 哩 .Vol･33.叫 .p.198(518)～199(519).Meadows

toBruce,Feb,8.1858. [foreignlnspectorateLs].likethatofShanghae,are

virtuallymaintainedbyforeignStates;thatistosay,thepower.respect-

ablity,andtheusefulnessofyhichisentirelytheresultoftheinstruTnentS.

-212-



aid･andcountenancegivenbyforeignGovernments. ltisanusurpationofan

essentialhealthyadministration･ -･･･Noy,theforeignInspectoratesystem

couldnotstandatallafterthecharactersoftheSuperintendingInspectors

hadbeenlovered･ CorruptionwithChineseweaknessmaybesuffered,because

itcanbeoverridden;butcorruption,supportedbyextraneousstrength,Would

beaneviltoomonstrousforendurance. また前章註(69)の引用文 も参照.

(15) 上土吐 ,p･111(531),Robertson.lot.cit. thesystemyorkedyell,andby

placingallonthesamefootinghasensuredtothetradeoftheportanamount

oftranquillityitneverbeforee叩erieced. Icamotthink.however,thatthe

principleisasoundordesirableone.,theChineseshouldcollecttheiroyn

dutiesbytheiroynnativeofficials.andWithouttheinterventionofforeign

assistants.theeTnPloymentofwhomisatacitandstandingreproachtothe

honestyofforeigners. また前章註(50)の引用文も参照O

(16) 前証(5)の引用文に先行.ItisnopartofthedutyofHerMajesty'Sconsular

authoritiestotakegreatercareoftheChineserevenuethantheChinese

authoritiesaretheTnSelvesdisposedtotake.

(17) i埋 .,γol.32.FurtherPapersrelating_tot_heRebellioninChina,

p.193(561),ElgintoLayard.Feb.8.1862. LordClaremdonWasnotopposedto

theelnPloymentofEnglishmentoaidtheChineseinthecollectionoftheir

Customsduties,butheobjectedtoanyinterferenceonthepartoftier

Majesty'Sconsulsintheappointmentofsuchpersons,Onthegroundthatsome

responsibilityfortheiractsandconductmighttherebybeentailedonHer

Majesty●sGoverntnent.

(18) 上皇主旦, whenInegotiatedtheTreatyofTien-tsin,Iomittedtheclauseof

theNankingTreatyWhichrequiredHerMajesty'sconsulstoaidinthe

collectionoftheChineserevenue,leavingittotheChineseGovernmentto

adopt.WithinthelimitstracedbytheirTreatyengagements,suchmeasuresas

theymightdeemnecessarytothatend.andtoselectsuchagents･Britishor

other,astheymayseefittoemploy;･･-I
(19) CHdC,Treaties,Conventions.Volt1.p･236･AgreementcontainingRulesof

Trade,madeinpursuanceofArticleXXVIoftheTreatyof26thJune1858･Rule

lO.

(20) 本章での ｢主戦派｣､ ｢和平派｣という概念およびそれらに関する記述については､

宮崎市定 ｢英仏聯合軍の北京侵入事件｣､Banno.ChinaandWest･に依拠 しているO

(21) 『第二次鵬片戦争』第三冊､四三八頁､ ｢欽差大挙士桂良等秦詳酌時事主戦不知主
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撫英人要求駐京等四款可従擢允准摺｣､成豊八年五月一七日｡-･･･園家内匪未帝､外患

再起､征調既難､軍餌不易｡此戦之不可者四也｡各夷及早就撫､迅議通商､則関税日充､

兵的有出O不撫而戦､難未開関､而税課有限､南軍待噂撤轍､無従業重.此戟之不可者

五也｡

(22) 『何桂清等書札』､五三頁､ ｢何桂酒数日娯主人書札｣､成豊七年七月初二目｡前

奏関税 ･各踊､共得四百寓､現在己有四百五十寓､-･･･江南軍的､己得十分之九｡一八

五六年､曾国藩が江西省の軍費不足を救済するため､上海の ｢関税｣からの援助を申し

出たさい､戸部はその余裕なしとして即下 したことからもそれは窺われる｡ 『曾文正公

全集』奏稿､巻七､ ｢m請樺上海関税片｣､成豊六年四月二一日.臣等因江西的項支細､

曽於二月二十一日､阿片秦懇天恩､鮪樽上海関税銀十寓繭､以済眉急D正確戸部苔構､

前件於三月十五日遵趣議奏､本日奉旨､依議､欽此､--戸部秦稀､-････至上海関税､

現在金陵 .鎮江 .揚州三虞軍曹､皆取捨於此､尚不敬用江西請掩之款､鷹無庸議､等語｡

(23) 『第二次鵠片戦争』第三冊､五四二頁､ ｢欽差大臣桂良等秦陳免税有十可慮摺｣､

成豊八年九月一一日｡--夷人毎年得税銀四千線寓雨､今我免者離数百寓､未必能動其

心､而適足以益其富｡是富国強兵之確､持授之夷｡其可慮者六｡

(24) 『四国新梢』英国梢下冊､七八二頁､成豊八年一〇月一九日付､欽差大臣桂良 らの

奏摺o臣愚以馬､夷情悦服､通事尚可熟商､夷情帝違､薫耕更難措手O緯侯中国兵精銅

足､砲利船堅､惟所欲馬､何事不堪罷議｡篤目前計､祇得去其太甚者而己｡

(25) 同註(23)D夷税病弊甚距､不税於夷人､必税於商O-･･･其可慮者四｡

(26) 『第二次鶴片戦争』第三冊､五二二頁､ ｢両江総督何桂清秦男薫樽固之法片｣､成

豊八年八月二一日｡各夷中之往来貿遷者､謂之巽南｡経理各口貿易事宜､取其高除､以

供試用者､彼初稿公使､今別僧構大臣､我則日馬之夷酋.其領事等類､乃夷酉所属之人o

是夷酋輿夷商､分而烏二者也｡--税出於商､輿夷酋無渉､若免其出入口税課､夷商国

展禦従､夷酋m不知感也 o ･.････

(27) 前註(23)に引用した秦摺には何桂酒も名を連ねており､そのなかでやはり同じ趣旨

のことを述べているO夷人輿中国構怨､非烏買章之事｡凡所納税､嘗出於夷商､輿夷酋

無干o一旦全行寛免､夷商難尚知恩､夷酋未必感激. I. ･ -･其可慮者三D

(28) 同註(5)OWhateverarrangementsmaybemadeinregardtotheamountof

dutiesleviableonforeigntrade.Whetherofexportorimport.Icannottoo

stronglyimpressuponYourExcellencythertecessityofabstainingfromunder-

takinganyobligationtoprotecttheChineserevenue.

(29) 同註(6)olnafinancialpointofview.thesysteminoperationthereworks

wellfortheChineseGovernment.whichreceives,throughitsinstrumentality,

alargereveTLue.-I.I

(30) 同誌(23)O売人於他事毎多投滑､喝於納税､尚属公平o所理得訣､尭可不致損壊0
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今若並此無之､則以後無所依傍､設或輝行無忌､寛至不可収拾｡其可慮者七｡

(31) 『第二次璃片戟学』第三冊､五二一頁､ ｢雨江総督何桂情事欽差大臣桂良等行過常

州合同嚢議税別僧形摺｣､成豊八年八月二一日｡臣経､徴収関税､謂之稽徴者､稽査其

出入之貨是否違禁､而徴収其税也｡若不徴其出入口貨物税､則無所稽考､尭可任聴該夷

将我内地貨物､即在内地貿易｡背天下之利柄､蹄於該夷､而我民窮財壷｡･･-･里泰国

(H.N.Lay)係異人中之最校悪者o成聖五年冬､前撫臣吉爾杭阿照合該酋､用之馬江海

関司税､辛工優厚､該夷尚知感激､璃我稽査愉漏｡是以近年夷税､較開市之初､加増三

四倍.該夷恐薦各夷所憎嫌､故又随赴天津､大雄は塀､戯婚於夷酋､以見其公.

(32) 『呉照持薬選編』第四輪､二八五頁､ ｢吉爾杭阿璃李泰国按排江海関税務致英使包

令照合｣､一八五五年二月一五日oFairbank.op.cit..pp.139-140.

(33) この条約交渉における辞襖の活動は､たとえば､Banno,叩.也 ..passim.参照o

なお､それ以前における彼の略歴は､井上裕正 ｢晴代成豊期における外務官僚醇換の登

場｣､参照｡

(34) 上旦里旦里旦.Vol･33,Elgin-sspecialMissions,p･403(823).LLOliphant良T･

wade. "ReportontheRevisionOfTariff.&C." theJudgeparticularly

inquiringWhethertheChineseauthorityinchargewouldbeatlibertyto

employanyforeignerhepleasedtoassisthim.

(35) 宮崎前掲論文､一三三～一三五頁｡

(36) 『四国新栢』英国梢下冊､八一〇頁､成豊八年一二月初六日付､欽差大臣桂良らの

奏摺､附属の通商条約｡臣等謹按､江海関於成型四年､照合嘆酋､白樺嘆夷一人､給予

辛工､野郎閥務､稽査倫漏以来､税課加増､著有成凱 今擬各口一律照桝､由緒理通商

大臣日揮､不准夷酋薦引｡庶久暫去留､均聴我便､外英之虚斉畢勤､亦可相知梗概o

(37) 『四国新梢』英国桔下冊､八二二頁､成豊八年一二月二六日､明発上諭0着即授雨

江緯督何桂清篤欽差大臣､所理各国事務｡なおこの欽差大臣およびその上海移監につい

ては､Banno,旦臣｣_旦吐 ,ppl6-9･93-107･参照o黄宗湊はアロー戦争発端の当事者で

あった葉名標の後任の両広総督で､地方における ｢主戦派｣中心的存在であり､何桂滑

らと対立 していた.宮崎前掲論文､一二六､-三四～一三五貢､ 『何桂槽等書札』､七

一､七五頁､ ｢何桂清致白娯主人書札｣､成豊八年七月初四日､八月初七日､および後

註 (41)の引用文､参照O

(38) 『第二次鴻片戦苧』第五冊､三三六頁､ ｢江蘇巡撫辞換請尊前諭交線税司英人李奉

闇討同各口薫新通商事宜片｣､成豊-〇年一一月一九目口嗣控前大臣何桂清以､憤款内

既有任憩経理大臣逝 〔請〕外聞入野排税務之語､若各口所用之外国人､骨由総理大臣選

募､事多望礎､如別口不用外国人相排､又恐不善-､洋商必至籍口､易啓事軌

(39) 『四国新肖』英国樗下冊､五六三頁､成豊八年五月初七日付､宋音の片秦o曽爾抗

阿克復上海時､多方寵絡､碑烏江海開幕友､名爵司税､秦明在案0
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(40) 前註(31)の引用文を参照｡また何桂清はそれにさきだって､同じ趣旨のことを述べ

ている｡ 『第二次胡片戦苧』第三冊､四七三頁､ ｢両江緒督何桂清秦英法公使等巳到上

海避照合国夫奉到諭旨m欲北上摺｣､成豊八年六月-五 Ero 至里泰園､本係英国通事､

能通漢文､能説漢文､行烏甚篤論議､善於探聴内地時事､間亦有肯滞名乗肝計､暗逓消

息｡成豊田 〔一五〕年冬､江海関更換司税､該夷面求前撫臣吉爾杭阿､照合該国公債､

准其充苫司税｡該弟尚知感激､数年来関税較旺､未婚非該夷厳査透 〔一億〕漏之力｡是

以歴任藤松太道､無不加以顔色､駕駁而用之｡

(41) 『呉輿特集選編』第六韓､二九三貢､ ｢辞換致呉照函｣､一八五九年四月一六日｡

李夷 (a.N.Lay)事､即欲請宮保 (何桂清)主持一切､而宮保尚未接受開防､感何主持｡

渠欲一握換約､各口概照新葺餅事､而候的内尚有四個月限期､馬中国行文､必得四個月

方能令名口周知也｡何至延宕未定､大誤事機乎｡以上各情､想閣下定己指駁閲導､--

烏今之計､m苫由閣下妥設良法､以情理開導o否則嘗此嫌疑之際 【京中不信該夷､卑官

文典蘇督不合】､而黄轟翁 (黄宗漠)又興宮保不合､一経彼参奏､則宮保危寅｡絶之､

司税必各口監督白雇､整頓由緒理大臣作主o某所雇之人､如有不妾､自可聴推理大臣去

取也.而李夷不語中国定例､妄執己見､必然惹禍o････.･若照他所説耕理､必至穀去宮保

而後巳也｡

(42) 同上､二九五頁､ ｢何桂清致呉照函｣､一八五九年四月一九日.即如道府州麟幕友､

魔由道府州麟自行延請､不得由菅撫大臣馬之代講o此中国定例也D上海関司税､魔由尊

慮給蓉諭単､不慮由弟虞結論｡絶之､司税必各口日延､而整頓別線新大臣作主｡某所延

之人､如有不妾､自可彊纏理大臣査察去取｡また経費の面からも同じ内容のことをいっ

ている.同上､二八三一二八四頁､ ｢辞換致呉照函｣､一八五九年四月八日.此省不能

定彼省之経費､此是中国定例､寓難遷就｡-･･･各口夷人 ･各口経費､若均由宮保派定､

不但宮保不允行､即我国亦無此髄制.

(43) 恭親王がのちにレイをあらためて総税務司に任命したさい､各港の税務司など外国

人の良否は､中国側にはわからない､と書いており､その任命書は後註(58)にあるよう

に､何桂清が一八五九年に発 した任命書にほぼ準 じたものであるD 『筆耕乗務始末』成

豊朝､巷七二､貢一七､成豊-〇年一二月莫酉付､恭親王らの秦片に附属､レイ-の節

諭o至各口税務司及各項雛公外国人等､中国不能其好声 .

(44) J･J･Gerson･HoratioNelsonLayandSinoェBritishRelations,p･gal これに

よれば､正式なレイの総税務司任命は五月二三日とされるが､その職権の事実上の委任

は､もっと早かったようである (ibii..pp.97-98,286.nn.21.22.)Oまたこれに

ついては､次証の引用文も参牌｡

(45) 『呉無稽案遺編』第五韓､三六五､ ｢呉照上辞換棄｣､一八五九年四月二七日｡且

〔李夷〕云､我既習宮保雛事､亦不愚再興他人商量o況前接正月廿三日藩臭董公函､俸

述宮保之諭､准我総司税､並云､各口外図人均准李税務司運算､酌定経堂､試耕五年､
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云云o是以我照此桝事､今必欲各監督自行主持､何以前後両度｡

(46) 『呉照持薬選締』第六韓､二九五頁､ ｢何桂槽致呉照函｣､一八五九年四月一九日｡

査弟係纏耕大臣､只能維其大綱､倖各ロー律雛理､期環妥善o如司税一項内､惟総司税

係属常同稗所各口税務之人､白鷹由弟虚絶賛諭軍｡至各口司税､乃緯司税以次之人､係

常同各口監督所事之人､鹿由各口監督給罷諭等､別事有尊貴O-川.如各監督有向絶税司

要人者､轟可由緒税司保琴､聴其延請､純理大臣亦不便週間｡

(47) プル-スの言によれば､このように改組されたのは､各港に税務司を三人 も任命す

れば､不都合であり､また多大の経費をともなうという理由によるoiBPBPL,γol.34.

CorrespondencerespectingAffairsinChina,p.249(411),BrutetoRussell.Dct.

26･1860･ astheappointmentofthreeInspectorsateachportwouldhavebeen

cumbersome,andhaveentailedunnecessaryexpen;eontheChineseGovern7nent,･･･
けれどもこの改組で注目すべきは､清朝当局から任命されるInSpeCtOrがただ一人に

なったという点にある占各港の税務司は､清朝から正式に委譲された総税務司の権限を

単に一定の期限にかぎり分与 されるにすぎない存在であり､その意味でそれまでの上海

の司税 (Inspector)とは決定的に異なるO当時税務司をComissionerと呼ぶ所以である.

この点はいささかのちの史料 となるが､次のような記述があるo W.A.P.Martin,良

CycleofCathay.p.416. ApeculiarfeatureoftheChinesecustoms.-･-･is

thatnomanispermarLentlyattachedtoanyseaport;noristhereafixedterm

oftenureforanypost, Aprincipleofmobility.borrowedfromthecivil

serviceofChina.keepstheminconstantcirculatiorLanlOngtwenty-fourports,

scatteredoveranareaoftwothousandmilesfromthenorthtosouth,and

fifteenhundredfromeasttovest. ･-･･EverylnanTnuStholdhimselfinreadil

nessfortransferfromthedayofarrivalataneypost,thoughhemaybeleft

thereforthree,orevenfive,years. Ofhisdestinationhecannothavethe

faintestinkling.asthereisnoorderofsequenceknowntoanyone-perhaps

noteventotheautocraticheadoftheservice. また第三葺証(62)､参照.

(48) 『呉照相葉選編』第六韓､三〇一男､ ｢呉照票送輿李泰国 (臥 N.Lay)合議海関結

税務司候款｣､一八五九年五月､所収､ ｢派令英人李春闘烏海関穂税務司義軍｣｡本聞

税務司及各項所公外国人等､均議蹄李緒税務司選用約束｡不分何圃之人､絶期正派妥昔､

如有不妾､惟李絶税務司是問｡

(49) 同上､二九九頁､ ｢辞換致呉照函｣､一八五九年五月六百〇不知我江蘇先立規模､

別口自然倣解析理､最是妙策｡･--我虞募外国人､彼虞亦臆募外国人o其別口自然不知

如何募法､必釆純正蘇D比時我江蘇葦程既定､侯其来絢､即抄章程輿之､喝其照軌 如

此則江蘇不唐代別口募夷之名､而英人賓由江蘇而司税､方是両全口侯別口己募衆人､如

不得法､再由緒所之哩夷前往布置､則擢仇蹄於哩夷､而練妨大臣又不把越姐之答､方好0
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若各口夷人､皆由線鋸大臣所定､将来夷人在各□放置､各口督撫紛紛重奏､其善良非喪

群｡

(50) 同上､三二一貢､ ｢呉照藍蔚冥興李泰閲論海関各草葉｣､一八五九年七月｡国情及､

卑海関恒 〔顧〕監督官函致段 〔承賓〕星使､以､卑関東税過拙､欲岱上海葦程､遊外国

人常耕､講嘱哩泰園赴卑商酌O段星使答画､以､告知上海謹選呉某再選､允其得暇再去｡

今哩夷又接卑領事噴肥 (刀,S.Parkes)来画､謂､悟関都扮伊甚切､嘱其早去.-I-伊

擬速赴康東､如能面定､籍安頓新来夷人､梢軽肩任o卑府等以此説尚馬近情､允某所請D

惟伊尚欲兼離福州之事O此説従前亦接再三懇請､躍蒔 〔換〕真意輿卑府 〔呉〕贈絶賛致

覆､以､福州係将軍所管､臆否避外国人､碩伊自主､只要上海贋東耕理得法､他虞自然

倣耕Oなお広東の洋関導入については､第二幸註(88)所指の文献をも参照｡

(51) Wright.op二J 阜1..p.144.

(52) 『卑海開通轄口岸考』､頁四～五.迫成豊七年､嘗設之酉砲台口､穀於兵契O至威

豊九年､即以西砲台之蕃比､草建官房敷聞､以便験畢収税｡旋於成望十年開立拝聞､統

瀬西砲台之替地､蓋造拝聞公所｡懐於拝聞之乗南隅､建房数棲､即名日常関｡復於海勇､

接修一席､馬首洋南関馳貨之匝o･･･-凡征収貨物､更訂新革､其由華舶載遅着､則投常

関輸税､如由洋舶載選者､則投拝聞輸税｡同上､頁一二～一三o潮州新関､国威豊九年､

先有美国商人訂在潮州仙頭開市､即潮州府海陽牌柁捕司地方､距大関一千六百里､距県

城九十里､苫即閲如常洋南関､如洋船来往厚門上海寧波等虞､則在拝聞輸税､如華船来

往福建､聖香港輿内地頭猛各艇､別在常関輸税､以密稽征｡

(53) 前註(50)の引用文を参照｡

(54) 同上｡

(55) こうした総税務司の位置は､のちに絵税務司-ー トが､ ｢私は総理街門から､ ｢我

々は真下 しか知らない｡だから貴下の裁量に委ねる｡けれどももし誰かが誤 りを犯 した

ら､貴下がみずから責任を取 らねばならない｣といわれている｡特別な任務や昇進にも

れた部下たちは､このような ｢私一人に課せられた｣宜任には思いを致さない ｡洋関に

勤務する人々は上役も下役 もほぼみな､私がこの選任の権限 (否､む しろ義務､ しかも

強いられて行使せざるをえない義務)を行使するのを嫌 っているのである｣と語 ってい

るところからも明らかであろうoJ.X.Fairbank.吐 ー吐..eds,,TheI.G.in

Pe_A_il埠,Vol･1,lettersno.345.p.392. HarttoCampbell,Nov,6,1881. the

YaTnenSaystOme〟yeknowonlyyourself;doWhatyoulike.butifanyonedoes

vrong,you'llhavetoanswerforityourself," ThefellowswhomIdon't

selectforspecialbilletsorspecialspromotion,don'tthinkofthis

LLpersonalHansverability.andtheServicegenerally-seniorandjunior-hate

meforexercisingtheright(orratherduty-andthatartimperativelynecessary

duty)ofChoice.
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(56) 総理街門設立の詳細については､Banno,望｣旦吐 .ppl170-236･参照O

(57) 『第二次鵜片戦苧』第五冊､三三七貢､ ｢江蘇巡撫辞換請尊前諭交絶税司英人李泰

国軍同各□筆耕通商事宜片｣､成豊一〇年一一月一九日D現届開所新章､李泰国既碑司

税務､即聴周歴各口､帯同管理通商官員､妥排一切｡或接該嘆人面票､--如無中国大

臣節諭鱗所､恐各洋商意存軽視､諸多型肘｡求臣輪講軟差大臣和碩恭親王等､蓉給該英

人等節諭一道､鮪令野同管理通商官員､酌葦立法巌査倫漏､等情｡可否仰懇天恩､赦下

恭親王突折 ･大挙土柱良 ･戸部左侍郎文祥､蓉給笥諭一道､交李泰国政執｡所有各外国

通商一切防弊珂貴幸宜､銑令該英人符同各口管理官貞筆耕､並由恭親王等苔行通商各省

将軍 ･督撫 ･府戸､一億査照｡恭親王による任命書は､前註(43)所掲史料､参照｡また

その英文テキストは､Lay.OurInterestinChina.p.64,AppendixA.参照D

(58) 『薫耕東商始末』成豊朝､巻七二､頁一六､成豊一〇年一二月襲酉付､恭親王 らの

奏片.既辞換今有此請､白鷹顎給嘩噴咽執照､令其於各□常同所理o･--適武備院卿恒

棋帯有何桂清在上海給予罰諭原稿､即位膿其意繕給oFO17/350.WadetoBruce.

letter,Jam.23.1861.Encl.No.9.inBrucetoRussell.No.14.Mar.12,1861.

Wansiang(文祥) shewedmeadraughtofthePrince■scommissiontoLay. ltis,

aswellasIrememberamererepetitionofHoXveitsing,Itookexceptionto

oneortwomessagesinit,andhesaidLayhadonlytosubmithiscriticismto

thePrince.

(59) 『第二次粕片戟寧』第五冊､三四二頁､ ｢欽差大臣恭親王突前等奏適業洋帯全局酌

擬革程六憤摺 附章程六憶｣､成豊一〇年一二月初- E]o 前掲 『筆耕美希始末』､成豊

朝､巻七二､頁二､成豊一〇年一二月己巳､明発上諭｡またその後､この上海欽差大臣

が南洋通商大臣となる過程の概略は､荘吉蓉 ｢酒季南北洋海防経費的薯槽｣､二二四～

二二五頁､参照｡

(6D) 前註(58)所椙､恭親王 らの秦片からの引用文に先行O査外囲税務､易於倫漏､中国

官員､稽査難期周到o臣等亦擬令外国人鞘餅､倖線量悉韓国幣､難事多流弊､法難轟善､

但両省海口､巳令嘩噴咽辞雛､新増各ロ､未便雛理両度､更生弊貨o

(61) 『第二次鴻片戟寧』第五冊､三四一頁､ ｢欽差大臣恭親王突折等秦適業洋務全局酌

擬章程六億摺｣､成豊一〇年一二月初一目｡臣等就今日之勢論之､髪捻交乗､心個 之害

也o俄国壊地相接､有貰食上図之志､肘膿之憂也｡嘆国志在通商､暴虐無人理､不馬限

制､則無以自立､肢償え患也o故滅髪捻烏先､治俄次之､治嘆又次之oI.･･-若就目前之

計､接牌候的､不便梢有侵越､外敦信睦､而隈示覇磨､敷年間則偶有要求､尚不適璃大

害｡

(62) 総理街門における文祥の役割については､Banno,聖二._吐与･,pP･244-246･吐

辿 .参照o

(63) 前証(58)所帽､WadetoBruce.letter.からの引用文の続きo HelWansiang】
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askedquestionaboutLay.vhoTnOfcourse1alwaysextoltothefullofhisdue,

andTnadeonimportantreTnark.viz:thathisemploymentwouldbevaluableto

theGovernmentnotonlyinrespectoftradeandCustomsbutasaconfidential

adviseronforeignaffairsingeneral. Hewentontosaythathisowndesire

toseeLayinofficewasstrong,becauseSieh(辞換) andLao(労崇光) had

bothspokensostronglyinfavor,･･････

(64) この暴動はいわゆる苦力貿易における中国人誘拐に反対 して起こったもので､外国

人水夫にその鋒先が向けられた｡レイはその巻き添えを鳴った恰好で､右脇腹を二度刺

されてかなりの重傷であったoFO17/313.BrutetoMalmesbury.No.49.Aug,1,

1859. 『呉無鞘案選編』第五韓､^五五､ ｢呉輿藍蔚雲上何種情徐有壬真｣､一八五九

年八月三日O同上､九七五､ ｢呉輿呈外囲匪徒強粒人口節略｣､一八五九年八月｡また

この事件については､可児弘明 ｢成豊九 (一八五九)年､上海における外国人重畳撃事件

について｣､五四-五六貢､をも参照｡

(65) 『第二次鋼片戦苧』第五冊､四一八五､ ｢三口通商大臣崇厚秦遵照新草餅理通商酌

擬儒陳呈莞摺｣､威豊一一年二月一二日o前座経理王大臣蓄膿上海欽差大臣醇焼､節詞

李泰国衆津試所､井知照奴才徳門oprinceHungtoLay,Apr.7,1861,CitedinLay,

op.cit.,p.6. 『薫析夷務始末補遺』成豊朝第二冊､四一一一四一二頁､ ｢契祈畢

給英人李泰国都文｣､成豊一一年二月二九日｡

(66)-Lay.op.cit..pp,5-6. EnfeebledhealthfromsevereknifeWounds

receivedinanemigrationemeuteatShanghai.inwhichI[Lay]interferedto

tryandsavethelifeofasailor,compelledmetoreturnedtoErLglarLdonsick

leaveinApril.1861. 1twasa60urCeOfregrettobeobligedtoleaveatso

interestingandcriticalajuncture. HyowrLknowledgeofChinesecharacter

varnedneoftheriskIincurredbyquittingChinaatthatmoment.butthe

stateofmyhealthleftmenoalternative. 『纂斬夷務始末補遺』成豊朝第二冊､

四一〇一四一一貢､ ｢突訴畢 英人李泰圃申陳｣ 0 wright.op.cit‥ pp.151-152.

(67) BrucetoLay･Mar･15,1861,CitedinLay.op･cit･.pp･7-81 thesystem

yillgotothewallifyoudon■ttakethepresentopportunityofpresenting

yourselfatPekim ･･--Comeupherebeforeyougohome. Youareboundtodo

so･andifyoudon't,thereisanendofyouandyourinspectorship. Youwill

besupplanted[sic]beforeyoureturn,unlessyoumakeyourfootingsecurein

Pekin. TrLSPeCtOrGeneralrsCircularNo.25of1869,Nov.1.1869.citedin

MoTSe,Op･cit･,Vol.3,p.462. his[Lay'S]d色partureforEuropeatthat

moment甘aSinoppositiontostrongrenlOTIStranCeSmadebymyself[flart]and

othersinWhatWeCOnceivedtobehisownandtheinterestsoftheinfant
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service.

(68) OfficialandPrivateCorrespondenceofJames,EighthEarlofElginandSir

FIW･A･BrucefromtheArchivesoftheElginEstate,Broomhall,Dunfermline.

Fife･LaytoElgin,Private.Shanghai,Mar.22.1861.citedinGerson,_Pp.__Cjt..

p･215l PrinceHunghassentmeacommissionasInspector-General. Butthe

rebellionhasgainedsuchstrengthoflateastothreatennowtheimmediate

doyfalloftheDyrLaSty. Thisfactandthestateofmyhealthconsideredhave

deteminedmetogohomeonleaveofabsenceforthisyear. ･･････Before

extendingtheSystem.1thinkitprudenttowaitandwhatthisyearwillbring

forth･ Fromthepresentaspectofthings.itseemscertainthattheDynasty

mustreviveorfallthisyear, IfnextyeartheTatsingbeintheascendant.

IshallhaveaclearfieldforTRYOPerations,Whileiftherebelsare

triumphant,Ishallhavenot,hingtoregret. lnthemeantime,Ishallhavean

opportunityofexplainirLgathoTneWhattheForeignestablishTnentis. このよう

なレイの考えは､清朝は十分に中興する余力を残 しているとするハー トと対披的である｡

D.ド.Rennie.PekingandPekingese,γol.1,p.216. Mr.Hart,Ifind.quite

coincidesWithTneinanopinionwhichobservationhasgraduallyledmetoforTn,

nalnely,thatthepresentdynastyisbynomeansinsototteringaconditionas

vehavebeenwonttosuppose,andthatitpossessesamplevitalitytoIleCOVer

itself.providedsomemoresystematicstepsvlereadoptedtoreducethe

rebellionintheSouth. こうした点にも､レイとハー トの政見の違いを求められるで

あろう｡坂野正高 ｢ロバー ト･ハー ト｣､同 『近代中国外交史研究』､三五一～三五五

頁､参照O

(69) Rennie,op.cit,,pp-202.215-216,220.247-248,258-260,263-264･

(7D) 『第二次璃片戟宰』第五冊､四八七頁､ ｢経理各国事務恭親王突折等請鱗戸部合同

商研税別摺｣､成豊一一年五月初一〇日.臣等白撫務初定以来､無目不以各口関税馬念O

-･･･近因経理税務司赫徳 (氏.Hart)来京､数日来所議章程､頭緒紛繁､苦難洞悉其流弊｡

--無知臣等向於税務未詰､臣文祥錐現任戸部左侍郎､而一人之才力有限､恐知其-､

不知其二､於税務弊端､究難轟除｡

(71) 同上､四九三頁､ ｢経理各国事務恭親王突所等秦輿英使等商所税務情形相｣､成豊

-一年五月初二七日D赫徳難係外国人､察其性情､尚慮馴 腰､語言亦多近埋o

(72) FO17/355.BrucetoRussell.No.150,Oct･26,1881･ Buttheirignorance･

andtheprinciplesonWhichtheiradministrativesystemisbased･Tenderthem

unequaltodealingwiththedifficultiestObeencounteredinworkingoutin

detaiithestipulationsoftheTreaty;andhaditnotforthepresenceofMr･
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HartIdonotthinkthesubjectwouldhavebeenmadeintelligibletothem.

(73) Rennie,op.cit･.pp･263-264･ RespectingMrrHartrsvisittoPeking.Mr･

WadetellsmethathemadeaTnOStfavourableimpressiononboththePrinceand

Wan-se-ang.andthatthattheyhaveexpressedthemselvestDhimasbeingmuch

pleasedWithhim. ThePrincespokeofhimas'Lw0-mum-teeHa-ta,"

(74) Banno,op.___C_ll.,pp.237-244･

(75) Rennie.99Lqit_.,p.260. Mr･Hartsays,that.intheTnOSturLblushing

lnanner.boththePrinceandWan-se-angdeclared,thatfroTnOneOftheirred-

buttonedmandarinsdowntoatinckchai,ororderly,thereishardlyaperson

inthegovernmentemploymenttheycantrust. Theyprofesstobefully

impressedWiththegoodfortunewhichtheynowenjoyofhavirLgforeignersin

theiremploymentWhospeakthetruth.andonwhosereportstheycanwith

confidenceact,fromtheassurancetheyfeeloftheirbeinginaccordancewith

facts.

(76) Norse.op,___担 ･.Voll2.pp.47-48.

(77) CMC,Documentsillustrative,VoIL1.1937.pp.1- 3.InspectorGeneralls

CircularJlo.1of1861,June30.

(78) 里旦 _ChirLa.Ⅳ0･__軍(1g旦4):Correspond_Oncer_espe叶ingtheFittingout,

DiSpatChingtoChina.andultimateWithdrawal.oftheAnglO-ChineseFleet

undertheCommandofCaptainSherardOsborn;andtheDismissalofMr.Layfrom

theChiefln印eCtOrateOfCustoms･p･22,BrucetoRussell.Ⅳovl19,1863･

They[theChineseGovernTnent]donotlookupontheInspector-Generalasany-

thingTnOrethanasubordinateofficerintheiremploy,towhomageneral

superintendenCeiSgivenovertheforeignersengagedtoaidinthecollection

oftheCustomsrevenueonforeigrltrade.butonwhomnocontrolisbestowed

overtheappHcationofthe0fthereceipts. Theydonotconsiderhima

politicalofficeratall,nordotheyconsulthimasofrightevenin

questionsaffectingforeigntrade.

(79) 『薫耕夷務始末』同冶朝､巻ニー､真四七､同治二年一〇月甲午付､恭親王 らの奏

片に附属､ウェー ドあての書鞄｡査李前線税司之在貴国､並無官職､在中闘充苫緒税務

司､既食中国之倦､即興中国屠員無臭｡其職分亦輿各省海関相等｡

(80) 前註(78)の引用文の続 きo･･････anditWasonlybyhis[Mr.Hart'S]tact,good

SerLSe,and7nOdesty,thatheobtairLedaccessto､thePrinceofRung.andturned

tousefulaccountthefavourableimpressionhemadeuponhisImperialHighness

andhi写adyiserS.
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(81) Banno･旦聖二.出土･,pp･225-232. S.M.Meng.TheTsungliY｡me｡.1962.
paSSlm･

(82) E.g･･Martin･埋｣旦吐 ･p･293･ Horse.旦山 上 .Vol･3,pp･398-399l

Fairbank･etal.Ieds.･_op･tit,.Voll1,lettersmo,510,p.583. Hartto

Campbell,Jam.8.1885.

(83) Morse一99LCit_･.Vol･2,pp･366-367,387-388.γol.3.pp.404-405.

(84) 『第二次璃片戦雫』第三冊､五一八頁､ ｢欽差大挙土柱良等秦行抵常州合商税別大

概情形摺｣､成豊八年八月二〇 日｡若夫兵費六百寓､似不値輿較｡現在毎年所徴夷税､

較前尚不至短観､約計不過一両年可以給清｡･･川･以彼之税､償彼之費､於我似無大損｡

(85) すでに一八五七年に､香港総督パウリングが外国人税務司制度に対す る反対に反駁

して､ ｢いま我々が有する中国の税収-の足がが りは､交渉に役立つのみならず､我々

の要求する 〔陪償金〕支払の物質的保証を与えるものともなりうる｣ と述べているとこ

ろから察 しても､そうした蓋然性が大 きいといえよう｡FO17/264.Bow一ingto

Clarendon,No.92.Feb.26.1857. Ishouldbeunyillingatthepresentnomertt

tobeinstrumentalincreatingadditionaldifficultiesbethedestructionofa

holdyenowpossessupontherevenueofChina.Whichmaynotonlyassist

negotiationsbutgivesubstantialsecurityforthepaymentofourclaims.･･-･･

(86) FO17/274,C1arendontoElgin,No.111,Dec.10,1857. Ihavetocaution

YourExcellencyagainstactingupontheviewWhichSirJollnBovringappearsto

entertainoftakingintohisownhandtheadnirListrationoftheCustomsat

Cantonasasecurityforthepaymentofsuchsumsaslnaybeexactedfromthe

ChineseGovernment.

(87) CIMC.Treaties,Conventions,Vol･1,pp･624-625･

(88) 『中英関係史料』､三〇三頁､ ｢大挙土柱良等敦美佳列衛廉 (Williamち.Reed)照

合｣､成豊八年五月一五 日｡

(89) 同上､三一三～三一五五､ ｢大挙士桂良等輿糞便列衛廉立的｣､成豊八年一〇月初

三日､ ｢大撃士桂良等致美副使衛廉士 (S.W.williams)照合｣､成豊八年一二月初二
)r

日.Williams.ed.."TheJournalofS.WellsWilliams, pp.96-97. November

lath.[1858] --BesidesthesupplementarytreatycontaiTLingthetariff.Mr･

Reedalsosignedaconventionaboutthepaymentofclaimsforproperty

destroyedatCantonandWhalnPOabelongingtoUnitedStatescitizensI The

chinesegovernmenthasagreedtopaythesumoffivehundredthousandtaelsby

deductingonefifthfromthedutiespaidbyAmericanshipsatCanton･Fuhchau

andShanghai.commencingnextChineseNewYear･ Ofthissumthreefifthsis

tobepaidatCanton,onefifthatFuhchau.andonefifthatShanghai･ --･ln
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gettingthroughwiththetariffandtheadjustmentofAmericanclaims,wehave

hadtotrustverymuchtotheassistanceofMr.Lay,andIdon'tkrtowwhenwe

shouldhavesettledthelatterifwehadnothadhishelp.

(90) 『第二次鵬片戦争』第四冊､三八八頁､ ｢腐乗巡撫蓄齢婁訪査卑海関税銀美佳提去

数日及其鍔卑城情形摺｣､成豊一〇年四月二五日｡現在李春闘の往上海､交給夷人赫徳

按排｡計自九年八月二十六日起､至本年閏三月二十五El止､共征銀六十三寓六千五百飴

繭､内併蘭西夷人陸棲提去銀三十三寓三千三百三十線繭､米利聖夷人提去銀四寓南､均

栴操作抵六百寓撫東榎糞｡-･･･共披英人提去銀四十七寓四千飴雨｡

(91) 前註(4)､参照OWilliaTnS,ed,,op. Bit..p.220. Novemberヮth,[1859]

IamofopinionthattheAmericanmerchantsdiSinclinetoacceptthestricter

performanceofthecollectionofdutiesbecausetheyhavesolonggotoffwith

thepaymentofhalfortwo-thirdsthelegalamounts,andthenewsystem

involvesmuchmoretroublethantheold.

(92) Wright,op.cii..pp.143-144. これがのちのいわゆる拝聞の国際性 (E.g.,

主旦旦旦.,p.2. Martin.op.°it,.pp.413-414.)の発端になったのはいうまでもない.

(93) Lockwood,HeardandCompany.pp.99-101.

(94) IUPBPP,Vol.34.AffairsinChina,p,214(376).ElgirltORussell,Oct.25,

1860. Iholdonthispointtheopinionwhichis.Ibelieve.entertainedby

al1-persons,withoutexception.whohaveinvestigatedthesubject,that,in

tbepresentdisorganizedStateOftheChineseGovemment.toobtainlarge

pecuniaryindemnitiesfromitissimplyimpossible,arLdthatallthatcanbe

donepracticallyinthematteris.toappropriatesuchaportionofthe

Custom-srevenueaswillstillleavetoitasufficientinterestinthat

revenuetoinduceittoallowthenativestocontinuetotradevIithforeigners.

(95) CIMC,TTeaties.Conventions.Vo1.1.pp.219-240,674-675,

(96) 『第二次肇片敬苧』第五冊､二九九頁､ ｢欽差大臣突折等秦英照合陪款接税和締及

法使抵津各情摺｣､成豊一〇年一〇月一八日｡該夷貴利性成､探恐該監督等於三個月内､

所徴夷税､別有懐匿､該夷欲査諭明確､所敏之敷既多､別所和之敷亦因而加増｡是其

〔-以〕輔鋒必較､不肯馬名監督蒙混､致徴多和少､情見乎詞｡

(97) 同註(23)o至於夷人交納税課､硝妹渦悉､絶不審我浮牧､非十三行末轍之時可比｡

内地税官､亦無従而姑潤､皆有報部射籍､及夷人枚数可査｡是原定章程､行之於道光年

問､未轍洋行以前､誠司以一努永逸､而行之於今日､究輿時勢不甚相合也｡･.････

(98) 同註(26)｡江海関徴収夷税､向東商滞貨物情単二報明領事､特報海関稽徴､明立文

案O中外皆有新語可樽､至無碍収及徴多報少之弊.苦情査浮冒､則該夷本無陪累､東西

･夷商､均不知所感也0
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(99) 『薫研乗務始末』成盟朝､巻七二､頁三六～三七､成豊一〇年一二月葵未付､恭親

王 らの秦片o臣等擬屈其時､著駐京夷官､令其向各□領事官乗取交税敷目早､按月送呈､

輿各省所報粟封凸並調取各関流水紅樽､興部頒税簿認崖稽査､白免侵蝕之弊｡或令弟人

m常同司税､厚以虞杭､令其接斉苔報総理街門及戸部､稗期層層稽粟､似不至弊混.

(loo) FO17/350,WadetoBruce.letter,Jam.ll,1861.Encl.No.7.inBruteto

Russell,No･14,Marl12,1861. He[Wansiang]wentontosaytheycouldnot

managetheindemnityquestionyiithoutforeignassistanceintheCustoms

establishlnent,Which,moreover.theylyere]boundtobringunderauniform

system.

(101) 新たに総理衛門の常新大臣となった前卑海関監督恒轟酎こ対する見方を伝える次の史

料は､いささかェピソー ド的で､また賠償金に限った記述でもないが､このような恭親

王 ら総理街門首脳の置かれた立場と方針をよくあらわしていよう｡定ennie,op.°it.,

p.260. ThePrinceexpressedanopinionthattheyshouldsendahighofficial.

likeWan-se-an岩himself,tovisittheportsWhereforeigntradeiscarriedon;

andonthelattersaying."WillHang-Ki(恒顧) do? Shallvesendhim?"the

Princeshookhishead,andsaid.''No.no;hehasbeentoolongatCanton. His

reportsyouldbeprettysuretodrawnupinaccordanceWiththeprinciples

vhichhetookforhisguidancewhenheyascollectorofcustomsthere." Hang-

KidoesnotseemtobeaspecialfavouritewiththePrince,andheisstated

tobesomewhatobstructivetotheextensionofi叩rOVedrelationsWith

foreigners.beingTnuChWeddedtotheoldCantonli;･-･･･

(102) 『成豊年間奏摺樟案底本』射集､ ｢戸部奏陳関税情形摺｣､成豊三年｡各関税同乗

倶按正額 ･盈験､定銀数徴収､--如盈除外再有多錬､亦即値収値解｡是健壮健解之名､

篤盈除外再有多収着言之｡非正額 ･盈飴､尚未徴足､即借口於値征値解､馬徴収関税開

-巧使之門也0.-･･況臣部桝理関税､原以額定税数馬考核o今不論額定税敷､而第日倭

牧値解､則十成内収至九成者､謂之億征億解､即十成内僅敬重一二成者､亦謂之値征健

解｡是征収関税､可以任意戯短､而臣郡亦無想考核｡其名雑著無弊､而其斉最易滋弊｡

(103) FO17/176,AIcocktoBonham.Octl9,1850,ErlCL No･10inBonhamto

palmerston.No.32.Apr.10,1a51･ SomethingIthinkmightbegainedifthe

chineseGovernmentcouldbeinduced,withoutdelay.tofarmoutthedutieson

ForeigmtradeatthisPort･ Theyhavehithertodeferreddoingso一uncertain

frontherapidincreaseanddevelopmentoftheTrade･aStotheaverageamount

ofannualRevenueitmaybemadetoyieldtheImperialTreasury･ Unfortunate-

ly.inthemeantime,theSuperintendentofCustomshasnointerestinthe

increaseoftherevenue.forallthatpasses･throughtheCustomHousebooksis
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tohimasourceofExpense.asithastobeforwardedwiththesealedbooksto

PekinathisCost. Hisinterestthereforetogetherwiththatofhis

subordinatesliealltheotherWay. ThesmallertheOfficialreturnofDuties

leviedonForeignTradethelesswin betheexpenseincurredforthemelting

andtransmissionoftheSilver,themoremoderatewillbetherateatwhichit

mayultimatelybefarmedtohimorhisSuccessor,andfinallythelargerwill

betheamountobtainedbycollisionwiththeShippersfordivisionamongthe

CustomHouseOfficials.

(184) 前註(100)の引用文の続き｡WanSiangsaiditwouldnotdotoemployChinese.

becauseitwascleartheydidnotreportalltheycollected,andheinstanced

Sieh,vIho.hesaid.hadsentinnoaccountsforthelastthreeyears. ただ Lの

ちの李相章や上海道台の黄芳や呉照の報告によると､洋関で徴収する収入すべてを江蘇

省の軍費にあてるのは､成量七年以来の慣例で､遅 くとも成豊一〇年には醇塊が中央に

要請 して､許可ずみであったというO 『李文思公全集』秦稿､巻-､ ｢江海関洋税第六

結並免畢税無従掩遠摺｣､同治元年七月十三日｡経前撫臣辞換秦准､値所収産掴 ･関税

抵放軍鮪o同上､巷三､ ｢関税留抵軍的摺｣､同治二年五月三〇日O嘗即前行現署蘇松

太道黄芳､合同呉贈､---接詳構､江海関徴収洋税､成豊七八九等年､均感歎解交蘇省

筆絢局､乗積軍的｡--是年 (成豊十年)十二月､由辞換秦講､牌海関所徴洋税 ･手口

･土貨半税､並群集税銀､値敷抵樺本省軍的､是己英明有案｡もちろんその支出の明細

を報告 していたかどうかは疑わしく､その点なお明らかではない｡いずれにせよ､中央

の地方に対する感情は読みとれよう｡

(105) 前註(96)の引用文の続 き｡惟思､各該監督歴来徴収関税､往往以多報少､障匿侵蝕､

積習相沿､無従徹底清査｡立該東国細微二成之故､毎屈三個月､必将収納組数､査封清

楚､各該監督無従隈置o是該夷僅創口数二成起見､而嗣後戸部持可特報明和敵二成之数､

核算収納頼敷､尭可耗竜悉入園帝､不能精有侵蝕､於関税積弊､馬之廓清､似於閥務有

益O

(106) 前註(104)の引用文を参照O

(107) 酒代の財政構造における戸部の統制機能と､その酒末に至っての崩壊については､

岩井茂樹 ｢酒代国家財政における中央 と地方｣､参照｡

(108) 『宿代砂措』､ ｢酒代財経史料 (題本)｣､ ｢関税 贋東各関｣､同治六年八月一

八日､卑海関監督師骨の秦摺.卑海大関堕各口征収正雄銀南､向係常洋不分､例於-年

期満､先婿組敷秦明､侯査核支輯確敷､男行恭疏具題､分数道筋解部｡嗣於同治二年十

一月間､奉部笥行葵准､蒋各海関洋税収支数日､均以成豊十年八月十七日割 缶､仇按三

箇月秦報一次､手口足四結､専摺奉納一次､仇従第一結起､道具毎結四柱清新､送部査核､

母庸接児間期題鏑､以清界割而免稽延｡其各関腫征常税､m令各接関斯､児常題的､以
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符碧制､等臥 業婿征収洋税数日､接照結臥 以四結馬一年､分別按年具秦｡其常税数

日､遵照的接開期所乱 文於同治四年五月間､奉部前行奏准､卑海関常税､既査明毎年

所征､不過激寓､別例定正額銀四寓三千五百六十四両､鷹即作烏常税正軌 -･･･盈飴一

項､既接秦構､現在豊箇無常､鹿准其侯二三年後､由爾康総督合同卑海関監督､慣案情

形､再行定額､･･--再本年五月十一 日､奉到部前栽覆､卑海関常税正額銀五寓六千五百

十-南九鏡一連､盈除銀十寓雨-摺､於同治六年三月初一日具秦､本日奉旨､依議､欽

此oこの引用文の概略のみなら､ 『光緒大槽合典事例』巻二三五､戸部､関税､に記述

がある.なおここにみえる同治二年一一月に卑海関が受理 したという妻椎の規定には､

洋税について旧来の各関の決算期 日に従った題本での報告を西洋麿の三カ月ごとの奏摺

での決算報告に改めるほか､ ｢親填簿などの使用をやめる｣とも記 されている (『寮耕

夷務始末補遺』同治朝第二冊､二五六～二五七貢､ ｢〔福建巡換〕徐宗幹奏 間海関洋

税十三結収支数日由｣､同治三年四月二六 日)｡これは親填簿が商人たちの徴税請負に

不可分な手続であった (陳圃棟 ｢酒代前期卑海関的税務行政｣､四六六頁)ことに鑑み

れば､本稿で考察 してきた西洋貿易での徴税原理の変容を最終的に清朝側が制度的に確

認 したものと位置づけられるであろう｡

(109) Norse,op･cit･.Voll2,ppl49-63. M.C.Wright,TheLastStandof

ChineseConservatism.pp,16-18. 醇福成 『庸庵筆記』巻二､ ｢成豊季年三好伏諜｣0

(110) 坂野正高 ｢中国を英国の外交官はどのように見ていたか-マカー トニー使節団の派

遣から辛亥革命まで一｣､前掲 『近代中国外交史研究』､二七〇一二九〇頁｡

(111) FO17/371.BrucetoRussell,No.33.Apr.13.1862. IyarnHerMajesty's

Governmentthatlcannotmaintainthehighmoralpositionitismyobjectto

takeatPeking.unlessthisestablishmeTLtisupheldyiththeauthority

requisitetomakeitrespectedbyforeigncommunities. MyWholetimeand

influencewillbeWastediningloriousdiscussions.arisingoutofCustom-

housecases.inWhichtheobjectoftheforeignerwHlbetodefraudthe

revenuebyalltheingenuityhecancommand,andthetendencyoftheConsul.

tolistenfavorablytothesuggestionsofinvoluntaryerrorandabsenceof

corruptintentionWithWhich.unscrupuloustradersshieldthemselveswhen

foundout.

(112) i旦旦旦埋.Vol.32,FurtherPapers.pp.130(496)～131(497).BrucetoRussell.

Oct.6.1862. lookingtotherecoveryOftheindemnities,andtothegreat

importanceoftheChineseGovernmentnotbeingdeprivedoffundsatamoment

whenitisstrivingtorestoretranqui】1itytothecountry.王thinkyour

LordshipWillagreeinthepolicyofupholdingthesystemagainsttheclamour

ofthosewhoareinterestedinreturTtingtotheformercorruptand
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unsatifactoryCustomsAdministration.

(113) プル-スの政策に対 しては､イギリスの外務省のみならず､貿易省 (theBoard

ofTrade)も支持を与えていた｡また列強の支持の背景には､アメリカ公使バー リンゲ

ーム (AnsonBurlingame)の主唱に係る､一八六〇年代のいわゆる ｢協力政策｣ (the

c0-OperativePolicy)が存在 していたoN.A.Pelcovits,OldChinaHandsandthe

FQ_relgn即fice.pl24･ Wright,op･citl.p･189･ M･C･Wright.op･Cit･･pp･

21-41.

(114) 彼 らはイギリス本国においても反対運動を繰 り返 したが､そこでは外務省が天津条

約の調印者エルギンの意見を徹 し､また賜暇帰国中の総税務司レイがこうした不平に対

して逐条反駁 した覚書を提出したo上世壁!,γol.32,_FurtherPap_e"rs,pp･192(560)～

195(563),171(539)～179(547).El宕intoLayard.Feb.8.1862, "Memorandumby

Mr.Lay.ChineselnspeCtOrOfCustoms.OntheComplaintsoftheHong打ongand

ShanghaeChalnberofCommerce." これらの議論そのものはすでに詳細な研究 もあり

(e.g･.pelcovits,op.tit.,pp.21-31.etpassim.)､また必ず しも本稿の目的で

もないため､立ち入って論 じない｡

(115) IUPBPP,Vol･32.Further__Pap_ep .p.162(530).PercevaltoRussell,Aug･

26.1861. thefaithlessnessoftheChinese,aidedbythetrainedastuteness

oftheforeignersyhontheyemploy,hasendeavouredtodetectflawsinthe

languageoftheTreaty,andtoapplytheirassumeddiscoveriestothe

detrimentofBritishinterests.

(116) 地主旦..TheShanghaeChamberofColnmerCetORusssell.Åug.20,1861,

p.166(534). ･･川.thoseillegalitieswhich.ininfringemerLtOfourTreaty

rights,havelatelybeenattemptedbytheHnperialMaritimeCustoms.evenvIhen

enjoyingtheadvantageofforeignexperienceandadviceintheir

administration.

(117) この表現の温度差は､香港商業会議所と上海商業会議所がそれぞれ､拝聞の設置に

あたり直面 した問題を示すものである｡第二葦第四節に論 じたように､広東における拝

聞の設置は､香港と広州を往来する小汽船による取引の規制を目的としていた｡それは

香港の外国商人にとって､みずからの通商活動に対 し､新たに加えられた拘束であり､

堪えがたく感 じられたO-八六一年に設立された香港商業会議所の目的は､ ｢現地の通

商の自由と利益を保護する｣ことにあり､それを損なうものとして拝聞が位置づけられ

た (E･]･Eitel,_E_uropeinChina_.pp.383-384.).彼 らは洋関の取締行為を ｢外国

人の雄編的暴力手段｣と断 じ､ ｢個々の犯罪者が解法な行動をし､それによって外国人

の名が嫌悪され､彼 らと同国籍の無実の人々まで敵意を抱かれるようになるよりも､は

るかに有害な結果をもたらすであろう｣とさえ主張 したのである (同証(115)｡The
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Chamberbelievesthattheconsequencesofthisorganizedplanofforeign

violence･althoughflourishingunderhighofficialsanction.willbeinfinite-

lymoreperniciousthananylawlessactsofisolatedcriminalsinproducing

detestationoftheforeignnameandhostilitytotheinnocentfellow-country一

menoftheseindividuals.--)｡他方､上海商業会議所の主たる関心は､後述する

ように内地通過税の問題であり､そこでは拝聞が自分たちの利益に正面から損害を与え

たという認識よりも､む しろ当初の期待が裏切 られたという失望感が強かったのである｡

(118) 1旦巳旦埋,Toll32.FBLLh_erPaper_S_,p.162(530).PercevaltoRussell.Åug.

26･1861･ ThedesignoftheTreatyofTien-tsinunquestionablywastoafford

agreaterdegreeofexpansiontoBritishtradewithChina.andgreater

privilegestoHerMajestyTssubjects.officialandnon-Official.inaccessto

theinteriorandinintercourseWiththeChineseauthorities.

(119) CMC,Treaties.Conventions,Vol.1,pp.220-221,234-236.

(120) これはもともと､ひとしく外国人税務司制度に賛成 したとはいえ､清朝側の認識と

外国側の思惑が正反対であったことにもよる｡前註(31)の引用文にも見えるように､清

朝側は外国人の取締､とりわけ内地への進出をくいとめる機能を認めて､外国人税務司

制度を評価 していたからである｡

(121) 1吐旦..p,163(531). somecheckisgrieveusly[sic]yantedupontheFoyer

ofprovincialmandarinstolevydutiesand"squeezes"Onimportsandexports

attheirownwillandpleasure;andtodefeatthisTillrequireunceasing

vigilanceandenergyonthepartofforeignauthorities. Rightlyoryrongly.

theBritishRepresentativesinChinaarebelievedtofavourtheideaofa

centralizedadministrationandarevenueforImperialasdistinguishedfrom

localpurposes;andasintheexistingstateofChinathisonlydiminishesthe

resourcesandimportanceoftheprovincialauthoritieswithoutprovidingany

substituteforWhatitdeprivesthemof,thelatterfiTlditanotable

expedienttomakeBritishtradepaythepenalty,andfilltheircoffersWith

theseillegalthoughtacitlyadTnittedi叩OStS.

(122) JardineMathesonArchives.LetterBooks.Jardine,MathesonaCo.to

Mendel(Manchester).Mr.30.1861,citedinPelcovits,op･cit･.p･22･ vemay

observethatthecountryisinastateofdesolation,andthatthedutiesnow

collectedattheforeigncustomhousesarebeingappliedtoImperialandnot

provincialwants. TheeffectDfthislastcircunlStanCeSistocause

additionallmpoststobeleviedonthetransitofgoodsinthelTlterior.--

(123) iEPBPi Vol.32,FurtherPapers,p.170(538)ナBruc専tOAntrobus-Sep･23t
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1861. Youaresufficientlyacquaintedwiththehistoryofourintercourse

withChinatoknowthedifficultyofpreservingtradefromexactionsinthe

interioratatimeWhentheGovernmentisstrainingeverynervetoprovide

fundsforthesuppr与SSioT10faformidablerebellion,andwhenbyTreatyitis

debarredfromtheusualresourcesofGovernmentsinsuchcases,namely,that

ofraisingreveTluebyincreasedCustomsimpositions. Thetransit-dutyclause

wasdevisedtoI･elievetheforeigntraderfromarbitraryinternalexactions.

withoutilnPOSinguporllterMajesty'SGovernrnentthehopelesstaskofinterfer-

ingbetweentheChineseauthoritiesandtheirChinesesubjects. Unfortunately

thegeneralanarchythatprevails.andparticularlythedisturbedconditionof

thecountryintheneighbourhoodofShanghae.rendersatpresentthebenefit

ofthearrangementalmostnugatory,andgreatlyenhancesthedifficultiesof

anyoneyhohasatoneandthesameTnOnenttOCarryOuttheprovisionsofthe

Treaty,andtoplacetherelationsofthetwocountriesonapermanentand

morefriendlyfooting. Thesanecauses.togetherwithlocalinterests.areat

workinthwartingtheattemptsoftheforeignemploy色stointroduceamore

honestandbettersystemofadministrationintotheChineseCustom-house.

124) 『呉無碍案選編』第六韓､二五三貢､ ｢呉贈複葉両局函｣､一八五八年五月一九日D

道憲輿之 (夷官)力学､以､華南買貨後､患桐軍的､輿洋商量不干渉｡同上､五二七一

五二八頁､ ｢辞焼致麦華陀 (W.H.Medhurst)函｣､一八六二年八月一日｡土貨如掃華

南手内､革官亦可任便抽産､川.･･韮准釆文､允以揮薬一握棄輿華商､轟潅便加掴､土貨

如韓華南□□ 〔一手内〕､華官亦可任便抽産､足徴貴国和好之誼､良深感凧.同上､五

二九～五三〇五､ ｢蒔換致麦華陀函｣､所収､ ｢洋商運土貨進内地南i抽蓮華程｣､一

八六二年八月｡･-･･凡各種洋貨､一握中間商人買回､運進内地鏑管､即屈中国貨物､臆

照土貸運進内地例､一律抽盤､輿外国商人無渉O･.･-此係明定専拙筆商運土貨出口之産

金､不渉洋商之事｡当時の子口半税と産金､およびそれに対する外国側と清朝側の態度

については､次を参牌oBIDean,ChinaandGreatBritain,pp,42-47.

:125) 哩 ,γol,33,Elgin6SpecialMissions.p.402(822),01iphant良Wade.

loc･cit･ TransitDues-TheChinesewouldprefertohavetheseleviedatthe

porttolevyingtheminland. -･･-Thedutyonsilk.knownas''sankwan

tau[sic]"duty･wouldincludedinthe21/2percent･advaloremrate･ Dean.

op･cit･,p･47. ただしこれはなかなか中央から認可がおりず､江蘇巡撫辞換､なら

びに彼に代わった李沌章も許可を願い出ているo 以下を参照O 『筆耕乗務始末』成翌朝､

巻七八､頁一二～一四､成豊一一年五月庚寅付､署理欽差大臣江蘇巡撫辞襖の上奏｡

『李文息公全集』秦稿､巻八､ ｢海関鷹確北新毒削li太平三関蘇税請免補解片｣､同治四
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年五月初六日｡

(126) 『李文忠公全集』奏稿､巻七､ ｢赫徳請加接察使街片｣､同治三年一一月初五日｡

菟査､棺税務司赫徳､年来経理祥税､接済鯛罵､用資戦勝､即興宣力行間無異O

(127) 『筆耕責務始末』同治朝､巻三〇､頁一二-一三､同治三年一一月丙辰付､恭親王

らの奏摺｡蘇省連年用兵､一切的寛､均籍洋税源源接帝o

(128) 洋税は前節に論 じたように､戸部が把撞できた税収であったから､報告を怠ると弾

劾をうけることになる｡たとえば前註(104)に紹介した文拝の見解は､やがて後任の江蘇

巡撫李内幸に対する公式な戸部からの弾劾となって表面化する｡ 『李文忠公全集』秦稿､

巻三､ ｢関税留抵軍的摺｣､同治二年五月三〇日｡幕准戸部容､奏春江海関徴収洋税等

銀全数動積軍需無存-摺､於同治元年十二月初一目､奉旨､俵議､欽此o査原秦内閲､

例載､各省関税銀繭､管開監督於年満 ･季満時､遵照定例､解交部庫､該督撫母得率行

指頼o如通有迫不及待之項､准其聾赦賓在情形､専摺秦明耕理D今江海関日成豊十年七

月二十六日起､至十一年七月二十五日止､･･･-･統計一年期満､青存銀一百三十一高八千

七十七両六鐘七隆一竜､接該撫奏稀､因軍務喫緊､勤樽無存､等語｡査該関徴収西洋各

国税砂銀両､除辞典税一項､例臆専款解京外､其正半各税､鷹怜遵定例専款存儲､分批

解部｡即不得己借確軍需､亦臆先行秦明､方准動用｡

(129) 『筈所乗務始末』同治朝､巷三八､頁一二､同治四年一二月丙申付､恭親王らの秦

片｡現在和款婿完､臣等擬令絶税務司､仇照善幸､按照三箇月一括之期､接責呈報臣街

門及戸部査豪､頼期洞滴婦公､勿篤吏晋侵蝕中飽｡重各該開洋税､既無外剛口款､且東

南等省､軍務亦漸粛清､自席酌量櫨解､以裕庫健｡ ･･ ････於部掩京的 ･協駒之外､内接結

酌提四成､委員解交部庫､男款存債､以備要需｡

(130) そのもっとも典型的な一例として､左宗業の映西 t甘粛の回乱平定があげられよう｡

彼が二〇〇万両の軍費を､洋税を担保に外国商人からの借款で賄おうと提案 したところ､

恭親王らは利息の負担が過大になるとし､その二〇〇万両を半分ずつに分かち､借款は

-〇〇万両にとどめ､もう一〇〇万両は戸部に送るべき四成拝観を充て､各海関は直接

左宗菜にひきわたすよう答申したのであった｡ 『篇桝乗務始末』同治朝､巻五六､頁二

六､同治六年一二月丁未付､総理各国事務恭親王らの秦摺｡四成洋税一項､雛係秦明解

部之款､然有款可以抵換､似不妨暫烏通融桝理､免得多出息銀O擬令江蘇 ･斬江 ･福建

･湖北 ･庚東各海関､接照左宗葦原擬代借之敷､割分属二､一半由鹿解部庫四成洋税項

下､先行提出､飛速解交左宗業軍曹支用｡一半由各海関出具印票､由各菅撫臣加蓋関防､

交胡光糠､向洋商借用｡洋税を担保とする借款 ･外債の詳細については､別稿を予定 し

ている｡

(131) 『海防持』丙､機器局､三四貢､同治六年四月一五日付､軍機処より総理街門に交

付された骨国藩の妙片｡清祥税解部之四成､酌留二成､以所要霜｡-∴以一成馬専造輪

船之用O以一成馬酌済惟軍及添兵等事o其飴二成､m随時按結報解｡ ･･ ･ -同治六年四月
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一三日､軍機大臣奉旨､著照所請､該衛門知道､欽此8

(132) 以上の点において､洋税ほとりもなおきず中央政府の財源とするこれまでの研究は､

甚だ正確さを欠 く｡次を参臥 Wright.旦臣｣出土･.pp･259-260r333-334･漬下武志

『中国近代経済史研究』､八一～八二頁｡また一九世紀の外国人の著述にみられる､四

成洋税は中央の､その残りの六成洋税は地方の財源とする議論も､一八九〇年前後の状

況に対する観察に基づくものであるため､なおいっそう考察を要するであろう｡たとえ

ば次を参軌 E.H.Parker."TheFinancialCapacityofChina."pp･105- 106･111.

116. iEfBPB:,Vol.19,G.Jamieson,_R__甲Ort0_pthe_旦evenueandExpenditureOL,

_t桓 ChineseEmpire-p112(606). ただしそのうち､以下のような言は参考に値するo

｢地方の盲人があらゆる手段をつくして-ー トの洋関を妨害 しているといえば､それは

誤りである｡何となればそれは年四〇万ポンドの収入を生みだし､少なくともその半分

は北京の戸部から､地方の需要に充当されるからであり､したがって地方官はある程度

までは､洋間に協力的である｡ しか し彼らが決 してしようとしないのは､それ以上の財

政の中央集権をうながすことである｣ (Parker.op.cit･,pp.77-78. 1tisa

mistaketosaythattheprovincialmandarinsdoailtheycantothwartSir

RobertHart-scustoms,whichproduces£4,GOO.GOOayear. Atleasthalfof

thisIS aPPrOPriated"bythePekingBoardofFinancetoprovincialuses,and
I a

theprovincialauthoritiesvHlinglysupporttheCustomsuptoacertain

point:butwhattheycertainlywillnotdoisencouragefurthercentralisation

dffinance,exceptandinsofarasconcurrentarrangementsaremadetodevote

aportionofthereceiptstoprovincialuses..･･.･･)｡ ｢督撫は洋税を掌中のものと

見なしたことはなく､･･-･たとえ拝観のかなりの部分が省の支出にあて られるとはいえ､

それは戸部が個別に認可 したものであって､督地の権利 としてそうなっているではない｣

(上里些牡 .Voll1g.Jamieson.9P.担 ..p.12(605). Practically.however,the

governorsneverharelookeduponthecustomsrevenueasfallingWithintheir

control･andalthough･aswillbeseen,aconsiderableportiondoescomein

aidofcertainprovinciale叩enditure･itisbyvirtueofthespecific

authorityoftheBoardandnotasaright.)0

(133) 中央戸部が四成洋税の使途をどのように琴整､統制 したかは､より詳 い ､検討を経

なければならないが､その実効は同冶未年になると､低下を免れなかったようである｡

『遺戒同光四朝秦議』第六冊､二四三七一二四三九頁､ ｢載齢等請封存四成洋税疏｣､

同拾~二年o 白田成洋税解部以来､外省報解之款柏増､而各衝門奏支之款輪距｡臣部偶

一駁減､各衛門即抗疏以学､必如某所請而後己〇･二･-自同治八年四月起､至十一年十二

月止､動用過四成洋税､陸百玖拾伍寓南口同治九年曾超臣部秦明､兵銅照葺開放､暫准

銀庫耕借四成拝鮎 其各即 ヨ秦借銀両､以及工程等項､由臣部察看庫備有無除款､分別
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椎駁､等因､在英｡乃白兵奏以後､不鞄兵鏑排借四成洋税也､即各衛門借款､亦珊借四

成洋税兵｡且侍四成洋税可以借款兵的､持婿庫儲正項､虚数聞支別項臭｡

そもそも軍費調達をはじめとする中央戸部の財政措置に対 し､地方の側では太平天国

の時期より根強い不信があり､それはこのときになっても払拭されていない｡地方が戸

那-の報告を経ずにその裁量でつかう ｢外輪｣の経費が増大 しはじめるのは､その一つ

の現われである｡以下を参照｡ 『新江通志産金門稿』巻中､頁八～九｡相成豊軍興､部

款不能､無以腫各省之求､督撫及練兵大臣､自業款而日用之.軍務控偲､急不暇揮所収､

国夫及報部､而移緩就急､剤肉輔癒､所用尤不能縄以部章､遂決破二百年拘牽之背離､

而督撫之擢浸重美｡=--同治初軍務漸定､部中筋令各省造速報鏑､各省乃精白便動支之

款､悉於枚数内削除､名目外鏑O大率外輪十之一二両報部､枚数別十之八九､此弊各省

所同賢者不免 【部中蕨核報鏑､音更籍以東賄､賄足則駁於前者､可准於後､久員外省所

轄｡中興名臣､如胡 〔林翼〕曾 〔国藩〕左 〔宗業〕諸公､尤探患部書之舞弊｡款蹄外鏑､

刑部中無維持其短長】｡岩井前掲論文､一四八～一四九貢｡四成洋税の分配においても

それは例外ではなく､地方は中央の措置に失望を禁 じえなかった｡そうした不信感､失

望感が中国の本格的な外債導入の一つの動樺をなしている.次のような李拍章の言を参

照O 『李文忠公全集』朋僚函稿､巻一四､ ｢復沈幼丹 (沈藻場)節帥｣､同治一三年五

月初一目 o 朝貴一間持款､則縮項結舌､而英之敢鹿｡即有一席､農部頭更､空文支吾､

於事何帝O是以魯文正剰卑賊､摘草剰捻匪､興師十寓､皆自業飼､但求朝廷不畢肘馬車､

何骨頭請巨款邪｡･-･･私計祇有倍洋債一説｡同上､ ｢復張振軒 (張樹草)中丞｣､同治

一三年五月初七日.幼帥 (沈葎禎)請借洋款､又較講頼部存四成洋税馬便o

(134) Norse.op･cH.,pp.34-36. Wright,op.ciL,pp.225-257･ 呂斉強 『中

国早期的輪船経営』､四三～一一九責､Gerson.9PL E11と.,pp.131-201. 坂野前掲

｢ロバー ト･-ー ト｣､三四九～三五二頁､井上裕正 ｢レイ ･オズポーン艦隊事件の外

交史的意義について｣､呉乾免 ｢英国政府輿 "阿恩本艦隊"｣､など参牌｡

(135) K,F.Bruner旦L吐 .eds･,EnteringChina-sservice,pp･264.269･ [6

JUNE1863:]Laythenwentintothebusiness.andsaidthatthemoneycollected

bytheCustomsandhandedtothegovernorsoftheprovillCeSWasWastedand

pocketedbythem:andthathewdnotconsenttocontinuetocollectmoneyto

bemisusedinsuchadisgracefulmanner.thathehadthereforeresolvedto

coHectthemoney.andholditatthedispositionoftheTsungleyamun;thathe

vdnotpayacashtotheFootaesunlessorderedtodosobytheyanun. Here

WanSeangtookuptheconversation.andsaidl●.thatFootaecdnotpocket

monies,inasnuchasthetnspectorGeneral■squarterlyreportsenabledthe

Yanun.AHoopoo.toknowtheamountsactuallycollected;that.besides.

independentofsuchreports.the2/5thspaidasIndemnitiesenabledtheYamun
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toknowwhatthetotalWas;and2●.thattheFootaecdnotappropriatethe

fundsthemselves.buthadtDdistribuLcitasdirectedbytheHoopooIand

thatthat馳arddidnotgivedirectionstouchingthedistributingofrevenue

accruingonforeigntradebeforeconsultingtheTsungleya¶un･ I-･.･[8JUNE

1863こMnordertogainsoTneinformationabouttheloan,&C.Layaskedwhether

鵬nSeanghadlaidbeforethePrincehisproposalthattoeachportshdbe

appointedaXeentuhfromtheTsungleYanun. WanSeaTlgSaidthathehadbrought

thenatterbeforethePrince.butthatthereWeremanyobstaclesintheyapof

carryingitout-che-chowteihleiang:hefearseheiflythatamereKeentub

withoutanylocalauthorityWdnotbeabletogetthroughhiswork,aSth忠

localofficialsvdnotheedtheirdirections,liooringpubling: aTldheargues

that-itisscarcelynecessarytotaketheStep,inasnuchasthelocal

officials.whonowactasFL'eentub.are-fromtheirconnectioII Withthe

coHectionDftheforeignreyenuB,COmPletelyunderthecontrolofthe

Tsungleyamun. TothisLaysaidthathehadmadeuphismindtoollething:

thathevd,afterfixingthedate,collectthernoneJ･fortheTsungleyamun,and

notfortheofficiaisoftheprovinces;thatiftheYalnundidnotconsentto

that.hewdceasetobeInspectorGeneral,- ･･･ 引用文後半の海関監督の問題は､

おそらく洋税収入を扱 う金融機関にかかわってのことであろうOレイはさらに､各海関

に総税務司に直属する銀号を設立するよう進言 しているからであるO 『海防桔』甲､購

買船砲､一五六一一五七五､同治二年四月二六日､総理布門が受理 したレイの ｢輪舶節

暑｣ ｡各関税銀､均蹄地方官､先用後秦､無不用轟Q且税銀既入伊手､寓雑費出､以致

魔用之款､農兵相商､亦歯不肯頗鎗O嗣後各関所徴税銀､臆報明鍵理准門､拍苔戸部査'･

牧o各海関慮由本籍税務司各立銀競､代収税銀､按期異数､報候経理衡門特番戸部樺軌

･--若不照所載､別名関税銀､轟馬地方官所用､本鍵税務司不能槌便支用､各章沓不能

蹄理Oこれとあわせて､彼は借款の健のため揮税をイギリスの銀行にあずけておく構想

をも明らか妄こしているo Bruner裏｣吐 .eds･,竣｣裏ふ ,p.265, [6JUNE1863‥〕

Layexpiai九台dthatnoplaceya- antedasasecurity;thatifhewereallowed

towueetthereyenue･placeitinanE痛 ishBankandholditAtthe

dispositionofth母Tsuni王eyamun,hecdaffec拍 ic]theloan:-- 海関監督の鍵

理香門からの経過､総税務司直属の海関銀号設立､外国銀行による拝観の保管､この三

者はあい塵関 Lで､レイの拝観中央化構想を実現する具体的な手段となるものであったO

それ結いうまでもなく､当時の地方の利害と衝寒するものでもあった｡次の李弼章の首

にそれがよくあらわれていようO 『李文恵公全劉 朋焼飯稿､巻-､ ｢上骨相 (骨国#)j

･同治元年七月一九日O英資藤城内外各事､賓皆洋人主持､惟所欽臥 不過開針 産金､
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伯爵華官収放耳｡

(136) Bruner旦L旦土･,eds･.op.cit..p.280. 19JUNE1863:･･･-Thedocuments

embodyingthePrince'sremarks,･･････Theremarks-････thattherewereno

necessityforappointingspecialKeen-tubontheHoo-ring-puh-lingground;

thatthemoneymustbepaidintoChinesetヨanks;andconcludingWiththestate一

mentthatitwasabsurdtoexpectalterheroldinstitutionsmerelybecause

shehadpurchasedhalfadozensteamers.

(137) 前註(78)の引用文を参照｡

(138) Bruner旦L旦L eds･,op.cit..p.289. [1JULY1863:]Chinadiffers

essentiallyfromEurope:thegovt.iscentralonlytoacertainextent. Fron

capitalareappointedallthehighofficers,Wholnayberemovedatpleasureof

thecapital,･butonceappointed.nointerferenceyiththedetailsofthe

transactionoflocalbusinessisthoughtof. ItisonlyWhenthegovr.

reportsWhathehasdone,ordwhenaCensorcomplains,thatthegovt.takes

action. ItiSnotpreparedfosuchachangeaSgoverningfromthecapital. 坂

野前掲 ｢ロバー ト･-ー ト｣､三五五貢｡

(139) 上里里旦埋.γol.2.Chin_a,No,1(1865.).p.13(157),tlart,"Noteonthe

Introduction." TheInspectorate,whileitdoesgoodserviceforitsemployer

-theChineseGovernment-incollectinganincreasinglylargerevenue,is,for

t,hepresent.anecessityundertheTreaties;anecessity,however,Whichneed

notberegardedwithdislikeorsuspicion.for.whiletheallyofcommerce

generallyinenlistinginitsfavourthesympathiesoftheChineseGovernment,

theInspectoratewillbeforatime,andwhileitexists,atnoreandmore

efficient.thoughextraneous.publicservant;itTillhavefinisheditsYork

whenitshallhaveproducedanativeadlnirListration.ashonestandas

efficient,toreplaceit. この言は､おわりに､の註(10)の引用文とあわせ参照すべ

きものであろう｡

(140) オルコック協定とそこでのハ- トの役割については､次を参照.wright,op.cit･,

pp.369-384. M.C,Wright.op.cit.,pp.279-280,285.287. 坂野前掲 ｢中国

を英国の外交官はどのように見ていたか｣､二九二～二九三五､同 ｢同治年間の条約論

議｣､同 『近代中国外交史研究』､二三二～二四二貢､R.J.Smith,旦L吐･.eds･,

RobertHartandChina'sEarlyModernization,pp.405-408.

(141) Fairbank,坐_吐 ,eds･.op.tit.,lettersno.18.p･591 Hartto

Campbell,Oct.4.1870. 1donotintendtostayouthereanylongerthanI

canhelp,and.unlessgreatchangesspeedi･lycome.Idon.tthinktherewillbe
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muchworthstayingforintheshapeofsuccessfulwork･ IlikedChinasolong

asIWassanguineofbeingausefulmaninit･but･nowthattheyhave

squatteddownagain.andIfindthatChineseformistooregularly

crystallisedtoadmitof¶uchhopeofrealchangesrItireofbeingamere

collectorofcustoJnS.

おわりに

(1) それは演下武志氏の拝聞の扱い方に如実にあらわれている｡氏は ｢近代経済史におけ

る海関 (洋関)の役割を検討 しようとするとき､海関の制度的側面か ら接近する場合に

は､そこに幾っかの制約が存在すると患われる｣と断 じ､さらに直裁には､ ｢制度がた

とえそれが外的であろうと｣とも述べている (潰下前掲 『中国近代経済史研究』､vi～

Ⅴ頁)Oこうした言は中国近代経済史をっとめて内在的に見ようとする氏にあって も､洋

関という制度の成立は､やはり外からの力によるものと承認 した判断を示す ものであるo

そうした判断から､洋関そのものの究明はひとまず捨象 し､それを抽象的な分析装置と

して用いる氏独特の方法が生まれてきたのであろう｡

(2) こうしたあり方は､史料にしばしば包横と表現されるため､ ｢包握｣という概念で研

究者に認識されているようである｡瀧野正二郎 ｢晴代常関における包横について｣､参

照｡必ずしも構造的な把達は十分ではないが､鳳閤関 ･惟安閑 ･新堂関を素材にした氏

の論旨と本稿の前半部分は､当然のことながら暗合するところが散見される｡ただし筆

者はそれを ｢包携｣で括ってしまうには､いささか梼曙を覚える｡晴代の商業組織 と政

府の関係は､なお解明されていない問題が多 く､たとえ史料のうえでの表現がそうであ

っても､主として地丁銭糧の領域で用いられる ｢包撹｣という概念を､そのまま援用す

るわけにはいかないからである｡今後の課題となるのは､関税に代表されるこの しくみ

をより詳細に解明するのはもちろん､同じく ｢包摂｣と称 される地丁銭糧のそれとあわ

せて､宿代の政治 ･社会 ･経済構造全体のなかで､いかに関連づけて整合的に説明する

かにあろうo地丁銭程の包渡の展開としくみについては､村松祐次 『近代江南の粗桟』､

五四二～五四三頁､西村元牌 ｢清初の包擬｣､山本英史 ｢情初における包糎の展開｣､

岩井茂樹 ｢笛役と財政のあいだ｣､七六～七九五､参蝿｡

(3) 以上の所説を導きだした本稿の構想は､もちろんすべてに同意 したわけではないが､

根岸倍 『買析制度の研究』､の分析､なかんずく ｢買排なるものは実に行商から官牙た

る資格を除去 し､商人としての業務を承継した牙行の変種なりと言ふべきものである｣

(同上､一一四貢)という論点に多くを負っている｡本稿における拝聞の位置づけの究

明は､そもそもこの ｢除去｣されたはずの ｢官牙たる資格｣と役割のゆくえをさぐるこ

とから始まったものである｡

(4) ｢外国人税務司制度 (theForeignlnspeCtOrate)の著 しい成果は､これを徴税請負
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から近代的な意味での徴税機関なるものの範噂に高めたことで､定額に従 うのではなく､

税率表によフて生 じるあらゆる税収をすべて報告 し､ひきわたすにある｣というフェア

バンク氏の近年の発言 (L.C.Johnson.Shanghai,p.397,m.86.Fairbankto

Johnson,PrivateCorrespondence.July17,1991.)は､ ｢徴税請負 (tax-farming)｣

から ｢近代的な意味での徴税 (moderntax-collection)｣への変遷 という点のみに注目

するなら､筆者もこれを認めるにやぶさかではない｡けれどもそれを上海における外国

人税務司制度の設立の過程のみに限定 して兄いだそうとするのは､氏の､ひいては現在

に至るまでのアメリカの拝聞研究全体の傾向であり､本稿の考案 と結論はそれに対する

批判をなす ものである｡

(5) 『慮塙稚誌』巻二｡苦闘例用杭人司其事､謂之絶庫､長鳥優映｡非磨寓金､不能得也｡

一年税的所人､不下敷百寓､然半侵漁於書舎之手｡･-･･.北開錐無侵漁之弊､而倫漏甚多.

蓋中外言語不通､而西人又架梨校許､往往以小艇運貨出口､乗間接帆而去､不及識語O

(6) たとえば､彰揮益 ｢十九世紀後期中国城市手工業行合的垂建和作用｣､同 『十九世紀

後半期的中国財政輿経済』､所収､宮田道昭 ｢清未における外国貿易品流通機構の一考

察｣､本野英一 ｢安畠 ･裕康洋行対上海潮恵会館事件丁芝宋協定後の7-ン貿易紛争に

関する一考察-｣､参照｡

(7) 漬下前掲書､一九二貢､飯島渉 ｢｢裁産加税｣問題 と清末財政｣､二七貢｡

(a) 『鴻片戦争』第五冊､四四五頁､ 『中英両国来往照合公文簿』､ ｢伊里布致英師蕃｣o

貴国所願者通商､中園所願者収税O

(9) Pelcovits.OldChinaHands,担皇室j且 なおこの間掛 こついては､本野英一氏がオ

ックスフォー ド大学提出の博士論文で詳細きわまる研究を行なっておられる｡その公刊

が待たれる｡

(10) たとえば､何烈 『厘金制度新探』､一六三一二一九五､飯島前掲論文､参博D

(ll) CMC.DocuTnentSiHustrative.Vol.1,1937.pp.312-313. Inspector

General■scircularNo.24of1873.Dec.18. Again.theemploymentof

foreignersintheCustoms-howeveruseftlllyitWorksasanassistanceinthe

transactionofbusinesswithforeigners,orhoyeverprofitably,asan

instrumentforthecollectionofrevenue-is.inmoreWaysthanone.an

unpalatablefact:for.althoughthegrowthoftheestablishlnenthasbeen

encouraged,yetithas,Withforeignintercourse.beentosomeextentforced

China:andjusttotheextenttoWhichithas,notunnaturally,grownoutof

thedefectsofChineseexclusiveness,itsexisteTICeimpHesthatChinese

officialscannotdotheirownwork;whileitsrelationsWiththeCapital

interferewiththefreedomofofficialactionineachConmissioner's

neighbourhood. Moreover,itshouldnotbeforgottenthat,soonerorlater,
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theexistenceofthetn叩eCtOratemustconetOanerLd:itTnayflourish.do

goodvorkandbeappreciatedforatime;butadaymustcomewhenthenatural

andnationalforces,silentlybutconstantlyinoperation,willejectusfrom

soanomalousaposition.

(12) ib延 .Vol,5.1939,pp.360-361. SirFrederickMaze."MaritimeCustoms

service,NoteconcerningPrinciplesofAdministration."confidential,Mar.17.

1934,Erlel..No.1inInspectorGeneral'sSeTRi-OfficialCircularNo.106.May

1.1934.

(13) E･g.,Wright,託artandtheChineseCustoms,p･262･ J･Spence,ToCha哩 _
China,p.116.

(14) Fairbank.TradeandDiplomacy.p.465.

(15) )･E･Fairbank."SynarchyundertheTreaties."do.,ed..EPinese___Thl_ug吐

andlnstitutions暮pP.2舶～231.と､do,"TheEarlyTreatySystelnintheChinese

WorldOrder."do･,ed･,TheChineseWorldOrder,pp.257-275.の所説のこ,･アン

スの違いに注意O
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図 表

第 1表 外洋行の茶取引 (1担)

栽培 ･製造費

精確 ･包装費

運送費 (産地～広州)

広州での諸経費

(課税､外洋行商人の経費､はしけ調達費)

東インド会社-の売値--.--･･-t･t･･--･

外洋行商人の利益

両 残 分 産

12 0 0 0

1 売 り 讃

3 9 2 0

3 0 0 0

q九

日l

H凹r

3

nU

6

2

0

ー

0

ー

6

3iF

U山山

出典 :Ball.CultivationandManufacture.p.354.

第2衰 綿花に対する課税 (1担)

正飼 (ImperialDuties)

加耗 (percentage)-･

担頭 (Peculage)

行用 (corLSOOChar g e )

事例(sze-1e)

1 5 0 0

出典 :Morrison,AChineseCommercialGuide,1834.p.36.
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第3表 綿花の取引と課税 (1担)

｢洋貨店 く軸opmen)｣のつける総価格

慣行的な仲介料の控除

｢洋貨店｣使用の銀両成分-0.974両;1両につき

0.026両の割引-ll.4両で･･･････-･.･･--･- ･･.･･- 296･4

｢洋貨店｣使荷の銀両重量の不足;1両につき

0.018両-ll.1036両で--････-･･･-.-･-･････-

｢洋貨店｣の支払う純価格

卑海関の貨税および賦課金-･--･日脚･･･-山川-銭

黄靖でのはしけ料金

黄靖での外洋行商人の計量係の経費--･-･-･･･････

ドルの成分不足の補填など･-････-･-- ･･･-.---

外洋行商人が実際に受領する金額

両 践 分 産

ll500

199･9- 0596･3

10903･7

l.hU

ハU
O

2

nU
5

4

4
一
6

1

1

3

3

qム

0702･D

以上から想定される外国商人への提示価格･･-･- --････.･･--･･･-･ 1000D･0

外洋行商人の直接の利益

出典:MoTrison.AChineseCommercialGuide,1834.p,36.
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第4衰 広兼でのイギリスの輸入額 (1844-1856年)

単位 :ドル

A イギリスからの直輸入 B植民地からの輸入 C 計 B′C(%)

毛 織 物 綿 製 品 金 属 雑 貨 インド綿花 他のインド.海峡植民地産品

1844 2.898.866 4,726.870 222,973 57.985 6,816.382 783,164 15,506.240 45

1845 i,875,M2 2.764.317 87.874 47,823 4,727.834 1,212.612 10.715.502 55

1846 1.386.534 2.755.223 62,493 38,732 4.925.018 829,583 9.997.583 58

1847 1.627.346 2,501,052 40.101 30.282 4.685.872 741.107 9.625,760 56

1848 1.866,980 1.213,344 47.578 19.613 2,791,615 595.467 6.534,597 52

1849 768.042 1,475.644▲138.177 33,808 4.769.641 716,932 7.902.244 69

1850 992.800 1.616,900 231.97128.829 3.432.000 594.400 6.896.900 58

1851 818.817 2,451.945 459.570 46.245 5.500.000 817,684 10.694.261 63

1852 134,826 678,156 舶7,642 18,513 8,227,GOO 467.890 9.974.OZZ 87

1853 99,989 555.736 21,098 26,094 2,474.825 906,425 4,058,233 83

1854 30.750 85.820 38,020 18,446 2.706.425 468.983 3,348,444 95

1855 3.020 368,500 32.500 48.788 2,246,357 906.425 3.605.590 87

出典 :iPR i.Vol.6,Repo_rtbyMr.Parkes,p.33は9).
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第5表 卑海関税収と条約産海関における夷税収入報告額 (1844～1859年)

単位 :銀両

条約経年 (月/日) 定額 贋 州 置 門 福 州 寧 波 上 海899.064

44(3/1i)-45(3/3) 2,360,832 48.132 143 24,735 169.464

1845-48(2/20) 2.186,530 31,734 4,045 7.086 470.634

1846-47(2′10) 1.972.889 35.783 1.213 2.196 649.218

1847-48(1′38) 1,825.223 29.132 4 1,5711173,447 615.709

1848-49(1/19) 1,424.045 24.586 31 530.151

1849-50(1′7) 1.471,318 29.932 723 (631.000)

1850(-12′28) 1.耶6,867 32.098 1.585 690.520

1858-51(12/27) 1.836,574 31,203 3.415 1.179.327

1851-52(12/6) 1,666.811 31.170 ll 1.218.302

1852-53(ll/25) 1,274.129 8.17445.370 41.416220,106 (695.000)

1853-54(ll/15) 1.166.492 591.941

1854-55(ll/4) *3i2,043 1.823.705

1855-56(10′23) *1.080,240*337.574*815.736 52,392 335,271 1.786.336

1856-57(10′12) 70,394 436.777 2.030.150

資料:『葉所夷務始末補遺』道光臥 成聖軌 に収録の各海関税収の報告により作製｡

ただし､18舶～5時 については､Fairbank,TradeandDiplomacy.p.262.をも

参照oまた上海は､ 『呉鞭 菓選編』卸 韓､81-8頂 ､ ｢江海関征収各国税銀

数日｣ (18朗年11月17Eh185時 10月1日)､にもよって､ ｢憤時折耗銀｣2%を
均染して算出O

備考‥H 内は概数o*は卑海大関のみの税収O
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第6表 中国の対英輸入 (7-ンを除く)

単位 :ポンド･スター リング

年次 (A)輸入総額 (B)上海への輸入総額 (C)上海-の綿製品輸入額 B/A(%) C/a(%)

1845 2.394,827 1.038,91g 850.973 43 ･82

1846 1.791.439 810,200 641,678 45 79

1847 1,503.969 898.228 689.872 60 77

1848 1.445,959 547,108 396.583 38 73

1849 1.537.log 992.888 686,616 65 69

1850 1.574.145 977.039 654,473 62 67

1851 2,161.268 1,141,106 914.728 53 80

1852 2,503.599 1.171.393 917.287 47 78

1853 1,749.597 1.280.451 1,019,265 73 80

1854 1.000,716 368.674 153,890 37 41

1855 1.277.944 1,193.264 557.489 93 47

1856 2.216.123 2,156.829 1.105.940 97 51

資料 :(A)は､上些 旦 .Vol.40,Return oftheDeclaredAnnualValueof

BritishProduceandManufacturesExporteq_____t_Q__Ghi_n?_and__Hong__恥p8.

1864.p･(781)･に､(B‖C)は､i旦辿 ,Voll6.ReportbyMr･Robertson,

BritishConsulatShanghaiontheTradeofthatPortduringtheyear

迎旦巨Jp.46(62).により､ドルをポンドに換算 して作製 した｡

-243-



第7表 外国人税務司騎虎設立以後の上海の貿易 (1854年7月12日より)

単位 :銀両

年. 次 輸 入 再 輸 出(7-ンを除く) 輸 出

- 般 アヘン 合 計

1855モー8′31)1856(-6/30)1856(-1呈′31き1857 3.507,524 9,113.45412,620,978 a,899,558 24,549,062

6.舶2,299ll,529,308 1B.021,607 23,427,215

5.189,821 5.571.800 10,768.821 20.530.337

15,883.393 1i,252.51430.115,叩7 33.344.435

1859 乱闘5.138 15.397,35036.032.48D 36,670.GOB

出典.･旦墜 ･Vol･6._go_p_野r_;ialRepo_rt革_fromA_er_U革まesty■sqo_niBiul_S_tin
gin峯 186㌢186_4.p▲61ほ77).
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第 1回 広州､上海､祖州からの茶抽出

単位 :100万塞1ポンド

1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860

[1850-1860]
一 上海 一一禎州 -広州

資料 :川orse,InternationalRelations.Vol.1,pp.366,466.
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45 46 47 48 49 5D 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

[1845-1860]
一 人口 一一トン数

資料 :E.∫.Eitel," Suppleme nt N o tes on th e Hi story ofllong Kong,"

p.511.G. R.Sayer.HongXong.pp.220-221.
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飯島渉 ｢｢裁盤加税｣問題と槽末財政一一九〇二年中英マッケイ条約交渉の歴史的位置-｣
『史学雑誌』第一〇二編第一一号､一九九三年o

井上裕正 ｢レイ ･オズポーン艦隊事件の外交史的意義について｣『東洋史研究』第三四巷
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『卑梅開通轄口岸考』､王文通撰､不分巻､光緒六年序｡

『卑fXl巡視紀略』､杜韓撰､全六巻圏一巻D

法敬虞 『赫徳輿近代中西関係』､人民出版社､一九八七年O

正宗桁 『庫東文物叢談』､中華書局香港分局､一九七四年｡

岡本隆司 ｢広東洋行考-洋行に関する新旧史料を通 じて-｣『東洋史研究』第五四巻第二

号､一九九五年O

岡本隆司 ｢従市舶司到海関一明槽易姓輿海外貿易制度之演壁-｣､中国海関史第三次国際

撃術研討魯 (香港中文大軍､一九九五年)提出論文｡

沖縄県立図書館編､和田久徳校訂 『歴代巽案』校訂本､沖縄県教育要点会､一九九二年､

第一冊｡

『何桂清等書札』､蘇州博物館 ･江森師院歴史系 ･南京大学歴史系編､江森人民出版社､
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理学篇)』第-八号､一九七五年O
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呉建宛 ｢一七五七年以後的庫東十三行｣､中国人民大学清史研究所編 『博史研究集』第三
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佐々木正哉 ｢イギリスと中国一7-ン戟争への過程-｣､榎-雄編 『西欧文明と東アジア』

平凡社､一九七-年､所収o

佐々木正哉 ｢酒代広東の行商制度について-その独占型態の考集-｣『駿台史学』第六六
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